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令和８年旭市議会第１回定例会会議録 

 

議 事 日 程 （第１号） 
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開会 午前１０時 ０分 

 

○議長（宮内 保） おはようございます。 

  ここで、会議を開会する前に、あらかじめご了解をお願いいたします。 

  市の広報及び報道関係者の取材のため、この後、本会議場の写真撮影を行いますので、ご

了解のほどお願いしたいと思います。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第１ 開  会 

○議長（宮内 保） ただいまの出席議員は19名、議会は成立しました。 

  これより令和８年旭市議会第１回定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第２ 議長報告事項 

○議長（宮内 保） 日程第２、議長報告事項は、報告一覧によりご了解願います。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第３ 会議録署名議員の指名 

○議長（宮内 保） 日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

  ３番、戸村ひとみ議員、４番、常世田正樹議員、以上の２名を指名いたします。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第４ 会期の決定 

○議長（宮内 保） 日程第４、これより会期についておはかりいたします。 
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  本定例会の会期は、本日から３月19日までの28日間といたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から３月19日までの28日間と決しました。 

  なお、日程表により会議の運営を図りたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） 市長より送付を受けております議案は、議案第１号から議案第27号まで

の27議案であります。 

  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） 配付漏れないものと認めます。 

  議案の説明のため、市長、副市長、教育長ほか関係課長等の出席を求めました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第５ 議案上程 

○議長（宮内 保） 日程第５、議案第１号から議案第27号までの27議案を一括上程いたしま

す。 

議案第 １号 令和８年度旭市一般会計予算の議決について 

議案第 ２号 令和８年度旭市病院事業債管理特別会計予算の議決について 

議案第 ３号 令和８年度旭市国民健康保険事業特別会計予算の議決について 

議案第 ４号 令和８年度旭市後期高齢者医療特別会計予算の議決について 

議案第 ５号 令和８年度旭市介護保険事業特別会計予算の議決について 

議案第 ６号 令和８年度旭市水道事業会計予算の議決について 

議案第 ７号 令和８年度旭市公共下水道事業会計予算の議決について 

議案第 ８号 令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算の議決について 

議案第 ９号 令和７年度旭市一般会計補正予算の議決について 
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議案第１０号 令和７年度旭市介護保険事業特別会計補正予算の議決について 

議案第１１号 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第１２号 旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１３号 旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第１４号 旭市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５号 旭市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１６号 旭市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１７号 旭市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１８号 旭市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１９号 旭市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２０号 旭市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例の制定について 

議案第２１号 旭市過疎地域持続的発展計画の策定について 

議案第２２号 指定管理者の指定について（飯岡福祉センター） 

議案第２３号 市道路線の認定について 

議案第２４号 旭市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

議案第２５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

議案第２６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

議案第２７号 専決処分の承認について（令和７年度旭市一般会計補正予算） 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第６ 施政方針並びに提案理由の説明 

○議長（宮内 保） 日程第６、施政方針並びに提案理由の説明を求めます。 

  市長、ご登壇願います。 

（市長 米本弥一郎 登壇） 

○市長（米本弥一郎） 本日、ここに令和８年旭市議会第１回定例会を招集し、令和８年度一

般会計、特別会計及び企業会計予算のほか、条例の制定等の案件についてご審議を願うこと

といたしました。 



－6－ 

  開会に当たり、旭市20周年事業及び新年度における市政運営について所信の一端を申し上

げます。 

  本年度は、旭市20周年記念として、４月の袋公園桜まつりに始まり、８月の大相撲旭場所、

２月１日に開催された旭市飯岡しおさいマラソンなど様々な事業を開催し、さらには、11月

９日を「いい旭の日」として記念日に制定いたしました。また、11月には記念式典を挙行し、

市内外から多くの方々に参列をいただきました。関係団体の皆様には多大なるご支援とご尽

力をいただき、この場をお借りして改めて感謝を申し上げますとともに、心より御礼申し上

げます。 

  この20年という節目の年を新たなスタートとして、次の10年、20年先の次世代へ豊かな旭

をつないでいくために、今後とも市民の皆様や事業者の皆様と共に、全力を尽くしてまいり

ます。 

  次に、新年度における市政運営について申し上げます。 

  初めに、総合戦略について申し上げます。 

  総合戦略については、まち・ひと・しごと創生法に基づき、急激な人口減少に歯止めをか

け、地域の活性化を図り、持続可能な社会の実現を目指すものであります。 

  第３期総合戦略は、国土強靱化地域計画と行政改革アクションプランとを一体化させた本

市のまちづくりの指針であり、４月からは２年目に入ります。ＳＤＧｓの推進やデジタル技

術を効果的に活用しながら、将来都市像である「みんなで創る未来 ず～っと大好きなまち

旭 ～健康で心豊かな暮らし“ウェルビーイング”の向上～」が実現し、市民一人ひとりが

健やかで幸せに満足した暮らしを送ることができるよう、全力で取り組んでまいります。 

  次に、重点プロジェクトのうち、令和８年度に取り組む重点施策を四つのプロジェクトに

沿って申し上げます。 

  一つ目は、「旭ブランド創出プロジェクト」であります。 

  初めに、海業の推進について申し上げます。 

  海業については、旭市海業推進事業計画を本年３月に策定し、令和８年度には、千葉県が

事業内容や区域等を決定する漁港施設等活用推進計画を策定いたします。県の推進計画策定

後、事業者を公募する予定となっており、市といたしましては、引き続き参加意欲のある事

業者を対象とした市場調査を行うとともに、海業の一つとして、釣り大会や直売などを試験

的に開催し、市民や来訪者への事業周知に努めてまいります。 

  次に、園芸生産強化支援事業について申し上げます。 
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  生産施設の整備や省力化機械の導入、ＡＩなどを活用したスマート農業の取組に対する千

葉県の補助事業に市として上乗せして補助を行い、産地力の強化や農業の高収益化に取り組

んでまいります。 

  次に、新規就農総合支援事業について申し上げます。 

  国の補助制度に加え、市単独による補助事業を実施し、親元での就農者への支援や、市外

からの新規就農者を積極的に受け入れるなど、農業者の確保と担い手の育成に取り組んでま

いります。 

  次に、観光資源創出プロモーション事業について申し上げます。 

  本市の魅力を広く全国に発信するため、インスタグラムやユーチューブなどのＳＮＳを活

用した積極的な情報発信に加え、マスコミや旅行関連企業と連携し、景勝地や地元産品など

を最大限に活用した観光資源の創出、さらには商談会等を通じて、本市に訪れることを目的

とする旅行商品化にも取り組んでまいります。 

  次に、観光イベント事業について申し上げます。 

  本市では、四季折々のイベントが開催され、市内外から多くの観光客にお越しいただいて

おります。旭の夏の風物詩である旭市七夕市民まつりや、大輪の花火が秋の夜空を彩るいい

おかＹＯＵ・遊フェスティバルなど、地域の特性を生かしたイベントを中心に、元気な旭市

をＰＲしてまいります。 

  次に、若者・女性の仕事づくりと雇用創出の強化、企業誘致等支援について申し上げます。 

  事業者のデジタル化支援事業については、専門家による伴走型の支援を通じて、業務効率

化や働き方改革に直結するデジタルツールの導入を推進し、経営理念に基づいた持続的な成

長を遂げられるよう支援していくとともに、引き続き多くの事業者に活用していただけるよ

う、事業の周知を徹底してまいります。 

  女性のデジタル人材育成については、本年度から実施した事業に対する受講者アンケート

の意見を基に、今後はＡＩの活用やウェブデザインなど、より実践的なスキルの習得を支援

することで、自営型テレワーカーとしての自立と女性のデジタル分野への進出を後押しして

まいります。 

  企業誘致等支援事業については、市内において事業所の新設または増設などの一定の基準

を満たす設備投資を行った企業に対して、税制面での優遇や雇用に対する奨励措置を講じる

ことで、新規企業の誘致だけではなく、既存企業の事業規模拡大や市民の雇用確保について

も、引き続き支援してまいります。 
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  二つ目は、「こども・子育て応援プロジェクト」であります。 

  初めに、地域医療体制整備事業について申し上げます。 

  市民が安心して子育てできる環境づくりを推進するため、市内に小児科を開設、または診

療科目として小児科を追加する医療機関に対し開業費用の一部助成を行い、引き続き小児科

の誘致に取り組んでまいります。 

  なお、小児科・産科の医師、助産師によるオンライン医療相談については、登録者も順調

に増えており、利用者から好評をいただいているところです。今後もより多くの皆様にご利

用していただけるよう周知を図ってまいります。 

  次に、出産・育児支援について申し上げます。 

  こども家庭センターについては、母子保健と家庭児童分野の相談・支援を一体的に行うこ

とにより、切れ目のない支援を目指し、子育て家庭の不安の解消に努めてまいります。 

  次に、特定不妊治療費助成事業について申し上げます。 

  不妊に悩む夫婦に対し、医療保険の対象とならない先進医療に係る費用の一部を助成し、

治療に伴う経済的負担を軽減してまいります。 

  次に、放課後児童クラブ運営事業について申し上げます。 

  放課後児童クラブについては、専門的な知識と豊富な経験を持つ民間事業者を活用するこ

とで、より充実したサービスを提供し、児童・保護者が安全で安心して利用できる運営を推

進してまいります。 

  三つ目は、「つながる地域づくりプロジェクト」であります。 

  初めに、移住・定住の促進について申し上げます。 

  本市に住みたい、住み続けたいと思う「旭のファン」を増やすため、市の魅力が伝わる情

報発信とあわせて、定住促進奨励金の交付や移住に特化したウェブサイトの構築、民間企業

のノウハウを活用した移住サポートセンターの運営などに取り組んでまいります。 

  次に、シティプロモーション推進事業について申し上げます。 

  本年１月に、中村雅俊監督の映画「五十年目の俺たちの旅」とタイアップしたロケツーリ

ズム事業を実施し、市内外の多くの方に本市の魅力を効果的にアピールすることができまし

た。今後も、公民連携による積極的なロケ誘致・支援に取り組み、撮影された作品を活用し

ながら、魅力的な情報を発信することでシティプロモーションを推進してまいります。 

  次に、ふるさと応援寄附推進事業について申し上げます。 

  令和７年度から、地元に根差した商品開発と効果的なＰＲを得意とする中間事業者と契約
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し、本事業を積極的に推進しております。今後は、今まで以上に特色ある返礼品の開発を進

め、本市の魅力を全国に発信してまいります。 

  四つ目は、「“健やかで幸せな”暮らしを守るプロジェクト」であります。 

  初めに、保健・医療の充実について申し上げます。 

  がん検診事業については、がんの早期発見・早期治療につなげるため、受診しやすい検診

体制の整備と、精密検査が必要となった方への確実な受診勧奨に取り組んでまいります。ま

た、がん治療に伴う外見の変化により患者が抱える心理的及び経済的負担の軽減を図るため、

がん患者アピアランスケア支援事業を新たに開始し、医療用補整具の購入等に対する助成を

行うことで、社会生活の維持・向上を支援してまいります。 

  特定健康診査等事業については、国の制度である40歳から74歳に加え、本市独自の取組と

して、国民健康保険に加入している35歳から39歳の方を対象に含めた健康診断を実施してい

るところですが、４月からは対象年齢を19歳まで引き下げ、若年層の生活習慣病予防対策の

充実を図ってまいります。 

  感染症予防対策事業については、乳幼児におけるＲＳウイルス感染症予防を目的とした、

妊婦への母子免疫ワクチン接種が本年４月から定期接種となることから、本市においても円

滑な接種につながるよう周知啓発に努めてまいります。 

  次に、震災復興・津波避難道路整備事業について申し上げます。 

  飯岡地域の横根三川線については、県道飯岡片貝線から国道126号までの区間で供用を開

始しておりますが、残りの区間についても早期の完成を目指し、引き続き事業を進めてまい

ります。 

  次に、2050ゼロカーボンシティの推進について申し上げます。 

  令和７年６月２日に「ゼロカーボンシティあさひ」を宣言し、ホームページ等で啓発を行

い、脱炭素社会の実現に向けて意識の醸成を図っているところです。引き続き、環境との共

生とカーボンニュートラルに向けた取組を推進してまいります。 

  次に、令和８年度の基本施策の概要を、総合戦略に掲げた四つの基本目標に沿って申し上

げます。 

  一つ目は、「魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり」であります。 

  初めに、農水産業の振興について申し上げます。 

  全国豊かな海づくり大会については、令和９年に開催される第46回大会に向けて各種準備

を進めていくほか、大会推進委員会や千葉県、関係機関と連携し、機運の醸成や情報発信に



－10－ 

努めてまいります。 

  水田農業構造改革推進事業については、国際情勢に左右されない飼料用米等への転換を図

り、地域の畜産農家と結びついた耕畜連携の取組を推進しております。主食用米の価格上昇

の影響により、飼料用米等の取組面積が減少しているところではありますが、飼料用米を中

心とした戦略作物の定着を支援し、再生産可能な米価の維持と水田農業の経営安定を図って

まいります。 

  次に、商工業の振興について申し上げます。 

  商店街活性化推進事業については、市内の空き店舗活用や後継者の育成、各商店街が実施

するイベントなどの商業活性化に向けた取組を支援してまいります。また、実店舗での開業

を目指す者に対し、大規模小売店舗内での試験的な短期出店費用の助成を新たに開始し、新

規出店の支援を拡充いたします。 

  二つ目は、「結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり」

であります。 

  初めに、スポーツの振興について申し上げます。 

  あさひスポーツフェスティバルは、10月に市内複数のスポーツ施設で開催いたします。家

族や友人と一緒に、子どもから高齢者まで幅広い世代を対象とした体験型スポーツを実施し、

一体感の醸成を図り、市民の健康保持・増進につなげてまいります。 

  また、本年から防災フェアを同時開催し、防災とスポーツを組み合わせて、防災を身近に

感じながら、いざというときに役に立つ知識と技術を学ぶことができる防災スポーツなどを

通じて、誰もが楽しく実感を持って防災に触れられる機会を提供します。同時開催すること

で、スポーツと防災を気軽に楽しみ、市民の健康増進と防災意識向上の相乗効果を期待し、

健康で災害に強いまちづくりを推進してまいります。 

  パラ卓球ナショナルチームの合宿については継続して受入れを予定しており、世界トップ

クラスの選手からの技術指導や交流試合などを通して、共生社会への理解を促進してまいり

ます。 

  次に、子育て支援の充実について申し上げます。 

  乳幼児健康診査事業については、子どもの発達上の課題を早期に発見し、就学への円滑な

準備につなげるため、これまでの乳幼児健康診査に加え、５歳児健康診査を新たに開始いた

します。これにより、子どもと保護者が安心して就学を迎えられるよう、関係機関と連携を

図りながら支援を一層手厚くしてまいります。 
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  保育所統合整備事業については、日の出保育所・とみうら保育所の統合に伴う日の出保育

所の改修工事は、本日工事が完了いたします。今後、完成検査を行い、４月１日からの保育

が実施できるよう準備を進めてまいります。 

  ゆたか保育所の解体撤去工事については、３月中旬に完了予定であり、順調に進捗してお

ります。また、まんざい保育所については、昨年11月に園舎の屋根が一部落下したことによ

り、現在、古城保育所で合同保育を行っているところです。４月１日から古城保育所と統合

する予定であり、関連議案を本定例会に提案し、審議をお願いしております。 

  次に、学校教育の充実について申し上げます。 

  ひかた椿小学校については、令和９年４月の開校に向けて、学校運営などの具体的な協議

や校舎などの施設改修を進めてまいります。海上地域小学校については、統合校となる嚶鳴

小学校の改修工事に向けた実施設計業務やプールの解体工事を予定しております。 

  北統合中学校については、本年１月に代表者会議を設置し、今後は学校再編の可否のほか、

統合校の位置、開校時期、名称について調査審議を進めていただきます。 

  また、新たに矢指小学校と富浦小学校を対象とした旭地域南小学校の再編について、各小

学校に地域検討会議を設置し、協議を進めていく予定です。 

  今後も、将来を展望した適正規模・適正配置を考慮するとともに、保護者や地域の皆様と

合意形成を図りながら学校再編を進めてまいります。 

  次に、芸術文化の振興・伝統文化の保存について申し上げます。 

  国指定文化財の大原幽学遺跡史跡公園については、整備基本計画に基づき、雨水排水対策

として排水整備や急傾斜地の保全工事、公園北側駐車場等の整備を進めてまいります。 

  次に、青少年の健全育成について申し上げます。 

  地域の文化・スポーツ団体等が行う中学校休日部活動の地域移行の推進については、本年

９月のスタートに向けて準備を進めているところです。地域移行に当たっては、これまで学

校の部活動が担ってきた教育的意義と役割を継承しつつ、子どもたちの多様な活動体験の機

会の確保と、将来にわたり継続できる環境の整備に努めてまいります。 

  三つ目は、「ひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集いつながるまちづくり」

であります。 

  初めに、交流の促進について申し上げます。 

  幽学の里で米づくり交流事業については、大原幽学先生ゆかりの水田を活用し、市民と都

市住民が米作り体験などを通じて農業の魅力を感じていただくとともに、本市の豊富な農畜
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水産物のＰＲを図ってまいります。 

  スポーツ交流については、世界ユース卓球選手権大会日本代表選手選考会やぽるぽろ、旭

市飯岡しおさいマラソン大会などを通じて、本市の知名度アップと都市住民等との交流を深

めてまいります。 

  次に、旭市イメージアップキャラクター活用事業について申し上げます。 

  本市のイメージアップキャラクターである「あさピー」は幅広い年齢層に人気があり、イ

ベントへの参加やＳＮＳを通して観光情報などのＰＲに活躍しております。１月には、私も

あさピーと一緒に職員募集動画をインスタグラムに投稿し、閲覧数が12万回を超える反響を

集めたところであり、今後も、あさピーを活用した本市の情報発信に取り組んでまいります。 

  次に、安全で快適な道路の整備について申し上げます。 

  南堀之内バイパス整備事業については、３月中旬の全線供用開始を予定しております。谷

丁場遊正線整備事業については、銚子連絡道路インターチェンジに接続する都市計画道路谷

丁場遊正線の延伸整備に向けて、測量及び設計を行っているところです。引き続き、関係機

関と協議を図りながら事業を進めてまいります。 

  次に、安全・安心な水の供給について申し上げます。 

  水道事業については、旭市水道事業ビジョンに基づき、基幹管路及び基幹施設の耐震化を

進め、安全・安心な水道水を供給してまいります。 

  次に、居住環境の充実について申し上げます。 

  都市計画については、将来にわたり安全で秩序ある良好なまちづくりを推進するため、市

全域を都市計画区域とする見直しを進めているところであり、千葉県との協議も順調に進ん

でおります。最終的な決定の時期は、千葉県の都市計画の見直し時期と重なったことから本

年夏頃となる予定で、千葉県都市計画審議会等を経て決定される見込みとなっております。 

  公共下水道及び農業集落排水については、経営戦略に基づき、適正な施設の維持管理を続

け、暮らしやすい居住環境の確保に努めてまいります。 

  冠水対策排水整備事業については、旭地域イ地区の排水整備が本年度末で事業完了となる

予定です。また、旭地域ハ地区及び海上地域後草地区の２地区についても、浸水被害の解消

や緩和を図るため計画的に事業を進めてまいります。 

  四つ目は、「将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづく

り」であります。 

  初めに、保健・医療の充実について申し上げます。 
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  滝郷診療所については、今後の常勤の医師が招聘できたことから、現在、４月からの診療

体制について調整を図っているところです。今後も充実した地域医療を提供し、市民の健康

維持・増進に貢献するとともに、健全な運営に努めてまいります。 

  次に、地域包括ケアシステムの推進について申し上げます。 

  高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支援サービスを切れ目なく提供するための地域包括ケアシステムの充実を図

るとともに、高齢化により増加する認知症の人や、その家族への早期支援を行ってまいりま

す。 

  次に、障害者福祉の充実について申し上げます。 

  障害のある人が住み慣れた地域で自立し、安心して暮らしていけるよう、引き続き必要な

方が必要なサービスを受けられる体制を確保するとともに、それぞれに合った在宅生活や日

中活動、地域生活サービスなどの障害者福祉施策を推進してまいります。 

  次に、消防・防災力の強化について申し上げます。 

  消防施設整備事業については、新町地先にある老朽化した防火水槽を解体し、地上型耐震

性貯水槽を設置することで、火災発生時の迅速な消火体制を確保いたします。 

  消防車両整備事業については、老朽化し機能低下した消防署配備の指揮車を更新し、消

防・防災力の強化に取り組んでまいります。 

  次に、消費者の保護について申し上げます。 

  消費者保護対策については、成年年齢の引下げや悪質な詐欺商法など、多様化する消費者

トラブル等に対応するため、消費生活相談員のスキルアップに向けた各種研修の充実を図る

とともに、関係機関との連携を強化し、消費生活センターにおける相談体制のさらなる充実

に努めてまいります。 

  次に、廃棄物の減量化と資源の有効活用について申し上げます。 

  ごみの減量化推進事業については、廃棄物の発生を抑制し、限りある資源を有効的に活用

する循環型社会の実現に向け、今後も市民や事業者の皆様によるごみの減量化や３Ｒの取組

を支援してまいります。 

  次に、自然環境の保全について申し上げます。 

  洋上風力発電の推進については、自然エネルギーの有効活用を推進するため、令和７年10

月に「準備区域」として整理された旭市沖の海域について、早期の「促進区域」としての指

定に向けて、関係機関と協力して取り組んでまいります。 
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  次に、飼い主のいない猫の対策について申し上げます。 

  これまで本市では、望まない繁殖の防止や遺棄防止のため、飼い犬や飼い猫の不妊・去勢

手術費用の一部を助成してまいりましたが、飼い主のいない猫による生活環境被害を防止す

るため、新たに対象を拡充し、飼い主のいない猫についても手術費用の助成を行い、市民の

良好な生活環境の保全とともに、動物愛護思想の普及に努めてまいります。 

  次に、行政改革の推進について申し上げます。 

  行政改革の推進については、第５次旭市行政改革アクションプランを指針として、将来に

わたって持続可能な行財政運営基盤の確立が図れるよう、事業の必要性と効果を検証するな

ど、職員一丸となり取り組んでまいります。 

  自主財源の安定的な確保については、税を中心とした債権の回収を積極的に取り組んでま

いります。市民負担の公平性を確保するため、債権所管課相互の連携を図りながら、徹底し

た収納業務に努めてまいります。 

  自治体ＤＸについては、国の自治体ＤＸ推進計画の方針を踏まえ、第３期総合戦略をはじ

めとした各種計画等を下支えする分野横断的な市の取組方針として、旭市ＤＸ推進計画を策

定いたしました。少子高齢化や人口減少という厳しい状況の中でも、自治体としての機能を

維持し、持続可能な市民サービスを提供していくために、市民・産業・行政の三つの視点か

ら、本市のＤＸを推進してまいります。 

  公共施設については、旭市公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、類似施設

の統廃合等により最適な配置を進めていくとともに、機能停止等の未然防止や更新費用の平

準化を図るため、予防保全と長寿命化に取り組んでまいります。 

  また、未利用市有財産については、売却処分または民間事業者による活用を進め、管理経

費の節減と財源の確保を図ってまいります。 

  次に、国の地方創生臨時交付金を活用した支援策について申し上げます。 

  「強い経済を実現する総合経済対策」を踏まえ、本市独自の支援策として、全市民に１人

当たり１万1,500円の給付とプレミアム率20％付商品券の発行、さらには水道基本料金２か

月分の減免の３事業を予定しております。 

  次に、令和８年度の予算編成方針について申し上げます。 

  本市の財政状況は、令和７年度も引き続き健全な財政状況を維持しておりますが、物価高

騰の継続や、人事院勧告に基づく人件費の増などに伴い、経常的経費が増加しており、財政

調整基金の繰入れも増加傾向にあることから、財政状況は年々厳しさを増している状況であ
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ります。 

  令和８年度の歳入は、雇用・所得環境の改善や、景気が緩やかながら回復基調にあること

から、市税の増収が期待できるものの、物価上昇の継続や米国の通商政策などの世界情勢が

景気を下押しする可能性もあることから、先の見通しは不透明であり、依然として予断を許

さない状況であります。 

  一方、歳出においては、少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加や老朽化が進むインフラ、

公共施設等の維持更新にかかる支出の増加、物価高騰の継続による経常的経費の増加などが

引き続き想定されることから、以前にも増して財政負担が避けられない状況であります。 

  このような状況を踏まえ、令和８年度の予算編成に当たっては、社会情勢や国の動向、市

民ニーズを的確に捉えながら、必要な事業を見極め、最も効果的・効率的な手法を選択し、

事業の総量の最適化を進め、「チーム旭でまちづくり」の理念の下、市民一人ひとりが健や

かで幸せに満足した暮らしを送ることができ、ずっと住み続けたいと思ってもらえるまちづ

くりを持続的に行い、将来世代に責任を持って引き継いでいくための予算編成方針としたと

ころです。 

  この予算編成方針に基づき、将来都市像である「みんなで創る未来 ず～っと大好きなま

ち旭 ～健康で心豊かな暮らし“ウェルビーイング”の向上～」の実現を目指して、一般会

計の予算を328億2,000万円としたものであります。 

  特別会計は、病院事業債管理、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業で192

億2,000万円、企業会計は、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業で39億7,824万

8,000円となり、市全体の当初予算の規模を560億1,824万8,000円としたところであります。 

  続いて、本議会に提案いたしました各議案の提案理由について申し上げます。 

  議案第１号は、令和８年度旭市一般会計予算の議決についてでありまして、予算の規模は、

歳入歳出それぞれ328億2,000万円とするものであります。 

  歳入の主なものは、１款市税に82億2,247万7,000円、10款地方交付税に96億7,000万円、

14款国庫支出金に43億1,680万円、15款県支出金に23億6,459万3,000円、21款市債に16億

2,900万円を計上いたしました。 

  次に、歳出の主なものは、２款総務費に41億5,905万1,000円、３款民生費に117億725万

8,000円、４款衛生費に43億7,527万6,000円、６款農林水産業費に10億5,421万2,000円、８

款土木費に21億175万1,000円、９款消防費に12億8,950万7,000円、10款教育費に37億3,989

万1,000円、12款公債費に35億4,516万3,000円を計上したところであります。 
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  議案第２号は、令和８年度旭市病院事業債管理特別会計予算の議決についてでありまして、

予算規模を歳入歳出それぞれ38億4,500万円とするものです。 

  議案第３号は、令和８年度旭市国民健康保険事業特別会計予算の議決についてでありまし

て、予算の規模を歳入歳出それぞれ事業勘定で80億3,400万円、施設勘定で8,100万円とする

ものであります。 

  議案第４号は、令和８年度旭市後期高齢者医療特別会計予算の議決についてでありまして、

予算の規模を歳入歳出それぞれ10億7,200万円とするものであります。 

  議案第５号は、令和８年度旭市介護保険事業特別会計予算の議決についてでありまして、

予算の規模を歳入歳出それぞれ61億8,800万円とするものであります。 

  議案第６号は、令和８年度旭市水道事業会計予算の議決についてでありまして、事業収益

を17億1,096万2,000円と予定いたしました。 

  議案第７号は、令和８年度旭市公共下水道事業会計予算の議決についてでありまして、事

業収益を５億8,099万2,000円と予定いたしました。 

  議案第８号は、令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算の議決についてでありまして、

事業収益を9,305万円と予定いたしました。 

  議案第９号は、令和７年度旭市一般会計補正予算の議決についてでありまして、歳入歳出

にそれぞれ18億9,800万円を追加し、予算の総額を376億3,500万円とするものであります。 

  議案第10号は、令和７年度旭市介護保険事業特別会計補正予算の議決についてでありまし

て、歳入歳出それぞれ１億5,100万円を追加し、予算の総額を61億4,200万円とするものであ

ります。 

  議案第11号は、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでありまして、猟友会及び地元住民による「旭市鳥獣被害対策実施隊」を設

置するに当たり、所要の改正を行うものであります。 

  議案第12号は、旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第13号は、旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてでありまして、いずれも人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告の趣旨

に基づく地域手当の支給率の改定などに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第14号は、旭市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでありまし

て、子ども・子育て支援金制度が創設され、令和８年４月１日に地方税法の一部改正が施行

されること等に伴い所要の改正を行うものです。 
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  議案第15号は、旭市立保育所条例の一部を改正する条例の制定についてでありまして、保

育所の統合に伴い所要の改正を行うものであります。 

  議案第16号は、旭市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例の制定についてでありまして、

長寿祝金の受給資格者及び祝金の額の見直しに当たり、所要の改正を行うものであります。 

  議案第17号は、旭市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありまして、

妊産婦付加金制度を廃止するため所要の改正を行うものであります。 

  議案第18号は、旭市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでありまして、老朽化した双葉団地の一部を用途廃止することに伴い、所要の改正を行

うものであります。 

  議案第19号は、旭市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでありまして、対

象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関

する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第20号は、旭市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例の制定についてでありまし

て、根拠法令である地方青少年問題協議会法の要件が緩和され、当協議会の役割の機能重複

等により条例を廃止するものです。 

  議案第21号は、旭市過疎地域持続的発展計画の策定についてでありまして、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき策定した現計画が、令和８年３月末をも

って計画期間が終了するため、次期市町村計画を新たに策定するに当たり、議会の議決を求

めるものであります。 

  議案第22号は、指定管理者の指定についてでありまして、飯岡福祉センターの指定管理者

を指定するに当たり、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第23号は、市道路線の認定についてでありまして、開発行為による２路線を認定する

に当たり、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第24号は、旭市監査委員の選任につき同意を求めることについてでありまして、現委

員のうち識見を有する委員として選任した委員１名の任期が本年３月31日をもって満了とな

るため、後任の委員を選任するに当たり議会の同意を求めるものであります。 

  私は、宮内敏之氏が適任であると考え、提案するものであります。 

  議案第25号及び議案第26号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

てでありまして、現委員のうち、令和８年６月30日をもって任期満了となる委員の後任の委

員候補者を法務大臣に推薦するに当たり、議会の意見を求めるものであります。 
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  私は、金杉光信氏及び平山保幸氏が適任であると考え、提案するものであります。 

  議案第27号は、専決処分の承認についてでありまして、令和７年度旭市一般会計補正予算

（第５号）について、衆議院の解散に伴う選挙執行経費について専決処分を行ったため、そ

の承認を求めるものであります。 

  以上、新年度を迎えるに当たり市政運営に対する基本的な考え方をお示しし、重点的に取

り組む施策の概要とともに、今回提案いたしました各議案の趣旨をご説明いたしました。 

  詳しくは事務担当者から説明し、またご質疑に応じてお答えいたしますので、ご賛同賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（宮内 保） 施政方針並びに提案理由の説明は終わりました。 

  会議は途中ですが、ここで11時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時 ０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第７ 議案の補足説明 

○議長（宮内 保） 日程第７、議案の補足説明を求めます。 

  議案第１号について、財政課長、登壇してください。 

（財政課長 池田勝紀 登壇） 

○財政課長（池田勝紀） 議案第１号、令和８年度旭市一般会計予算の議決について補足説明

を申し上げます。 

  １ページ目をお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額を328億2,000万円と定めるもので、対前年度13億8,000万

円、4.0％の減となりました。 

  第２条の債務負担行為、第３条の地方債につきましては、後ほど説明いたします。 

  第４条は、一時借入金の限度額を20億円と定めるものです。 
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  第５条は、歳出予算中、各項の間で流用できる経費を、給料、職員手当等及び共済費と定

めるものです。 

  ９ページをお願いします。 

  第２表、債務負担行為です。 

  表の一番上、農業近代化資金利子補給から一番下のスクールバス運行業務委託料まで11項

目ございまして、それぞれ記載のとおり、期間と限度額を設定するものです。 

  10ページをお願いいたします。 

  第３表、地方債です。 

  起債の目的と限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものです。 

  一番下の計になります。総額として16億2,900万円を計上しております。 

  11ページをお願いいたします。 

  ここからは一般会計予算に関する説明書に沿って説明いたします。 

  15ページをお願いします。 

  歳入になります。予算の内容について、前年度と比較しながら主なものを説明いたします。 

  １款市税のうち、１項１目個人市民税は34億8,306万円、対前年度比7.9％の増を見込みま

した。 

  ２目法人市民税は３億4,907万3,000円、対前年度比2.1％の減を見込みました。 

  ２項１目固定資産税は32億9,594万5,000円、対前年度比2.3％の増を見込みました。 

  16ページをお願いいたします。 

  中段になります。３項軽自動車税のうち、１目環境性能割は296万2,000円、対前年度比

80.9％の減を見込みました。減の要因は、環境性能割が廃止となることによるものです。 

  ２目種別割は２億5,422万円、対前年度比2.3％の増を見込みました。 

  ４項１目市たばこ税は５億5,545万9,000円、対前年度比0.9％の増を見込みました。 

  17ページをお願いします。 

  下のほうになります。２款地方譲与税です。この２款地方譲与税から11款交通安全対策特

別交付金までは、国の地方財政計画や県の推計などを考慮して予算額を見込んでおります。 

  主なものを申し上げます。 

  ２款１項１目地方揮発油譲与税は5,500万円、対前年度比27.6％の減を見込みました。減

の要因は、当分の間税率、いわゆる暫定税率が廃止となることによるものです。なお、廃止

による減収分につきましては、後ほど説明いたします地方特例交付金で補塡されます。 
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  一番下になります。２項１目自動車重量譲与税は２億6,900万円、対前年度比6.7％の増を

見込みました。 

  18ページをお願いいたします。 

  中段やや下になります。３款１項１目利子割交付金は3,300万円、対前年度比450.0％の増

を見込みました。増の要因は、県の推計に基づくものになりますが、預貯金の金利の上昇を

見込んだことによるものです。 

  一番下になります。４款１項１目配当割交付金は8,300万円、対前年度比50.9％の増を見

込みました。増の要因は、県の推計に基づくものになりますが、株式等の配当の増を見込ん

だことによるものです。 

  19ページをお願いいたします。 

  中段やや下になります。７款１項１目地方消費税交付金は18億8,600万円、対前年度比

5.5％の増を見込みました。 

  一番下になります。８款１項１目環境性能割交付金は1,000円、対前年度比99.9％の減を

見込みました。減の要因は、環境性能割が廃止となることによるものです。なお、廃止によ

る減収分につきましては、次に説明いたします地方特例交付金で補塡されます。 

  20ページをお願いします。 

  一番上、９款１項１目地方特例交付金は１億2,600万円、対前年度比152.0％の増を見込み

ました。増の要因は、先ほど説明いたしました地方揮発油譲与税と環境性能割の減収補塡分

によるものです。 

  10款１項１目地方交付税は96億7,000万円、対前年度比3.4％の増を見込みました。内訳に

ついては、説明欄１、普通交付税は地方財政計画の伸びなどから、85億2,000万円、対前年

度２億5,000万円の増を見込み、説明欄２、特別交付税は11億5,000万円、対前年度7,000万

円の増を見込みました。 

  続いて一番下、12款分担金及び負担金です。 

  21ページをお願いします。 

  上のほうになります。１項２目衛生費負担金は5,630万7,000円で、対前年度比26.8％の増

となっております。増の主な要因は、一番右、説明欄２、廃棄物収集運搬費用負担金の増に

よるものです。 

  続いて、13款使用料及び手数料です。 

  １項３目衛生使用料は1,913万9,000円で、対前年度比44.3％の増となっております。 
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  一番下、４目農林水産業使用料は91万7,000円で、対前年度比78.8％の増となっておりま

す。 

  22ページをお願いいたします。 

  一番上、５目商工使用料は1,646万6,000円で、対前年度比22.5％の増となっております。 

  ７目教育使用料は724万6,000円で、対前年度比20.7％の増となっております。使用料の増

の主な要因は、使用料の改定に伴うものになります。 

  23ページをお願いします。 

  一番下になります。14款国庫支出金です。 

  １項１目民生費国庫負担金は28億6,048万6,000円で、対前年度比2.6％の減となっており

ます。 

  次のページになります。 

  中段の左右、中ほどになります。減の主な要因は、３節児童福祉費国庫負担金の右、説明

欄２、児童手当負担金の減などによるものです。 

  下のほうになります。２項１目総務費国庫補助金は１億3,366万2,000円で、対前年度比

66.3％の減となっております。減の主な要因は、右側説明欄４、デジタル基盤改革支援補助

金において、前年度にありました自治体情報システムの標準化に係る部分がなくなったこと

による減などです。 

  一番下、２目民生費国庫補助金は９億914万4,000円で、対前年度比10.2％の増となってお

ります。 

  次のページをお願いします。 

  増の要因は、左右中ほど２節児童福祉費国庫補助金の右側、説明欄３、子どものための教

育・保育給付交付金の増などによるものです。 

  下のほうになります。５目土木費国庫補助金は１億3,918万4,000円で、対前年度比26.3％

の減となっております。 

  26ページをお願いいたします。 

  一番上、７目教育費国庫補助金は２億23万5,000円で、対前年度比3.3％の減となっており

ます。 

  27ページをお願いします。 

  続きまして、15款県支出金です。 

  一番下、２項２目民生費県補助金は３億5,306万1,000円で、対前年度比34.6％の減となっ
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ております。 

  次のページになります。減の主な要因は、左右中ほど、２節老人福祉費県補助金の右側、

説明欄４、介護施設等整備事業交付金の減などによるものです。 

  一番下、４目農林水産業費県補助金は３億7,319万8,000円で、対前年度比11.3％の増とな

っております。 

  次のページをお願いします。 

  増の主な要因は、一番右、説明欄の11、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助

金の増などによるものです。 

  ７目消防費県補助金は80万7,000円で、対前年度比87.7％の減となっております。減の主

な要因は、一番右、説明欄の２、千葉県地域防災力充実・強化補助金の減などによるもので

す。 

  一番下、８目教育費県補助金は１億6,879万1,000円で、対前年度比9.8％の減となってお

ります。減の主な要因は、前年度にありました児童・生徒のタブレット端末購入に係る補助

金がなくなったことによる減です。 

  30ページをお願いします。中段やや上になります。 

  ３項１目総務費委託金は１億2,028万8,000円で、対前年度比34.2％の減となっております。

減の主な要因は、左右中ほど、４節選挙費委託金で、前年度にありました参議院議員選挙費

委託金がなくなったことや、その次の５節統計調査費委託金で、前年度にありました国勢調

査費委託金がなくなったことによる減です。 

  33ページをお願いします。 

  続いて、16款財産収入です。 

  一番上、２項１目不動産売払収入は42万9,000円で、対前年度比96.1％の減となっており

ます。これは、一番上、説明欄１、土地売払収入の減によるものです。 

  続いて、中段の17款寄附金です。 

  １項１目総務費寄附金は３億6,200万円で、対前年度比28.3％の減となっております。こ

れは、説明欄１、ふるさと応援寄附金の見込みの減によるものです。 

  34ページをお願いします。 

  続いて、18款繰入金です。 

  基金からの繰入金について主なものを申し上げます。 

  一番上、２項１目財政調整基金繰入金は５億800万円、前年度比62.4％の減となっており
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ます。 

  ２目減債基金繰入金は５億円で計上しております。公債費負担の平準化を図るため、令和

８年度初めて繰入れを行うものになります。 

  ６目ふるさと応援基金繰入金は３億7,000万円、対前年度54.2％の増となっております。 

  ７目道の駅整備基金繰入金は886万円で計上しております。道の駅季楽里あさひの改修工

事のため、令和８年度初めて繰入れを行うものになります。 

  35ページをお願いします。 

  19款１項１目繰越金は４億円で、対前年度比20.0％の減となっております。 

  38ページをお願いいたします。 

  中段になります。21款市債です。 

  １項２目民生債は8,070万円で、対前年度比57.0％の減となっております。これは、一番

右、説明欄１、児童福祉施設改修事業債において、前年度にありました、とみうら保育所と

日の出保育所の統合に伴う、日の出保育所の改修に係る分がなくなったことによる減です。 

  39ページをお願いいたします。 

  ５目土木債は３億5,940万円で、対前年度比61.3％の減となっております。減の主な要因

は、令和７年度で合併特例債の発行が終了したことに伴う冠水対策排水整備事業債の減や、

前年度にありました蛇園南地区排水路整備事業債や、飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債

がなくなったことによる減です。 

  ６目消防債は4,900万円で、対前年度比94.9％の減となっております。減の主な要因は、

前年度にありました救助工作車の更新に係る分や防災行政無線の整備に係る分がなくなった

ことによる減です。 

  ７目教育債は８億6,030万円で、対前年度比193.9％の増となっております。これは左右中

ほど、２節小学校債の説明欄１、小学校大規模改造事業債におけるひかた椿小学校の大規模

改造工事分の増などによるものです。 

  市債の合計は16億2,900万円で、対前年度10億8,620万円、40.0％の減となっております。 

  以上で歳入の説明を終わります。 

  42ページをお願いいたします。 

  歳出について、前年度と比較しながら主なものを説明いたします。 

  １款１項１目議会費は２億2,503万8,000円で、対前年度比1.8％の増となっております。 

  飛びまして、58ページをお願いいたします。 
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  ２款総務費です。 

  一番下になります。１項６目財産管理費は３億606万2,000円で、対前年度比337.6％の増

となっております。 

  60ページをお願いします。 

  増の主な要因は、一番右、説明欄の３、減債基金積立金において令和８年度の普通交付税

の算定費目に新設されました臨時財政対策債償還基金費の分を積立てすることによるもので

す。 

  ７目企画費は７億2,886万9,000円で、対前年度比22.5％の減となっております。 

  次のページをお願いします。 

  一番右下になります。減の主な要因は、説明欄４、ふるさと応援寄附推進事業と、63ペー

ジをお願いします。一番右下になります説明欄７、ふるさと応援基金積立金がふるさと応援

寄附の見込みの減により、減となったことなどによるものです。 

  続いて、64ページをお願いいたします。 

  ８目電子計算費は３億9,224万1,000円で、対前年度比35.4％の減となっております。減の

主な要因は、右側、説明欄２、電算システム運用事業において、前年度にありました自治体

情報システムの標準化に係る費用がなくなったことによるものです。 

  また少し飛びまして、70ページをお願いします。 

  11目諸費は3,148万9,000円で、対前年度比35.5％の減となっております。減の主な要因は、

前年度にありました旭市20周年記念事業がなくなったことによる減です。 

  また飛びまして、82ページをお願いします。 

  中段やや下になります。５項２目委託統計調査費は399万2,000円で、対前年度比89.3％の

減となっております。減の主な要因は、前年度にありました５年に一度の国勢調査がなくな

ったことによる減です。 

  また飛びまして、91ページをお願いします。 

  ３款民生費です。 

  １項２目障害者福祉費は20億2,884万6,000円で、対前年度比7.2％の増となっております。 

  またすみません飛びまして、101ページ、２項３目生活支援費は4,141万8,000円で、対前

年度比83.6％の減となっております。減の主な要因は、前年度にありました地域密着型サー

ビス拠点等整備事業がなくなったことによる減です。 

  104ページをお願いします。 
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  ３項１目児童福祉総務費は16億3,772万2,000円で、対前年度比10.5％の増となっておりま

す。増の主な要因は、107ページをお願いします。 

  右上になります。説明欄10、新規事業の乳児等通園支援事業や、また飛んで111ページ、

中段になります。説明欄19、新規事業の民間教育・保育施設改築等事業の増などによるもの

です。 

  114ページをお願いします。 

  ３目児童措置費は11億3,629万円で、対前年度比12.4％の減となっております。減の要因

は、右側、説明欄１、児童手当給付事業で子どもの数が減少したことによる減です。 

  115ページをお願いします。 

  ５目障害児福祉費は３億7,167万9,000円で、対前年度比23.8％の増となっております。増

の主な要因は、右側、説明欄１、障害児通所支援事業の増によるものです。 

  一番下、６目保育所費は23億1,240万8,000円で、対前年度比1.6％の増となっております。 

  飛びまして、126ページをお願いします。 

  ４款衛生費です。 

  １項１目保健衛生総務費は26億4,173万1,000円で、対前年度比2.6％の増となっておりま

す。 

  131ページをお願いいたします。中段の右側になります。増の主な要因は説明欄12、旭中

央病院負担金の増などによるものです。 

  ２目予防費は３億3,738万8,000円で、対前年度比8.4％の減となっております。 

  135ページをお願いします。 

  減の主な要因は、説明欄７、感染症予防対策事業の減によるものです。 

  少し飛びまして、141ページをお願いいたします。 

  ４目環境衛生費は10億1,617万3,000円で、対前年度比5.5％の減となっております。 

  145ページになります。 

  減の主な要因は、中段やや下の右側、説明欄９、火葬場運営事業において、前年度にあり

ました空調設備の更新などの改修工事がなくなったことなどによるものです。 

  続いて152ページをお願いします。 

  ５款労働費です。 

  １項１目労働諸費は699万2,000円で、対前年度比4.0％の増となっております。 

  157ページをお願いします。 
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  ６款農林水産業費です。下になります。 

  １項２目農業総務費は２億2,818万2,000円で、対前年度比11.4％の増となっております。 

  159ページをお願いします。増の主な要因は、右側、説明欄４、道の駅季楽里あさひ管理

費で改修工事があることによる増などです。 

  一番下、３目農業振興費は２億6,847万4,000円で、対前年度比30.7％の減となっておりま

す。 

  161ページをお願いします。 

  中段やや下になります。減の主な要因は、説明欄４、水田農業構造改革推進事業の減や、

次のページをお願いします。説明欄７、園芸生産強化支援事業の減などによるものです。 

  164ページをお願いします。 

  中段やや下、４目畜産振興費は１億237万5,000円で、対前年度比67.5％の増となっており

ます。 

  次のページをお願いします。 

  増の主な要因は、中段の右側、説明欄４、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業の増

などによるものです。 

  168ページをお願いします。 

  ２項１目林業総務費は3,659万4,000円で、対前年度比28.5％の増となっております。 

  次のページをお願いします。 

  右下になります。増の主な要因は、説明欄４、有害鳥獣駆除事業の増などによるものです。 

  170ページをお願いします。 

  下になります。３項１目水産業総務費は6,557万8,000円で、対前年度比48.4％の減となっ

ております。 

  172ページをお願いします。中段やや下になります。 

  減の主な要因は、説明欄７、漁業振興基金積立金において、洋上風力発電事業撤退に伴い、

出捐金がなくなったことによる減などです。 

  177ページをお願いします。 

  ７款商工費です。 

  １項２目商工振興費は１億6,170万7,000円で、対前年度比4.7％の減となっております。 

  次のページをお願いします。 

  減の主な要因は、上のほう、説明欄５、商業活性化推進事業の減などによるものです。 
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  180ページをお願いします。 

  ３目観光費は１億3,129万1,000円で、対前年度比6.1％の減となっております。 

  183ページをお願いします。 

  右下になります。減の主な要因は、説明欄４、観光イベント事業で、前年度にありました

七夕市民まつりやＹＯＵ・遊フェスティバルへの補助金の、20周年記念分の上乗せがなくな

ったことなどによるものです。 

  少し飛びまして、190ページをお願いします。 

  ８款土木費です。一番下になります。２項３目道路新設改良費は５億6,954万3,000円で、

対前年度比50.7％の減となっております。 

  次のページになります。 

  中段やや上になります。減の主な要因は、説明欄２、道路新設改良事業の減や、下に行き

まして、説明欄３、冠水対策排水整備事業の減、前年度までありました蛇園南地区排水路整

備事業や、飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業がなくなったことによる減などです。 

  続いて192ページをお願いします。 

  一番下になります。４目橋梁維持費は１億1,951万5,000円で、対前年度比98.2％の増とな

っております。増の要因は、右側、説明欄１、橋梁長寿命化修繕事業における駒込橋の改修

工事などに伴う増によるものです。 

  次のページ、193ページをお願いします。 

  ３項１目都市計画総務費は１億558万5,000円で、対前年度比47.1％の減となっております。

減の主な要因は、右側、説明欄２、都市計画総務事務費において、前年度までありました都

市計画見直し業務がなくなったことによる減などです。 

  また少し飛びまして、204ページをお願いします。 

  ９款消防費です。 

  １項１目常備消防費は11億8,173万2,000円で、対前年度比19.5％の減となっております。 

  206ページをお願いします。 

  中段右側になります。減の主な要因は、説明欄４、消防車両整備事業において、前年度に

ありました救助工作車の更新がなくなったことや、その下、説明欄５、消防広域化・共同化

基盤整備事業の減などによるものです。 

  ２目非常備消防費は6,789万4,000円で、対前年度比28.7％の減となっております。減の主

な要因は、前年度にありました消防団車両整備事業がなくなったことによる減です。 
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  209ページをお願いします。 

  ３目災害対策費は3,988万1,000円で、対前年度比93.1％の減となっております。 

  211ページをお願いします。 

  減の主な要因は、説明欄３、防災行政無線等整備事業において、前年度で防災無線の改修

工事が完了したことによる減です。 

  214ページをお願いします。 

  10款教育費です。下になります。１項２目事務局費は４億2,643万2,000円で、対前年度比

39.8％の減となっております。 

  少し飛びまして、220ページをお願いします。 

  中段になります。減の主な要因は、説明欄11、教育の情報化推進事業において、前年度に

ありました小・中学校の児童・生徒のタブレット端末の更新がなくなったことによる減です。 

  222ページをお願いします。 

  下になります。２項小学校費の１目学校管理費は12億1,382万2,000円で、対前年度比

67.4％の増となっております。 

  225ページをお願いします。 

  一番右下になります。増の主な要因は、説明欄４、小学校統合整備事業によるもので、ひ

かた椿小学校の大規模改造工事や、（仮称）海上地域小学校の大規模改造工事の実施設計な

どによる増です。 

  また少し飛びます。236ページになります。 

  下になります。４項１目社会教育総務費は２億3,222万3,000円で、対前年度比11.6％の増

となっております。 

  241ページをお願いします。 

  増の主な要因は、右側、説明欄９、部活動地域クラブ運営事業の民間委託に伴う増などに

よるものです。 

  またちょっと飛びまして、248ページをお願いします。 

  下のほうになります。６目公民館費は１億582万7,000円で、対前年度比33.4％の減となっ

ております。減の主な要因は、右側、説明欄２、海上公民館管理費において、前年度にあり

ましたホールの空調設備の更新工事がなくなったことなどによるものです。 

  少し飛びまして、255ページをお願いします。 

  一番下になります。９目大原幽学記念館費は１億8,184万9,000円で、対前年度比69.7％の
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増となっております。 

  259ページをお願いいたします。 

  中段、右側になります。増の主な要因は、説明欄５、大原幽学遺跡史跡公園整備事業にお

ける排水・斜面保全等整備工事や、記念館駐車場整備工事などに伴う増によるものです。 

  また飛びます、274ページをお願いします。 

  12款公債費です。 

  １項１目元金は33億5,162万4,000円で、対前年度比5.7％の増、２目利子は１億9,353万

9,000円で、対前年度比41.9％の増となっております。 

  276ページをお願いします。 

  13款諸支出金です。中段になります。２項１目水道事業公営企業費は１億6,238万円で、

対前年度比17.2％の増となっております。増の要因は、右側、説明欄１、水道事業会計繰出

金において、水道事業会計の管路等の耐震化工事の増に伴い、出資金が増となったことによ

るものです。 

  278ページをお願いします。 

  14款の予備費です。予備費は前年度と同額の5,000万円を計上しております。 

  以上で歳出についての説明を終わります。 

  279ページをお願いします。ここからは給与費明細書となっております。 

  １、特別職の表は、長等、議員、その他の特別職について本年度と前年度を比較したもの

です。一番下の比較の欄になります。左側、職員数は前年度と比べて、その他の特別職が

432人の減となり、合計金額は右側599万8,000円の減となっております。 

  280ページをお願いします。 

  続いて、２、一般職のうち（１）の総括は、一般職の職員数、給与費、共済費について前

年度と比較したものです。 

  次の281ページをお願いします。 

  上の表になります。こちらは、一般職のうちア、会計年度任用職員以外の職員の表になり

ます。会計年度任用職員以外の本年度の給与費等の合計は、右側になります49億5,474万円

で、前年度との比較では、右下の１億7,965万3,000円の増となっております。 

  282ページをお願いします。 

  上の表になります。こちらは、イ、会計年度任用職員の表となっております。左側、職員

数は会計年度任用職員の数で、会計年度任用職員の本年度の給与費等の合計は、右側になり
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ます９億8,368万6,000円で、前年度との比較では、右下になります２億2,613万6,000円の減

となっております。 

  次の、283ページの（２）給料及び職員手当の増減額の明細以降、その他の内容について

は記載のとおりでございます。 

  287ページをお願いします。 

  ここからは債務負担行為に関する調書で、前年度までに設定したものも含め令和８年度以

降の支出予定額等を記載したものです。 

  290ページをお願いします。 

  この表は、地方債の令和８年度末における現在高の見込みに関する調書です。 

  一番下の計の欄をご覧ください。 

  左から順に、令和６年度末の現在高が275億8,817万4,000円、その右が令和７年度末の現

在高見込額で279億4,601万5,000円、その右が令和８年度中の起債見込額で、こちらは市債

の予算額となりまして16億2,900万円、その右が令和８年度中の元金償還見込額で、こちら

は公債費の元金償還の予算額となりまして、33億5,162万4,000円、一番右が令和８年度末の

現在高見込額で262億2,339万1,000円となっております。 

  続きまして、当初予算の概要について説明いたしますので、タブレットの当初予算の概要

のファイルをお開きください。 

  こちらは、令和８年度当初予算に係る補足資料になります。 

  まず、予算編成方針と予算の規模としまして、２ページをお願いします。 

  こちらが予算編成方針になります。 

  続いて４ページをお願いいたします。 

  こちらが予算の規模で、市全体の会計の前年度との比較の表となっております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ここからは一般会計の当初予算の概要になります。 

  ６ページになります。 

  まず、歳入になります。 

  ページ左側が、主な歳入科目の予算の対前年増減などをまとめたもの、ページの右側が款

ごとの前年度予算額との比較表になっております。 

  ７ページをお願いします。 

  歳出になります。 
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  こちらは目的別になります。歳入と同じく、ページ左側が主な目的別の予算の対前年増減

などをまとめたもの、ページの右側が目的別ごとの前年度予算額との比較表になっておりま

す。 

  ８ページをお願いします。 

  こちらは歳出の性質別になります。ページ左側が主な性質別の予算の対前年増減などをま

とめたもの、ページの右側が性質別ごとの前年度予算額との比較表になっております。 

  ９ページになります。 

  ここからは、令和８年度一般会計予算の主要事業になります。 

  こちらは主要事業の一覧となっております。 

  表の部分ですが、左から、本資料における掲載ページ、主要事業の通し番号、事業名、総

合戦略の基本目標の位置づけ、一番右が担当課となっております。右側の一番下、学校給食

費の完全無償化を含む、全部で36事業を主要事業として本資料に掲載しております。 

  10ページをお願いします。 

  ここからは主要事業の個表になります。 

  一つのページに、原則上下で２事業を掲載しております。一つの事業につき、上から主要

事業の通し番号、事業名、予算書のページ番号、科目、担当課、ＳＤＧｓのアイコン、予算

額として事業費と財源内訳。その下、事業の概要と本年度の事業内容という構成になってお

ります。 

  飛びまして、21ページをご覧ください。 

  事業によりましては、こちらのページのように上段に個表、下段や、次のページに図面な

どの参考資料を添付しているものがございます。 

  29ページをお願いいたします。 

  下段に学校給食費の完全無償化がございます。こちらは事業ではなく歳入の負担金の減で

あることから、個表の色を他の事業とは違う色にしておりまして、予算額の欄は事業費や財

源内訳ではなく、負担軽減額を表示しております。 

  当初予算の概要については以上になります。 

  以上で議案第１号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 財政課長の補足説明は終わりました。 

  議案第２号について、企画政策課長、登壇してください。 

（企画政策課長 榎澤 茂 登壇） 
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○企画政策課長（榎澤 茂） 議案第２号、令和８年度旭市病院事業債管理特別会計予算の議

決について補足説明を申し上げます。 

  タブレットの１ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億4,500万円と定めるものです。 

  少し飛びまして、９ページをお願いいたします。 

  歳入になります。 

  １款諸収入として、貸付金元利収入22億9,500万円を計上いたしました。これは、病院事

業債の元利償還金分として旭中央病院からのものとなります。 

  ２款市債として病院債15億5,000万円を計上いたしました。これは、旭中央病院が施設設

備や医療機器などを整備するために貸し付ける長期貸付金の財源として借り入れるものです。 

  10ページをお願いいたします。 

  歳出になります。 

  １款事業費ですが、貸付金として15億5,000万円を計上いたしました。これは、歳入で計

上しました病院債をそのまま旭中央病院に貸し付けるものです。 

  ２款公債費は、１目元金19億3,693万7,000円及び２目利子３億5,806万3,000円、合わせて

22億9,500万円を計上いたしました。これは、歳入で計上しました貸付金元利収入をそのま

ま償還するものです。 

  11ページをお願いいたします。 

  ただいま説明申し上げました歳入歳出の結果、令和８年度末の病院事業債現在高見込額は、

表の一番右側になりますが、198億2,434万円と見込んでおります。 

  以上で議案第２号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 企画政策課長の補足説明は終わりました。 

  議案第３号、議案第４号について、保険年金課長、登壇してください。 

（保険年金課長 大網久子 登壇） 

○保険年金課長（大網久子） 議案第３号、令和８年度旭市国民健康保険事業特別会計予算の

議決について補足説明を申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ事業勘定80億3,400万円、施設勘定8,100万円と

定めるものです。 

  第２条は、一時借入金の限度額を事業勘定１億円、施設勘定1,000万円と定めるものです。 
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  第３条は、歳出予算中、款内において流用できる経費を保険給付費と定めるものです。 

  ２ページから12ページまでは、歳入歳出予算の款項ごとの予算及び事項別明細書の総括で

ありますので、説明を省略させていただきます。詳細につきましては、13ページ以降でご説

明いたします。 

  初めに、事業勘定の歳入についてご説明いたします。 

  歳入ですが、社会保険の適用拡大等により被保険者数は減少する見込みであるものの、課

税限度額の引上げ及び収納率の向上、また、新たに創設される子ども・子育て支援金分によ

り、税収増を見込みました。なお不足する財源については、財政調整基金繰入金を充てて予

算編成しました。 

  13ページをお願いいたします。 

  １款国民健康保険税は、計の欄で17億3,171万6,000円、前年度と比較して12.0％の増を見

込みました。増の要因は、先ほどの説明と重複しますが、税制改正による課税限度額の引上

げ及び収納率の向上を見込んだことと、新たに子ども・子育て支援金分の徴収を開始するこ

とによるものです。 

  14ページをお願いいたします。 

  下段、５款県支出金は56億2,746万1,000円、0.6％の減を見込みました。内訳は、説明欄

１、保険給付費等普通交付金54億5,362万7,000円及び説明欄２、保険給付費等特別交付金１

億7,383万4,000円となります。減の要因は、被保険者数の減少による保険給付費の減に伴い、

普通交付金の減少を見込んだことや、旭中央病院の施設整備等に対する特別交付金が減少し

たことによるものです。 

  15ページをお願いいたします。 

  上段、６款財産収入は263万1,000円、114.6％の増を見込みました。増の要因は、財政調

整基金の運用に係る利率の増によるものです。 

  ７款１項１目一般会計繰入金は、１節から５節までは法定の繰入金で、６節は県補助金分

でありまして、計の欄４億4,855万3,000円、3.9％の減を見込みました。減の要因は、令和

８年度から出産育児一時金に対する国の地方財政措置が廃止されるため、当該繰入れ分が減

額となったことによるものです。 

  また、６節健康増進事業費繰入金は、生活習慣病予防のための検査に対する県補助金を一

般会計から繰り入れるものです。 

  16ページをお願いいたします。 
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  ２項１目財政調整基金繰入金は、不足する財源を補塡するため２億200万円を見込みまし

た。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  歳出では、医療の高度化や被保険者の高齢者割合の高さから、１人当たりの医療費が年々

増加傾向であること、国保事業費納付金に子ども・子育て支援金分が追加されたことなどに

より、予算総額で対前年度比0.3％の増を見込みました。 

  なお、令和８年度の平均被保険者数を、対前年度から466人減の１万4,596人、１人当たり

の医療費を対前年度から6,854円増の31万6,277円と見込んでいます。 

  18ページをお願いいたします。 

  １款１項１目一般管理費は4,569万2,000円を見込みました。 

  20ページをお願いいたします。 

  中段の１款総務費、運営協議会費は、１項１目一般管理費へ移行したため廃目となります。 

  下段の２款１項療養諸費は、21ページに移りまして、計の欄で46億7,579万5,000円、

1.1％の減を見込みました。減の要因は、医療の高度化や被保険者の高齢者割合の高さから

１人当たりの医療費は増加傾向であるものの、被保険者数の減少により総額では減となった

ものです。 

  計の上の傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症が５類に移行した日までに感染または

感染の疑いにより療養のため労務できない期間の傷病手当金を支給するものですが、近年の

申請実績及び時効期間を考慮し、廃目といたしました。 

  その下、２項高額療養費は、計の欄で７億7,855万3,000円、4.0％の増を見込みました。

増の要因は、１人当たりの医療費の増加に伴い、支給額も増加傾向であることから増を見込

んだものです。 

  22ページをお願いいたします。 

  中段、４項１目出産育児一時金は2,000万9,000円、16.7％の減を見込みました。減の要因

は、支給対象者の減少によるものです。 

  23ページをお願いいたします。 

  ３款保険事業費納付金は、計の欄で23億1,014万6,000円、3.4％の増を見込みました。こ

の納付金は、歳入の県支出金、保険給付費等普通交付金の原資として県に納付するものです。

新たに４目、子ども・子育て支援金分を追加したことから増となっております。 

  24ページをお願いいたします。 
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  ４款１項１目保健事業費は9,733万円、9.9％の増を見込みました。主なものは、説明欄１、

特定健康診査等事業6,059万9,000円及び25ページの説明欄３、短期人間ドック事業2,713万

円です。増の主な要因は、特定健康診査及び特定保健指導の対象年齢を、35歳以上から19歳

以上に拡大したことによるものです。 

  26ページをお願いいたします。 

  下段、５款１項１目財政調整基金積立金は263万1,000円、114.6％の増を見込みました。

増の要因は、財政調整基金の運用に係る利率の増加によるものです。 

  28ページをお願いいたします。 

  上段、７款３項１目直営診療施設補助金は5,980万円、30.7％の減を見込みました。この

補助金は、旭中央病院の運営や各種事業に対し県から交付され、支出するものです。減の要

因は、旭中央病院の施設整備に係る補助金の減によるものです。 

  ４項１目施設勘定繰出金は30万円、前年度と同額を見込みました。この繰出金は、滝郷診

療所の運営に対し県から交付され、支出するものです。 

  下段、８款予備費は2,000万円、33.3％の減を見込みました。減の要因は、県内他市の予

算額や本市における近年の決算額を考慮し、減としたものです。 

  29ページから30ページは給与費明細書となります。 

  続きまして、施設勘定の歳入についてご説明いたします。 

  歳入ですが、予約診療の定着などに伴い、患者数の減少による診療収入の減少を見込みま

した。なお、不足する財源は財政調整基金繰入金を充てて予算編成しました。 

  35ページをお願いいたします。 

  １款１項外来収入は計の欄で3,740万3,000円、前年度と比較して13.3％の減を見込みまし

た。減の要因は、予約診療の定着などに伴い、患者数の減少を見込んだことによるものです。 

  下段、２項その他の診療収入は、各種健診や予防接種などで483万7,000円、20.2％の減を

見込みました。減の主な要因は、インフルエンザワクチンの予防接種の件数の減によるもの

です。 

  36ページをお願いいたします。 

  下段、３款１項１目利子及び配当金は20万2,000円、前年度と比較して124.4％の増を見込

みました。増の要因は、財政調整基金の運用に係る利率の増によるものです。 

  37ページをお願いいたします。 

  ４款１項１目他会計繰入金は740万円、前年度と同額を見込みました。 
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  ２項基金繰入金は、診療収入の不足分を補塡するため2,700万円を見込みました。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  歳出では、患者数の減に伴い、医薬品衛生材料費等の減少を見込みました。なお、令和８

年度の患者数を対前年度から879人減の4,237人、１人当たりの診療収入を対前年度から352

円増の9,969円と見込んでいます。 

  39ページをお願いいたします。 

  １款１項１目一般管理費は5,557万8,000円、前年度と比較して7.3％の増を見込みました。

増の要因は、説明欄１、診療所関係職員給与費や説明欄２、診療所総務事務費に計上した人

件費の増加によるものです。 

  少し飛びまして、42ページをお願いいたします。 

  中段、２款１項医業費は、43ページに移りまして、計の欄で2,302万1,000円、20.4％の減

を見込みました。医業費については、主に医薬品やワクチンなどの医薬品衛生材料費で、そ

のほかに医療用の機械器具費等を見込んでいるものです。減の要因は、患者数の減少に伴い、

医薬品衛生材料費も減を見込んだことによるものです。 

  44ページをお願いいたします。 

  ６款予備費は200万円、前年度と同額を見込みました。 

  45ページから51ページまでは給与費明細書となります。 

  以上で議案第３号の補足説明を終わります。 

  続きまして、議案第４号、令和８年度旭市後期高齢者医療特別会計予算の議決について補

足説明を申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億7,200万円と定めるものです。 

  ２ページから８ページまでは、歳入歳出予算の款項ごとの予算及び事項別明細書の総括で

ありますので、説明を省略させていただきます。詳細につきましては９ページ以降でご説明

いたします。 

  初めに、歳入についてご説明いたします。 

  歳入ですが、医療分保険料率の改定と、新たに制度が創設される子ども・子育て支援金分

保険料の増を見込んで予算編成しました。 

  ９ページをお願いいたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療保険料は８億2,436万1,000円、前年度と比較して27.5％の増
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を見込みました。増の要因は、先ほどの説明と重複しますが、医療分保険料率の改定と、新

たに制度が創設される子ども・子育て支援金分保険料の増によるものです。 

  なお、保険料率は、医療分の均等割額が５万1,000円、所得割率が9.40％、賦課限度額は

85万円となります。また、新設される子ども・子育て支援金分の保険料率については、均等

割額が1,310円、所得割率が0.25％、賦課限度額は２万1,000円となります。 

  ２款１項１目子ども・子育て支援事業費補助金は365万円を見込みました。この補助金は、

子ども・子育て支援金制度の導入に向けたシステム改修費用への補助金になります。 

  ３款１項１目一般会計繰入金は２億3,536万5,000円、前年度と比較して3.5％の増を見込

みました。内訳は、１節事務費繰入金1,476万5,000円と２節保険基盤安定繰入金２億2,060

万円となります。この保険基盤安定繰入金につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合

へ拠出する保険料軽減のための保険基盤安定分で、全額広域連合へ納付するものです。 

  10ページをお願いいたします。 

  上段、４款繰越金は、前年度と同額の500万円を見込みました。 

  下段、５款２項１目保険料還付金は169万3,000円を見込みました。 

  11ページをお願いいたします。 

  上段、５款３項１目後期高齢者医療広域連合受託事業収入は192万8,000円、前年度と比較

して1.9％の増を見込みました。増の要因は、標準システムに対応する印刷物の経費が増加

したことに伴う受託事業費の増によるものです。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  歳出では、保険料等の増に伴う広域連合納付金の増額などにより、予算総額で対前年度比

21.4％増を見込みました。なお、令和８年度の平均被保険者数は、対前年度から28人減の１

万956人を見込みました。 

  12ページをお願いいたします。 

  １款１項１目一般管理費は1,556万3,000円、前年度と比較して26.6％の減を見込みました。

減の要因は、説明欄１、後期高齢者医療一般事務費のうち、13節使用料及び賃借料でクラウ

ドサービス使用料の減によるものです。 

  13ページをお願いいたします。 

  ２項１目徴収費は478万円、前年度と比較して6.5％の増を見込みました。増の要因は、説

明欄１、後期高齢者保険料徴収事務費のうち10節需用費で、標準システム対応による印刷製

本費の増額によるものです。 
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  ２款１項１目広域連合納付金は10億4,496万1,000円、前年度と比較して22.9％の増を見込

みました。この納付金は、被保険者からの保険料と保険料軽減分に対する保険基盤安定繰入

金をあわせて、千葉県後期高齢者医療広域連合へ納付するものです。増の要因は、医療分保

険料率の改定と、新たに制度が創設される子ども・子育て支援金分保険料の増額によるもの

です。 

  14ページをお願いいたします。 

  上段、３款１項１目保険料還付金は、169万6,000円を見込みました。 

  下段、４款予備費は前年度と同額の500万円を見込みました。 

  以上で議案第４号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 保険年金課長の補足説明は終わりました。 

  議案の補足説明は途中ですが、午後１時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 零時１２分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き議案の補足説明を求めます。 

  続いて、議案第５号について、高齢者福祉課長、登壇してください。 

（高齢者福祉課長 椎名 隆 登壇） 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 議案第５号、令和８年度旭市介護保険事業特別会計予算の議

決について補足説明を申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額を61億8,800万円と定めるものであります。 

  第２条は、歳出予算中、各項の間で流用できる経費を定めるものです。 

  次の２ページから５ページは歳入歳出予算の款項ごとの金額であり、９ページと10ページ

は事項別明細書の総括となっておりますので、説明を省略させていただきまして、11ページ

の歳入から、予算の内容について主なものをご説明いたします。 

  それでは、11ページをお願いいたします。 

  １款保険料、１項１目第１号被保険者保険料は13億1,981万7,000円で、保険料基準額は年
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額６万6,000円、納付義務者数を２万382人と見込み、対前年度比1.3％の増で計上いたしま

した。内訳は、現年度分調定見込額の90.2％に当たる１節現年度分特別徴収保険料は、収納

率100％で11億9,677万3,000円を見込み、２節現年度分普通徴収保険料は１億1,776万4,000

円、３節の過年度分普通徴収保険料は528万円を見込みました。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金は10億4,533万8,000円、対前年度比3.9％の増、２項国

庫補助金、１目調整交付金は２億4,244万2,000円、対前年度比20.6％の増で、２目地域支援

事業交付金は6,755万2,000円、対前年度比2.2％の減で、それぞれ計上いたしました。 

  12ページをお願いいたします。 

  中段の３款支払基金交付金の計は15億9,965万3,000円、対前年度比3.4％の増で計上いた

しました。 

  その下の４款県支出金、１項県負担金は８億6,582万5,000円、対前年度比3.2％の増で計

上いたしました。 

  13ページをお願いいたします。 

  同じく２項県補助金は3,377万6,000円、対前年度比2.2％の減で計上いたしました。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金ですが、14ページをお願いいたします。計になりますが、

９億1,884万3,000円で対前年度比2.6％の増で計上いたしました。 

  同じく２項基金繰入金は、前年度と同額の7,000万円で計上いたしました。 

  ８款諸収入ですが、15ページをお願いいたします。 

  ２項雑入は880万2,000円を計上いたしました。主なものは配食サービス事業利用収入とな

ります。 

  以上で歳入の説明を終わります。 

  続きまして、16ページをお願いいたします。 

  歳出の主なものについてご説明いたします。 

  まず１款総務費、１項１目一般管理費は3,162万3,000円、対前年度比7.8％の増で計上い

たしました。増となった主な要因は、介護保険事業計画の策定支援業務委託料の増によるも

のであります。 

  17ページをお願いいたします。 

  下段の３項１目介護認定審査会費は2,238万5,000円、対前年度比14.3％の減で計上いたし

ました。減となった主な要因は、審査会を効率化したことによる委員報酬の減によるもので

す。 
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  20ページをお願いいたします。 

  ２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費は16億2,734万2,000円、対前年度比

2.5％の増で計上いたしました。増となった主な要因は、居宅サービスの利用増を見込んだ

ことによるものです。 

  ２目地域密着型介護サービス給付費は11億181万5,000円、対前年度比9.5％の増で計上い

たしました。増となった主な要因は、第９期介護保険事業計画に基づき地域密着型介護サー

ビス事業所の開設が見込まれることによる給付費の増と、利用増を見込んだことによるもの

です。 

  ３目施設介護サービス給付費は23億7,578万6,000円、前年度とほぼ同額で計上いたしまし

た。 

  27ページをお願いいたします。 

  下段の５款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は3,655万5,000

円、対前年度比10.4％の減で計上いたしました。 

  少し飛びまして、37ページをお願いいたします。 

  ６款諸支出金となりますが、221万円を計上いたしました。主なものは、第１号被保険者

保険料還付金となります。 

  ７款の予備費は、前年度同様1,000万円を計上いたしました。 

  38ページから45ページまでは給与費明細書となっております。 

  以上で議案第５号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 高齢者福祉課長の補足説明は終わりました。 

  議案第６号から議案第８号までについて、上下水道課長、登壇してください。 

（上下水道課長 向後哲浩 登壇） 

○上下水道課長（向後哲浩） 議案第６号から議案第８号までの補足説明を申し上げます。 

  議案第６号、令和８年度旭市水道事業会計予算の議決について補足説明を申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１条は総則となります。 

  第２条は業務の予定量で、（１）給水件数を２万1,865件、（２）年間給水量を622万

7,995立方メートルとし、（３）１日平均給水量を１万7,063立方メートルと予定しました。

（４）主要な建設改良事業は、旭配水場ポンプ施設更新工事９億1,839万円及び旭地域及び

飯岡地域の基幹管路の耐震化工事を含む配水管布設替工事３億4,418万円を予定いたしまし
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た。 

  第３条では、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ記載額のとおり定めました。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第４条では、資本的収入及び支出の予定額をそれぞれ記載額のとおり定めました。なお、

資本的収支の不足額10億590万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補塡いた

します。 

  続いて、３ページをお願いいたします。 

  第５条は、継続費の総額と年割額を定めるものでございます。対象事業は、旭・飯岡地域

基幹管路耐震化事業及び旭配水場ポンプ施設更新事業でございまして、総額、年割額は表の

とおりでございます。 

  続いて、４ページをお願いいたします。 

  第６条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものものでござ

います。 

  第７条は、一時借入金の限度額を8,000万円と定めるものでございます。 

  第８条は、予定支出の各項で流用ができる場合を定めるものでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるものであります。 

  第10条は、他会計からの補助金について、一般会計から水道事業会計への補助金として

8,000万円を、高料金対策に係るものとして受けることを記載したものでございます。 

  第11条は、たな卸資産の購入限度額を235万8,000円と定めるもので、これは量水器などの

購入費を予定したものとなります。 

  次のページからは、水道事業会計予算に関する説明書となっております。 

  ６ページをお願いいたします。 

  令和８年度旭市水道事業会計予算実施計画となります。 

  初めに、表の上段、収入でございますが、１款水道事業収益を対前年度比2.6％の増で、

17億1,096万2,000円を見込んでおります。 

  １項の営業収益は14億1,147万4,000円で、このうち主なものは１目給水収益の14億273万

4,000円で、水道料金収入でございます。 

  ２項の営業外収益は２億9,948万8,000円で、主なものは１目他会計補助金8,000万円で、

高料金対策に要する経費として一般会計からの補助金でございます。 

  ２目補助金6,961万円は、同じく高料金対策に要する経費として、千葉県市町村水道総合
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対策事業補助金を見込んでおります。 

  ５目消費税及び地方消費税還付金9,923万円は、資本的支出予算の建設改良費の増により、

仕入れに係る消費税が売上げに係る消費税を上回ることから、消費税の還付を見込んだもの

です。 

  次に、支出について説明申し上げます。 

  表の中段から、１款水道事業費用は対前年度比1.1％の減で、14億7,451万1,000円を予定

しました。 

  １項の営業費用は14億3,332万円で、このうち主なものは、１目原水及び浄水費８億5,398

万4,000円は東総広域水道企業団からの受水費です。 

  ２目配水及び給水費２億7,909万1,000円は、配水及び給水施設等の維持管理に要する費用

でございます。 

  次の７ページは、資本的収入及び支出となります。 

  まず、表上段の収入について説明申し上げます。 

  １款資本的収入は、対前年度比50.1％の増で４億4,430万1,000円を見込んでおります。主

な内訳としまして、１項１目企業債の２億7,380万円は施設更新工事等に関するものでござ

います。旭配水場ポンプ施設更新工事に伴い増額となりました。 

  ２項１目出資金の8,130万円は、水道管路の耐震化等に係る出資金を見込んでおります。 

  ３項１目補助金の1,903万円は、基幹管路及び重要給水管路の耐震化に係る国庫補助金を

見込んでおります。 

  ４項１目負担金の4,422万8,000円は、消火栓の設置や配水管の切り回し工事に係る一般会

計からの負担金を見込んでおります。 

  次に、表中段の支出につきましてご説明申し上げます。 

  １款資本的支出は対前年度比116.4％の増で、14億5,020万1,000円を予定いたしました。

旭配水場ポンプ施設更新工事に伴い増額となるものです。 

  主な内訳としまして、１項建設改良費13億9,967万3,000円のうち、１目拡張工事費は、仕

切り弁の設置工事や個人が配水管を布設する場合の費用補助等で1,877万8,000円、２目改良

工事費は、基幹管路更新事業及び重要給水管路更新事業等で６億1,797万円、３目固定資産

取得費は、旭配水場ポンプ施設の建築及び設備の工事等で７億6,292万5,000円。 

  続きまして、８ページは、令和８年度旭市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書と

なります。 
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  ９ページから11ページまでは、職員給与関係の明細となっております。 

  12ページは、継続費に関する調書となっております。 

  13ページ、14ページは、令和８年度末の予定貸借対照表となっております。 

  15ページから17ページにつきましては、令和７年度の予定損益計算書及び令和７年度末の

予定貸借対照表となります。 

  次の18ページ、19ページは注記で、会計処理の基準及び手続を表示したものとなります。 

  各内容につきましては記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で議案第６号、令和８年度旭市水道事業会計予算の議決についての補足説明を終わり

ます。 

  続きまして、議案第７号、令和８年度旭市公共下水道事業会計予算の議決について補足説

明を申し上げます。 

  予算書１ページをお願いいたします。 

  第１条は総則となります。 

  第２条は業務の予定量で、（１）接続件数を2,266件、（２）年間有収水量を66万5,967立

方メートルとし、（３）１日平均有収水量を1,825立方メートルと予定いたしました。

（４）の主要な建設改良事業に、処理場設備更新工事8,851万7,000円を予定いたしました。 

  第３条では、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ記載額のとおり定めました。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第４条では、資本的収入及び支出の予定額をそれぞれ記載額のとおり定めました。なお、

資本的収支の不足額9,510万6,000円につきましては、減債積立金等で補塡いたします。 

  第５条は、継続費の総額と年割額を定めるものでございます。対象事業は水処理施設送風

機設備更新事業でございまして、総額、年割額は表のとおりでございます。 

  第６条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものでございま

す。 

  続いて、３ページをお願いいたします。 

  第７条は、一時借入金の限度額を１億円と定めるものでございます。 

  第８条は、予定支出の各項で流用ができる場合を定めるものでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるものであります。 

  第10条は、他会計からの補助金について、一般会計から公共下水道事業会計へ、運営のた

めの補助金として２億4,380万1,000円を受けることを記載したものでございます。 
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  次のページからは、旭市公共下水道事業会計予算に関する説明書となっております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  令和８年度旭市公共下水道事業会計予算実施計画となります。 

  初めに、表上段の収入でございますが、１款下水道事業収益を、対前年度比1.8％の減で

５億8,099万2,000円と見込んでおります。 

  １項の営業収益は１億2,665万円で、このうち主なものは１目下水道使用料で１億2,615万

8,000円を見込んでおります。 

  ２項の営業外収益は４億5,434万2,000円で、主なものは１目他会計負担金１億1,123万

6,000円で、高資本費対策経費など、総務省の定めた基準にのっとり一般会計から繰入れす

るものでございます。 

  ３目他会計補助金１億5,596万1,000円で、減価償却費や支払利息など、総務省の定めた基

準のほかに一般会計から繰入れするものでございます。 

  次に、表中段、支出についてご説明申し上げます。 

  １款下水道事業費用は、対前年度比1.3％の減で５億4,853万7,000円を予定いたしました。 

  １項の営業費用は５億690万1,000円で、このうち主なものは、２目処理場費の１億9,871

万5,000円を予定いたしました。 

  ３目総係費の委託料に、経営戦略に基づいた令和９年度の使用料改定に向け、料金適正化

支援業務について計上いたしました。 

  ２項の営業外費用は3,862万7,000円で、このうち主なものは、１目支払利息及び企業債取

扱諸費の2,859万7,000円を予定いたしました。 

  次の６ページは、資本的収入及び支出となります。 

  まず、表上段の収入について説明申し上げます。 

  １款資本的収入は、対前年度比29.1％の増で、３億142万3,000円を見込んでおります。主

な内訳としまして、１項１目企業債の１億3,530万円は、資本費の平準化や設備更新のため

に借り入れるものでございます。 

  ２項１目他会計負担金の4,496万3,000円は、総務省の定めた基準にのっとった一般会計か

らの繰入金でございます。 

  ３項１目他会計補助金の8,784万円は、総務省の定めた基準以外で一般会計から繰り入れ

るものでございます。 

  ５項１目工事負担金の3,300万円は、建設課にて予定している冠水対策に伴う下水道管切
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り回し工事に対する一般会計からの負担金となります。 

  次に、表中段、支出についてご説明申し上げます。 

  １款資本的支出は、対前年度比13.2％の増で、３億9,652万9,000円を予定いたしました。

主な内容としまして、１項建設改良費１億2,715万8,000円のうち、２目改良工事費は、先ほ

ど説明いたしました建設課にて予定している冠水対策に伴う下水道管切り回し工事費で、

3,300万円を予定しております。 

  ３目固定資産取得費は、旭市浄化センターの水処理施設送風機設備インバーター等の更新

で8,851万7,000円を予定しております。 

  次の７ページは、令和８年度旭市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書とな

ります。 

  ８ページから10ページまでは、職員給与関係の明細となっております。 

  11ページは、継続費に関する調書となっております。 

  12ページから13ページにつきましては、令和８年度末の予定貸借対照表となっております。 

  14ページから16ページにつきましては、令和７年度の予定損益計算書及び令和７年度末の

予定貸借対照表となります。 

  続きまして、17ページから18ページは注記で、会計処理の基準及び手続を表示したものと

なります。 

  各内容につきましては記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で議案第７号、令和８年度旭市公共下水道事業会計予算の議決についての補足説明を

終わります。 

  続きまして、議案第８号、令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算の議決について補足

説明を申し上げます。 

  こちら１ページをお願いいたします。 

  第１条は総則となります。 

  第２条は業務の予定量で、（１）接続件数を430件、（２）年間有収水量を12万8,130立方

メートルとし、（３）１日平均有収水量を351立方メートルと予定いたしました。（４）主

要な建設改良事業は、ポンプ場設備更新工事770万円を予定いたしました。 

  第３条では、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ記載額のとおり定めました。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第４条では、資本的収入及び支出の予定額をそれぞれ記載額のとおり定めました。なお、
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資本的収支の不足額1,147万9,000円につきましては、減債積立金で補塡いたします。 

  第５条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものでございま

す。 

  続いて、３ページをお願いいたします。 

  第６条は、一時借入金の限度額を1,000万円と定めるものでございます。 

  第７条は、予定支出の各項で流用ができる場合を定めるものでございます。 

  第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるものであります。 

  第９条は、他会計からの補助金について、一般会計から農業集落排水事業会計へ、運営の

ための補助金として3,144万3,000円を受けることを記載したものでございます。 

  次のページからは、旭市農業集落排水事業会計予算に関する説明書となっております。 

  続いて５ページをお願いいたします。 

  令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算実施計画となります。 

  初めに、表上段、収入でございますが、１款下水道事業収益を、対前年度比2.4％の増で、

9,305万円を見込んでおります。 

  １項の営業収益は1,748万8,000円で、全て下水道使用料でございます。 

  ２項の営業外収益は7,556万2,000円で、主なものは、１目他会計負担金1,283万6,000円で、

総務省の定めた基準にのっとり一般会計から繰入れするものと、２目他会計補助金3,131万

9,000円で、総務省の定めた基準のほかに一般会計から繰入れするものでございます。 

  次に、支出について説明申し上げます。 

  表中段やや上、１款下水道事業費用は、対前年度比0.5％の増で、7,872万6,000円を予定

いたしました。 

  １項の営業費用は7,517万3,000円で、このうち主なものは、２目処理場費の2,097万7,000

円を予定いたしました。 

  ３目総係費の委託料に、経営戦略に基づいた令和９年度の使用料改定に向け、料金適正化

支援業務について計上いたしました。 

  ２項の営業外費用は305万3,000円で、このうち主なものは、１目支払利息及び企業債取扱

諸費の190万8,000円を予定いたしました。 

  次の６ページは、資本的収入及び支出となります。 

  まず、表上段の収入についてご説明申し上げます。 

  １款資本的収入は、対前年度比23％の減で、1,826万5,000円を見込んでおります。主な内
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訳としまして、１項１目企業債の700万円は設備更新のために借り入れるものでございます。 

  ２項１目他会計負担金の1,072万1,000円は、総務省の定めた基準にのっとった一般会計か

らの繰入金でございます。 

  ３項１目他会計補助金の12万4,000円は、総務省の定めた基準以外で一般会計から繰入れ

するものでございます。 

  次に、表中段の支出についてご説明申し上げます。 

  １款資本的支出は、対前年度比33.1％の減で、2,974万4,000円を予定いたしました。主な

内訳としまして、１項建設改良費770万円は、琴田地区のマンホールポンプ場制御盤更新を

予定しております。 

  続きまして７ページは、令和８年度旭市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計

算書となります。 

  ８ページから10ページまでは、職員給与関係の明細となっております。 

  続く11ページから12ページにつきまして、令和８年度末の予定貸借対照表となっておりま

す。 

  13ページから15ページまでにつきましては、令和７年度の予定損益計算書及び令和７年度

末の予定貸借対照表となります。 

  続く16ページは注記で、会計処理の基準及び手続を表示したものとなります。 

  各内容につきましては記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で、議案第８号、令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算の議決についての補足説

明を終わります。 

○議長（宮内 保） 上下水道課長の補足説明は終わりました。 

  議案第９号について、財政課長、登壇してください。 

（財政課長 池田勝紀 登壇） 

○財政課長（池田勝紀） 議案第９号、令和７年度旭市一般会計補正予算の議決について補足

説明を申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算にそれぞれ18億9,800万円を追加し、予算の総額を376億3,500万

円とするものです。 

  第２条は繰越明許費の追加を行うもので、第３条は地方債の追加及び変更を行うものです。 

  ６ページをお願いします。 
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  第２表、繰越明許費補正です。 

  今回の補正は、31事業について繰越明許費の追加を行うものです。 

  事業ごとに内容を申し上げます。 

  ２款１項総務管理費の総務事務費143万2,000円です。ＰＣＢ廃棄物の処分に当たり、運搬

業者の確保に不測の日数を要したため、年度内の完了が見込めないことから次年度へ繰越し

するものになります。 

  次の事業、普通財産管理費264万3,000円です。東町都市下水路浄化施設撤去設計業務につ

きまして、入札不調により年度内契約が困難となったため、次年度へ繰越しするものになり

ます。 

  次の事業、電算システム運用事業１億5,521万3,000円です。繰越し事由が二つございます。

一つは、住民情報系システムの標準化につきまして、本市の採用しているシステム、アクロ

シティの標準化が令和８年度以降に延期されたため、システム改修費用を次年度へ繰り越す

ものになります。もう一つは、今回補正計上しております戸籍の附票に、旧氏と旧氏の振り

仮名を記載するための住民記録システムの改修費用35万8,000円につきまして、事業実施は

令和８年度でありますが、国の補助金が令和７年度で措置されることから、令和７年度に予

算計上し、次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、物価高騰対策臨時特別給付金給付事業７億4,226万9,000円は、今回補正計上し

ている事業です。地方創生臨時交付金を活用して、物価高騰対策の給付金を給付する事業に

なります。給付金の給付スケジュールにつきまして、年度内の完了が困難であることから、

次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、２項徴税費の税務総務事務費110万円は、先ほどの電算システム運用事業と同

じく、住民情報系システムの標準化が令和８年度以降に延期されたため、システム改修費用

を次年度へ繰り越すものになります。 

  次の事業、調査賦課事務費475万2,000円も、住民情報系システムの標準化が令和８年度以

降に延期されたため、システム改修費用を次年度へ繰り越すものになります。 

  次の事業、３項戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳事務費2,018万5,000円です。繰越し事

由が二つございます。一つは、住民情報系システムの標準化が令和８年度以降に延期された

ため、システム改修費用を次年度へ繰り越すものになります。もう一つは、今回補正計上し

ております戸籍の附票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載するための戸籍附票システムと、コン

ビニ証明発行システムの改修費用292万6,000円につきまして、事業実施は８年度であります
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が、国の補助金が令和７年度で措置されることから、令和７年度に予算計上し、次年度へ繰

越しするものになります。 

  次の事業、３款２項老人福祉費、地域包括支援センター運営事業105万6,000円は、住民情

報系システムの標準化が令和８年度以降に延期されたため、システム改修費用を次年度へ繰

り越すものになります。 

  次の事業、地域密着型サービス拠点等整備事業1,100万円は、補助採択事業者の建築確認

の許可手続に不測の時間を要したため工期の確保ができず、年度内の完了が困難となったこ

とから次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、３項児童福祉費の児童家庭相談事業257万4,000円は、住民情報系システムの標

準化が令和８年度以降に延期されたため、システム改修費用を次年度へ繰り越すものになり

ます。 

  次の事業、公立保育所運営費354万円は、いいおか保育所の給排気ファン交換工事につき

まして、製品の納品が見込みより時間を要することが判明し、年度内の完了が見込めないこ

とから次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、６款１項農業費の農業振興事務費2,490万7,000円は、今回補正計上している事

業です。地域農業構造転換支援事業補助金と担い手確保・経営強化支援事業補助金につきま

して、国の補正予算による追加要望に対応するため令和７年度予算に計上しますが、年度内

の事業完了が困難であるため次年度へ繰り越すものになります。 

  次の事業、園芸生産強化支援事業1,857万1,000円は、補助採択された出荷場の建設に当た

り、県における建築確認の許可に時間を要したため、年度内の完了が困難となったことから、

次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、農業基盤整備事業252万1,000円は、飯岡西部の経営体育成基盤整備事業の負担

金につきまして、事業主体の千葉県が繰越しすることから、次年度へ繰越しするものになり

ます。 

  次の事業、７款１項商工費の商業活性化推進事業5,690万円は、今回補正計上している事

業です。地方創生臨時交付金を活用して、プレミアム商品券の発行事業を補助する事業にな

ります。事業開始が令和８年度となることから、次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、８款２項道路橋梁費の急傾斜地崩壊対策事業507万8,000円は、見広地区の緊急

急傾斜地崩壊対策工事の負担金につきまして、事業主体の千葉県が繰越しすることから次年

度へ繰越しするものになります。 
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  次の事業、道路新設改良事業１億181万4,000円は、三川地区の道路改良工事やニ地区の道

路排水工事において、電柱の移設等に不測の日数を要したことや、岩井地区の道路改良工事

において、風車を撤去する隣接工事との調整に不測の日数を要したことなどにより、年度内

の完了が見込めないことから次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、冠水対策排水整備事業３億7,141万1,000円は、繰越し事由が二つございます。

一つは、ハ地区の排水路整備工事において、地権者との交渉や上下水道工事との工程調整に

不測の日数を要したことにより、年度内の完了が見込めないことから、次年度へ繰越しする

ものになります。もう一つは、今回補正計上している１億2,663万5,000円につきまして、今

年度で発行期限が終了する有利な起債、合併特例債を発行可能額まで有効に活用できるよう

令和７年度に予算計上しますが、年度内の完了は困難であることから、次年度へ繰越しする

ものになります。 

  次の事業、蛇園南地区排水路整備事業3,758万4,000円は、排水路整備工事において区域内

に不明管が確認され、調査対応に不測の時間を要したことや、設計違算により適正な工期が

確保できなくなったことなどから、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰越しするも

のになります。 

  次の事業、飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業１億17万6,000円は、用排水路整備工事に

おいて工事区間内に不明管が確認され、調査対応に不測の時間を要したことや、ＪＲ用地に

係る測量を行うための協議に不測の日数を要したことなどから、年度内の完了が見込めない

ため、次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、震災復興・津波避難道路整備事業748万7,000円は、道路用地購入や補償につき

まして地権者との交渉に不測の日数を要していることから、年度内の完了が見込めないため、

次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、橋梁長寿命化修繕事業3,938万8,000円は、令和７年度の国の道路メンテナンス

事業費補助金の対象となるため、令和８年度実施予定の橋梁点検を前倒しで執行するもので

すが、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰越しするものになります。 

  ７ページをお願いします。 

  次の事業、９款１項消防費の常備消防事務費１億213万5,000円は、今回補正計上している

事業で、消防本部の空調設備の改修工事になります。合併特例債を有効に活用できるよう令

和７年度に予算計上しますが、年度内の完了は困難であることから、次年度へ繰越しするも

のになります。 
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  次の事業、消防車両整備事業１億9,376万3,000円は、救助工作車の更新につきまして、メ

ーカーによるシャシー供給の遅れにより年度内の納車が困難となったことから、次年度へ繰

越しするものになります。 

  次の事業、防災体制強化事業89万1,000円は、住民情報系システムの標準化が令和８年度

以降に延期されたため、システム改修費用を次年度へ繰り越すものになります。 

  次の事業、10款１項教育総務費の教育の情報化推進事業2,651万8,000円は、今回補正計上

している事業で、中央小学校と古城小学校の校内ネットワーク設備改修工事になります。国

の交付金が令和７年度で前倒し採択される可能性があるため、令和７年度に予算計上します

が、年度内に適正な工期を確保することが困難であることから、次年度へ繰越しするものに

なります。 

  次の事業、２項小学校費の小学校施設改修事業935万円は、今回補正計上している事業で、

豊畑小学校の特別教室棟の屋上防水改修工事になります。合併特例債を有効に活用できるよ

う、令和７年度に予算計上しますが、年度内に適正な工期を確保することが困難であること

から、次年度へ繰り越すものになります。 

  次の事業、３項中学校費の中学校施設改修事業４億8,795万7,000円は、今回補正計上して

いる事業で、全中学校の屋内運動場に空調を設置する工事になります。国の交付金が令和７

年度で前倒し採択される可能性があるため、令和７年度で予算計上しますが、年度内に適正

な工期を確保することが困難であることから、次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、４項社会教育費の海上公民館管理費390万5,000円は、海上公民館の変圧器の更

新につきまして新規格の製品の納品に不測の日数を要することから、年度内の完了が見込め

ないため、次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、大原幽学遺跡史跡公園整備事業213万9,000円は、駐車場整備に係る土地購入に

つきまして、地権者との交渉に不測の日数を要したため年度内の完了が困難となったことか

ら、次年度へ繰越しするものになります。 

  次の事業、13款２項公営企業費の水道事業会計繰出金1,844万8,000円は、繰越し事由が二

つございます。一つは水道事業会計において、一般会計からの出資対象となる水道管路耐震

化事業を有利な財源を活用するために繰り越すことから、出資金も次年度へ繰越しするもの

になります。もう一つは、今回補正計上しております地方創生臨時交付金を活用して実施す

る水道料金の減免に対する一般会計からの繰り出し1,014万8,000円になります。こちらは、

事業開始が４月以降となることから次年度へ繰越しするものになります。 
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  ８ページをお願いします。 

  第３表、地方債補正です。 

  今回の補正は追加と変更です。 

  まず、追加の公立学校情報機器整備事業は、教育の情報化推進事業における中央小学校と

古城小学校の校内ネットワーク設備改修工事に係る起債を追加するもので、限度額は2,010

万円でございます。 

  続きまして、変更は４事業ございまして、一つ目の排水整備事業は、冠水対策排水整備事

業に係る起債で、限度額を４億4,930万円から１億2,030万円増額し、５億6,960万円とする

ものです。 

  二つ目の消防施設整備事業は、常備消防事務費の消防本部の空調設備改修工事に係る起債

で、限度額を２億4,130万円から9,700万円増額し、３億3,830万円とするものです。 

  三つ目の小学校施設改修事業は、豊畑小学校の特別教室棟屋上防水改修工事に係る起債で、

限度額を6,220万円から880万円増額し、7,100万円とするものです。 

  最後の四つ目の中学校施設改修事業は、中学校の屋内運動場への空調設備設置工事に係る

起債で、限度額を1,830万円から２億7,780万円増額し、２億9,610万円とするものです。 

  13ページをお願いします。 

  歳入について説明いたします。 

  事業内容につきましては、歳出のところで説明させていただきます。 

  表の左から３列目、補正額の欄になります。 

  10款１項１目地方交付税３億8,630万9,000円の増は、一番右、説明欄１、普通交付税によ

るものです。普通交付税につきまして追加交付がございましたので、その分を今回計上する

ものです。 

  14款２項１目総務費国庫補助金７億5,888万6,000円の増は、説明欄１、社会保障・税番号

制度システム整備費補助金328万4,000円と、説明欄２、物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金７億5,560万2,000円によるものです。社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、

電算システム運用事業と住民基本台帳事務費に係る国の補助金で、物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金は、物価高騰対策臨時特別給付金給付事業、商業活性化推進事業、水道事

業会計繰出金に係る国の交付金となります。 

  ２目民生費国庫補助金644万4,000円の増は、説明欄１、子どものための教育・保育給付交

付金によるもので、認定こども園等施設型給付事業に係る国の交付金になります。 



－53－ 

  ６目教育費国庫補助金２億1,649万7,000円の増は、１節教育総務費国庫補助金の説明欄１、

学校施設環境改善交付金636万4,000円と、３節中学校費国庫補助金の説明欄１、学校施設環

境改善交付金２億1,013万3,000円によるもので、教育の情報化推進事業と中学校施設改修事

業に係る国の交付金になります。 

  15款１項１目民生費県負担金259万7,000円の増は、説明欄１、子どものための教育・保育

給付費負担金によるもので、認定こども園等施設型給付事業に係る県の負担金になります。 

  14ページをお願いします。 

  ２項２目民生費県補助金150万6,000円の増は、説明欄１、保育士配置改善事業費補助金に

よるもので、保育士配置改善事業に係る県の補助金になります。 

  ４目農林水産業費県補助金2,490万7,000円の増は、説明欄１、地域農業構造転換支援事業

費補助金1,500万円と、説明欄２、担い手確保・経営強化支援事業費補助金990万7,000円に

よるもので、いずれも農業振興事務費に係る県の補助金になります。 

  16款１項２目利子及び配当金56万7,000円の増は、２節減債基金利子43万3,000円と３節公

共施設等整備基金利子5,000円、11節育英基金利子12万9,000円によるものです。 

  ２項１目不動産売払収入156万円の増は、説明欄１、土地売払収入によるものです。６月

補正にて予算計上しました仁玉スポーツ広場跡地の土地売却につきまして、予算での見込み

より高い金額で売却ができましたので、６月補正予算における予算額との差額分を計上する

ものです。 

  15ページをお願いします。 

  17款１項７目教育費寄附金20万円の増は、育英基金への寄附があったことから計上するも

のです。 

  18款１項１目介護保険事業特別会計繰入金1,413万1,000円の増は、令和６年度の一般会計

からの介護会計への繰出金につきまして、令和６年度分の精算により返還となったことから

繰入れするものです。 

  ２項１目財政調整基金繰入金１億4,250万8,000円の減は、普通交付税の追加交付などによ

り一般財源の歳入が多くあることから、財政調整基金からの繰入れを減額するものです。 

  19款１項１目繰越金8,496万1,000円の増は、説明欄の１、前年度繰越金を今回の補正財源

として計上するものです。 

  16ページをお願いします。 

  20款５項４目旭中央病院共済費1,794万3,000円の増は、説明欄の１、千葉県市町村職員共
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済組合負担金（旭中央病院分）によるもので、一部事務組合負担金に係る旭中央病院の負担

分になります。 

  21款市債につきましては、先ほど第３表の地方債補正で説明したとおりでございます。 

  以上で歳入の説明を終わります。 

  17ページをお願いします。 

  続いて、歳出について説明いたします。 

  歳入と同じく表の左から３列目、補正額の欄になります。 

  ２款１項１目一般管理費477万5,000円の増は、一番右、説明欄１、庁舎管理費321万円と、

説明欄２、公共施設等整備基金積立金156万5,000円によるもので、庁舎管理費は、ＮＨＫと

の受信契約の締結漏れによる受信料を補正するもので、公共施設等整備基金積立金は、基金

の運用利子の増加分と、歳入で説明いたしました土地売払収入の差額増加分を基金に積み立

てるものです。 

  ２目人事管理費1,794万3,000円の増は、説明欄１、一部事務組合等負担金によるもので、

千葉県市町村職員共済組合への負担金につきまして、旭中央病院分の基礎年金拠出金が当初

の見込みより増加するため、補正するものです。歳入で説明いたしました千葉県市町村職員

共済組合負担金（旭中央病院分）と同額となっております。 

  ６目財産管理費5,983万2,000円の増は、説明欄１、減債基金積立金によるものです。こち

らは、普通交付税の追加交付のうち臨時財政対策債償還基金費として交付された分を積み立

てるものです。 

  ８目電子計算費35万8,000円の増は、説明欄１、電算システム運用事業によるものです。

戸籍の附票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載するための住民記録システムの改修に係る費用に

なります。 

  11目諸費７億4,226万9,000円の増は、説明欄１、物価高騰対策臨時特別給付金給付事業に

よるもので、国の地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー枠を活用し、物価高騰の影響を受

けた市民への支援を行うため、市民１人当たり１万1,500円の物価高騰対策臨時特別給付金

を給付するものです。 

  18ページをお願いします。下のほうになります。 

  ３項１目戸籍住民基本台帳費292万6,000円の増は、説明欄１、住民基本台帳事務費による

もので、戸籍の附票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載するための戸籍の附票システムと、コン

ビニ証明発行システムの改修に係る費用になります。 
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  19ページをお願いします。 

  ３款３項１目児童福祉総務費1,699万7,000円の増は、説明欄１、認定こども園等施設型給

付事業によるもので、給付費の算定基準となる国の公定価格が増額改定となったことから給

付費の増額を行うものです。 

  ６目保育所費367万円の増は、説明欄の１、保育士配置改善事業によるもので、補助金算

定の基となる県の定める基準額が増額改定となったことから、補助金の増額を行うものです。 

  ４款１項１目保健衛生総務費１億8,293万8,000円の増は、説明欄１、旭中央病院負担金に

よるもので、地方交付税のうち旭中央病院として算定される項目で増額があったため、旭中

央病院への負担金について増額するものです。 

  ６款１項３目農業振興費2,490万7,000円の増は、説明欄１、農業振興事務費によるもので、

県事業の地域農業構造転換支援事業補助金と、20ページをお願いします。担い手確保・経営

強化支援事業補助金につきまして、国の補正予算による追加募集に対し実施の要望があった

ことから、補助金を計上するものです。 

  ７款１項２目商工振興費5,690万円の増は、説明欄の１、商業活性化推進事業によるもの

で、国の地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー枠を活用し、プレミアム付き共通商品券の

発行事業に対して補助するものになります。 

  ８款２項３目道路新設改良費１億2,663万5,000円の増は、説明欄１、冠水対策排水整備事

業によるもので、合併特例債を活用して実施するハ地区の排水整備になります。 

  21ページをお願いします。 

  ９款１項１目常備消防費１億213万5,000円の増は、説明欄１、常備消防事務費によるもの

で、合併特例債を活用して実施する消防本部の空調設備の改修工事になります。 

  10款１項２目事務局費2,684万7,000円の増は、説明欄１、教育の情報化推進事業2,651万

8,000円と、説明欄２、育英基金積立金32万9,000円によるものです。教育の情報化推進事業

は、国の交付金を活用して中央小学校と古城小学校の校内ネットワーク設備を改修するもの

で、育英基金積立金は、基金の運用利子の増加分と寄附金を積み立てるものになります。 

  22ページをお願いします。中段になります。 

  ２項小学校費の１目学校管理費935万円の増は、説明欄１、小学校施設改修事業によるも

ので、合併特例債を活用して実施する豊畑小学校の特別教室棟屋上防水改修工事になります。 

  ３項中学校費の１目学校管理費４億8,795万7,000円の増は、説明欄１、中学校施設改修事

業によるもので、国の交付金を活用して実施する中学校の屋内運動場空調設置工事になりま
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す。 

  23ページをお願いします。 

  ５項３目学校給食費2,141万3,000円の増は、説明欄１、第一学校給食センター運営費

1,260万3,000円と、説明欄２の第二学校給食センター運営費881万円によるもので、食材費

の値上がりに伴い不足する賄材料費を増額するものです。 

  13款２項１目水道事業公営企業費1,014万8,000円の増は、説明欄１、水道事業会計繰出金

によるもので、国の地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー枠を活用し、水道料金の減免を

実施する水道事業会計に対し補助金を繰り出すものになります。 

  歳出の説明は以上となります。 

  24ページをお願いします。 

  この表は、地方債の現在高の見込みに関する調書です。 

  表の一番下、計の欄になります。右から２列目、７年度末現在高見込額の補正額の列をご

覧ください。補正額は５億2,400万円の増で、内容につきましては、先ほど第３表、地方債

補正で説明したとおりでございます。 

  表の一番右下、今回の補正額を含めた令和７年度末の現在高見込額は284億7,001万5,000

円となります。 

  以上で議案第９号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 財政課長の補足説明は終わりました。 

  議案の補足説明は途中ですが、午後２時35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、議案の補足説明を求めます。 

  続いて、議案第10号について、高齢者福祉課長、登壇してください。 

（高齢者福祉課長 椎名 隆 登壇） 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 議案第10号、令和７年度旭市介護保険事業特別会計補正予算

の議決について補足説明を申し上げます。 
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  １ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億5,100万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ61億4,200万円とするものです。 

  ２ページと３ページは歳入歳出予算の款項の補正額であり、７ページと８ページは事項別

明細書の総括となっております。詳しい内容につきましては、９ページ以降でご説明いたし

ます。 

  それでは、９ページをお願いいたします。 

  まず、歳入についてご説明いたします。 

  ５款財産収入、１項１目介護保険給付費準備基金利子81万9,000円は、基金積立金の利率

の変更により増額となったため計上するものであります。 

  その下の７款繰越金ですが、今回の補正財源として１億4,832万3,000円を計上するもので

あります。 

  ８款の諸収入ですが、２項１目第三者納付金には、第三者行為に係る損害賠償金185万

8,000円を計上するものであります。 

  続きまして、歳出についてご説明いたします。 

  10ページをお願いいたします。 

  ４款１項１目介護保険給付費準備基金積立金には、１億2,556万4,000円を追加し１億

2,650万8,000円といたしました。これは基金運用利息と剰余金を積み立てるものであります。 

  ６款１項２目償還金は、2,543万6,000円を追加し2,944万円とするもので、令和６年度の

介護給付費負担金等の確定による国・県及び市の精算分を返還するものであります。 

  以上で議案第10号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 高齢者福祉課長の補足説明は終わりました。 

  議案第11号について、農水産課長、登壇してください。 

（農水産課長 伊藤弘行 登壇） 

○農水産課長（伊藤弘行） 議案第11号、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。 

  イノシシの生息範囲の拡大に伴い農業被害の増大が懸念される中、猟友会会員の高齢化に

より担い手の確保が困難となっていることから、持続可能な対策を実施していくため、猟友

会と地元住民による旭市鳥獣被害対策実施隊を設置することといたしました。 

  実施隊員については、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関
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する法律」により、非常勤の職員と定められていることから、本条例の一部を改正するもの

であります。 

  それでは、新旧対照表の２ページをお願いいたします。 

  別表第１中の「企業誘致審議会委員」の項の次に、「鳥獣被害対策実施隊員」を加えるも

ので、近隣自治体の状況を勘案し、年額2,000円とするものであります。 

  施行日は令和８年４月１日からとするものです。 

  なお、本実施隊員の日当につきましては、旭市鳥獣被害防止対策協議会の予算の中から支

払う予定としております。 

  以上で議案第11号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 農水産課長の補足説明は終わりました。 

  議案第12号、議案第13号、議案第24号について、総務課長、登壇してください。 

（総務課長 向後 稔 登壇） 

○総務課長（向後 稔） 議案第12号、議案第13号及び議案第24号の補足説明を申し上げます。 

  議案第12号及び議案第13号は、人事院勧告の趣旨に基づく地域手当の支給率及び通勤手当

の月額表の改定でありまして、関連しておりますので一括して補足説明いたします。 

  まず、議案第12号、旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてです。 

  新旧対照表の３ページをお願いします。 

  第12条は、地域手当の改正でありまして、現行の「100分の２」から「100分の４」に引き

上げるものです。 

  第14条は、通勤手当を改正するもので、これまで自転車、原動機付自転車、普通自動車の

三つの区分に分かれていたものを、制度の簡素化及び業務の効率化の観点から、普通自動車

等使用者に係る通勤手当の月額表に統合するものです。 

  続きまして、議案第13号、旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について説明いたします。 

  新旧対照表の５ページをお願いいたします。 

  こちらは、一般職の常勤職員との均衡を図る観点から、会計年度任用職員の地域手当につ

きましても同様の改定を行うものです。会計年度任用職員における通勤手当の支給について

は、一般職の条例を準用しておりますので、本条例における改正はありません。 

  なお、施行期日については、令和８年４月１日から施行するものです。 
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  続きまして、議案第24号について補足説明を申し上げます。 

  議案第24号は、旭市監査委員の選任につき同意を求めることについてでありまして、地方

自治法第196条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  委員に選任したい方は、旭市ニにお住まいの宮内敏之氏、昭和36年生まれの方です。 

  宮内氏は、昭和56年９月１日に飯岡町職員として奉職し、合併後は旭市職員として勤務さ

れ、農水産課長、行政改革推進課長、総務課長と市の要職を歴任し、40年にわたる豊富な知

識と経験を有しておりますので、監査委員として適任の方です。 

  なお、宮内氏は、地方自治法に規定する欠格事項、兼職の禁止及び兼業の禁止について、

いずれも該当しないことを申し添えます。 

  以上で議案第12号、議案第13号及び議案第24号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 総務課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第14号について、税務課長、登壇してください。 

（税務課長 多田 仁 登壇） 

○税務課長（多田 仁） 議案第14号、旭市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について補足説明を申し上げます。 

  今回の改正は、子ども・子育て支援金制度が創設され、令和８年４月１日に地方税法の一

部を改正する法律が施行されることに伴い、国民健康保険税の課税額に子ども・子育て支援

納付金課税額が追加されることから、本条例に所要の改正を行うものです。 

  また、昨年３月の税制改正で地方税法施行令が改正され、国民健康保険税の基礎課税分及

び後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられたことから、１年遅れで併せて改正を行

うものです。 

  それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  第２条は、課税額について定めるもので、第１項第１号は子ども・子育て支援納付金の規

定を追加するもの、第４号は子ども・子育て支援納付金課税額の条文を新たに整備するもの

です。 

  第２項は、基礎課税額の課税限度額を現行の「65万円」から「66万円」に、第３項は、後

期高齢者支援金等課税額の課税限度額を、現行の「24万円」から「26万円」にそれぞれ改め

るものです。 

  第５項は、子ども・子育て支援納付金課税額の算定方法の条文を新たに整備するものです。 
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  第９条の２は、子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額の条文を新たに整備するもの

で、税率を「100分の0.25」と定めるものです。 

  第９条の３は、子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額の条文を新たに整備

するもので、税率を１人1,800円と定めるものです。 

  第９条の４は、子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額の条文を新

たに整備するもので、税率を１人100円と定めるものです。 

  第23条は、国民健康保険税の減額について定めるもので、第１項は、低所得者の減額後の

基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を、それぞれ第２条と同様に改める

ものです。 

  ７ページをお願いいたします。 

  第１号から第３号は、低所得者世帯の減額の規定に、子ども・子育て支援納付金課税額に

ついての条文を追加し、それぞれ減額する税額を定めるものです。 

  第２項は、未就学児の被保険者の減額の規定に、子ども・子育て支援納付金課税額につい

ての条文を追加し、減額する税額を定めるものです。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第３項は、出産被保険者の減額の規定に、子ども・子育て支援納付金課税額についての条

文を追加し、減額する税額を定めるものです。 

  第４項は、子ども・子育て支援納付金課税額の18歳未満被保険者の均等割額の減額の条文

を新たに整備するもので、全額を減額することを定めるものです。 

  附則第５項から10ページの附則第15項までは、国民健康保険税の課税の特例について定め

るもので、子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額の条項を追加するものです。 

  なお、この条例の施行日は令和８年４月１日とするものです。 

  以上で議案第14号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 税務課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第15号について、子育て支援課長、登壇してください。 

（子育て支援課長 八馬祥子 登壇） 

○子育て支援課長（八馬祥子） それでは、議案第15号、旭市立保育所条例の一部を改正する

条例の制定について補足説明を申し上げます。 

  市が進める公立保育所の再編計画では、古城保育所とまんざい保育所を令和12年度に統合

する予定となっておりますが、まんざい保育所の園舎の老朽化や今後の児童の減少傾向を踏



－61－ 

まえ、計画を前倒して令和８年４月１日から古城保育所と統合することとし、まんざい保育

所を廃止するため、旭市立保育所条例について所要の改正を行うものです。 

  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により説明させていただきます。 

  11ページをお願いいたします。 

  第２条、別表中、「旭市立まんざい保育所」の項を削るものです。 

  施行日は令和８年４月１日からとなります。 

  以上で議案第15号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 子育て支援課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第16号、議案第22号について、社会福祉課長、登壇してください。 

（社会福祉課長 向後利胤 登壇） 

○社会福祉課長（向後利胤） 議案第16号について補足説明を申し上げます。 

  長寿祝い金については、高齢者の方に祝い金を支給することにより敬老の意を表し、併せ

て長寿を祝福するために実施しているところです。これまでに、平成22年と平成30年の２度

にわたり見直しを行ってきたところですが、前回の見直しから８年が経過する中、高齢化の

進展や平均寿命の延伸など社会情勢の変化に対応するため、受給資格や支給額を見直すもの

でございます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表の12ページをお願いいたします。 

  第２条の受給資格者について、「、引き続き１年以上」を加え、「記載されている」を

「記録されている」に改めるとともに、満80歳及び満101歳以上に達する者の区分を廃止し、

現行の５区分から３区分に再整理するものです。 

  また、第３条の祝金の額について、同様に３区分に再整理を行うとともに、現在99歳の方

に１万円としているところを２万円に改めるものです。 

  以上で議案第16号の補足説明を終わります。 

  続きまして、議案第22号について補足説明を申し上げます。 

  飯岡福祉センターの指定管理者の指定につきましては、旭市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例、第５条、公募によらない指定管理者の候補者の選定等の規定を

適用し、現在、同施設の指定管理者であります社会福祉法人旭市社会福祉協議会から提出さ

れた申請書類等について、旭市指定管理者候補者選定委員会で審議を行いました。 

  審議の結果、社会福祉法人旭市社会福祉協議会が適当な指定管理者候補者として選定され

たことから、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
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  以上で議案第22号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 社会福祉課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第17号について、保険年金課長、登壇してください。 

（保険年金課長 大網久子 登壇） 

○保険年金課長（大網久子） 議案第17号、旭市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について補足説明を申し上げます。 

  本議案は、旭市国民健康保険の被保険者である妊産婦の医療費のうち、一部負担金を助成

する妊産婦付加金について、令和７年度から国の施策として市民全体を対象とした妊婦のた

めの支援給付制度が新たに開始されたことから、令和７年度末をもって廃止することとした

ため、所要の改正を行うものです。 

  新旧対照表の13ページをお願いいたします。 

  当該記載部分である旭市国民健康保険条例、第７条を削除するものであります。 

  条例の施行期日は令和８年４月１日となります。 

  経過措置は、未申請者等への支給に備えるものであります。 

  以上で議案第17号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 保険年金課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第18号について、都市整備課長、登壇してください。 

（都市整備課長 飯島和則 登壇） 

○都市整備課長（飯島和則） 議案第18号、旭市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。 

  老朽化による用途廃止に伴い、双葉団地の戸数を38戸から36戸に改めるものです。 

  双葉団地は、昭和30年代後半から40年代にかけ建築され、築後50年以上が経過し耐用年数

を超過していることから老朽化が著しく、住環境や防災などの管理面でも支障を来している

状況です。このような状況を受け、新規募集を停止し、空き家になった住宅から順次用途廃

止を行っており、今回２戸の住宅について用途廃止を行うものです。 

  なお、本条例の施行期日は令和８年４月１日です。 

  以上で議案第18号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 都市整備課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第19号について、消防長、登壇してください。 

（消防長 常世田昌也 登壇） 
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○消防長（常世田昌也） 議案第19号、旭市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て補足説明を申し上げます。 

  改正の趣旨としましては、簡易的なサウナ設備に関する規制緩和及び感震ブレーカーの設

置促進のため、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであ

ります。 

  では、主な改正内容をご説明いたします。 

  新旧対照表の15ページをご覧ください。 

  まず、簡易サウナ設備について、第７条の２につきましては、テント型サウナまたはバレ

ル型サウナを簡易サウナ設備として新たに追加するものであります。 

  第１項第１号につきましては、火災予防上安全な距離に関すること、第１項第２号につき

ましては、温度が異常に上昇した場合の措置に関すること、第２項につきましては、簡易サ

ウナ設備の位置、構造及び管理についての規定を新たに追加するものであります。 

  続きまして、一般サウナ設備について。 

  第７条の３につきましては、簡易サウナ設備以外のサウナ設備について、一般サウナ設備

として新たに規定するものであります。 

  第１項第２号につきましては、「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改めるものであり

ます。 

  続きまして、住宅における火災予防の推進について。 

  第29条の７につきましては、「感震ブレーカー」を新たに追加するものであります。 

  続きまして、火を使用する設備等の届出について。 

  第44条第６号の２につきましては、簡易サウナ設備も届出の対象となることから、新たに

追加するものであります。 

  第７号につきましては、「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改めるものでございます。 

  施行日につきましては、令和８年３月31日からとなります。 

  以上で議案第19号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 消防長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第20号について、生涯学習課長、登壇してください。 

（生涯学習課長 江波戸政和 登壇） 

○生涯学習課長（江波戸政和） 議案第20号、旭市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例
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の制定について補足説明を申し上げます。 

  旭市青少年問題協議会は、青少年の指導、育成等に関する諸問題を調査審議し、また関係

機関との連絡調整を図ることなどを目的に設置していました。現在では、その役割は社会教

育委員、青少年相談員及び青少年育成市民会議、青少年センター等に引き継がれており、目

的は十分に果たされていることから条例を廃止するものです。 

  なお、条例廃止に伴い、旭市青少年問題協議会の報酬を規定している条例から、当該委員

の規定を削除するため、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

るものです。 

  以上で議案第20号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 生涯学習課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第21号について、企画政策課長、登壇してください。 

（企画政策課長 榎澤 茂 登壇） 

○企画政策課長（榎澤 茂） 議案第21号、旭市過疎地域持続的発展計画の策定について補足

説明を申し上げます。 

  本計画は、干潟地域の持続的発展を図るため、総合的かつ計画的な対策を実施するに当た

り、過疎対策事業債など国からの支援制度の活用が可能となることから、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法や千葉県過疎地域持続的発展方針に基づく新たな計画を策定

し、議会の議決を求めるものです。 

  恐れ入りますが、初めに目次のファイルをご覧いただきたいと思いますので、別ファイル

になりますが、議案第21号（鑑・表紙・目次）となりますファイルをお開きいただきたいと

思います。議案とちょっと別のファイルになります。 

  この計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第２項の規定に基づ

き、１の基本的な事項に始まり、２の移住・定住、地域間交流の促進、人材育成から、次の

ページになります。12の再生可能エネルギーの利用の推進まで、この項目は国や県の方針に

掲げる分野ごとに作成をしております。 

  それでは、計画の内容についてご説明いたしますので、議案第21号、旭市過疎地域持続的

発展計画のファイルのほうをお願いいたします。 

  １ページになります。 

  １、基本的な事項においては、（１）市の概況としまして、過疎の状況等を記載しており

ます。 
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  ２ページをお願いいたします。 

  （２）人口及び産業の推移と動向について記載しております。 

  ３ページは、干潟地域及び市全体の人口の推移について。 

  ４ページは、市の人口ビジョンと産業別の就業者数の推移について記載しております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  （３）は、行財政の状況について記載しており、６ページと７ページは、これまでの決算

状況と、主要公共施設等の状況を記載しております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  （４）の地域の持続的発展の基本方針を定めております。基本的方向として、第３期旭市

総合戦略に掲げる各種施策について、国からの財政支援措置などを最大限に生かして実施し、

本市の持続的発展を図るものとしております。 

  次に、（５）の基本目標につきましては、本計画全体の目標値として人口に関する目標を

二つ設定しております。一つ目は、令和12年時点で人口を６万人、二つ目は、社会増減の増

加を目指すとしており、いずれも第３期総合戦略の指標と統一しております。 

  （６）の計画の達成状況の評価につきましては、旭市総合戦略推進委員会の中で意見を伺

うものとしております。 

  ９ページをお願いいたします。 

  （７）計画期間を令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間としております。 

  次に、（８）公共施設等総合管理計画との整合について、10ページにかけて記載しており

ます。ここまでが基本的な事項となります。 

  11ページをお願いいたします。 

  ここからは、国や千葉県の方針に掲げる11の分野別に、総務省の作成要領に示された項目

に沿って記載をしております。この11の分野につきましては現在の計画と変更はございませ

ん。項目は、（１）現状と問題点、（２）その対策、（３）事業計画となっており、事業計

画は旭市総合戦略や市の分野別計画に掲載している事業などを記載しております。 

  それでは、分野ごとにご説明いたします。 

  初めに、２、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成です。 

  現況と問題点でありますが、移住・定住・地域間交流の促進の必要性や人材育成の必要性

としております。（２）はその対策を、12ページをお願いいたします。（３）事業計画を記

載しております。 
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  ここで、（３）事業計画の表の構成についてご説明いたします。 

  この表の一番左の持続的発展施策区分や、その隣の事業名の欄の見出し番号については、

総務省から示された項目ごとの付番体系に基づき記載しておりますので、連番にはなってお

りません。 

  また、掲載事業については、過疎対策事業債の活用の見込みにかかわらず、今後５年間で

干潟地域において想定される主な事業を記載しております。なお、事業名欄の過疎地域持続

的発展特別事業は、過疎対策事業債のソフト事業となりまして、以降、各分野とも同様の記

載となっております。 

  13ページをお願いいたします。 

  ３、産業の振興の現況と問題点ですが、農業及び商工業の振興の必要性や起業の促進、情

報通信産業の育成、15ページに移りまして、観光又はレクリエーション振興の必要性として

おります。 

  少し飛びまして、なお、19ページの最後の（４）です。産業振興促進事項につきましては、

干潟地域における企業等の固定資産税の課税免除に対する減収分の特例措置の適用を受ける

ために必要な記述となっております。 

  これ以降、４の地域におけるＤＸの推進から、12、再生可能エネルギーの利用の推進まで

の各分野に関する記載も同様となりますので、分野ごとの現況と問題点及び本計画から追加

した新規事業について、順にご説明いたします。 

  20ページをお願いいたします。 

  ４、地域におけるＤＸの推進の現況と問題点ですが、デジタル技術を活用した新たな情報

関連技術の必要性としております。なお、（３）の事業計画に記載の被災者支援システム整

備、自治体ＤＸ推進事業は新規の追加事業となります。 

  21ページをお願いいたします。 

  ５、交通施設の整備、交通手段の確保の現況と問題点ですが、道路の整備や公共交通の維

持・確保の必要性としております。 

  なお、22ページの（３）事業計画に記載の、一番上の道路改良工事及び次の23ページの一

番上になりますが、排水路整備事業が新規追加事業になります。 

  24ページをお願いいたします。 

  ６、生活環境の整備の現況と問題点ですが、上水道の整備や汚水処理、廃棄物処理施設、

消防施設や車両、公営住宅の整備、防災・防犯対策の必要性としております。 



－67－ 

  27ページの（３）事業計画に記載の一番上のグリーンパーク水処理施設補修工事、次の28

ページ、（８）その他、溜池改修事業が新規追加事業になります。 

  29ページをお願いいたします。 

  ７、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の現況と問題点ですが、

児童福祉や高齢者福祉、障害者福祉、健康づくり、その他の福祉増進の必要性としておりま

す。 

  32ページの（３）事業計画に記載の、上から３番目の施設改修費補助金は、新規追加事業

になります。 

  33ページをお願いいたします。 

  ８、医療の確保の現況と問題点ですが、看護師の確保の必要性としております。 

  34ページをお願いいたします。 

  ９、教育の振興の現況と問題点ですが、学校教育施設の適正配置や生涯学習、生涯スポー

ツ施設整備の必要性としております。 

  なお、36ページの（３）事業計画に記載の、上から６番目の水泳プール解体事業、表の下

段の３事業、小中学校再編に係る会議や式典、民間プール活用事業などは、新規追加事業に

なります。 

  37ページをお願いいたします。 

  10、集落の整備の現況と問題点ですが、地区集会施設の整備や空き家対策の必要性として

おります。なお、（３）事業計画に記載の、一番下の空き家対策推進事業、空き家の除却、

活用支援は新規追加事業になります。 

  39ページをお願いいたします。 

  11、地域文化の振興等の現況と問題点ですが、大原幽学遺跡や記念館整備の必要性として

おります。 

  40ページの（３）事業計画に記載の一番下、文化財施設の整備は新規追加事業になります。 

  41ページをお願いいたします。 

  12、再生可能エネルギーの利用の推進の現況と問題点ですが、再生可能エネルギー導入促

進の必要性としております。 

  ここまでが分野別の説明となります。 

  なお、本計画の掲載事業数ですが、現計画の76事業から事業が完了した４事業を削除し、

新たに13事業を追加しましたので、合計85事業を予定しております。 
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  42ページ以降は、過疎対策事業債のソフト事業分の再掲であります。 

  以上が計画の概要となります。 

  最後になりますが、本計画を策定することにより、引き続き国から財政面での特別な支援

を受け、特に過疎対策事業債を有効活用することにより、既存事業の拡大や学校・保育所再

編等の事業を進めてまいります。 

  以上で議案第21号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 企画政策課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第23号について、建設課長、登壇してください。 

（建設課長 齊藤孝一 登壇） 

○建設課長（齊藤孝一） 議案第23号、市道路線の認定について補足説明を申し上げます。 

  議案の２ページになります。 

  認定路線は、認定路線調書の２路線です。認定箇所については、３ページ、４ページに記

載のとおりです。２路線とも宅地造成に伴い帰属及び寄附された路線を認定するに当たり、

議会の議決を求めるものでございます。 

  以上で、議案第23号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 建設課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第25号、議案第26号について、市民生活課長、登壇してください。 

（市民生活課長 齋藤邦博 登壇） 

○市民生活課長（齋藤邦博） 議案第25号及び議案第26号について補足説明を申し上げます。 

  本議案は、人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基

づき議会の意見を求めるものです。 

  本市の人権擁護委員の定数は10名ですが、このうち２名が令和８年６月30日に任期満了と

なりますので、後任の委員候補者を法務大臣に推薦するに当たり、議会の意見を求めるもの

です。 

  議案第25号で推薦したい方は、旭市萬力にお住まいの金杉光信氏、昭和40年生まれの方で

す。金杉光信氏は、令和２年から人権擁護委員として積極的に活動されており、誠実な人柄

で、地域における信望が大変厚く委員として適任の方ですので、引き続きお願いしたいと考

え推薦するものです。 

  次に、議案第26号で推薦したい方は、旭市ニにお住まいの平山保幸氏、昭和39年生まれの

方です。平山保幸氏は、土地家屋調査士としてご活躍されるとともに、生活介護事業所を運
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営され、地域福祉の増進に貢献されている方であり、誠実な人柄で責任感が大変強く、委員

として適任の方ですので、新たに推薦するものです。 

  また、お二人とも、人権擁護委員法第７条第１項の規定による委員の欠格条項につきまし

ては、該当する事項はありません。 

  なお、委員の任期は令和８年７月１日から令和11年６月30日までの３年間となります。 

  以上で議案第25号及び議案第26号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 市民生活課長の補足説明は終わりました。 

  続いて、議案第27号について、財政課長、登壇してください。 

（財政課長 池田勝紀 登壇） 

○財政課長（池田勝紀） 議案第27号、専決処分の承認について補足説明を申し上げます。 

  令和７年度旭市一般会計補正予算（第５号）です。 

  この補正予算は、去る１月23日に衆議院が解散されたことに伴い、衆議院議員選挙及び最

高裁判所裁判官国民審査に係る経費について１月23日に専決処分しましたので、議会の承認

を求めるものでございます。 

  なお、財源につきましては全額県支出金としたところです。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算にそれぞれ2,800万円を追加し、予算の総額を357億3,700万円と

したものであります。 

  少し飛びまして、９ページをお願いします。 

  歳入です。 

  15款３項１目総務費委託金として、2,800万円を計上いたしました。 

  10ページをお願いします。 

  歳出です。 

  ２款４項５目衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費は、目を新規に設定し、

2,800万円を計上したものであります。 

  主な内容は、投票管理者等への報酬、投・開票事務従事者等への職員手当、入場券等の通

信運搬費、ポスター掲示場設置撤去委託料などです。 

  以上で議案第27号の補足説明を終わります。 

○議長（宮内 保） 財政課長の補足説明は終わりました。 

  以上で議案の補足説明を終わります。 



－70－ 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

  次回は２月27日定刻より会議を開きます。 

  これにて本日の会議を散会します。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２５分 
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令和８年旭市議会第１回定例会会議録 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

                     令和８年２月２７日（金曜日）午前１０時開議 

第 １ 議案質疑 

第 ２ 予算審査特別委員会設置 

第 ３ 予算審査特別委員会委員の選任 

第 ４ 予算審査特別委員会議案付託 

第 ５ 常任委員会議案付託 

第 ６ 常任委員会陳情付託 

 ────────────────────────────────────────────  

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 議案質疑 

追加日程 議案第２４号～議案第２６号直接審議（先議） 

日程第 ２ 予算審査特別委員会設置 

日程第 ３ 予算審査特別委員会委員の選任 

日程第 ４ 予算審査特別委員会議案付託 

日程第 ５ 常任委員会議案付託 

日程第 ６ 常任委員会陳情付託 

 ────────────────────────────────────────────  

出席議員（１８名） 

     １番  金 澤 雅 哉         ２番  髙  美千子 

     ３番  戸 村 ひとみ         ４番  常世田 正 樹 

     ５番  伊 藤 春 美         ６番  伊 場 哲 也 

     ７番  平 山 清 海         ８番  﨑 山 華 英 

     ９番  永 井 孝 佳        １０番  井 田   孝 

    １１番  島 田   恒        １２番   桐 文 夫 

    １３番  遠 藤 保 明        １４番  宮 内   保 

    １５番  飯 嶋 正 利        １７番  伊 藤 房 代 
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    １８番  木 内 欽 市        １９番  松 木 源太郎 

 ────────────────────────────────────────────  

欠席議員（１名） 

    １６番  宮 澤 芳 雄 
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開議 午前１０時 ０分 

 

○議長（宮内 保） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、議会は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第１ 議案質疑 

○議長（宮内 保） 日程第１、議案質疑。 

  議案第１号から議案第27号までの27議案を一括議題といたします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  通告順により、﨑山華英議員、質問席に移動を願います。 

  それでは、議案第１号について、準備が整い次第始めてください。 

○８番（﨑山華英） では、通告に基づいて、議案質疑のほうさせていただきます。 

  議案第１号、令和８年度旭市一般会計予算の議決についてです。 

  （１）今回の予算編成方針について伺います。 

  このたびの当初予算の概要資料によれば、本市の財政状況について、経常収支比率の上昇

や財政調整基金の繰入れが増加傾向にあることなどから、厳しさを増している状況にあると

の認識が示されています。そのような前提の下、今回の予算編成に当たっては、社会情勢や

市民ニーズを的確に捉えながら真に必要な事業を見極め、事業の総量の最適化を進めていく

とされています。 

  私のほうからは、昨年９月定例会において令和６年度決算に関する質疑の中で、近年の経

常収支比率の上昇や実質単年度収支がマイナスとなる年度が増えてきていることを指摘し、

事業一つ一つの効果検証と持続可能な財政運営に向けた工夫をこれまで以上に行っていただ

きたいとの要望をいたしました。 

  その点について、今回の予算編成方針には、そういった課題意識も踏まえた市としての姿

勢が表れているものと受け止めております。しかしながら、本当にこの予算にそれらの姿勢

が示されているのか検証するため、こちらで伺いたいと思います。 
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  具体的にどのような事業を真に必要な事業として見極め、今回の予算に反映されたのか、

お聞かせください。 

  （２）についてです。公立小学校学校給食費無償化支援事業費補助金についてです。予算

書30ページ、公立小学校学校給食費無償化支援事業費補助金１億4,700万4,000円の算定基準

の内容及び本市における算定の内訳について、詳細を伺います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  米本市長。 

○市長（米本弥一郎） 私からは、議案第１号に対する質疑のうち、どのような事業を真に必

要な事業として見極め、今回の予算に反映されたのかにお答え申し上げます。 

  施政方針でも申し上げましたが、物価高騰の継続による経常的経費の増加など、財政状況

は年々厳しさを増している中においても、第３期総合戦略に基づいた、ずっと住み続けたい

と思ってもらえるまちづくりを持続的に行い、これからの10年、20年先、将来世代に責任を

持って引き継いでいく必要があると考えております。 

  令和８年度の予算編成方針は、厳しい財政状況の中で持続的にまちづくりを推進していく

ためには、社会情勢や国の動向、市民ニーズを的確に捉えながら、必要な事業を見極め、最

も効果的・効率的な手法を選択し、事業の総量の最適化を進めていくことが不可欠であると

の考えの下、策定したものでございます。 

  そうした予算編成方針を踏まえて調製した結果が令和８年度予算でございます。 

  新規のものといたしましては、成田空港機能強化に伴うまちづくり方針の基礎調査や、保

育所ＤＸ推進事業、５歳児健康診査、被災者支援システム運用事業への負担金などがござい

ますし、民間委託で予算計上いたしました放課後児童クラブ運営事業や部活動地域クラブ運

営事業、地域医療体制整備事業や、オンライン医療相談、海業推進事業、小学校統合整備事

業、学校給食の完全無償化などの継続事業につきましても、最適化の考えの下、見直しを行

った上で予算に反映しております。 

  このようなことから、令和８年度予算に計上した事業は全て真に必要な事業でございます。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） それでは、私のほうからは30ページの公立小学校学校給食費無

償化支援事業費補助金の算定基準等について回答申し上げます。 

  こちらの１億4,700万4,000円に関しましては、基準額5,200円に、小学校の児童数2,570人、
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こちらに11か月分を乗じて算定をしております。 

  なお、補助金を申請する際は、５月１日現在の小学校在籍児童数から要保護児童数を除し

た人数となりまして、他市町から本市へ通学する児童や非喫食児童も含まれている状況です。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 﨑山議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。市長からも答弁いただきましてありがとうござ

いました。 

  真に必要な事業についてということだったんですけれども、今お聞きする中で、特に次世

代のための政治に力を入れているんだなということを感じられたところで、将来に種をまく

ような事業を進めていくというところが感じられました。ありがとうございます。 

  再質疑になります。（１）のほうですね。真に必要な事業を見極める中で、どうしても事

業の見直しも行ったと思うんですけれども、見直しの実態について、再質疑をいたします。 

  今回の予算編成において事業の総量の最適化を進める中で、一方で縮減や廃止を行った事

業について、例年と比較して多かったのかどうか。見直しを行った事業数と具体的な数字が

あればお尋ねいたします。 

  （２）の給食費の補助金のほうです。令和５年から継続して行われている千葉県独自の給

食費補助支援として、第３子以降が対象の千葉県公立学校給食費無償化支援事業費補助金と、

今回新たに補助が始まる公立小学校学校給食費無償化支援事業費補助金の関係について伺い

ます。 

  両補助金の対象が重複する場合、本市としては両方の補助金を受けられるのか、それとも

重複部分についてどちらか一方の適用になるのか、こちらの補助金の取扱いについて伺いま

す。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） それでは、回答いたします。 

  事業の総量の最適化は、必ずしも縮減・廃止の方法だけではないということや、細かい事

務改善などの見直しなどもございますので、事業数としては特には把握していないところで

ございます。 

  予算編成方針で事業の総量の最適化を進めると示されたことから、全庁的に予算見積りの

段階から、必要な事業の見極めや、効果的・効率的な手法の選択、事業の見直しや事務改善
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による効率化・合理化の検討などは、その都度都度行われたものと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 県の第３子以降の無償化の補助金であります千葉県公立学校給

食費無償化支援事業費補助金は、議員申し上げました国の公立小学校学校給食費無償化支援

事業費補助金、こちらの開始に伴いまして、令和８年度からは、中学校の第３子以降の生徒

が対象となりますので、補助金が重複することはございません。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 分かりました。 

  （１）のほうですけれども、必ずしも事業縮減ということではなくて、効果的、効率化を

図る中の積み重ねでという答弁がありました。 

  そこで再々質疑なんですけれども、そういった効果的、効率化といった中で、どういった

基準や指標を基にこの事業の見直しを判断したのかを確認させていただきたいと思います。 

  昨年の９月定例会、令和６年度決算に関する議案質疑では、行政改革推進課長からの答弁

でもありましたアウトカム指標などによる事業の検証を行っていくといった内容もあったと

おり、ＥＢＰＭ、いわゆるデータや成果に基づく政策の効果検証と事業の効率化、こちらを

どのように行ってきたのか、効果的、効率化を図る内容について詳しく答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（宮内 保） 﨑山議員…… 

○８番（﨑山華英） （２）ですね、失礼しました。 

  学校給食費補助金のほうですね。本補助制度創設に当たり、令和７年12月19日に国から発

出された通知において、給食費無償化を含む教育無償化の制度運用に関する指針が示されて

います。その中に、学校給食費無償化における非喫食者の取扱いについては学校設置者の判

断に委ねると記載がされております。本市においては、今回、補助制度の創設により財政負

担が大きく軽減されることになると思いますが、それによって給食を利用していない児童・

生徒、いわゆる非喫食者への支援対応、今後個別に考えられるのかお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の再々質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） 予算編成の全庁的な説明会におきまして、事業の見直しに当たって
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は、六つの観点から検討するよう指示しております。財政課におきましても、この六つの観

点を踏まえて予算を調製したところになります。 

  一つ目、必要性。社会情勢の変化により事業開始時の意義や必要性が薄れていないか。 

  二つ目として有効性。費用対効果の観点から事業の成果を検証し、目的を達成しているか、

また、一定水準の目的を達しているが、さらなる伸びが見込めるか。 

  それから、三つ目として、妥当性。市独自の判断により国・県基準に上乗せしている事業

や、他団体などと比較してサービス水準が高い事業については、その上乗せ等が妥当である

か。また、特別な事情がなく、予算と決算の間で乖離が生じている場合などは、予算見積り

における積算が妥当であるか。 

  四つ目として、効率性になります。デジタル技術の導入や活用、民営化の推進などあらゆ

る手法により、最少の経費で最大の効果が得られるよう見直しができないか。 

  五つ目として、類似性です。類似事業を複数の部署で実施している場合は共同で事業効果

を検証し、横断的な視点から事業の統廃合ができないか。 

  最後、六つ目として、関与性。国・県、市民などの役割分担や市の関与の在り方及び支援

の範囲、程度について、将来の方向性や協働の観点を踏まえ、適正であるかなどです。 

  また、そのほか事務事業評価についても参考としているところです。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 学校給食費の無償化における非喫食者への個々の支援等につき

ましては、今後、国からの支援の対象となり得る非喫食者の範囲に関する考え方等が示され

ることとなっておりますので、こちら国の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 議案第１号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第９号について質疑を始めてください。 

  﨑山議員。 

○８番（﨑山華英） 令和７年度旭市一般会計補正予算の議決について、質疑いたします。 

  こちら（１）と（２）に分かれます。 

  予算書13ページ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金７億5,560万2,000円について、

どのような事業に配分されているのか、議案説明にもありましたが、改めて詳細を伺います。 
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  （２）です。予算書23ページ、水道事業会計繰出金1,014万8,000円の内容について、こち

らは、先ほど言いました物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金から成る水道基本料金の

２か月分の減免についての繰り出し分になろうかと思いますが、この減免に際し対象となる

世帯数など、内容の詳細を伺います。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 私のほうからは、（１）のほうについて回答申し上げます。 

  物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、こちらの充当事業は全部で三つございます。 

  一つ目が、補正予算書17ページの２款１項11目諸費の説明欄１、物価高騰対策臨時特別給

付金給付事業７億4,226万9,000円で、市民１人当たり１万1,500円の給付金の支給を行う事

業です。 

  二つ目が、同じ補正予算書の20ページ、７款１項２目商工振興費の説明欄１、商業活性化

推進事業5,690万円で、プレミアム率20％のプレミアム付共通商品券の発行を行う事業とな

ります。 

  三つ目です。補正予算書23ページ、13款２項１目水道事業公営企業費の説明欄１、水道事

業会計繰出金1,014万8,000円で、水道基本料金２か月分の減免を行う事業に対し補助金を繰

り出すものとなります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 上下水道課長。 

○上下水道課長（向後哲浩） 内容について、対象となる世帯数、減免の詳細ということで、

本市では、水需要の多い夏季に水道基本料金２か月分の減免を予定しております。１件当た

りの減免額は２か月で4,620円（税込み）となり、対象件数は、官公署を除いた約２万1,500

件で、うち家庭用で使用されている方はおおむね２万件となります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 再質疑いたします。 

  （１）のほうです。昨年の３月定例会の総務常任委員会における質疑の際に、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金の活用について、水道の基本料金の減免を検討されなかった

のか質疑をいたしました。その当時の企画政策課長からの答弁では、水道を引いていない世

帯もある中、公平性を考えた上で当時は実施しないとしたとの内容であったと記憶しており
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ますし、議事録でも確認をいたしました。 

  今回については、現金給付とプレミアム商品券に加えて、水道基本料金減免も含めた支援

策を実施するとした理由をどのように整理しているのか伺います。 

  すみません。（２）ですね。水道基本料金減免に係る事務負担や事務費、こちらは減免す

る際に発生するのか伺います。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（向後哲浩） 今回の水道基本料金の減免につきましては、千葉県が県民へ水

道料金の支援を行うといった趣旨にのっとりまして実施するものでございます。 

  千葉県が物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して行います県営水道の料金の

減免、一般家庭における水道基本料金及び従量料金の４か月分、約20％と同等額が千葉県よ

り市町村等の水道事業体に対して交付される予定でございます。 

  本市では、自家水等の利用により市営水道に加入していない方もおりますので、公平性に

鑑みまして、千葉県からの交付金で減免に関わる費用の約９割を賄える上、効果的に市民の

皆様へ支援が行える２か月分の水道基本料金の減免を行うことといたしました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） （２）……。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（向後哲浩） 失礼しました。 

  （２）事務費を負担するのかということで、水道基本料金の減免につきましては、基本料

金の一部の減免や使用した水量に応じて減免を行うことに比較しまして、大幅な事務作業の

発生は想定されず、システム改修も軽微であるため、効果的に市民の皆様へ支援が行える事

業と捉えております。 

  この事業に係ります事務経費としまして、令和８年度水道事業会計予算システム改修費66

万円及び周知費10万円を計上しており、その費用についても千葉県の交付金の対象となって

ございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。いいですか。 

  議案第９号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第15号について質疑を始めてください。 
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  﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） それでは、議案第15号、旭市立保育所条例の一部を改正する条例の制定

について質疑を行います。 

  （１）です。保育所の統合に伴う改正ということですが、実質的にまんざい保育所の廃止

ということで認識しております。これについては、昨年11月７日に判明したまんざい保育所

園舎屋根の一部落下が発端であり、その後、全議員に向けて、11月27日に開催の全員協議会

において、当時、対応について担当課から説明をいただいたところでした。 

  当時の説明では、緊急避難措置として、まんざい保育所在籍児童を古城保育所にて受け入

れ、建設設計業者による園舎の確認を実施、12月下旬に再度保護者説明会の開催を行い、今

後統合するかについては、業者の見積りを踏まえて協議するという報告であったと記憶して

おります。その後は、市議会議員の改選が行われたこともありますが、その11月の説明を最

後に議会への継続的な報告がないまま、今回、廃止に関する議案が提出されたものと受け止

めております。 

  そこで、ここに至るまでの検討経緯や判断基準がどのようなものであったのかご説明くだ

さい。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） ご質疑の中にもございましたが、まんざい保育所は、昨年の

11月７日に園舎屋根の一部が剝離、落下していることを確認したため、児童の安全を最優先

に考え、緊急避難措置として全児童を古城保育所に移動し、合同保育を実施しております。 

  このことにつきましては、議会へは11月13日に文書での配信、11月27日の全員協議会にお

いてご説明したところです。その後、建築業者から正式な見積書の提出がありましたので、

12月上旬、庁内で協議を行い、市の方針を決定いたしました。この時期に決定したのには、

次年度の入所の手続が大きく関係しております。保育所の入所手続は、通常11月から新規受

付を開始し、同時に在園児には継続の希望調査を行い、12月中には各園との調整がおおむね

終了しております。仮に閉所の判断をする場合は、保護者に改めて転園先の調査をし、調整

を行わなければなりませんので、早急に市の方針を決定し、保護者に説明する必要がござい

ました。 

  閉所と判断した理由としましては、現在、市では保育所の再編を進めており、計画の中で

は、令和12年度にまんざい保育所と古城保育所の統合を予定していること。建築業者の見積
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りによると、修繕に係る費用は約1,100万円、工期は約６か月とのことで、園舎は老朽化も

進んでおり、今後もほかの部分で修繕費がかかること、児童数も減少傾向であることなどか

ら、計画を前倒しし統合して、まんざい保育所を閉所とする判断に至りました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。再質疑いたします。 

  今、答弁にもありましたとおり、当初の計画では、まんざい保育所と古城保育所は令和12

年に統合する予定で、本来であれば今年、令和８年度から保護者等への説明が行われる段階

であったと認識しております。 

  今回、短期間での廃止に当たり、在園児、保護者のほか、来年度、まんざい保育所入所予

定だった方々に対して、どのような説明、支援、移行措置を行ったのか、詳細をお尋ねいた

します。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） 保護者説明会は、昨年12月19日に開催いたしました。説明会

では、保育所園舎の耐用年数や修繕する場合の費用について、また、保育所再編計画や児童

数の推移などから総合的に判断した結果、年度末をもってまんざい保育所を閉所し、古城保

育所に統合する方針であることを説明いたしました。 

  その上で、近隣保育所の情報を提供し、転園先を検討していただくようお願いいたしまし

た。転園に当たっては、保護者の希望に沿えるよう対応し、さらには、制服の購入など保護

者の方に金銭的な負担をかけないよう調整を行いました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 再々質疑です。 

  保育所の立地としては、まんざい保育所と古城保育所、同じ旧干潟町町内ではありますが、

東西に距離があり、もともとまんざい保育所に通っていた方からすると、通園や通勤に不便

を感じている声もあると、利用する保護者から伺いました。 

  そこで、再々質疑としますが、緊急避難措置として、一旦は古城保育所での通所を行って

いた園児のうち、新年度も継続して古城保育所に在籍する人数及び割合を在籍児童の年齢ご

とに教えてください。 
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○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の再々質疑に対し答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） 転園についての意向調査の結果、まんざい保育所の児童21名

のうち、新年度も継続して古城保育所に在籍する人数は14名で、割合は67％です。 

  年齢別の内訳は、新年度の年齢で申し上げますと、５歳児は２名で、割合は40％です。４

歳児７名と２歳児２名は全員継続。３歳児は３名で、割合は60％です。１歳児で継続を希望

する児童はおりませんでした。 

  なお、全員希望どおりに調整ができております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の質疑を終わります。 

  﨑山華英議員は自席へお戻りください。 

  続いて、永井孝佳議員、質問席に移動願います。 

  それでは、議案第９号について、準備が整い次第始めてください。 

  永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） では、議案第９号、補正予算について質疑いたします。質疑は２点です。 

  17ページ、庁舎管理費の放送受信料321万円についてなんですけれども、これはＮＨＫの

受信料の未払い分と承知しているところですけれども、こちらの詳細をお伺いいたします。

テレビなのか、カーナビなのか。あとは、車であれば公用車、消防車とかも入るのか。あと

は台数、あとは年数、どのぐらい遡って支払うのか、その辺の詳細をお伺いいたします。 

  （２）は、20ページ、商業活性化推進事業、その中の商店街振興事業補助金、こちら先ほ

ど﨑山議員の中でプレミアム商品券20％ということですけれども、そのほかの販売方法と販

売時期など、詳細をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、今回、ＮＨＫの受信料についてお答え申し上げ

ます。 

  他の自治体におきましても数多く見られておりますＮＨＫ放送の視聴が可能なカーナビや、

庁舎内で議会中継の視聴等のためにモニターとして設置しているテレビ、庁舎や公共施設に

おいて衛星放送に対応していたことを承知していなかったテレビについて、契約締結の必要

がないという認識であったことから、今回こういったことが起きたものでございます。 
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  内訳につきましては、カーナビが17件ございます。うち、消防車が11台、一般の公用車が

６台です。議会中継等のモニターの目的として設置していたテレビ、これが４件です。これ

は親子傍聴席に一つ、あとは議会のロビーに一つ、あとフレンドあさひ、あとはハニカムに

設置してございます。それと、衛星放送が受信できる状況にあるが、地上波のみの契約とな

っていたテレビが13件ございます。これは各階各課にあるんですが、こちらも主には議会中

継を視聴するために使用しております。 

  期間につきましては、カーナビは長いもので平成20年からとなっており、そのほかは車両

の購入時期により様々な年数となっております。テレビは、長いもので平成26年からとなっ

ているものが１台あります。そのほかは、新庁舎の建設時、令和３年に設置したもの、それ

以降に設置したものとなっております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 商工観光課からは、プレミアム付共通商品券発行事業5,690万

円になります。こちらの詳細について回答いたします。 

  まず、本事業は、旭市商業振興連合会が実施する事業になります。商品券のプレミアム率

は20％で、１セット１万2,000円分を１万円で販売いたします。発行予定数は２万2,000セッ

ト、１世帯５セットまで購入可能で、購入対象者は旭市在住の方に限ります。商品券の使用

期間は、７月１日から12月31日の６か月を予定しています。 

  現在予定しているスケジュールです。こちらは、５月１日から新聞折り込み、それから広

報あさひ、それからＬＩＮＥ、市及び商工会のホームページなどで事業の周知を開始すると

同時に、往復はがきによる申込受付を開始いたします。 

  申込締切りは５月15日で、申込み多数で発行セット数を上回った場合は抽せんを行い、６

月下旬までに当せん・落せんのはがきがお手元に届くように通知をいたします。当せんされ

た方は、７月１日から10日の10日間の間で、申込時に希望された郵便局で商品券を購入して

いただく流れとなります。 

  なお、今回からちょっと販売方法を変更しておりまして、窓口を分散すること、それから

特定窓口への集中を防ぐため、それから待ち時間の短縮など利便性の向上を図るため、販売

場所は、これまで商工会の１か所であったんですけれども、市内に12か所ある郵便局に変更

する予定でございます。あわせまして、各種の問合せに対応する専門のコールセンターを新

設して、きめ細かなサポート体制を整備する予定でございます。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） では、再質疑いたします。 

  ＮＨＫの受信料のほう、よく分かりました。そんなに遡って、見てもいないテレビやカー

ナビから取るというのはちょっとひどいなと思うところでありまして、こちら側に別にそん

な瑕疵があるとは思わないんですけれども、再質疑としましては、私の認識だと５年を超え

るものというのは時効が表明できるのかなという認識があるんですけれども、旭市は今回、

長いものだと平成20年からということで、もう18年とかですか、そんな前から遡って支払う

のかなと、その辺がちょっと疑問なんですけれども、その辺の説明をよろしくお願いいたし

ます。 

  （２）のほう、プレミアム商品券なんですけれども、よく分かりました。 

  こちらのほうの再質疑としましては、何年か前までやっていたのが30％のプレミアム付商

品券というのをやっていたと思うんですけれども、今回20％ということで、20％でもありが

たいんですけれども、この下がった理由というのは何かあるのか、その辺をお伺いしたいと

思います。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、お答えいたします。 

  今回の事案は、ＮＨＫの放送を受信できる設備を設置した者は契約を締結しなければなら

ないという契約締結義務の不履行ということになります。契約自体を締結していないため、

契約がある場合とは状況が異なります。 

  時効に関しては、契約が成立した後、ＮＨＫによる請求権が発生し、時効に向けてのカウ

ントが始まります。つまり、未契約でございますので、今回の事案については時効のカウン

トが始まっておらず、テレビ等を設置した日まで遡って請求されることとなり、時効を主張

できないこととなりますので、５年以上前の受信料も支払うこととなります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 確かに割増し率減っているんですけれども、買おうとした人だ

けが受けられる特典です。買わない人、中には買えない方もいらっしゃると思います。そん

な中で、これまで令和５年度やっていたんですけれども、２万セットでずっと続けて販売し
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てきたものを、商業振興連合会の方に頑張っていただきまして２万2,000セット、2,000セッ

ト増やしております。これにより、少しでも多くの方に渡る、購入できるようにしたいと。

それから、抽せんで外れる方もいらっしゃいます。そういった方を、セット数を増やすこと

でできるだけ減らしていきたいと、そういう考えでこのような事業にしました。よろしくお

願いします。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 契約前だから時効ができないということで、ちょっと納得できないんで

すけれども、そういう法律なんでしょうね。放送法があるから、見ていない受信装置があっ

ても払わなくてはいけないということですけれども、ＮＨＫ、赤字が増えたから、こういう

ふうに取りやすいところから取っているのかなと勘ぐりたくなってしまいますけれども、仕

方ないと思います。 

  岐阜県なんかだと、話し合ってから支払いをするみたいな話も聞いていますけれども、小

さな自治体ですのでちょっと難しいと思うので、しょうがないと思いました。文句は言いな

がらも、ちょっとここでは自分の考えは言えないということで。 

  では、再々質疑になりますけれども、消防車や公用車でテレビを見ることがあるのかを

再々質疑でお伺いしたいと思います。見ていないのに取るというのは本当にひどいなと思う

ので、その辺、ちょっとちくちくと議会の場からも言いたいと思います。あれですよ、行政

に対してではなくて、ＮＨＫのほうにです。Ｎ国党の回し者ではございません。 

  では、（２）のほうです。プレミアム商品券、こちらはとてもいい制度で、制服を買う保

護者なんかもこれを当てにして買っているところもあるので、継続してぜひお願いしたいな

と思っておるところなんですけれども、再々質疑としましては、ほかのメニューではなく、

この事業にした理由があればお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員の再々質疑に対し答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、お答えいたします。 

  カーナビを設置しておればテレビが見られる状態とはなってしまいますが、消防車も一般

の公用車も、通常業務においてテレビを見るということはございません。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） こちらの商品券なんですけれども、実質１万2,000円が２万
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2,000セットということで、発行総額は２億6,400万円になります。 

  こちら、エネルギーや食料品の価格等の物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援し、

旭市商業振興連合会の加盟店での利用を通じて、加盟店は444店舗加盟しております。この

加盟店での利用を通じて、市内における消費喚起及び経済の活性化を図ることを目的として

おります。 

  また、商業振興連合会からも、毎年やりたいという要望を受けておりました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員の質疑を終わります。 

  永井孝佳議員は自席へお戻りください。 

  続いて、戸村ひとみ議員、質問席に移動をお願いいたします。 

  それでは、議案第１号について、準備が整い次第始めてください。 

○３番（戸村ひとみ） お願いいたします。 

  議案第１号、令和８年度一般会計予算なんですが、先日の本会議で、市長のほうから予算

編成に当たっての熱き思いを語っていただきましたので、私は市長の思いの籠もった予算編

成に対しての質疑をしていきたいと思います。委員会には市長はお見えになりませんので、

細かいところは委員会のほうでお聞きして、本日は本会議場では市長にご答弁をお願いした

いと思います。 

  まず、この予算編成に当たって、市長のほうから、健康で豊かな暮らし、ウェルビーイン

グの向上、ちょっとこれ読みますね。 

  「みんなで創る未来 ず～っと大好きなまち旭～健康で心豊かな暮らし“ウェルビーイン

グ”の向上～」が実現し云々で、その後で、将来世代に責任を持って引き継いでいくための

予算編成をいたしましたというのがあります。 

  ここでお聞きしたいんですが、市長、ウェルビーイングって何ですか。実は、世界中でＳ

ＤＧｓをさんざん使っていて、だんだん今度10年前ぐらいからウェルビーイングを使うとこ

ろが多くなってきて、ＳＤＧｓと逆転してきたという、そういう検索結果みたいなものが出

ていまして、市長のほうでは、第３期総合戦略のはじめ、去年からですか、ウェルビーイン

グという言葉を使われ始めたのが。 

  ちょっと分かりづらいんです。英語圏の方だと分かるんでしょうけれども、ウェルビーイ

ングって一体何ですか。ウェルビーイングの向上、この実現を目指して予算立てをしていら

っしゃるわけですから、市民の方から聞かれるんですよ、ウェルビーイングって何だと。な
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ので、そこのところをお願いします。 

  それと、将来世代に責任を持って引き継いでいくための予算編成、これも一体何ですか。

例えば具体的なことを聞きたいんですけれども、例えば貯金を残しておく、財調をどれぐら

い残しておくとか、そういう具体的なことですか。責任を持って引き継ぐという、この…… 

○議長（宮内 保） 戸村議員、もう少し簡潔にですね…… 

○３番（戸村ひとみ） すっごい簡潔だと思いますよ。 

○議長（宮内 保） 簡潔ではないです。もう少し簡潔にお願いします。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりました。 

  では、328億2,000万円、今回のこの予算の中でウェルビーイングのための予算額、それと

将来世代に責任を持って引き継いでいくための予算額、これをお願いします。 

  （２）です。すっごい分かりやすいと思うんだけど、質疑は。 

○議長（宮内 保） 戸村議員、この328億2,000万円とした根拠ということで、（１）はいい

ですよね。 

○３番（戸村ひとみ） そうですね。その根拠の聞き方ですよ。私は、委員会…… 

○議長（宮内 保） だから、そこを簡潔にお願いします。 

○３番（戸村ひとみ） 委員会では市長のご答弁はいただけないので、出ていらっしゃらない

ので。ですから、この予算は市長が立てられているわけですからね。市長がどういう気持ち

で「ウェルビーイング」を使って、将来世代に責任を持ってと、ここのところを市長から聞

きたいんです。 

○議長（宮内 保） 戸村議員、（２）のほうをお願いします。 

○３番（戸村ひとみ） 不動産売払収入です。これ、行政改革アクションプランの中で─

33ページなんですけれども、42万8,000円なんです。ただ、この施政方針の中では、「売却

処分又は民間事業者による活用を進め、管理経費の削減と財源の確保を図ってまいりま

す。」というふうにあるんですよ。 

  もう随分前から行革のほうで、できたら売りたいなというような土地とか、結構リストで

上げていらっしゃいますよね。それで、毎年まあまあな収入が上がっていると思うんですけ

れども、今回の予算で42万8,000円、一体どこの未利用地を売って、どれだけの管理経費を

削減するんだというのがこの数字からは見えてこないんですよ。 

  今までの計画と、令和８年度にどこを売って、令和８年度で売ったところの残りですね、

行革として売りたいところがどれぐらい残るのか、どれぐらい残っているのか。お願いしま
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す。 

  （３）です。分析調査委託料です。これ新規事業で、先ほども前者のほうからもございま

した。成田空港機能強化に伴うまちづくり方針基礎調査委託。これ、恐らく千葉県のほうで

千葉県全体を国際戦略特区に指定したので、旭市としても成田空港を活用して商売ができな

いかと言ったらあれなんですけれども、旭市を売り出すことができないかという、それに対

する調査だと思うんですけれども、この内容を教えてください。金額と内容。 

  あと、（４）です。ふるさと応援寄附推進事業、こちらですが、今年度、令和７年度から、

地元に根差した商品開発と効果的なＰＲを得意とする中間事業者と契約したということで、

この事業者のことは私もさんざん聞きましたからよく分かっているんですが、それで、本事

業を積極的に令和８年度では推進してまいりますということで、ここのところで、金額が１

億9,747万5,000円ですよね。そのうちの委託料が１億5,100万3,000円を計上してあるわけで

す。これって、私の感覚ですけれども、令和７年度とどれぐらいの差があって、得意とする

中間事業者を採用したことで、令和８年度にはどれだけのものを見込んでいるかという、そ

このところの説明をお願いします。令和７年度の実績の上に令和８年度積算されているんで

しょうから、そこのところをお願いいたします。 

  （５）です。移住・定住促進事業です。ここの施政方針の中で、「市の魅力が伝わる情報

発信と合わせて、定住促進奨励金の交付や移住に特化したウェブサイトの構築、」ここから

です。「民間企業のノウハウを活用した移住サポートセンターの運営などに取り組んでまい

ります。」ということで180万円を計上されていますが、これは市内の民間企業に委託する

というふうにあります。ここの具体的なところをお願いします。どういうふうにこの民間企

業を決めていくのかとか、あとこの金額、180万円の積算根拠をお願いします。 

  ６番です。放課後児童クラブ運営事業です。「専門的な知識と豊富な経験を持つ民間事業

者を活用」、これは「専門的な知識と豊富な経験」というここのところ、どういうことなの

か、具体的に説明をお願いします。どういう条件で民間事業者を選ばれているのかというこ

とですね。その民間事業者のほうも、分かれば教えてください。 

  それから、学校の統廃合が進んでいきますが、そのときに放課後児童クラブの運営という

のはどういう形になっていくんでしょうか。そのところもお願いいたします。どういう計画

を令和８年度で立てるかということですね。お願いします。 

  ７番です。妊婦・乳幼児健康診査事業です。乳児健康診査事業については、「子どもの発

達上の課題を早期に発見し、就学への円滑な準備につなげるため、これまでの乳幼児健康診
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査に加え、５歳児健康診査を新たに開始いたします。これにより、子どもと保護者が安心し

て就学を迎えられるよう」ということなんですけれども、これは５歳児の健康診査、結構ほ

かのところではもう随分前からやっています。それで発達障害のお子さんを早くに見つけて、

就学前にいろんな手当てをすると言ったらあれですけれども、そういうことをもう10年以上

前から始めているところもままあります。どういう理由でというか、なぜこのタイミングで、

令和８年度でこれを始められることになったのか、それをお願いいたします。 

  あと、８番です。畜犬等適正管理指導事業です。飼い主のいない猫の対策についてなんで

すが、「新たに対象を拡充し、飼い主のいない猫についても手術費用の助成を行い」という

ことで、これ30万円ですか、計上してあるんですけれども、この具体的な内容をお願いいた

します。 

  具体的な内容に加えて、この30万円の積算根拠ですね。例えば飼い主のいない猫が結構市

内で、道路でひかれているのを、私なんかも環境課に電話したりして、ちょっと引き取って

くださいというふうに結構な頻度で連絡しています。市内では一体どれぐらいの飼い主のい

ない猫がいて、それがどれぐらい処分というんじゃないな、焼却に回されていると思うんで

すけれども、その数字を教えてください。 

  それから、９番です。ごみの減量化推進事業です。廃棄物の減量化と資源の有効活用につ

いてです。 

  これは毎回、もう本当に毎回、これは施政方針の中で出てくるところなんですけれども、

これはＳＤＧｓにはやっぱり一番大切なところだと思いまして、令和８年度では新たな取組

としてどういうことをされるのか、お願いします。 

  10番です。こちらも地球温暖化対策推進事業についてなんですけれども、2050ゼロカーボ

ンシティの推進ということで、令和７年、去年６月２日にゼロカーボンシティあさひ、これ

市長、宣言されましたよね。これの市民への周知、これはどのように令和８年度はされます

か。令和７年度はホームページで啓発を行いということなんですけれども、なかなかこれね、

ホームページだけではちょっと難しいところがあると思います。環境との共生とカーボンニ

ュートラルに向けた取組の周知ということで、何にしても目標値を掲げないと、だらだらや

っているという、ここで終わりになると思うんですよ。目標値を教えてください。 

  それから、11番です。商業活性化推進事業です。新規出店の支援の拡充です。これは実店

舗での開業を目指す者に対し云々とあるんですが、試験的な短期出店費用の助成、これは新

規事業で上がっている主要事業のスモールビジネス支援補助金だと思うんですけれども、こ
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の50万円、これの積算根拠をお願いいたします。 

  12番です。冠水対策排水整備事業についてです。これ、令和７年度末で事業完了となると

いうところと、それから、今度は令和８年度に旭地域ハ地区及び海上地域後草地区、この２

地区についても計画的に事業を進めてまいりますというふうにあるんですが、これは全体で

どれぐらいの割合が令和８年度に冠水対策ができるのか、それを教えてください。具体的に

残っているところ、それも教えてください。 

  それから、13です。防災体制強化事業。これ物すごく大切な事業だと思うんですが、これ

がスポーツフェスティバルと防災フェアの同時開催をということで、令和８年度から、そう

いう方針に変えるということがありまして、ちょっと具体的にイメージがしづらいので、本

会議場で市民の方に向けてという感じで事業内容を説明していただけたらなと思います。 

  それから、防災スポーツという言葉が出ているんですけれども、防災スポーツとは何かと

いうこともちょっと説明をお願いいたします。 

  14番です。部活動地域クラブ運営事業についてです。これは全国的な懸案事項だと思われ

ますが、これに向けて予算が令和８年度で2,598万5,000円を計上してあるんですが、これに

よって、もう９月からのスタートということに─書いてありますので、そこのところで

この予算でどういうふうなことを９月までにできるのかということを教えてください。 

○議長（宮内 保） 戸村議員、１号議案、これで終わり。 

  議案の質疑は途中ですが、11時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） それでは１項目め、（１）のほうから回答したいと思います。 

  まず、ウェルビーイングとは何かということです。インターネットで調べると出てくるん

ですけれども、私のほうから、これは誰でも分かる話なんですけれども、一応、ウェルビー

イングというのは、身体的、精神的、社会的に全てが満たされた良好な状態を指す言葉です。 
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  単なる健康や病気でない状態を超えて、心身の調和や他者との良好な関係性、経済的な満

足度など広範囲な意味での幸福感というものを指す言葉だそうです。これはＷＨＯ─世

界保健機関ですか、そこの健康というところの定義の中で、肉体的にも精神的にもそして社

会的にも全てがよい状態であることというのを定義したと、そういったところからキャッチ

―な言葉ということで、皆さんがだんだん周知するようになってきたというところだと思い

ます。 

  本題の質疑、一般会計の予算額328億2,000万円とした根拠というところなんですけれども、

そういった考え方を踏まえ、また予算編成方針に基づきながら必要な事業、経費等を積み上

げた結果が328億2,000万円という予算となったものでございます。 

○議長（宮内 保） 行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、私のほうからは33ページの不動産売払収入につ

いてご回答申し上げます。 

  まず、この土地につきまして、令和８年度において売却を予定している土地でございます

が、場所は飯岡字大崎町2555番地２、地目は宅地、面積は登記簿面積で57.91平方メートル

でございます。土地の単価については、予算要求のため固定資産評価額を参考に算出しまし

た。なお、売却方法については、官公庁オークションでの入札を予定しております。 

  また、全体的なお話をしますと、所有している未利用地、これが全て即売却ができるわけ

ではございません。調整ができて予算化できたものからこういったふうに進めておりますの

で、今回計上したこの42万8,000円というものは、整備ができたものということになります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 私からは、３番目、予算書61ページの分析調査委託料の内容に

ついてご回答申し上げます。 

  分析調査委託料ですけれども、議員おっしゃるとおり、成田空港の機能強化に伴いますま

ちづくり方針の基礎調査委託料として450万円を計上しているものでございます。このほか

に、旭市と千葉工業大学との域学連携事業として160万円を予定しております。このまちづ

くり方針基礎調査は、成田空港の機能強化による本市への波及効果等について分析をするも

のでございます。 

  もう一方の域学連携事業につきましては、包括連携協定を提携しております千葉工業大学

と連携し、地域の課題解決を目指す公民連携の取組となります。 
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  続きまして、４点目の予算書61ページのふるさと応援寄附推進事業についてです。議員お

っしゃっておりました委託料１億5,100万3,000円のほうの内容でございますけれども、こち

らにつきましては、ふるさと寄附を受け入れるための経費の一部でございまして、寄附受入

れ業務の各種手続を行います代行の専門業者への委託料となりますが、これらは返礼品等の

値段も入っておりますので、完全に業者の利益分で１億円ということではありません。寄附

に対して３割程度、必ず返礼品がありますので、それらの費用も含めた金額での委託料とい

うふうになっております。 

  それから、今年度から中間事業者を入れてというところでお話がありましたので、どのぐ

らいその差が出ているのかというお話でした。 

  ちょっと実績ベースでお答えさせていただきますが、令和６年度の寄附受入額としては約

１億9,500万円でした。令和７年度につきましては、今のところ見込額でございますけれど

も、３億1,000万円程度はいくのかなというふうに見ております。 

  ですので、６年度と比較すれば１億1,000万円から2,000万円ぐらいはプラス。さらに、令

和８年度の予算でございますが、３億6,000万円ほどの寄附見込額を今予定しているところ

でございます。 

  それから５点目、予算書68ページの移住・定住促進事業の移住サポートセンターの委託料

の内容でございます。こちらは180万円を予定しておりますが、こちらにつきましては、移

住相談、移住の相談受付、それから移住相談会というものを都内ですとか複数の箇所で移住

相談会等もやっておりますので、そちらへの対応ですね、出展していただいて通年を通して

そういった移住相談のイベントに参加する費用として180万円を予定しております。 

  それから、民間企業にということで地元の企業ではないのかということでございますが、

今回、その委託を予定しているところでございますが、先ほど、ふるさと納税の中間事業者

のお話をさせていただきましたが、このふるさと応援寄附の中間事業者に、今回委託を予定

しております。といいますのは、この事業者は、現在駅前に事務所を構えていらっしゃいま

す。それから、その社員の大半が移住者で、自身の経験を生かした移住相談会等の対応が可

能なこと。加えまして、ふるさと応援寄附の事務も行っておりますので、旭市に興味を持っ

ていただいた方への効果的なアプローチが期待できるということなどから、本事業者を今の

ところ予定しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（飯島正寛） 私のほうからは、予算書の111ページの放課後児童クラブの運

営事業について回答を申し上げます。 

  専門的な知識ということの活用というところ、あと事業者を選ぶ場合の条件ですとかとい

うところでございますが、まず民間事業者の専門的な知識や経験ということを生かすという

ことで、行政ではなかなか対応がし切れない部分、そういったところを事業者ならではの提

案で児童の遊びの場、学びの場、そちらの充実ですとか保護者のニーズに対応した支援を行

うというものでございます。 

  条件としまして、今申し上げましたような事業を事業者のほうから提案していただきます。

その上で、これまでの実績ですとか、この事業に係る予算等を勘案しまして、事業者のほう

を選定しております。 

  事業者のほうにつきましては、株式会社アンフィニという事業者でございまして、茨城県

のつくばみらい市に本社がある会社でございます。 

  もう一つ、統合後の放課後児童クラブということでございますけれども、統合後の放課後

児童クラブにつきましては、統合しました学校のほうで運営を行いますので、今回、干潟の

地域につきましては新しくできるひかた椿小学校のほうで統合して、放課後児童クラブのほ

うを運営していくということになっております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） こども家庭課長。 

○こども家庭課長（石橋康司） 私からは、予算書137ページ、妊婦・乳幼児健康診査事業の

中の５歳児健康診査事業、議員のほうからもなぜこの時期に始めることになったのかという

ことでお答えいたします。 

  全国的に小児科医師が不足しており、５歳児健康診査が実施できない状況にあります。し

かしながら、市では市内小児科医師や旭中央病院小児科医師の協力を得ることができたため、

来年度から実施する運びとなりました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 環境課からは、（８）から（10）までの３点についてお答え申し

上げます。 

  まず初めに、（８）の畜犬等適正管理指導事業の飼い主のいない猫の拡充の手術の補助金

についての根拠ということで、お答えを申し上げます。 
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  飼い主のいない猫の不妊及び去勢手術の補助金として、１頭当たり3,000円で、令和８年

度は100頭分で30万円を計上しております。 

  また、猫の数というご質疑ございました。猫の数については、申し訳ございません、把握

のほうはしてございませんが、死体回収をした動物の数ということで、これは令和６年度の

結果ということでお答え申し上げますと、合計で279頭、うち猫が151頭でございました。 

  続いて、（９）のごみの減量化推進事業ということで、令和８年度の新たな取組はという

ご質疑でございましたが、減量化に際しまして、民間事業者との連携というところで、これ

はもう令和８年度を待たず我々のほうで進めておりまして、民間のリユース・リサイクル業

者と連携しまして、再利用・再資源化を推進ということで、まずその民間業者との連携費用

は全て無料でありまして、市のホームページやパンフレット作成などで普及啓発して皆様に

お知らせして、ご利用いただいてごみの減量化につなげていただくということを考えており

ます。 

  今現在は、３団体ということで、リユース団体が１団体とリサイクル団体２団体と提携を

しております。具体的な活動というのはこれからになりますけれども、提携というところま

でいっているのが既に３団体ございます。８年度につきましても、リユース業者をもう１団

体程度提携できないかというところで、今、検討しているところでございます。 

  （10）の地球温暖化対策推進事業というところで、市民の周知、「ゼロカーボンシティあ

さひ」を宣言しての市民への周知ということですけれども、これについては、ありきたりな

話になりますけれども、ホームページやＳＮＳ、広報紙または回覧板等を活用しながら、一

般的なゼロカーボンの広報も当然なんですけれども、それ以外に、今、（９）で申し上げた

ようなそういうごみの減量化に際しての様々な連携している体制であったり、またごみの減

量化推進事業の中でも助成制度等ございます。資源の、地域の皆さんで集団回収したごみの

量に応じて奨励金をお支払いしているような制度であるとか、生ごみの処理機の補助金であ

るとか、また、この（10）の温暖化対策推進事業の中でもあります住宅用の施設の補助金、

省エネルギー設備設置補助金、こういったもののＰＲをしながら、ゼロカーボンシティ実現

に向けての啓発を続けて行ってまいりたいというふうに考えております。 

  目標値というお話がございましたけれども、これについては宣言書に書いてあるとおり、

2050年にゼロカーボンを目指すというところと、あとは2030年度において温室効果ガスを

2013年度から46％削減するという目標、これも全国レベルで出している目標ですけれども、

それに向けて努力していくというところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 私からは、（11）、178ページの商業活性化推進事業、18節の

スモールビジネス支援補助金50万円の事業内容と積算根拠について回答いたします。 

  この補助金は、市内で新規に店舗を開業しようとする者に対して、大規模小売店舗での短

期出店料の一部を補助し、本格的な出店の前にチャレンジ、市場調査を促すことで新規出店

時の成功につながるよう支援するものです。なお、既に実店舗をお持ちの方は対象外となり

ます。 

  この補助金を活用した短期出店による市場調査をきっかけに市内での新規開業が増加する

ことで、市内の空き店舗であったり大規模小売店舗の空きテナントへの出店につながり、市

全体の商業の活性化を図るものです。 

  補助内容としましては、出店料の３分の２以内で上限５万円としています。根拠として、

この５万円の10件で50万円となります。対象の業種は、飲食業、食料品販売業、小売業、サ

ービス業などです。 

  また、最初の出店日から60日間までにかかった出店料を補助対象とし、この間の５日以上

の出店を要件としたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 建設課からは、予算書191ページ、冠水対策排水整備事業について

回答いたします。 

  事業の進捗を申し上げます。冠水対策排水整備事業は、イ地区、ハ地区、後草地区、３か

所で現在行っております。 

  イ地区については、令和７年度末、本体工事を完了する予定でございます。ハ地区におき

ましては、令和７年度末で工事延長812メートルのところを、512メートル完了する予定でご

ざいます。全体の完了期日は令和10年を目指しております。続きまして、後草地区です。後

草地区の工事延長は約260メートルでございます。令和７年度末の予定としては60メートル、

工事完了予定は令和10年度になります。 

  以上になります。 

○議長（宮内 保） 総務課長。 

○総務課長（向後 稔） それでは総務課からは、（13）防災フェアについてお答えいたしま
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す。 

  令和８年度は、このスポーツフェスティバルと防災フェアの二つの事業を同時開催するこ

とで、スポーツと防災を気軽に楽しみ、市民の健康増進と防災意識向上の相乗効果を期待し

て、健康で災害に強いまちづくりを推進したいと考えております。 

  このあさひ防災フェアのほうは、楽しく気軽に実感を持って防災に触れる機会を提供する

ことを目的としております。従前の総合防災訓練では参加者が少なかった子育て世帯をメイ

ンターゲットにして、子どもと保護者が一緒に楽しみながら防災を学べる催しなどを実施す

る予定であります。 

  予定している防災フェアの内容としましては、親子で参加する防災スポーツ、そのほかに

緊急車両などの展示や災害協定先などによる防災製品や活動紹介などを予定しております。 

  それと、防災スポーツとは何かということでございましたが、こちら災害時に役立つ様々

な防災知識と技を、競技を通して体験しながら楽しく学ぶことができるというもので、予定

している種目は３種類ございます。一つは、キャタピラエスケープというもので、災害時の

煙を想定して姿勢を低くして進む速さを競うというものと、あとはレスキュータイムアタッ

ク、毛布を担架代わりにして負傷者を安全に運ぶタイムレース、それとキャットサイクルレ

ース、一輪車を使った障害物レースというようなものを予定しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（江波戸政和） それでは生涯学習課から、（14）の部活動地域クラブ運営事

業について回答させていただきます。 

  部活動地域移行ですが、令和８年９月から休日部活動の地域移行を実施する。ただし、受

皿条件が整わない場合は部活動継続も可とするということを市の方針としまして、実施に向

けて準備を進めているところであります。児童・生徒及び保護者、教職員に対しまして説明

会を行い、理解を求めているところです。パンフレットの作成、広報あさひ、ホームページ

への掲載なども行い、広く周知を行っていきます。 

  地域クラブの指導者については、地域の団体へ協力を呼びかけるほか、今後広く一般公募

するとともに指導を希望している教職員に再度確認のアンケートなどを行い、人数の確保に

努めます。 

  また、運営業務の一部を業者委託し、安定した運営体制を構築するために事務を進めてい

るところであります。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ご答弁ありがとうございます。 

  私、ウェルビーイングは、市長にどういうふうなお考えでウェルビーイングという言葉を

この予算編成に使っていらっしゃるのかなというのを聞きたかったんですよ。市民の方がそ

のように私に聞かれました。ウェルビーイングって一体何だと。 

  課長、私も自分でパソコンで検索できますよ、ウェルビーイング。ですから、今、答弁で

いただいたようなことは読めば分かります。ただ覚えられないです。それが一体この予算編

成にどんなふうに生かされているかという、その市長のお気持ちなんか、検索した中では酌

み取れませんよ。ですから、私は市長の答弁が欲しかったわけです。ウェルビーイングをど

ういうふうに、英語をわざわざ使っていらっしゃる。 

  私ははっきり言って、旭市、少子高齢化、超高齢化社会になっていると思うんですけれど

も、そんな中で328億2,000万円も予算計上した中で、じゃ、何を目指しているんだってお年

寄りとかに聞かれたときに、ウェルビーイングなんですよと言って答えて分かりますか。ご

めんなさい、これ以上は言いません。なので、市長のそのお考えを聞きたかったんです。も

っと分かりやすく、健康で心豊かな暮らしだけでよかったんじゃないかなという、そこです。

世の中の風潮に乗っかっちゃってというか、ＳＤＧｓでも本当に分かりにくかったですよ。

それでちょっと市長の予算編成のときのお考えを聞きたかったということです。 

  将来世代に責任を持って引き継いでいくというところのご答弁、いただいていません。ど

ういうことがそういう将来世代に責任を持って引き継いでいくというその予算立てになるの

かということです。具体的なことをお願いいたします。 

  それから、（２）です。行革のアクションプランの、これは前から、私もう何年も前から、

売れるところから売っていくんですよみたいな話は聞いているんですよ。じゃ、全体として、

どれぐらいそういうところがあって、令和８年で今までこれだけ売りさばいてきて、令和８

年ではこれだけのものを売っていこうという財源確保のためにと書いてあるじゃないですか。 

  これだけのものを売っていこうという、それが分からない数字だったから聞いたんです、

42万8,000円って。そしたら場所を教えてくださいました。57.91平米。令和８年でここを売

るだけですか。これが行革アクションプランですか。目標を立てていませんか。売れるとこ

ろから売るというそこの中で、令和８年で本当に財源確保をしたいという、市長の施政方針

の中にもありましたけれども、財政が厳しくなっているという中で財源確保のために令和８



－98－ 

年でこの金額というのがちょっと疑問だったので聞いたわけです。 

  どれぐらいの、売りたいなみたいな、どれぐらいのものが残っていますか。お答えくださ

い。絶対計画ありますよね。私、お聞きしましたもの、以前。 

  それから、３番です。成田空港。これ全体として六百十何万円ですか、かけるということ

で、令和８年は調査を委託したところでやっていただいて、成果物っていつ出来上がります

か。令和８年度中にできますか。それともこれは何年か調査しなければいけない、成果物が

出てこないということなんですかね。成田空港を利用というか、戦略特区に乗っかって成田

空港からそれぞれの地方自治体が恩恵を被るようなことをどれだけあるかというのを、それ

ぞれが調べていると思うんですよ。やはり早くそこに着手しないとと思うんですが、成果物

っていつできますか。 

  それから、４番です。ふるさと応援寄附推進事業。以前、この寄附額のことをお聞きした

ときに、前年度掛ける1.幾つでしたっけ、というお答えを以前いただいたんですよ。積算根

拠としてね。 

  でも、令和６年で１億9,500万円、令和７年で３億1,000万円、令和８年で３億6,000万円

といって、令和６年から令和７年にがんと上がったわけですよ。そのときに、いわゆる積算

根拠の1.何倍というのをぐっと大幅に上がったわけですけれども、それで今度令和８年でま

た、少しは前の積算根拠よりは多めに見てあるのかなという気がするんですが……積算根拠

を聞いてもあれかな。私は本当にこちらの事業者に期待していまして、次の移住・定住促進

事業のほうもこちらの事業者が受けてくださるということですので、本当に期待しています。 

  今回の、一応聞いておきます。令和８年の積算根拠ですね。数式で出せたらお願いいたし

ます。 

  それから、移住・定住促進事業、こちら分かりました。いろんな事業を手がけていらっし

ゃるところですので、旭市にもあれだけの事務所を構えてくださっているので、これは期待

しています。 

  （６）です。放課後児童クラブ運営事業です。株式会社アンフィニということで、統廃合

するということは、遅くまでいる子どもや遠くの子どももいるということになるので、送迎

の関係とかはどういう感じに見込まれていますか。この事業者が受けてくださるのかとか、

そういう、令和８年度で何かそこのところまで話の進展みたいなものがございましたらお願

いします。進展があるというよりも、進展させるかどうかということですね。 

  （７）です。５歳児健康診査、小児科のほうがやっと手当がということだったんですけれ
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ども、非常に、やっとというのが拭い切れない部分があるんですけれども、そうしたら実際

に、健康診査をしました。その後の手当というかサポートというか、そのあたりはどういう

ふうに考えていらっしゃるでしょう。 

  健康診査しましたよと、発達障害がありますよ、お子さんみたいな、そこで切ってしまえ

ることではないと思うんですね。実態が分かった上で、じゃ、それをどのように予防して、

実際には発達障害のお子さんをどういうふうにサポートしていくかというところ、そこのと

ころをお願いいたします。そういう体制がちゃんとできているか、つくろうとされているの

かどうかというところです。 

  ８番です。畜犬等、猫の、新たに対象を拡充しというところで、猫100頭を見ていらっし

ゃるという積算根拠なんですけれども、先ほど課長のほうが言ってくださった、ひかれてし

まった猫ですよね。これは市道、あるいは県道そこしか回収してくださいませんよね。ちょ

っとでも民地に入っていたら、それって対象外になるじゃないですか。 

  だから、市道、県道でひかれてそれで焼却された猫が令和６年度だけで151匹いるという

ことですよね。ですから、それは死んでしまった猫ちゃんです。だからそれを考えると、一

体どれだけ飼われていない猫ちゃんがいるんだという、飼い主がいない猫ちゃんがいるんだ

ということになるんですけれども、この100頭というのはどういう数字なんですかね。この

根拠をお願いいたします。100頭にしたというところですね。 

  ９番です。ごみの減量化推進事業、これ先ほどから課長のご答弁の中で、リユースのほう

の業者も令和８年度では１者増やそうと思うというようなことがあったんですが、これちょ

っと何年間か遡っていただきたいです。成果って現れていますか。数字でちょっと聞かせて

ください。それで、令和８年度はそれをどのように目標とされていますか。 

  10番です。これ全国レベルでの目標ということで、2050年にゼロカーボンシティにするぞ

という、それは分かっているんですけれども、じゃ、実際にごみの再資源化やら何やらで令

和８年の目標ってどう立てていますか。 

  2050年にはゼロにしようという、でもそこに行くまでにちゃんと目標を立てないと、やっ

ていて、はい2050年ゼロになりましたみたいなことは絶対にあり得ませんので、令和８年、

この目標をお願いします。 

  11番です。商業活性化推進事業、これ60日間を借りる権利があるというか出店する権利が

あって、その中で少なくとも５日間出店すればという条件なんですね。それって、すみませ

ん、お店をやろうとしている人で、２か月間でそういうので結果が出るのかなという非常に
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不思議な、ここの積算根拠もお願いいたします。 

  例えば、ほかでこういうふうにやっていると、私も以前、一般質問でスモールビジネスの

ことは言ったことがあるんですけれども、よその形態とはちょっと違った形態になっている

ので、これどういうふうに積算されているのかなというのをお伺いします。数字は分かりま

した。根拠です。 

  12番です。冠水対策、これ令和７年度と令和８年度で終わるというのは分かったんですけ

れども、先ほどもお伺いしましたが、ほかにもあると、市民の方からも上がっているところ

もあるし、市のほうでも把握しているところがあると思うんですが、それは令和８年度の中

では計画が立たなかったということで、今後どういうふうな計画になっていきますか。お願

いいたします。 

  それから、13番です。防災スポーツ、とても面白そうなスポーツが分かりました。ありが

とうございました。 

  14番です。部活動地域クラブ、ご答弁では９月スタートと言っているけれども、諸条件整

わない場合は９月スタートということもないよという、そういうことだったと思うんですけ

れども、令和８年９月スタートにこぎ着けられないということとなる、もしそういうことと

なるとしたら、どういう問題があってどういうハードルがあるのかを教えてください。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） 将来世代に責任を持っていくという部分というところ、なかなか難

しいんですけれども、基本的には将来にわたってまずは財源の確保をしっかり取っていくと。

これは先ほど質疑があった、小っちゃいですけれども、未利用地なんかの売買なんかも地道

に続けていくだとか、それからふるさと応援寄附金、徐々には上がってきていますが、そう

いった部分で財源のほうを確保していく。 

  税収のほうは、今年度の予算でも多少上振れで予算措置していますが、それに引き換え、

それもそうなんですが、税収の上振れとかそういった歳入の上振れにまた輪をかけてという

か、それ以上に歳出というところで、物件費だとか義務的経費というのは上がっているとい

うところで、先の見通しというのは難しいところなんですけれども、いろんな方策を取りな

がら、例えば人口減少対策だとか商業活性化の対策だとか、いろんな、幅広にいろんな施策

を常々考えていきながら、将来に引き継いでいくように皆さんがチームあさひで努力してい

くというところで、地道にやっていくというところでしかない。 
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  なかなか、これをやればというところはないんですけれども、そういった観点で日々業務

を進めているというところで、ご理解いただければと思います。 

○議長（宮内 保） 行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 未利用地の関係についてお答えいたします。 

  どれぐらい売りたいのか、そういう計画があるのかというようなお話でした。先ほどもお

話ししましたが、未利用地だからといって即に売れる状況ではありません。実際には売却困

難な土地があちこちに点在しているというようなのが実際の状況でございます。 

  これまで、令和２年度から６年度までの５年間で約１万5,000平方メートルを売却し、金

額にして約１億1,700万円を自主財源として確保したという事実がございます。このように、

この間、神西住宅やら仁玉のスポーツ広場、こういった大きなまとまった土地があれば数字

的なものもある程度大きなものが出るかと思われます。ただ、毎年そういったものが整理で

きて即売れるという状況にはなりませんので、今回、42万8,000円というのが整理ができた

土地ということであります。 

  今、実際にそのアクセス道の残地とか、あとは実際にお貸ししていた住宅跡地が更になり

まして、そちらのほうをまた売却が可能なのかとか、そういったような土地は多少はござい

ます。 

  ですから、これについても全て、境界等の調整等、そういったものができなければ売ると

いうまでの話にはなりませんので、継続してそういったものは進めてはおります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 予算書61ページの分析調査、成果物ですけれども、これは令和

８年度末を予定しております。 

  それから、次のふるさと応援寄附の積算根拠が、令和８年度予算３億6,000万円とした根

拠ですけれども、こちらは令和７年度の見込額、先ほど３億1,000万円ほどというふうに申

し上げました。こちらに、総務省、国が公表しておりますふるさと納税のその受入額の過去

３年間の平均の伸び率というものがありますので、そちらが大体平均ですと14.82％ですの

で、こちらをかけますと大体３億5,600万円になるんですが、こちらを少し上目に見まして

３億6,000万円としたところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（飯島正寛） 私のほうからは、予算書の111ページの放課後児童クラブの関

係でございますが、送迎はというお話でございました。 

  こちらの送迎ですけれども、現在、放課後児童クラブにつきましては市内の小学校全てに

設置しておりまして、同じ敷地内にございますので、こちらのほうの送迎は考えておりませ

ん。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） こども家庭課長。 

○こども家庭課長（石橋康司） こども家庭課からは、５歳児健康診査終了後のフォローアッ

プ体制についてですが、この健診はあくまでもお子様の健康状況や発達面での気づきを得て、

必要な支援につなげるための入り口であると位置づけております。そのため、健診結果につ

きましては健診当日、面談の中で保護者の方に丁寧に説明をさせていただきます。その際に、

保護者の不安に寄り添い、過度な不安を招かないよう徹底してまいります。 

  その上で、より専門的な判断が必要とされた場合には、旭中央病院での精密検査受診票を

発行するなど、医療機関と円滑に連携できる体制を整えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 環境課長。 

○環境課長（大八木利武） お答え申し上げます。 

  まず、（８）の猫の関係ですけれども、その100頭の根拠。正直申し上げて、100頭という

明確な根拠はないんですけれども、先ほど申し上げた道路でひかれたかわいそうな、いわゆ

るロード・キルと言われている猫の数、151頭ありました。年間的に、平均的にそれぐらい

の回収量があるというふうに鑑みたときに、当然潜在的にはもっといるはずなんですけれど

も、取りあえずはそこに近い線というところで、100頭というのを設定させていただいたと

ころです。 

  ただ、現在その事業と並行して、予算には出ておりませんけれども、公益財団法人動物基

金の行政枠の登録を進めております。これに登録すれば、動物基金の手術用の無料チケット

を利用することができますので、そういったこともできますので、補助的には100頭分なん

ですけれども、動物基金のほうも併用することで、より多くの飼い主のいない猫の救護対策

にも充てられるのかなというところもございます。 

  ですので、明確な基準はございませんが、こういったものを併用した中での100頭という

ところでご了解いただければと思います。 
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  （９）のほうのリユースの関係になります。今までの成果としてどのようにというところ

なんですけれども、今現在、３団体というふうに申し上げたんですけれども、実働は今のと

ころまだ、リサイクル団体の１団体のみです。これからいく形になります。既に動いている

ところにつきましては、パソコンや小型家電の無料引取りの業者になります。 

  これについては、大体年間十数件、今のところは十数件の利用ということになっておりま

して、これももうちょっと利用率が上がるように、やはりＰＲしたほうがいいかなというふ

うに内部では思っておりますので、よりその辺は新規の部分も含めて周知を努めたいという

ふうに思っております。 

  次に、地球温暖化の関係ですね。カーボンニュートラルの目標値でございますけれども、

これにつきましては具体的にやはり８年度の具体的な数値というところはございません。今

は取りあえず2050年の目標を掲げて、官民一体となって取り組む決意というところを、ゼロ

カーボンシティ宣言というところで内外に表明したところでございますので、質疑にある目

標値につきましては、まず市民の皆様や事業者の皆様への周知啓発、まずそこに重点を置き

たいというふうに思っております。 

  その機運を高めた中で、その過程の中で数値の設定というところを行っていけたらという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 私からは、（11）のスモールビジネス支援補助金50万円の期間

の関係であったり、その改めて積算根拠というご質疑でした。 

  ちょっとこれは分かりにくくてすみません。こちら、新規事業をうちのほうで考える中で、

新しく開業したい人ができるだけ提案というか、そこに申し込めるような制度を考えており

ます。 

  例えば、今開業を考えている人は、今、会社勤めであったり飲食店で勤めている方だと思

うんです。そういった方が出店するとなると、やはり週末であったり週１日休みのときを使

って出店することになるであろうと。そういった想定の中で、実際期間は長くなるけれども、

毎週週末に１回出るとすると、１か月程度ですけれども出られない日もあるだろうというこ

とで60日間、ある程度それは期間を決めた中で集中してやっていただきたいということで、

その60日間の中で出店それからチャレンジ、市場調査をしてもらいたいという考えでこの制

度を考えております。 

  また、あくまでも市場調査、短期チャレンジ出店という支援であるため、この期間を設け
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ていますけれども、もちろんもっとやりたい、長くやってもいいと思っています。ただ、上

限はあくまでも５万円となります。ということで、現在、期間もあるんですけれども、その

ように制度を考えているところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） （12）冠水対策排水整備事業の今後の計画ということで回答させて

いただきます。 

  ほかの場所でも冠水が発生していることは承知しております。その対策は一時的、局所的

なものを含め、多数あることも承知しております。現在進めている事業の進捗を見極めつつ、

ほかの場所についても冠水への対策を進めてまいりたいと考えております。 

  なお、部分的な改修で可能な場合には、その都度対応しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（江波戸政和） （14）の部活動地域クラブの関係です。条件が整わない場合

という話でありました。 

  現在、部活動に参加している生徒が継続して活動できるようにということで、おおむね20

クラブの受皿とする地域クラブの設定を想定しております。クラブでは、一番の課題が指導

者の人材の確保ということになろうかと思います。その人材の確保を20クラブで60名程度予

定しております。 

  60名程度の募集については、今現在作業を進めておりまして、できる限り20クラブの設置

を目標としていますが、その人材の確保ができなければ地域クラブとして設立ができません

ので、その間は部活動もカットするというような形で基本方針を定めさせていただいており

ます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。 

  課長おっしゃるとおり、財源の確保、これが一番だと思うんですよ。将来世代に責任を持

ってと、だからそのことを実は市長に聞きたかったわけで、ウェルビーイング、健康で心豊

かな暮らしを市民の方にしてもらうためには絶対財源が必要じゃないですか。だから、財源

の確保をどういうふうにするんだという視点でずっと質疑を全部、（14）までやってきたん

ですけれども、行革、この未利用地のことなんですけれども…… 
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○議長（宮内 保） 戸村議員、（１）は。（２）ですか、今度。 

○３番（戸村ひとみ） （２）にいきます。市長からのそのウェルビーイングの話はいただけ

なかったので、（２）にいきます。 

  この未利用地、これが令和８年度で42万8,000円という、この予算の金額が、財源確保す

るためにと市長のほうでは施政方針に書いてあるのに、未利用地、売れるところから売るの

中で、令和８年度は42万幾らしか売らないのという、そこのところを聞きたかったんですよ。 

  つまり、課長のほうからもありましたけれども、つまり売る努力をしないといけないとい

うようなことを言われたでしょう。だから、令和８年度の中で、例えばその境界がしっかり

していないところを、境界をちゃんと定めるとか、そういうのに予算を使うとか、売れる状

況にするというような、そういうことの予算立てをなぜされなかったのかなという。財源の

確保が一番大事だと思うと書いてあるのに、そこの持っている土地、未利用地、それがもし

かして何かのやり方によっては売れるチャンスがあるかもしれないという、そこのところの

トライを令和８年度で考えられなかったのかというところをお聞きします。 

  それから、成果物分かりました。（３）分かりました。期待しています。 

  ふるさと応援寄附、これは従来の積算のやり方と令和８年度の予定額、これの積算のやり

方が変わったんだなということでよろしいですね。前年掛け1.幾らというのが、今度は平均

伸び率を採用するということになったということで、そこを確認します。それから、私は目

標は高ければ高いほどいいと思っていまして、人はそこに向かって努力をするのではないか

なと思っていまして、まあいいです、私の考えは。 

  あとは、（７）です。５歳児の、これはもう分かりました。中央病院のほうでサポート体

制をお願いするということで。 

  （８）です。畜犬ですが、3,000円、さっきお聞きするのを忘れてしまったんですけれど

も、3,000円掛ける100頭ということで、これ１頭に一体幾らかかりますか、この手術費用。

一体幾ら手術費用がかかると調査されていますか。それで１頭3,000円のこの根拠もお願い

いたします。 

  以上でございます。あとは委員会のほうで詳細にわたりましてお聞きしたいと思いますの

で、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の再々質疑に対し答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、令和８年度中でそういった大きな財源の確保、
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そういったようなものができなかったのかというような、そういう土地がというようなお話

だったかと思います。 

  実際、学校再編や保育所の再編、そういったことによって土地が空いて、その土地につい

て行政内部で使用するとか、あとは地域によって使用する。そういったような条件が全くな

くて売却ができるというような話になれば、そういったご期待に沿えるような大きな数字と

いうものが出てくるのかもしれません。 

  ただ、今ある未利用地について、最大限そんなに大きいところは今ありません、実際には。

そういったものでも整理をつけて、あとは要望等もあります。隣接していて、自分のところ

で使いたいとかそういった需要もあった上で、売るかどうかという判断も出てきますので、

もしこっちから積極的にもう売れるという状況なものであれば、とにかく全てそれはやって

います。ですので、今回は42万8,000円という少額ではありますが、これも貴重な財源とい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 令和８年度のふるさと応援寄附の受入額の積算根拠につきまし

ては先ほど申し上げたとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 私のほうから、3,000円の根拠ということでございますが、今現

在飼い主のいる犬、猫の去勢・避妊手術の補助金の額が3,000円ということで一応それに合

わせさせていただきました。 

  また、獣医師のほうでの手術の参考ということでご承知いただきたいんですけれども、雌

で約３万円前後、雄で約１万9,000円、２万円前後というふうになっているようでございま

す。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 議案第１号の質疑は終わります。 

  議案の質疑は途中ですが、午後１時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 零時 ４分 

 

再開 午後 １時１０分 
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○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、議案の質疑を行います。 

  続いて、議案第７号について質疑を始めてください。 

  戸村議員。 

○３番（戸村ひとみ） それでは、お願いいたします。 

  議案第７号、令和８年度旭市公共下水道事業会計予算です。 

  事業収益を５億8,099万2,000円ということで予定してあるんですが、ここに至った積算根

拠、恐らく過去の売上げプラスあとは人口減少、世帯減少とかというのを加味してあると思

いますので、お願いいたします。 

  それと、適正な施設の維持管理を続けるというふうに経営戦略の中にあるんですが、確か

にここに書かれているとおり、暮らしやすい居住環境のためには、これ切っても切り離せな

い事業ですので、これの施設の長寿命化、これに関してはどのような計画があるのかをお聞

かせください。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（向後哲浩） それでは、まず事業収益５億8,099万2,000円、こちらの内容と

いうことでご説明いたします。 

  既に予算書のほうを配付させていただいておりますが、この中でまず下水道使用料という

ことで１億2,615万8,000円、その他の収益ということで、こちらは手数料等の収入を見込ん

でおります。 

  営業外収益としまして、トータル４億5,400万円、この中で他会計負担金、こちら一般会

計からの基準内の繰入れ、補助金としまして700万円、他会計補助金としまして、こちらの

一般会計からの基準外の繰入れ、これを１億5,596万1,000円ほど。そのほかに長期前受金の

戻入ということで１億8,014万4,000円、雑収益1,000円として、５億8,099万2,000円を見込

んでございます。 

  そのほか、経営戦略に関する内容でございますけれども、少々お待ちください。 

  この中で、ストックマネジメント計画ということでございますが、こちらは施設の長寿命

化ということでストックマネジメントを既に計画してございます。この中で、もう既に浄化

施設等の耐用年数を迎えているものの修繕、それと、全体的なその施設の長寿命化を図る意



－108－ 

味で各施設ごとに計画を立てまして、事業を実施していくという、長寿命化を図るというこ

とで、今、実施してございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。 

  この公共下水道に関しましては、昨日、25日の読売新聞にも大々的に、中の７面、８面と、

あとトップ１面を大々的に、想定外の速さで下水管の浸食が始まっているという、進んでい

るということが記事にございましてね、市民の方も大変不安な気持ちになっていらっしゃる

と思いますよ。 

  旭市に関しましては、まだ45年もたっているわけではありませんので、ただ、想定外とい

うのが何にしても起こり得ることですので、そこのところで下水道の、市内ではどれぐらい

前に始まって、どの時点でどういう計画を立てて長寿命化を図ろうとしているのかというこ

とと、あとは本日の新聞には出生数が70万人ということで、これも人口問題研究所の17年、

推計よりも17年早くに少子化ということになって、進んでいるということがありまして、そ

の辺と、旭市も当然のことながら漏れなくそうだと思うんですけれども、その人口減との、

その推計と絡めてこういう施設の更新、そういうものを考えていかなければいけないんだと

思うんです。 

  下水道を、もう下水道をやめると、伊豆のほうではやめてしまう、浄化槽に替えるという

ふうな方針を出したところもあります。だから、そういう方針決定をするのに、これはもう

市長マターだと思うんですけれども、どういう段階でその下水道の方向性というのを決めら

れるのか。これ本当、日本国中の大問題、もっと言えば世界中の問題になっていると思うん

ですけれどもね。 

  そこで八潮市のほうではもう亡くなった方もいらっしゃるし、ついこの前もどこか陥没し

た、トラックが通って陥没したといって出ていました。それがみんなもう、どこも国民全体

が不安を抱えて、よそに行ったときにここの道路の下は大丈夫かみたいな、そんなことを思

いながら通らなければいけないような時代になってしまったのかなと思うんですけれども、

どの段階でこういう判断というんですか、を下されるものなのかという、市長もしお考えが

あったらお願いします。これ一番だと思うんですよ、市民の安全を守るという。このウェル

ビーイングでは本当に切り離せないところだと思いますので、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の再質疑に対し答弁を求めます。 



－109－ 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（向後哲浩） それでは、お答えします。 

  まず、下水道の経緯でございます。下水道につきましては、平成12年３月から供用開始し

て今に至る、26年が経過してございます。そのご心配の想定外の劣化の早さということで、

耐用年数自体は50年を基準としておりますが、おおむね損傷の激しい時期というのは30年と

いう目安が一応示されてございます。 

  その上で、今、現在ストックマネジメント計画ということで、施設のほうを重点的に作業

を進めてございます。 

  そのほかに、それと同時に今年度から耐震計画というものも策定せよということで、管路

を含め施設全般的な耐震計画を今策定中でございます。これによって詳細な順位、方向性を

決めた上で、まず耐震を図る、耐震実施を図るということで30年を経過するまでに事業化す

るということをまず目指しております。 

  先ほど申した長寿命化に関してはもう時期ごとに計画変更を重ねながら、今、実施してお

ります。 

  そして、その将来的なやめる、やめないというような、先ほど先行事例の話がございまし

た。やはりこれは、今、全国的なお話の中では出ておりますが、旭市としましては現在経営

戦略の策定上、中期計画の中で、まず使用料で賄えている状態でないということが一つ挙げ

られますので、来年度以降使用料の改定というのを、今見込んで作業をしております。やめ

るという時期に関しては、いろいろな国の状況ですとか、地域の状況、そういうものを加味

して、今後計画の中で策定していく時期についても状況判断していかなければならないこと

と考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） いいですか。 

（「はい」の声あり） 

○議長（宮内 保） 議案第７号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第９号について質疑を始めてください。 

  戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 補正予算です。令和７年度の補正予算ですが、歳入歳出で18億9,800

万円。前者のほうの質疑で大体というか、物価高騰対策、それの金額等を上げていただきま

して、特別給付金のほうで７億4,200万円、水道補助金のほうで1,014万円、プレミアム商品
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券のほうで5,690万円、これ合計しまして８億1,000万円ぐらいですか。となると、残りの11

億円ぐらいのこの補正予算、いってもかなり額が多いので、補正金額の多いほうからお答え

ください。事業ですね、事業というか、かかった経費というんですか、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） 戸村議員、９号議案の補正予算なんですけれども、会議の初日なん

ですが、私のほうから全てその内容についてはご説明申し上げたんですが、それでは理解で

きなかった、全部の項目を一応説明したんですけれども。 

（「金額の多いほうから」の声あり） 

○財政課長（池田勝紀） 金額の多いほうから。予算書を見れば金額の部分は分かるんですけ

れども。 

（「質疑ってそういうものだと思いませんか」の声あり） 

○財政課長（池田勝紀） 聞かなくてもいいことを聞くのも質疑なんですかね。 

（発言する人あり） 

○財政課長（池田勝紀） 大きいのは歳出でいいますと、大きいといえば一部事務組合の負担

金、これはかなり大きかったです、1,794万3,000円。一番大きいのは積立金というところに

なります。減債基金のほうに積み立てる５億9,832万円。それから、物価高騰対策特別給付

金の給付事業、これは７億4,226万9,000円。そのほか大きいのは、衛生費として旭中央病院

ですね。交付税の算定の上振れがあったことについて、それの増加分に対して支出するとい

うところで１億8,293万8,000円と。大きいところでいうと、歳出のほうではそういったとこ

ろです。 

  それから、土木費ですね。土木費のほうでも冠水対策排水整備事業でも１億2,663万5,000

円。それから消防費、常備消防事務費でも１億213万5,000円。それから教育費でいうと、教

育の情報化推進事業。これで2,651万8,000円。それから、大きいのでいうと、中学校施設改

修事業、これが４億8,795万7,000円と。主に歳出で大きいものはそういったものになります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 議長に申し上げます。 

  私は一議員として質疑をする権利を持っております。この議場で私は、この議案に対して

の質疑を今しているところなんですけれども、当局側の答弁される側で、聞かなくてもいい
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ことを聞くって、これどういうことなんですかね。 

○議長（宮内 保） 聞かなくてもいい……暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時２７分 

 

○議長（宮内 保） それでは再開します。 

  戸村ひとみ議員。再質疑。 

○３番（戸村ひとみ） それでは、一つ一つを、ちょっと根拠をお聞きしようと思いましたが、

もう１回言っただろうみたいなことを言われましたので、ただ、私は本会議場で質疑の時間

にきちんと議事録に残したいということがありまして、説明を、タブレットで聞きながらメ

モはしていますよ。すごい殴り書きでメモしていますよ。 

○議長（宮内 保） 戸村議員、その話は分かりましたから。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりましたか。 

○議長（宮内 保） 続けてください。 

○３番（戸村ひとみ） はい。では、大きなところで積立金の５億円、ここのところの、もう

説明しましたと言われるかも分からないですけれども、もっと深く説明してください。お願

いします。補正ですか。 

○議長（宮内 保） 財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） ごめんなさい、減債基金積立金のところでいいですか。 

（発言する人あり） 

○財政課長（池田勝紀） 申し訳ありません、１桁間違っていました。5,900万円。 

  減債基金の、要は利息だとかそういったものの積立てということになります。 

  すみません、それから、今回、普通交付税、追加交付がありましたので、その中で減債基

金分の追加交付がありましたので、その分を積み立てているところです。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりました。 

  池田課長、さっき５億幾らと言われたんですよ。なので、私はその金額の多いほうから聞

いたときに５億と言われたから、これはまたそれを聞かなければいけないなと思って、何か
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違っているのかなと思って聞いたわけですよ。五千幾らと桁間違えていたと言われましたけ

れども、それでまた追加で説明してくださいましたでしょう。減債基金の積立て、この金額

になった根拠を知りたかったわけですよ。そうしたらその出どころがあったからということ

でされたということで、そういうことを聞きたいわけですよ。 

  ですから、あのとき言ったじゃないですかみたいな、そういう答弁は私は違うと思います。 

  分かりました。 

○議長（宮内 保） いいですか。 

○３番（戸村ひとみ） はい。 

○議長（宮内 保） 第９号はいいですか、これで。 

○３番（戸村ひとみ） 今、第９号ですよね。大丈夫です。 

○議長（宮内 保） 議案第９号の質疑は終わりました。 

  続いて、議案第10号について質疑を始めてください。 

  戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 介護保険です。これは歳入歳出それぞれ１億5,100万円を追加して、

総額が61億4,200万円となりました。 

  介護保険事業に関しましては、日本全国でやはり高齢化が進んでいますので、とても大切

なところだと思いまして、この補正の根拠と、もう一つは総額ですね。総額が今後どのよう

に推移していくと見ていらっしゃるかというところですね。そこのところをお願いいたしま

す。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 介護保険の補正予算の総額に至った理由と根拠ということで、

まずお答えいたします。 

  理由ですけれども、今回、令和６年度、前年度の保険給付費や地域支援事業費などの確定

に伴いまして、令和６年度に概算交付を受けていた国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金

の清算を行うための補正予算となります。 

  根拠としましては、歳入として予算書の９ページをご覧になっていただきたいんですが、

５款１項１目の財産収入81万9,000円の増額補正は、介護保険給付費準備基金運用利子の増

で、定期預金運用金額の利率の変更があったため計上するものです。 

  次の７款１項１目の説明欄１の前年度繰越金の１億4,832万3,000円、これは令和６年度の
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決算剰余金を今回の補正予算の財源にするため計上するものです。 

  繰越金となる６年度の介護保険特別会計決算の歳入歳出差引き額は、当初１億5,232万

4,000円でありましたけれども、９月の補正予算で支払基金交付金の額の確定の清算のため

400万円を計上していたため、それを差し引いた額が今回の補正の繰越金の額となっており

ます。 

  次に、歳出でありますけれども、予算書10ページをご覧いただきたいんですが、４款１項

１目、説明欄１の介護保険給付費準備基金積立金の１億2,556万4,000円の増額補正は、前年

度の決算剰余金と基金運用利子を、介護保険給付費準備基金を積み立てるため計上するもの

になります。 

  もう１個、６款１項２目、説明欄１の償還金2,543万6,000円、これは令和６年度の保険給

付費や地域支援事業費などの確定に伴い、令和６年度に概算交付を受けた国・県・市一般会

計繰入金の清算を行うための返還金となります。 

  あと、介護給付費の推移、今後ということであります。 

  給付費は年々僅かながら右肩上がりで増えております。 

  第１号被保険者、65歳以上のうち75歳以上の方が約半分を占めております。そういった方

が増えていると、介護認定を受けている方が年を重なれば重くなるというのが必然的になり

ますので、給付費のほうは上がっていくと、増えていくというのが想定されます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村議員。 

○３番（戸村ひとみ） 説明ありがとうございました。 

  概算と実際の乖離というんですか、そういうものというのは、ちょっと私は素人なのでよ

く分からないんですけれども、大体これぐらいの乖離があるということなんですかね。 

  これは普通、一般的にこういうものなんだということでいいんですかね。補正をすること

で調整するということでの概算の出し方というんですか、そこのところは。概算だからしよ

うがないと思うんですよ、補正するの。その金額は大体一般的にこういう乖離があるのもの

なのかどうかというところと、あと、右肩上がりに給付費が上がっているということなんで

すけれども、なぜこれをこういうふうに聞くかといいますと、やはり40歳以上の方が皆さん、

介護保険料とか、それを絶対支払わなければいけないということになっている中で、いかに

して保険料を上げないでいくかというのが市としても命題というか、そういうことなんだと

思うわけです、私としては。 
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  ですから、そこのところで、どんなことをしてでも、どうしてもやっぱり右肩上がりにな

ってしまうというような、そこのところの認識が、それでも、もっと何かできることがある

のではないかというようなことを、令和８年度の中で何かトライしてみられるようなことが

考えられているかどうか、そこのところをお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 概算交付の仕組みですけれども、予算で国・県・市のほうに

このくらいかかりますということで交付金の申請をします。それはあくまでも予算規模であ

りますので、その中で国が25、県12.5、市12.5、ルールがありますので、それで計算した内

容でまず交付金として歳入されます。 

  実際は、給付、支出のほうは実際の実績でありますので、そのとおりあくまでも予算ベー

スでお願いしていますので、実際の実績が決算で出たときのそれでルール分で計算しますと

乖離というか差が出ますので、その分の返還、多く頂いたものがあれば返還するという、そ

ういうルールになっています。 

  今後の右肩上がりの給付で、それ以外の何か方策はという話だと思うんですけれども、戸

村議員が言われるように右肩上がりということで、高齢になってくれば要介護というのも上

がりますので、増えていきます。介護だけではなくて医療も必要な方も増えますので、そう

いった方々には医療、介護、関係機関と連携した支援が必要であろうと。それは今行ってい

ます。 

  それと一方、高齢者が自分の好きなことに取り組んだりとか、地域の人と関係を通じて自

分の役割を持って活躍できるような、そういった場面もつくらなければいけません。そのた

めに介護予防とか、あとは民間の方々のご協力をいただいて通いの場とか、そういった集ま

れるような場所、そういったところにも力を入れておりますので、今後もそのような形で推

進していくことになるかと思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） いいですか。 

  戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。 

  私は９号にしても10号にしても、やっぱり補正というところにこだわりたいわけです。説

明したじゃないかという、そういうのではなくてですね、何で補正しなければいけなかった
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かという、ここなんですよ。最初から適正な予算を立てていれば、補正とかというのは極力

少なくなるはずです。ですから、そういった意味でどうして補正になったのかということを、

ちゃんとこういう本会議の場できちんと議事録に残したいというのがあって質疑をしている

わけです。答弁しなくても分かるじゃないか、見れば分かるじゃないかなんていうようなこ

とだと、じゃ、もう何もこんな場必要ないですよ。全部予算書を見れば分かりますもの。 

  なので、10号に対しては丁寧なご答弁ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 議案第10号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第14号について質疑を始めてください。 

○３番（戸村ひとみ） 国民健康保険税の一部を改正する条例の制定です。これも説明はあり

ましたが、市民の方に分かりやすく子ども・子育て支援金制度が創設されたことによっての

影響というんですか、そういうもの。これが条例改正の議案ではありますけれども、その影

響、メリット、デメリット等お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 子ども・子育て支援金制度は、現在少子化、人口減少が危機的

な状況にある中、政府が策定したこども未来戦略、こちらは令和５年12月22日閣議決定され

ておりますが、こども未来戦略において児童手当の抜本的拡充など、給付の拡充を通じて子

どもや子育て世帯を社会全体で応援する制度です。 

  この支援金は、全世代・全経済が協力して、全ての公的医療保険料とあわせて所得に応じ

て８年度から拠出していただき、子育て支援を支える財源の一部となります。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ちまたでは独身税ではないかみたいなことなんかも言われているので、

あえてちょっとここで質疑して、市民の皆様に、そういうものではないと、やっぱりこども

未来戦略の中で、国民全体で支えていかなければいけない部分だからというのを、市民の皆

様にご理解を深めるためにも、ここであえて質疑をさせていただきました。ありがとうござ

います。 

○議長（宮内 保） 議案第14号の…… 

（発言する人あり） 

○議長（宮内 保） 再質疑ですか。いいですか。 

  議案第14号の質疑を終わります。 
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  続いて、議案第16号について質疑を始めてください。 

○３番（戸村ひとみ） 旭市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例の制定です。 

  受給資格者及び祝い金の額の見直しが行われました。これの根拠ですね。何で見直しをさ

れなければいけなかったかというところをもうちょっと詳しく、結構お年寄りの方は関心が

あるところでございますので、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、私のほうから（１）長寿祝い金の受給資格者及び祝

い金の額の見直しの根拠について、現在の状況や考え方を含めて回答いたします。 

  現行制度につきましては、基準日の９月１日現在、本市の住民基本台帳に記載があり、当

該年度中に対象年齢に達する方に支給しており、対象年齢は５区分、満80歳に5,000円、満

88歳、満99歳、満101歳以上に１万円、満100歳に３万円となっております。 

  高齢化それから長寿命化により、本市における平均寿命が男女ともに満80歳を上回る中、

今後支給対象者の一層の増加が見込まれております。 

  そうした中、県内他市の状況を見ますと、本市における現在の支給対象区分の５区分は県

内で最多となっておりまして、また、支給対象年齢につきましても、１自治体が満77歳以上

に2,000円分の商品券を配付しているという例を除きますと、満80歳に支給しているのは本

市だけでございます。 

  今回、対象年齢の見直しに当たり、ご長寿を祝うという趣旨から平均寿命を下回る年齢で

ある満80歳の区分の廃止を含め、改めまして節目の年齢の３区分に再整理をさせていただこ

うとするものですが、それにより満101歳以上の方が対象外となることを踏まえ、満99歳の

方の額を増額したものでございます。 

  また、受給資格に、引き続き１年以上という要件を追加した根拠につきましては、他市に

おける同様の祝い金における支給要件、それから本市における祝い金であります出産祝い金

の例などを参考にした中で追加したものでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 予算額がどのように変わってくるのかということと、これからの後の、

今後の推移、推移といいましょうか、どうなりますかね。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の再質疑に対し答弁を求めます。 
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  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、制度を改正いたしまして、改正後の制度と、それと

現行制度とで比較しました影響額の差ということでお答えしたいと思います。 

  新年度予算編成時の対象見込みの人数を用いて試算した祝い金の額で説明させていただき

ます。 

  影響額といたしましては、現行の制度で算定した見込額は1,045万円となるのに対しまし

て、改正後の制度で策定した見込額は593万円で、差引き452万円の減額となります。 

  ちなみに、令和８年度の対象見込み人数は、年齢区分別で満80歳が882人、満88歳が364人、

満99歳が50人、満100歳が43人、満101歳以上が61人です。そのうち減額に影響するのは満80

歳と満101歳以上の区分で、また一方、増額に影響する、単価を上げておるところですが、

増額に影響するのは満99歳の区分でございます。 

  今後の影響につきましては、やはりここで改正をさせていただかないと、かなりの多い金

額になってきておるというところも正直なところでございますので、どうぞご理解のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 戸村議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。 

○議長（宮内 保） いいですか。 

  議案第16号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第17号について質疑を始めてください。 

○３番（戸村ひとみ） 国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  妊産婦付加金制度の廃止、これに対しての市民への影響、またメリット、デメリット、そ

のあたりをお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 今回、廃止ということで上程させていただきましたが、令和８

年度から、先ほども説明いたしました子ども・子育て支援金制度、こちらは国を挙げた少子

化対策ということで推進しております。その取組の一つである妊婦のための支援給付金、こ

ちらが令和７年度から開始されておりまして、こちら国保条例の妊産婦付加金と目的が類似

していること、あと給付額が妊婦のための支援給付金のほうは一律妊娠時５万円、出産した

後、お子様１人につき５万円出るということで、あとは国民健康保険の被保険者に限定して
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いないこと、あと給付金は全て国が負担することとありまして、全てにおいて利点があるも

のと考えまして、今回廃止いたしたく上程したものです。 

  メリットとデメリットということですけれども、メリットとしては、今申し上げました妊

娠時５万円、出産の子ども１人につき５万円ですので、多胎児であればその分増えるという

ことで、デメリットといたしましては、年間国保での支給額は１人当たり５万円ほどはいっ

ていないので、デメリットと申しますと、医療費、妊婦の方がお医者さんにかかったとき、

国保のほうからその一部負担金を今までは給付していましたが、それがなくなるということ

です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。ご丁寧に説明いただきましてありがとうござ

います。 

○議長（宮内 保） 議案第17号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第27号について質疑を始めてください。 

○３番（戸村ひとみ） 専決処分です。これ、衆議院の解散に伴う選挙執行経費についての専

決処分のことなんですけれども、衆議院解散ということになったときに、県のほうでは熊谷

知事が即座にＸのほうで意見を表明されていました。地方自治体としては、総選挙に伴う経

費、経費というかマンパワーのほうだったと思うんですけれども、非常に負担があるという

ことで、翻って旭市、これは私は以前も選挙経費のことについてはお聞きしているんですけ

れども、負担は一切市のほうではない、金額的なものは一切ないということのご答弁をいた

だいております。 

  今回もこの衆議院選に関しての経費というものは全て国負担で行われたんだと思うんです

が、そこの確認と、あとは選挙の執行に当たっての経費だけではなくて、その他もろもろの

ところで結構市の負担というものがあったんだろうと思うんですが、そこのところをちょっ

と確認させてください。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 選挙執行に係る費用が全て国負担かということでございますが、原

則国の負担となりまして、県を通じて委託金として支払われます。予算書のほうでも歳出と

同じ金額が県委託金として予算計上してございます。 

  選挙執行に係る経費は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の基準額が定め
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られておりますので、その基準額の範囲内で支払われるものとなります。 

  あとは、原則的には国の負担なんですが、例えば備品購入、今回はありませんが、例えば

備品で投票の記載台とか、投票用紙交付機とか、次の選挙でもまた使えるというようなもの

につきましては、市の単独の選挙でも使えますので、そういったものについては補助率が９

分の４とか、そういったふうになっております。 

  あとはもろもろの職員の負担というか、そういったものはあったのかというご質疑でござ

いますが、当然今回の選挙につきましては解散から投票までが戦後最短というふうにされて

おりまして、１月23日に解散して１月27日公示、２月８日選挙ということで、準備期間が非

常に短い選挙でありました。１月10日ぐらいに報道で始まったわけですけれども、それを受

けまして、県の選管からも準備を進めるようにという通知がありまして、市のほうでは例え

ば各種スケジュールですね、投開票所の確保とか、あるいは投票事務従事者の確保、あるい

は業者との調整、入場整理券の印刷とか、あるいはポスター掲示場の、そういった手配もあ

りますので、そういったできるところから準備を進めたというところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ご丁寧にご答弁ありがとうございました。また、選挙執行に当たりま

しては大変なご苦労があったかと思います。お疲れさまでございました。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の質疑を終わります。 

  戸村ひとみ議員は自席へお戻りください。 

  議案質疑は途中ですが、午後２時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、議案の質疑を行います。 

  続いて、松木源太郎議員、質問席に移動願います。 

  それでは、議案第１号について、準備が整い次第始めてください。 
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  松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） それでは、議案の質疑を行います。 

  まず、１号議案からでありますけれども、最初に101ページの３款２項３目地域包括支援

センター運営事業について、地域包括ケアシステムの推進内容を伺うということであります。 

  これについては、私はちょっと、なぜそんなことを出てきたかというと、市長の施政方針

並びに提案理由、予算委員会がかなり時間を取って開かれるので、この席では市長に、令和

８年度の予算をつくった市長の考え方を聞きたいということで通告したんですが、ちょっと

予算にないものはということでいろいろありまして、省かれましたので、予算に関わってい

るものを８項目だけ聞くことにいたしました。 

  それはどういうことかというと、この施政方針並びに提案理由というのは、これから１年

間の旭市の事業執行について大まかに職員の方々が議論して決めて、市長がそれを承認して

発言が出てきたわけですね。ですから、ここで書かれていることについて私自身が気になる

ことを聞くのは当然だったんですが、予算を伴わないものも一部ありましたから、それは除

いて聞くようにしました。そういう経過がちょっとありましたので、そこら辺のところはご

了承いただきたいと思います。 

  それで、１番目の問題というのは、地域包括ケアシステムというのは、包括支援センター

ということで、今運営が非常によく行われているのではないかと思っていますので、その内

容についてお聞かせいただきたいと思っております。 

  それから、次の２項めの111ページ、３款３項１目放課後児童クラブ運営事業についてで

ありますけれども、これの内容をお聞かせいただきたいと思います。これは、８億円ほどの

議決をもうしていますから、恐らく３年ぐらいの事業分を既決したのではないかと思ってい

ますけれども、その内容をお聞きしたいと思います。落札した企業がどういう企業かも含め

てお聞きしたいと思います。 

  ３番目が127ページにあります４款１項１目がん患者アピアランスケア支援事業でありま

す。その内容についてお聞かせいただきたいと思います。 

  ４番目は、145ページの４款１項４目ごみの減量化推進事業について、内容を伺います。

これは先ほどもお聞きされた方もありますけれども、現在の市のごみの収集状態と対比して

お聞きすることにしました。 

  ５番目は、178ページの７款１項２目商業活性化推進事業についてでありますけれども、

これも先ほどから他の議員が聞いておりますけれども、実店舗での開業を目指す者に対し行



－121－ 

うものであると。それも、大規模小売店舗はどこなのかということも含めて、試験的な短期

出店で５万円を出すそうですけれども、新しくお店を開く方についての事業だそうですけれ

ども、この内容をお聞かせいただきたいと思います。 

  ６点目は、179ページの７款１項２目の企業誘致等支援事業についてお聞かせいただきた

いと思います。 

  それから、７番目は、193ページ、８款３項１目都市計画総務事務費について、都市計画

の見直しの内容について令和８年度の事業をお聞かせいただきたいと思います。 

  ８番目が241ページ、10款４項１目の部活動地域クラブ運営事業について、中学校部活動

地域移行の本年９月スタートに向けての内容でありますけれども、その今の準備状況をお聞

かせいただきたいです。これも他の議員が聞いておりますから、簡単でも結構ですから、お

聞かせいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） まず（１）、予算書でいいますと101ページになります。地

域包括支援センター運営事業についてということで、その内容と地域ケアシステムの推進内

容ということでお答えいたします。 

  まず、予算のこの本事業の171万9,000円につきましては、高齢者福祉課内にある基幹型地

域包括支援センター向けシステムの電算機器保守委託料や事務機器賃借料となります。地域

包括ケアシステムの推進内容についてということでお答えしますと、この地域包括ケアシス

テムについては、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるよう、介護、福祉、

保健、医療など様々な面で支援を行うもので、地域包括支援センターが中心となって各種支

援の窓口となっております。 

  本市では、地域包括支援センターの担当地域を旭市内で３分割し、令和３年度より旭市全

域に中央地域、東部地域、北部地域の三つの委託型センターを配置しております。そのほか

高齢者福祉課内に委託包括間の総合調整や後方支援を行う基幹型地域包括支援センターの計

四つの地域包括支援センターがございます。 

  運営状況ということでお答えいたしますが、令和７年度から最近、直近までとして、訪問、

面接、電話相談や関係機関との連携連絡として、委託包括は１万2,000件を超える件数、高

齢者福祉課内の基幹型包括は1,300件を超える件数を取り扱っております。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 私からは、予算書の111ページ、放課後児童クラブ運営事業に

ついての事業内容について初めに回答をいたします。 

  本事業は、下校後、保護者が就労等により家庭にいない児童に対し、適切な遊びや生活の

場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的とした事業でございます。令和８年度から

事業の一部を民間事業者に委託しまして、民間事業者の有する専門的かつ高度な知識・経験

を活用し、質の高い支援とサービスの提供、また、保護者の利便性の向上を図り、効率的な

運営を実施してまいる事業でございます。 

  委託する事業者でございますけれども、委託事業者のほうは株式会社アンフィニでござい

まして、公募型のプロポーザル方式により決定をいたしております。令和７年12月11日に委

託契約を締結いたしました。委託の期間は、令和８年４月から令和11年３月までの３年間と

なります。３年間の事業費につきましては、８億4,747万6,000円でございます。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（黒柳雅弘） 私からは、（３）がん患者アピアランスケア支援事業の内容

についてお答えいたします。 

  本事業は、がん治療に伴う外見の変化による患者の心理的・経済的負担を軽減するととも

に、治療と社会参加の両立を支援するため、医療用補整具等の購入またはレンタル費用を助

成するものです。助成の対象者は、がんと診断され、治療中または過去に治療を受けたこと

がある方で、外見の変化を補うために医療用補整具等を購入またはレンタルした方になりま

す。助成内容は、医療用ウィッグが上限額３万円、胸部補整具エピテーゼが上限額２万円で、

それぞれの助成回数は１人１回となっております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 環境課からは、（４）ごみの減量化推進事業の内容についてお答

え申し上げます。 

  この事業は、ごみの減量化や廃棄物を正しく分別し、再利用・再資源化を推進するための

啓発であったり、助成事業を実施するものでございます。予算書にございます助成事業でご

ざいますが、一つ目が資源ごみ集団回収奨励金ということで、資源ごみを町内であったり、
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子ども会であったり、集団で回収した団体に対して１キログラム当たり５円の奨励金を交付

しているものでございます。令和８年度につきましては約８トン分の40万円を計上したとこ

ろでございます。 

  もう一つが生ごみ処理機の購入補助ということで、こちらは家庭から排出される生ごみを

乾燥・減量化するための生ごみ処理機やコンポストを購入した方へ補助金を交付するもので

ございます。８年度につきましては、電動分10基、コンポスト分19基、合計で25万7,000円

の助成金を計上してございます。 

  また、議員のほうから、ごみの排出量の推移についてのお話がございました。これにつき

ましては、令和２年度からの過去５年間の経緯を見ますと、令和６年度が２万2,805トンで

ございました。これは令和２年度と比較しますと約7,000トン減っているような状況でござ

います。ただ、年度で凸凹はございますが、総じて右肩に下がっているような状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 私からは、（５）の178ページ、商業活性化推進事業、こちら

のスモールビジネス支援補助金50万円の、改めてその内容と大規模店舗はどこなのかという

件について回答いたします。 

  この補助金は、市内で新規に店舗を開業しようとする者に対して、大規模小売店舗での短

期出店料の一部を補助し、本格的な出店の前にチャレンジ、市場調査を促すことで新規出店

時の成功につながるよう支援するものです。なお、既に実店舗をお持ちの方は対象外となり

ます。 

  この補助金を活用した短期出店による市場調査をきっかけに、市内での新規開業が増加す

ることで、市内の空き店舗であったり、大規模小売店舗の空きテナントへの出店につながり、

市内の商業の活性化を図るものでございます。 

  補助内容としましては、出店料の３分の２以内で上限５万円、こちら10件を見ていまして、

補助金として50万円ということになります。対象業種は飲食業、食料品販売業、小売業、サ

ービス業などです。こちら期間については、例えば、週末だけの出店もあると思います。そ

れを含めて５日以上出店していただきたい。それがスタートから終わりまで60日間の中でな

るべく短期間のうちにやっていただきたいというものでございます。 

  最後に、大規模店舗ということでございました。その対象店舗は、大規模小売店舗立地法
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に基づく販売スペースが1,000平米以上の店舗となりますけれども、実質は、市内にある百

貨店２か所ございます。それであったり、その他空きテナントがある…… 

（発言する人あり） 

○商工観光課長（金杉高春） 百貨店ですね。それ以外の大規模店舗で空きテナントがある、

きちっと区画した空きテナントということになります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 課長、（６）。 

○商工観光課長（金杉高春） 失礼しました。 

  続いて（６）です。179ページ、企業誘致等支援事業についてです。こちら事業費が133万

9,000円の内容です。当事業は、市内への新規企業の進出や既存企業の事業規模拡大等を推

進するため、企業誘致奨励措置を実施するものです。１節の報酬２万4,000円は、奨励措置

適用の可否について審議いただく、旭市企業誘致審議会委員、５人いるんですけれども、そ

のうちの４名分の報酬となります。 

  10節の需用費11万5,000円は、企業誘致事務用消耗品となります。 

  18節負担金補助及び交付金の企業誘致奨励措置助成金120万円は、過去の実績により雇用

奨励金４人分を見込んでいます。この奨励措置を受けるためには、一つ目として、製造業な

どの業種、いろいろあるんですけれども、この対象業種に該当すること、続いて、二つ目が

正社員５人以上の従業員がいること、三つ目が投下する固定資産額が新設の場合は5,000万

円以上、増設の場合は3,000万円以上のこの三つを満たす必要がございます。 

  支援内容は、土地、家屋及び償却資産の事業用資産に係る固定資産税を５年間課税免除す

るものです。こちらについては税金が免除となるものでございます。 

  雇用奨励金の要件としては、固定資産税の課税免除を受けた企業において、社員総数が増

えていることが条件となります。また、採用から申請時まで引き続き旭市に住所を有し、申

請時に１年以上継続雇用している場合に、１人につき30万円を交付するものです。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 都市整備課長。 

○都市整備課長（飯島和則） それでは、（７）の都市計画総務事務費、都市計画の見直しの

令和８年度の事業内容についてご説明いたします。 

  まずその前に、令和４年度から４年間かけてやっている都市計画の見直し支援業務、建築

基準法第42条に基づく位置指定道路調査、これ作業量が一番多いんですが、これも本年度末



－125－ 

でほぼ完了し…… 

（発言する人あり） 

○都市整備課長（飯島和則） ７年度末で。本年度末ですね。で完了し、業務のほうは完了の

予定となっております。 

  令和８年度についてなんですが、県から、同時に千葉県のほうで行っている県の都市計画

の見直し、こちらと合わせるようにという指示がございまして、そちらが令和８年の夏頃と

いうことで県から示されております。ですから、その時期が決定の時期かなというところで

今、それで調整しているところでございます。 

  令和８年度の事業といたしましては、先ほど申しましたとおり、現在残りの業務はござい

ませんが、決定までの時間が数か月ございますので、その間に、例えば家が新築されるとか、

家を建てられた場合にそこも当然調査しなければなりませんので、その分として若干予算の

ほうは計上させてもらっております。それは193ページの一番下です。そちらのほうに予算

のほうは計上…… 

（「276万円」の声あり） 

○都市整備課長（飯島和則） そうですね、はい。これは数の見込みがちょっと立たないもの

で、おおむねということで計上したものでございます。これは新しく新築された家で、必要

があれば調査するというものでございます。 

  その後、法手続の後、最終的には県決定になりますので、県の決定告示にはなるんですが、

それまでに住民周知なり、法手続なり、そういった作業をしていく予定でございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（江波戸政和） 生涯学習課から、（８）部活動地域クラブの関係です。９月

の休日部活動の移行に向けてというところで、先ほどの戸村議員への答弁と重複しますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、児童・生徒、保護者、教職員への説明、それと広報、ＳＮＳ等での周知、これを図

ります。また、地域クラブの設立、先ほど受皿という言葉も使わせていただきました。それ

に対しての指導者の募集・確保、これらを進めております。これらによりまして、運営事務

の業務委託に向けて現在準備を進めているところであります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 
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○１９番（松木源太郎） 大変ありがとうございます。 

  まず１番から、ちょっと再質疑させていただきます。 

  この予算を見まして、前からそういうのを気にしていたんですけれども、いわゆる包括支

援センター、３支所とそれから市役所が中心的な部分と四つあって、そこに行けばいろんな

ことでお手伝いというか相談ができるようになっておりますね。 

  それで、この事業についての予算はいいんですけれども、実際の担当して動いている方は、

この予算に基づいて動いている方というのはどこのどなたなんですか。つまり、この中に人

件費がないということは、つまり生活支援費というところですよね。包括支援センター運営

事業、これで動いている方というのは、どこのどなたが職員としてやっているのか、それと

も、そこのところ前からちょっと気になっていたので、そのことをちょっと聞きたいなとい

うことでここを当てたわけですけれども、それについてお聞かせいただきたいと思います。 

  次に、放課後児童クラブですけれども、私が調べたらば、アンフィニ、令和７年11月28日

金曜日にプロポーザル結果が発表になって、Ａ社が辞退したと。だから、株式会社アンフィ

ニが180点中135.7点で合格して契約したといって、これどういう点数計算をしてこれをやっ

たんでしょうか。 

  それで、アンフィニのホームページを見て、いろいろ調べてみましたけれども、ちょっと

やっていることがこの中ではよく分からないんですよね。ですから、アンフィニというとこ

ろの名前も知らなかったけれども、どんなところかと思って、保育所をやったりしています

けれども、そういう方がどのぐらいのいわゆる放課後児童クラブの経験があるのか。それを

全部やるのではなくて、一定のところでもってやるわけですか。それとも全部を、３億円も

かけるから全部だと私は思っているんですけれども、アンフィニにお願いしてしまうんです

か。施設は市の施設を使うわけでしょう。例えば、干潟町でしたらば、昔の役場の１階にか

なり大きいスペースでもって施設をつくってありますよね。そういうところを指定管理者と

してお貸しするわけですけれども、どういう形になるかと大変不安なんです。一部には、民

間に任したほうが専門家が来ていいんだということですけれども、じゃ、今まで働いていた

方々はどういう形でもって、解雇してしまうわけですか。そこの人の使い方はどうなってい

るか、そこのところをちょっとお聞きしたいと思っています。 

  それから、３番目のがん患者の、この病気でどうしてこういう支援が必要なのかとちょっ

と私分からないものですから、もう少し詳しく、ここで言えないことがあれば結構ですけれ

ども、特殊ながんの患者だということですけれども、私ちょっと無知で知らないものですか
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ら、ぜひ詳しく教えていただきたいと思います。 

  ４番目のごみの問題ですけれども、ごみの問題については、ここでもっておっしゃってい

ることはよく分かるんですけれども、そうすると、今、私は大変気にしていることがあるん

です。というのは、今度、東総広域市町村圏組合の議員にさせてもらいましたから、そちら

でもまた聞いてきますけれども、今収集しているのは、前の、つまり今のクリーンセンター

ができる前の旭市の焼却炉がありましたね。あの焼却炉は、私は１市３町の時代に大分関わ

っていて、それでもって、いいもの、なるべくダイオキシンが出ないようにって、大変県内

のあちこちを視察して、ダイオキシンが出ない、つまり温度が下がったらば出てしまうわけ

ですから、800度以上どうするかということをもっていろんな勉強をさせてもらって、事務

局長の方とも相談して、何とか当時かなり金がかかったけれども、やったんですけれども、

ですから、新しいクリーンセンターができたときには、旭市はちゃんと動いていた。ただ、

他の２自治体がかなり炉がおかしくなっていたということがあった。今回のような炉ができ

たので、大変私はびっくりしているんですけれども、そこで聞きたいんですが、分別があれ

だけ細かく１市３町の時代で、また合併してからもやっていたものが、何でも燃やす方向に

いってしまったわけです。これは本当に私残念だと思っているんです。 

  そういうことから見ると、この資源ごみの回収だとか生ごみ処理とかという問題、特に資

源ごみの回収なんていうのは、これ旭市は、これでは伸びていかないなと、旭市はね。ほか

の市や町は知りませんよ。どういうことを考えて、これを伸ばすためには、じゃ、どういう

ものを今の旭市が加わった焼却炉でやらなければならないのかって大変私は苦悩があるんで

す、私自身に。そこのところでもって、本当にここに多少のお金をかけて、ごみの減量化、

減量化と言いますけれども、今何でも持っていけば、入れれば燃えるから、溶鉱炉みたいに

900度もあるわけでしょう。それこそ、この間通知が来ましたけれども、鶏まで燃やしてし

まうわけですからね。そういうような形でもって、中にいながらこの事業というのは、大変

矛盾しているんですよ。 

  ですから、私もうちのごみを持っていきますけれども、持ってきたごみを見ると、何でも

入っています、燃えるものだったら。これをある程度市民の方々にどういうふうにしてか教

育するといったら語弊がありますけれども、よく知ってもらって、再生できるごみは燃やさ

ないで再生する。そういうようなことをやらなければ、お金をかけなければできない問題だ

と思っているんですけれども、それは市当局としてどう考えているのかお聞かせいただきた

いと思います。 
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  ５番目の商業活性化のところです。これ分かりました。試しにやっていただくということ

なんですけれども、この新しい事業で出てきたんですけれども、じゃ、ここに書いてあるの

は大変私は面白いと思った。大規模小店舗内で試験的にやる。これは、旭市内の大店舗なん

ですか。それとも、ほかで経験してこちらに来てもらうということなのか。私の中で大店舗

というと、イオンとサンモールしかないですね、旭市の場合。もっとあるんですか。そうい

うところに、個人の事業や、初めてやるんだからお金はかけたくないんだろうけれども、そ

ういう方たちに援助するといっても50万円ではちょっとどうなのかなというふうに私は考え

ているんですけれども、どうなんでしょうか。 

  ６番目です。企業誘致ですね。企業誘致条例。よく分かります。ただ、これは昔から旭市

は市が開拓した工業団地があったり、県があったからやってきましたけれども、残念ながら

最近はこの地域に進出する企業というのはかなり少ないんですよね。じゃ、どうしたらばそ

ういう方たちが来るかというそこのところについては、市当局はどう考えているんですか。

そのことはちょっと21のところでも聞きたいと思っているんですけれども、それについてお

聞かせいただきたいと思います。 

  次に、都市計画総務費ですけれども、これは、最近千葉県が今年中に都市計画区域を広げ

るための宣伝をやっていますよね。それで、それに乗っていくと同時に、調査がほぼ７年度

で終わって、そうすると次に起こってくるのは、８年度以降に県がオーケーしたらば、都市

計画区域としていいですよということになったときに、その後なんです。前から聞いていま

すけれども、固定資産税はどうするんですか。いわゆる都市計画税でですね。例えば、過疎

地域の溝原の上に県がつくった工業団地があって、あそこはもう完全に工専地域ですよね。

今回都市計画が調ったから償却資産について税金を取るか取らないか、取れば今と同じぐら

い収入があるだろうという見込みがあります。どうするのかという問題について、ここ一、

二年でもって市は決めなければいけないんですけれども、それにはどうするんですかという

ことを今度ここで聞いておきたいと思います。 

  それから、最後の８番目ですけれども、これのスタートについては今年の後半からという

んですけれども、そういう指導者が見つからなかった場合には、もう中学校を中心ですけれ

ども、土曜日とか日曜日とか休日とかに部活動のあれをやれるということはなくなってしま

うわけですか。できなくなるのはいつ頃なんですか。そこのところをちょっと教えてくださ

い。 

  以上です。 
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○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 地域包括支援センター、３か所の委託の委託費用はどちらに

なるかということなんですけれども、すみません、私のほうも言葉が足りませんでした。こ

ちらの地域包括支援センターの委託費用については、介護保険事業特別会計のほうで計上し

ておりまして…… 

（発言する人あり） 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） はい。包括的・継続的マネジメント事業というので、地域包

括支援センターの業務委託料というのを計上しております。参考までに申し上げますと、今

３か所の委託先ということでありましたので申し上げますと、中央地域が社会福祉法人ロザ

リオの聖母会、東部地域が社会福祉法人旭市社会福祉協議会、北部地域…… 

（発言する人あり） 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 社協ですね。北部地域が社会福祉法人旭福祉会、やすらぎ園

とかの事業所になりますね。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） それでは私のほうから、放課後児童クラブの関係について回答

を申し上げます。 

  初めに、放課後児童クラブのほうの選定の方法ですね、点数化というところでございまし

た。評価の項目につきましては、経営状況、業務実績、運営方針、危機管理体制、そして企

画する事業の内容、管理運営、そして、金額というところでそれらを点数化して、プロポー

ザルということで、選定委員会の中で点数化して決定をしたものでございます。 

  二つ目に、どこまで委託をするのかというところでございました。こちらにつきましては、

放課後児童クラブにおける児童の育成支援、児童クラブの職員の雇用、労務管理等運営に関

する業務を委託いたします。入所の児童の決定や受託料の徴収等の業務については市のほう

で引き続き行うということで、こちらのほうは委託業務でございます。 

  続いて、業者の実績のほうでございます。こちらの株式会社アンフィニは、茨城県つくば

みらい市に本社がございまして、関東を中心に39自治体の受託の実績がございます。近隣で

は香取市、山武市、芝山町などで放課後児童クラブの運営業務を委託してございます。千葉

県内の実績ということでは、10自治体ということでございます。 



－130－ 

  そして、支援員の関係でございます。現在の支援員の方の雇用人数でございますが、支援

員の方は71名で、補助員11名、合わせて82名を会計年度任用職員として雇用しております。

支援員等の任用の関係でございますが、委託事業者への継続希望調査を全員に実施いたしま

して、継続希望の方に対して委託事業者が面談を行い、採用となればそのまま旭市内の児童

クラブのほうの配属となります。 

  また、支援員の方々の報酬に関しましては、あくまで委託事業者が決定することになりま

すが、市から移籍された支援員の時給については、令和７年度の時給を据え置くと。手当等

については令和８年度は継続と、令和９年度以降は、事業者の経営規則に準じたものになる

というふうに伺っております。 

  場所はどこを使うかということでございます。場所は、現在と同じように市内の全ての小

学校にございます、そちらの小学校内にある放課後児童クラブ、そちらの施設で引き続き行

います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（黒柳雅弘） 私からは、がん患者アピアランス支援事業について、どんな

がんが対象なのかについてお答えいたします。 

  本事業は、特定のがんの種類に限定しているものではなく、がん治療に伴う外見の変化が

生じた方を対象としております。したがいまして、がんの種類は問いません。抗がん剤治療

による脱毛や手術による胸の切除等により補整具が必要となった場合が対象となります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 私のほうから東総広域のクリーンセンターのほうで焼却している

ものが、前と比べて一緒に燃やしていることで余計増えているというところが懸念されると

いうところと、あと、市のほうで行っているごみの減量化というところの整合性といいます

か、そういうところのご回答を申し上げます。 

  東総広域におきましては、議員もうご案内のとおり、燃やしているごみについては、溶融

スラグまたは溶融メタルという形で再利用しておって、それを売却しているというような形

で、リサイクル率が高い施設というふうになっております。また、燃焼するその熱を活用し

て、その施設の電気を賄っているというところでの環境に配慮した施設というふうになって

おるところでございます。 
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  また、分別のほうが確かにまとまっているところはあるんですけれども、もちろんごみの

減量化というところを市民の方々に啓発するというところが必要になりますので、こういっ

た事業についてはもちろん継続して進めていただいて、ごみの減量化ということを進めてい

ただくよう、市としても一生懸命啓発してまいりたいと思いますし、先ほど戸村議員の質疑

でもご回答申し上げたんですけれども、民間リユース業者、リサイクル業者と連携しまして、

もともとそれがごみにならないように中間業者に引き取っていただくような仕組みであった

り、また、その使わなくなったものをまた使うような、リユースするような方々へそれをお

譲りするような仲介業者と連携しまして、ごみにならないような形での方法というのも模索

しながら、今後も進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 私からは、（５）のスモールビジネス事業ですね。こちらは、

まず旭市内の大規模店舗のみかということで、旭市内の大規模店舗のみでございます。こち

らこの事業を活用していただいた方が、次のこの空き店舗、市の活用事業、こちらを活用し

ていただいて、本格の開業をしていただいたり、あるいは、その空き店舗を引き続き使って

空き店舗に入っていただくということもあると思います。そういったものを進めていきたい

ということです。 

  それから、５万円の補助では少ないのではないかということでした。うちのほう、大体の

日割りの相場も検討した中で、最低５日出た場合は３分の２の助成で何とかそれで使ってい

ただけるんではないかということで考えております。 

  続いて、（６）の企業誘致ですね。こちら、実際、もっとどうやって増やしていくのか、

企業の進出ですね。実際工業団地は、既に各企業がもう所有している状況でございます。そ

んな中でもまだ土地を持っているけれども、まだ操業していないスペースもございますので、

そちらに建設していただいて、操業していただくよう進めること。それから、これは各自治

体も皆さん考えていて、なかなかこういう経済が厳しい状況の中で企業の進出というのは難

しいと思います。そんな中でも旭市として、この地域に合った政策、支援について引き続き

研究していきたいと思います。 

  それから、工業団地ではないんですけれども、鎌数地区の国道沿いでは、今大規模なビジ

ネスホテルも建設されている状況でございます。そういった企業も含めまして、しっかりＰ

Ｒ推進、企業の進出について推進してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 都市整備課長。 
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○都市整備課長（飯島和則） それでは、（７）の再質疑、都市計画税についての現在の状況

をご回答いたします。 

  都市計画税につきましては、過去の都市計画事業による起債の償還、また、今後の都市計

画事業、そういったものを考慮しながら、その必要性、あと課税の公平性、そういったこと

について慎重に検討しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（江波戸政和） それでは、部活動の地域移行の関係で、指導者が見つからな

い場合は土日どうなっていくのかという話だと思います。 

  今回の部活動の地域移行は、休日の部活動移行ということで、休日、土日どちらか３時間

程度の活動ということになります。それで、先ほど受皿という話をさせていただきました。

指導者が見つからない場合は、部活動もカットするということで、もし万が一見つからない

場合は、部活動と併用に行うようになるかと思います。ただし、部活動として期限を設けて

やらなければならないということで考えておりますので、それが１年なのか２年なのかとい

うのは、併用の期間は極力短くできるように事務局としても考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） では、３回目の質疑をしていきたいと思うんですけれども、まず最

初の包括支援センターですけれども、中身が分かりました。 

  そうすると、ちょっとこんなことを聞いて申し訳ないんですけれども、私ある方からご相

談を受けて、それでお願いして、したらば、包括支援センターから人が来てくれて、自分で

買物に行っていたのをお手伝いをしてくれると始まって、それが生活保護を受けている方だ

ったので大変助かっているんです。 

  ただ、センターによってかなり差があるような気がするんですよね。ですから、やってい

るところのその組織の色合いというか、そういうものが出ているのかなと。それで、私は課

長もご存じのように、課長にお願いをしてこういう方がいますよということで、それでいろ

んなことを聞いてみると、なるほどなと思うんですけれども、だから、ちょっとかなり私に

言わせると、もう少しレベルを合わせてもらえないかなということですね。ですから、ある

ところの人はすごくいいんだけれども、これは、そこら辺のレベルというのはなかなか難し

いんですよね、事業所によって。しかし、３か所にあって、すごく相談しやすくて、介護保
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険のほうではお金がかかるでしょうけれども、そういう施設ができている。そういうことで

大変いいかなと私は思っています。 

  ただ、介護保険がだんだん財政的に厳しくなって、それでもって何年か前にはこれがお願

いできたんだけれども、今は難しいんだってよと。その人の要するに介護度というか、それ

を見て、これはできませんよとやられてしまうんですよね。 

○議長（宮内 保） 松木議員、議事の進行上、簡潔にできればお願いしたいんですが、よろ

しくお願いします。 

○１９番（松木源太郎） はい。だから、そういう差ができないような仕事のやり方をしてい

ただきたいと。こういうことをぜひ市としてお願いしていただきたいと思って、指導してい

ただきたいと思います。 

  それから、児童クラブの問題、分かりましたけれども、勤めたいという方はどこでも勤め

られるようですけれども、その労働条件がどうなのか、今までのような形でできるのか、そ

れとも今後は下がっていってしまうのか、上がるのか。上がれば当然、市の負担が増えると

いうことになりますね。そういうところを見て、本当に民間にすると、民間がやるからこれ

からよくなるよという人もいるけれども、私は民間がやったらよくなるとばかりは限らない

と思うんですね。そこをどういうふうにきちっと監視といったら語弊がありますけれども、

指導していくか。このことについてはどんな保証があるのか、ちょっとそこのところを、ど

ういう形でもってそれを保証させていくのか。今まで以上にいい学童保育ができるという保

証はどこにあるのか。そこのところを市はどう考えているのか、やると決めたんですから、

それをちゃんと勉強してというか、議論して保持していただかなければならないと思うんで

すけれども、その方法についてお聞かせいただきたいと思います。 

  次に、がん患者の問題は分かりました。そういう方たちの対応についての支援事業という

ことですね。では、実際にはどういうふうにやるんですか。実際に何か例があったら教えて

いただきたいと思います。例があればね。 

  では、次に４番目の問題です。環境課長、私言うのはよく分かるんだけれども、だから、

溶鉱炉みたいなもんだから、鉄があれば鉄が出てくるんじゃないかというんだけれども、そ

う簡単なものでなくて、結局あれは、溶鉱炉を24時間、48時間ずっとあれ保持しているわけ

ですよ。そうすれば発電もできる。それから、いろんなことができるからなんですけれども、

あれが本当にいいかという問題については、これから10年たって、あの炉がちゃんと働いて

いるかといったら、私は疑問だと思うんです。それで、千葉県でも内房のほうでもって始ま
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ったあれがいいから、いいからとみんなやっていますけれども、何年ももたないと思うんで

す。そういうことを考えると、次の手段をぜひ考えていかなければいけないのではないかと

思っていますので、ご回答は結構ですので、よろしくお願いいたします。 

  それから、大規模店舗の問題については分かりました。そういうことで始めてみたいとい

うんだったら、やってみたらいいと思います。ただ、私はあまりどうかなと思いますけれど

も、施策としてやったらどうかなと思います。これは回答結構です。 

  それから、企業誘致の問題ですけれども、これはやはりどうしても、例えば、これは県で

すけれども、県が太陽光発電にしてしまったでしょう。あれだって来ないからしてしまった

んですよね。太陽光発電所にしてしまったでしょう。旭市のを売った所、これは何とか残っ

ているところもあるんでしょうけれどもね。そういう形の……。ということで、ちょっとこ

れも今後様子を見ますので、ご回答は結構です。 

  それから、７番目の都市計画税については、前から言っていますので、また見てみますよ。

課長ね。ただ、見てみるけれども、私は大変大きな問題が出てくると思います。結果として

は都市計画税を取るという方向にならざるを得なくなってくるので、それが本当に住民がそ

れで納得するかということです。その問題だけですから、ご回答は結構です。 

  それから、最後のところですけれども、クラブ活動について分かりました。だから、いい

指導者が出てくれることを待ちますけれども、しかし、何とか早く全体的にそういう方向に

するように努力していただきたいということで、終わります。 

  何点かありますので、ご回答いただきます。 

○議長（宮内 保） 松木議員、（８）の回答はいいですか。 

○１９番（松木源太郎） 結構です。 

○議長（宮内 保） 分かりました。 

  松木源太郎議員の再々質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） （１）の３回目でありますが、地域包括支援センター、委託

包括のレベルということで、松木議員、ご指摘、ご意見ありがとうございます。 

  日頃から高齢者福祉課内にある基幹包括と委託包括、４包括で意見交換、研修会等は行っ

ておりますが、また今後もスキルアップ、平準化できるようにお願いをしていきたい、また

その辺指導していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（飯島正寛） 放課後児童クラブにおける民間委託にした場合のメリットとい

いますか、その辺の保証というお話でございました。 

  民間の事業者への委託に関しまして、専門的な知識や経験を生かして、児童の学びの場の

充実、保護者ニーズに対応した支援を行うことができるということが、まず保護者、利用者

にとってのメリットであると思っております。そしてまた、その支援員の方々等の処遇等に

つきましては、３年間については業者のほうの今契約の中で行っておりますので、この支援

員の方々の給料等によって市の負担が増えるということはございません。また、管理につい

ては、統括の支援員のほうを２人置くということで、旭市に事務所を置くということになっ

ております。その方のほかに、市のほうとしましても、現場の巡回等に加えて、保護者アン

ケートの実施などによりまして、状況の確認、そういったものを行ってまいります。それに

よりまして、今後この民間委託した後も放課後児童クラブのほうがよりよいものとなるよう、

市のほうとして責任を持って行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（黒柳雅弘） 私からは、がん患者アピアランス支援事業の具体例について

お答えいたします。 

  例えば、抗がん剤治療により脱毛が生じ、医療用ウィッグを購入された場合、領収書と治

療を証明する書類等を添えて申請していただき、上限３万円の範囲で助成する仕組みとなっ

ております。また、乳がん手術後に補整下着等を購入した場合も同様に対象となります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 議案第１号の質疑を終わります。 

  議案の質疑は途中ですが、午後３時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時 ３分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、議案の質疑を行います。 

  続いて、議案第９号について質疑を始めてください。 
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  松木議員。 

○１９番（松木源太郎） ほかの議員も聞いたので、これあまり詳しく聞かなくてもいいんで

すけれども、ただ、私が何でこの質疑をしたかというと、これは市長の責任です。 

  これの13ページにこう書いてあります。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金と書い

てあって、あたかも予算と一緒になる言い方ですよね。それともう一つは、実は、１月の後

半から近くの自治体でもほとんど臨時会を開いて、この交付金を配っているんですよ。銚子

市が１人１万円だとかね。旭市は12月議会がありませんでした。11月にやった。１月21日に

臨時会がありました。結局３月議会でもってこのお金が出てきた。これは、やっぱり市が住

民のことを考えていないよね。要するに、私の知っている人、年金をもらっているけれども、

年金では足りなくて生活保護を受けている方がいて、その方が、松木さん、１月なのにお金

なくなっちゃったと、こう来たんだ。そういう状態なんですよ、今皆さん。困っている方は。

だからこれがもう少し早ければなという。 

  だから、銚子市なんかで１万円出たから、旭市も出るよと言っていたんだけれども、３月

の議会が終わらなければ出ないわけだ。そこがやっぱり本当に、住民が本当に困っているか

どうかを知っているかどうかなんですよ。本当に困っています。ですから、今回の当初予算

でもそういうところの手当てが全くないんです、私に言わせれば。そりゃ、国から来たもの

を配って、プレミアム商品券を出した。水道を引いている家は２か月分の基本料金がなくな

る。それはありがたいです。これが高市さんの政治なのかなと思ってしまった、私は。 

  そういうことで、質疑するまでもないと思うんですけれども、この金額１万1,500円に決

めた理由、どこら辺にあるんでしょう。簡単です。市長が直接答えてくれるといいんだけれ

どもね。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 私のほうから回答させていただきます。 

  この交付金ですけれども、旭市の交付限度額、先ほど来申し上げています７億5,560万

2,000円ということになっております。この７億5,000万円を最大限活用したいというところ

で、ほかの２事業のほうの予定もございましたので、こちらを差し引いた部分で残った金額、

これもまた議員がおっしゃるとおり、早く給付できればというところもあったんですが、こ

の上乗せ分についての現金給付、報道等ではお米券で配れとかいろんな情報があったと思い

ますが、この現金で給付してもいいよというような回答を待っておりましたので、大変申し
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訳ないんですが、今回の３月議会に上程させていただいた状況がございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） そこなんですよ。銚子市ではもう２月に配るということが決まって、

だーっとね。２月というよりも１月の末ですよ、もう流れて。だから、要するにそういうと

ころに目が行った行政をしていただきたいというのが私のお願いです。質疑としてはね。 

  だから、このことは前にも言いましたよね。要するに１万3,000円を2,300人の方にという。

あれが５月か６月のやつが11月になったわけでしょう。何だこれはと私言いましたよね。そ

れだけ今物価高で、この日本では低所得の人たちが困っているんですよ。これが本当に皆さ

ん方の市の職員もしっかりつかんでもらいたい。これを克服しなければ日本の国はよくなり

ませんよ。そこのところを考えていただきたいということでこの質疑をわざわざ、ほかの方

がやったからやらなくていいかなと思ったけれども、やりました。終わりにします。 

○議長（宮内 保） 議案第９号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第10号について質疑を始めてください。 

○１９番（松木源太郎） 私は何もこれは簡単なことなんです。介護保険で１億5,200万円も、

これ決算で分かっていますからね。一億二千……、もっと少ない金額なんですけれども、繰

越しの金が出たわけ。この前々年度、６年度の介護保険でこれだけの余剰金が出たというの

はどういうことが原因なんだろうかということで分析したと思うんですけれども、そこら辺

のところを簡単に教えていただきたいということで質疑いたしました。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 補正予算２ページの繰越金の計の１億5,232万4,000円の理由

ということですけれども、あくまでも６年度の時点の歳入と支出、そちらの差額となるんで

すけれども、実際の予算で見込んだ額より、その実績のほうが若干少なかったということで

この金額になっております。 

  ここ数年の繰越金の推移をちょっと述べさせていただきたいんですけれども、６年度の決

算で、この繰越金が今言った１億5,232万4,000円なんですけれども、５年度は２億4,789万

5,000円、４年度が２億7,998万円ということで、この理由は、４年度、５年度が繰越額が多

かったというのは、コロナ禍で介護の利用控えがあったと、そういった理由が大きな理由で

あります。 
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（発言する人あり） 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） はい。それで支出が通常の予算より下回った、乖離があった

ということで、その金額になっております。今回１億5,000万円ほどということで、これは

例年おおむねこのくらいの額で推移しておりますけれども、予算ぴったりということには実

際なりませんので、それはそういった要因があれば上下するというような形になります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 介護保険の制度は、大変今追い詰められた状態になっていますよね、

ご存じのように。それで、介護保険が始まった頃私も議員をやっていたので、こんないい制

度ができたんだと思いました。それでもって、大体50代から60代ぐらいの奥さん方がケアの

ほうでもって資格を取ればというので、そういうところへどんどん入ってきて、それでもっ

て、ああ、これはいい制度だなと私も思ったんですよ。 

  あれから20年近くたってみたらば、採算が合わないでもって潰れているところがいっぱい

ある。旭市でも、潰れたところはないかもしれないけれども、もうぎりぎりだと経営者が言

っています。こういうふうになってしまった原因というのはどこら辺にあるんですか。ちょ

っと旭市だけでは解明できないでしょうけれども、担当者から見て、どのような状態だか簡

単に教えてください。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） これは国の制度で決定しておりますけれども、実際、人材が

不足しているというのも伺っております。旭市では倒産とかそういったのはないんですけれ

ども、これは全国的に言われていることでありまして、高齢化というのと、実際要介護にな

った方が歳を重ねると重くなるというようなこともございます。そういった形で給付が伸び

ているということもございます。ですので、今回、国のほうは３年に１度の報酬改定を待た

ずに報酬を上げるというような形で対応されているというふうには伺っております。 

  そういった国のほうの制度、そういったものも市としては注視しながら、地元の事業所の

方々にご協力を得ながら維持していければいいなと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木議員にちょっとお願いしたいんですが、今、議案の質疑からちょっ

とずれていますので、その辺よろしくお願いします。 
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  松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 分かりました。 

  では、次にいきます。 

○議長（宮内 保） いいですか。 

○１９番（松木源太郎） いいです。 

○議長（宮内 保） 議案第10号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第11号について質疑を始めてください。 

○１９番（松木源太郎） 議案第11号、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正です。つまり、鳥獣被害対策実施隊員の業務、これはどういうものでしょうか。 

  ここに令和元年から令和６年まで、これは市から頂いたものですけれども、旭市鳥獣捕獲

数というのがあって、イノシシ、アライグマ、ハクビシン、カラス、スズメ、ドバト、キジ

バト、ムクドリ、ヒヨドリ、カモ、こういうものの捕獲数が出ています。つまり、こういう

事業を旭市では行っているわけですよね。どのぐらいお金をかけているかというと、これ今

朝持ってきました。６年の決算では、有害鳥獣駆除事業390万1,690円で、委託料として鳥獣

駆除委託料329万7,000円。なぜこういう方を資格の証明として2,000円払って会計年度任用

職員の方々にそういう資格を持った方たちをやる予定だというんですけれども、どうしてこ

ういう方が必要になったのか、簡単でいいから担当課から教えてください。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 初めに、旭市鳥獣被害対策実施隊の業務内容につきましてご答弁

申し上げます。 

  イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害の未然防止や被害軽減を目的として、被害状況の

把握、捕獲活動の実施、箱わな等の設置や管理、侵入防止柵の設置支援、地域住民への注意

喚起などを行うものでございます。猟友会の専門的な知見と地域住民の協力を得ながら、迅

速かつ効果的な対応を図る体制を構築するものでございます。 

  続いて、非常勤の職員の職種を追加する理由でございますけれども、「鳥獣による農林水

産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の規定によりまして、鳥獣被害対

策実施隊は市町村の非常勤職員として位置づけることとしていることから、法令に基づき本

市の条例上に職種を明確に規定し、服務規律の適用や公務災害の補償の対象とするなど、適

正な身分の関係を整理する必要があるため、条例の一部改正を行うものでございます。 



－140－ 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） そういう理由でもって、条例でもってこういう身分の方々を何人募

集するんですか。募集するという形なんでしょうか。 

  つまり、私は、担当課長もご存じだと思うんですけれども、鳥獣駆除について本当にやっ

てんのかいという疑問を持った方がいらっしゃって、過去５年間の情報公開をして、こんな

に書類が来ました。9,900円かかりました。それでもって調べていったらば、何だこれはと。

要するに、本当にやっているのかいという疑問が出た方がいらっしゃるんですよ。 

  それはどういうことかというと、猟銃ですから、鉄砲とそれからわな、そういうことを許

可するというのは大変難しいんですけれども、またお年を召した方が多いから亡くなる方も

多くて人数が減っている。そういう中でもって、こんなにできるのかいという疑問があった

ので、情報公開を出した。そして、ああ、なるほどなと、いろんなことを話をした中でもっ

てこの話が出たので、早速、どうですかと聞いたらば、これはどうなのかねということにな

りました。本当に必要なものなのか。じゃ、ほかの自治体ではやっているんですか。このこ

とを聞きながら、何人ぐらい増やして、予算が300万円台から上がるんですか、下がるんで

すか。このことをぜひ教えていただきたいと思います。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） まず猟友会の現状でございますけれども、イノシシの生息範囲の

拡大、それから猟友会の高齢化によりまして、捕獲のための担い手を確保することが困難と

なっている状況に旭市ではございます。それから、国・県のほうでは、鳥獣被害対策実施隊

を中心とした地域ぐるみの対策を推進しておりまして、隊員の人数に応じて交付金を支給す

る仕組みとしてございます。 

  旭市におきましては、令和８年度では、イノシシ被害が多く、被害対策説明会や研修など

の実施により、地域ぐるみに対する機運が高まっている上永井と南町地区において実施隊を

中心とした地域ぐるみの対策を実施するものでございます。 

  猟友会の人数でございますけれども、猟友会会員が８名、それから地域住民としては上永

井地区で２名、南町地区で２名、計12名の方々にお願いするものでございます。 

  それから、予算規模ですが、実施隊の報酬分が上がった、さほど金額に変わりはございま

せん。金額につきましてはさほど変わらないんですけれども、鳥獣被害防止対策協議会のほ

うに国からの補助金がここに交付されるということになっております。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 大体分かりました。12名で、これはやはり予算的には400万円ぐら

いで済むんですか。そういう疑問がやっぱり出てきていることがあるんですよ。だから、そ

ういうことを絡めて慎重に十分検討した上でもって実施していただきたいなと思います。い

いです。 

○議長（宮内 保） 議案第11号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第14号について質疑を始めてください。 

  松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 今回の国保税の改定についてですけれども、いろんなものが変わり

ました。これは７年度、去年もらったやつなんですよね。それに一つ今度は子育ての問題が

加わるんですけれども、それについてはどういうふうに変わりましたか。こういう資料を頂

きたいですね。 

  国民健康保険税の課税限度額の推移ということで、国の基準、旭市の現状。で、特に今回

子育ての問題がプラスされたから、この合計が106万円からかなり増えていると思うんです

よね。なぜこんなことを聞くかというと、例えば旭市では、５年度の数字でもって滞納世帯

が455世帯、金額が2,700万円、国保税を払えない方が一番多いんです。これはやはり大変な

問題なんですね。医療にかかれないということになってしまう。それについては、私今度一

般質問はしますけれども、大変住民の方が苦しんでいるんですね。先日も私は２件、滞納し

ていていろんなことができなかったという方で、国の政策である社会保険、できなかった。

そういう方もいましたし、それから、数万円の滞納で預金を差し押さえたというような方も

いらっしゃいます。旭市で実際に預金の差押えをやっていますよね。 

  そういうようなことで、この国民健康保険税というのは、他の社会保険やその他の保険、

医療保険とは違って、基礎課税医療分に後期高齢者支援分、それから、介護保険の支援分、

今度は子ども・子育ての支援分、これがどんどん積み重なっているわけですね。旭市でも基

礎課税だけだったらば、最高でも65万円か66万円ですけれども、それにいろんなものが続く

から、最高106万円まで取れると、こうなってしまうわけですよ。ですから、当然滞納者が

出てくる。それをどう救っていってあげるかということも一つの大きな問題なんですね。こ

れについて市はどういう対応をしようとしているか、またこういう推移をぜひ去年と同じも

のをつくって、私たちに早く教えてもらいたいですね。どういうふうになってしまうか。 
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  ですから、これでは所得割でいろんな制度とか……。議案ではありますよ、ありますけれ

ども、ちゃんと分かるように教えていただいて、また次の機会に質問したいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（多田 仁） それではお答えいたします。質疑の内容がちょっと多岐にわたって

おりますので、答弁漏れがございましたらご指摘いただきたいと思います。 

  まず条例の改正内容ということで、今回の改正内容というのは大きく２点ございます。補

足説明のほうと重なる部分もございますが、ご了承いただきたいと思います。 

  １点目は、議員おっしゃるとおり、子ども・子育て支援金制度が創設されまして、それに

伴い地方税法の改正によりまして、国保税の課税額に子ども・子育て支援納付金課税額が新

たに追加されることから、所要の改正を行うものになります。具体的な内容ですけれども、

この子ども・子育て支援納付金課税額というのは、所得割、均等割、18歳以上均等割の三つ

の合算額、これで課税されることとなります。税率は所得割が0.25％、均等割が１人当たり

1,800円、こちらにつきましては、子ども・子育て支援金制度の趣旨に鑑みまして、18歳未

満の加入者につきましては、この均等割は全額軽減ということになります。なお、18歳以上

均等割というのが別にございまして、こちらのほうは、今申し上げました18歳未満の加入者

の均等割の全額減額分を18歳以上の加入者が負担するものということになっておりまして、

１人当たり100円ということになっております。 

  それから、質疑項目にございましたので併せて回答させていただきますが、この改正に伴

います加入世帯の現行と比べた負担状況がどう変わるかということにつきまして、これもい

ろいろ世帯の状況によって変わるんですけれども、給与収入の世帯を一例として申し上げま

すと、夫と妻を合わせて給与収入の合計が500万円の場合、さらに、18歳未満のお子様が２

人いる４人世帯の場合で試算した場合ですと、子ども・子育て支援金分として約１万円の増

という形になります。 

  続きまして、２点目の改正点になります。こちらのほうは議員ご質疑の中にもございまし

たが、課税限度額の改正になります。こちらは、地方税法の施行令が昨年の３月に改正され

たものを受けまして、国民健康保険税の基礎課税分、それから、後期高齢者支援金分の課税

額がそれぞれ引き上げられましたので、所要の改正を行うものになっております。具体的な

内容ですが、本市では国の基準の１年遅れで課税限度額の改正を行っております。基礎課税
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分の限度額を現行の65万円から１万円引き上げて66万円に、後期高齢者支援金分の限度額を

現行の24万円から２万円引き上げまして、26万円にそれぞれ改正するものとなっております。 

  同様に、この改正に伴う加入世帯の現行と比べた負担状況につきましては、現行の課税限

度額を超過している世帯、こちらの世帯におきまして基礎課税分で最大１万円、後期高齢者

支援金分で最大２万円、合計で最大３万円の増となることが見込まれるものです。 

  なお、こちらの課税限度額につきましては、今回の子ども・子育て支援金の分というのは

今回含まれておりません。と申しますのも、先ほど申し上げましたように、課税限度額につ

きましては、例年３月31日に国のほうで施行令というものが制定されます。それを待っての

改正になりますので、今回の条例改正の中には含まれない形になっております。 

  それから、滞納世帯が増えている状況でどのように対応していくかという考えを聞きたい

ということなんですけれども、市のほうでも滞納されている方、いろんな事情がございます。

これは一律に、例えば滞納したからもう滞納処分をするとかそういうことではなく、個々の

事情を聞かせていただきまして、納税相談というものを重視しております。こちらによりま

して適切な滞納処分というのを行ってまいりたい、このように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） また一般質問でも聞きますけれども、国民健康保険税の課税限度額

の推移というのが去年配られて、平成20年からずっと７年まで、今年も８年のやつを出して

いただきたいと思うんですけれども、結局、限度額最高だと109万円になるんですか。です

ね。いろんなあれがありますけれどもね。こんなに高くては、幾ら収入、600万円の収入な

んていうのはそんなにいませんからね。でも、そういう課税いかなくても、かなり限度額が

高いんですよ。これをどうするかという問題が今どこの自治体でも大変な問題だと思うんで

す。だからこのことを住民に十分に理解してもらわないと、ますます国保税というのは収納

できなくなって、滞納者が増える。旭市の今の現状は、先ほど私からお話ししたよりも進ん

でいますか。それだけ教えてください。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（多田 仁） ちょっと時間をいただいてもよろしいでしょうか。 

○議長（宮内 保） 暫時休憩します。 
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休憩 午後 ３時４４分 

 

再開 午後 ３時４５分 

 

○議長（宮内 保） 再開します。 

  税務課長。 

○税務課長（多田 仁） 大変失礼しました。 

  ４、５、６の３か年で申し上げます。 

  世帯数のほうですけれども、令和４年度が、これは決算額ベースの数字になります、令和

４年度が1,665世帯、令和５年度が1,652世帯、令和６年度は1,633世帯です。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 今、１万世帯割っていますよね、旭市の九千何百世帯でしたね。そ

の中でもって1,600世帯も大きな滞納があるんですよね。そういう事態でいいのかどうかで

す、問題はね。救う方法は何があるかということは分かりませんけれども、こういう事態に

今追い込まれているというのが、旭市がやっている健康保険事業なんですよね。 

  だから、国が変わらなければ変わらないでしょうけれども、その中でできるだけ滞納世帯

が少なくなるような政策を取ってほしいなということだけは言って終わりにします。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 議案第14号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第21号について質疑を始めてください。 

  松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 旭市過疎地域持続的発展計画という40ページにわたる計画が出てま

いりました。これは５年前にもあったんでしょうけれども、５年前のときは私よく見ていな

かったので申し訳ないんですけれども、大変この中身というのは難しいので、私は１点だけ

ちょっとこれについては意見を述べさせていただいて、市当局のお考えをお聞きしたいんで

すけれども、34ページ以降の教育の振興の問題です。 

  この問題だけではありませんけれども、こういう教育の振興は何かというと、今、先日も

ありましたけれども、北中学校をつくる問題でもって、代表者委員会が開かれていますね。

干潟地域から出た方と、それから旭地域─旭地域といっても、共和小と琴田小学校の。
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それで、両者が集まって先日ありました。教育委員会の方大変ご苦労だったですけれども、

片方の方たちは北中学校をつくるのにほとんど反対だと、片方は賛成だと、こうなっている

んですね。それをどういうふうに統合していくのか大変難しい問題なんですけれども、一つ、

私はそこのところを考えたんです。教育の問題についても、市は本当に過疎地域と言われて

しまっている干潟のことを考えて物事を進めてきたかなと思ったんです。 

  なぜかというと、小学校が三つあって一つになるときの問題がやっぱり残っているんです、

私の中で。一番いいのは、真ん中の地域に小学校ができればいいけれども、そこには中学校

があって、それから、なぜか山のすぐ近くに皆さんあったから、危ないところにあるという

ことで、それでもって住民の方々といろんな配慮をして一番西に持っていった。しかし、こ

れで本当にいいのかな、今そこのためにお金を使って改造していますけれども。 

  これに象徴されるように、干潟地域というのは昔から匝瑳郡ではなくて香取郡だったとか

いろんな問題がありましたね。それは別にしても、やっぱり一つの市になったからには、地

域的な差別をつくらないでほしいなと思っているけれども、しかし、やっぱり小学校は一つ

になったら、真ん中にいかなければいかんのではないかなと私は思います。そういう方向に

かじ取りができなかったということから始まっているんだと思うんです。 

  そのほかにいろんな問題があります。もう私書き切ってきましたが言いませんけれども、

工業団地だって、先ほどお話ししましたけれども、工業団地だけつくって、その工業団地が

できたから干潟の地域が豊かになるかといったら、そうはいかないですよね。あそこは工場

だけがあって、ご覧のように若い人たちが住むところは、旭市のど真ん中のほうにあります

よね。毎日バスで送っていますよね。 

  ですから、干潟の地域をどう人口が増えるように発展するかという方向が、この計画の中

には書かれていないんですよ。保育所の問題もそうですよ。確かに壊れたところでもってお

金がかかってしようがないけれども、もう４年も５年も早く統合しちゃおうじゃないかと結

論に達してしまうんですよね。そうしたらまたそれだけ住みにくくなるから、こっちから遠

いところの保育園に行かなければならないから、ここじゃ住めないやとなるかもしれない。 

  そういうふうにして、本当にその地域をもっと住みやすくする、働きやすくする…… 

○議長（宮内 保） 松木議員、ちょっと…… 

○１９番（松木源太郎） そういう計画をつくるのが、この計画ではなかったのかなと考えて

いるんですけれども、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

  これ文書なんだからいいでしょう、そのぐらい言ったって。 
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○議長（宮内 保） 分かるんですけどね。 

  松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 議員がおっしゃる、過疎地域持続的発展計画、これを策定する

目的ということかなと思います。 

  干潟地域に限らず、旭市は人口減少が進んでいる状況でございます。この人口減少、止め

るというところを増やすというところまで、なかなかいかないのかなというところもござい

ますが、少しでもその人口減少に歯止めをかけるために様々な施策を行って、しかもこの計

画をつくることによって、有利な財源等が活用できますので、それらを活用して、少しでも

人口減少に歯止めをかけたいと、そういうことからこういう計画を定めているものでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） それは一般的な言い方ですよ。そんな議論を私はしようとは思わな

いけれども、これでもってこれから５年間いくのかもしれないけれども、その中でしっかり

と、干潟地域がもっと人が住みやすくなる、こういうことを考えるためにはどうしたらいい

かと、皆さんもっと知恵を出し合いましょうよ。そうじゃないですか。 

  学校を建てるときにも、北中学校を建てるのに、干潟地域ならば過疎債が使える、過疎債

はほとんど足出さなくて済むとか、そういう議論が出てしまうんですよ。だから、そういう

議論をして教育の場所をつくるんですか。私は本当に聞いていて、私らは発言できませんで

したから、傍聴者だから黙っていますけれども、こういう場所では発言できると思って言っ

ているんですよ。情けないです。 

  干潟の地域が１市３町一緒になったということを喜んでいたと思うんですけれども、実際

なってみたらば、学校は少なくなって遠くなってしまう、中学校だってどうなるか分からな

い、これだけ見たって本当に不安になりますよ。 

  そういうことを考えて、ぜひもっと真剣な計画をつくっていただきたい、そのようにお願

いして終わります。 

○議長（宮内 保） 議案第21号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第23号について質疑を始めてください。 

○１９番（松木源太郎） 前に、市で売った土地に何か建つようで、今度市道が造られるよう

ですね。これは地主が寄附して市が控除するんですか、それとも、もうその市道認定さえし
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てくれれば渡したいと思って道路を造りましょうということなんでしょうか。それについて

どういう事情でできるのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 市道認定路線の取得の方法について回答いたします。 

  今回、市道認定路線を行う２路線については、いずれも購入ではなく帰属または寄附によ

り無償で取得しております。具体的に申し上げますと、認定路線調書に記載のある１番の路

線につきましては、開発場所が鎌数地先、開発面積が4,368平方メートルで、都市計画区域

内の3,000平方メートル以上の開発行為となるため、都市計画法に基づく開発行為となり、

同法の規定により整備された道路等の公共施設は帰属となります。 

  ２番の路線につきましては、開発場所が後草地先、開発面積が2,729平米となっており、

こちらは都市計画区域外で3,000平方メートル未満ですので、旭市宅地開発指導要綱に基づ

く開発となり、事業者との協議の中で寄附の申出があり、市道認定要件を満たすことから寄

附を受けております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） １のほうは、事業者が道路を全部造るんですか。それでもって旭市

に寄附するということですか。 

  それから、２のほうについては、私も銚子土木へ後草地区の雨水の問題でもって行ったと

きにお聞きしてありました。土木課長が言うには、南側に流すと雨水問題が起こっていると

ころに水が行くので、土を上げて県道の高さ以上にしてもらって、そこで北に流してくれと

いうふうに地主にお願いしたというふうに言っていました。これは、それが実現したのでよ

かったと思うんですけれども、１番のほうについてはどうなんでしょうか。それだけお答え

ください。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） １番のほうも、同じく事業者が道路を舗装し排水設備を整えており

ます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の質疑を終わります。 
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  松木源太郎議員は自席へお戻りください。 

  続いて、伊場哲也議員、質問席に移動願います。 

  それでは、議案第１号について、準備が整い次第始めてください。 

  伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 議案第１号、令和８年度旭市一般会計予算の議決について、予算書14ペ

ージ、歳入歳出予算事項別明細書、１総括、歳出に関して３点、予算書34ページ、18款２項

１目、財政調整基金の繰入金について１点伺います。 

  （１）令和８年度予算編成に当たり、経常収支比率の将来見通しをどのように推計され、

その推計した結果を本予算案に反映させたのか、お伺いいたします。 

  （２）経常経費の抑制効果として見込んでいる具体的削減額をお伺いいたします。 

  （３）義務的経費比率はどう今後推移する見込みか、見込んでいるのかお伺いいたします。 

  （４）令和８年度当初予算の財政調整基金繰入金は５億800万円です。今後何年間持続可

能と見込んでいるのか、具体的根拠をお伺いいたします。 

  以上４点、質疑いたします。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） それでは、（１）から（４）まで順に回答させていただきます。 

  経常収支比率の将来見通しは、第３期総合戦略の行政改革アクションプランに参考でお示

ししたとおり、今後も95％を超える水準で推移していくと推計しております。 

  このことから、施設の維持補修費などについて、必要性や緊急性などを考慮して、過度な

整備、投資とならないよう経常経費を抑制してきたところでございます。 

  （２）になります。予算編成時には、各課からの要求見積りに対し、必要性、有効性、妥

当性、効率性など様々な角度から個々に内容を精査し、経費の削減には努めております。し

かし、経常経費の抑制として具体的な削減額については、申し訳ありません、把握はしてい

ないところになります。 

  （３）になります。令和８年度の義務的経費は、人件費、扶助費、公債費の合計で、令和

８年度は170億2,614万7,000円で、構成比は51.9％となります。 

  今後の見込みですが、先ほど言いました人件費、扶助費、公債費のほうも、これもアクシ

ョンプランのほうに推計で参考として数値は載せてあるところですが、それぞれ、人件費に

ついてはインフレが続いていくことが想定されるため増加していくと見込んでおります。扶
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助費は、少子高齢化が進展し、社会保障関連経費が増加していくことが想定されるため、こ

ちらも増加していくと見込んでおります。公債費につきましては、大型事業の借入れの償還

が開始されたことに伴い、令和９年度がピークとなることと想定していますが、これから金

利等も上昇局面となるため、今後も高い水準となっていくものと見込んでおります。 

  続いて、（４）になります。財政調整基金のことですけれども、令和８年度当初予算へ５

億800万円を繰り入れると、令和８年度末の財政調整基金の現在高見込額は69億7,344万

5,000円となります。 

  財政調整基金の今後の見通しについては、歳入や事業の執行状況など様々な事情もあるた

め、今後何年間続くかというものではなく、その時々の事業の執行状況によって繰入れ等の

額も変わってきますので、なるべく持続可能となるような行財政運営を目指していきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 毎年９月決算議会におきまして、例えば昨年ですけれども、令和４年度、

５年度、６年度、旭市の財政状況についてはどうかと、健全化が図られていますという監査

役の木村哲三先生からの報告なり説明がございます。 

  そういったことで、安心して一般会計予算を見てはいるものの、注視しなければいけない

点もあるであろうといったようなことで、特に自治体の財政の健全化については、経常的経

費を抑えつつ、政策的経費を効果的に活用することが重要であると。そのために、本市でも

そうですけれども、行政改革を行って、デジタル化の推進を進めている、そして公共施設の

最適化を図っているところではないのかと推測いたしますけれども、本市の経常収支比率、

上昇傾向が続いているというお話もございました。 

  この点につきまして、財政が硬直化していることはないであろう、しかしながら硬直化の

危険性もあるよ、あわせて、これは一時的要因なのか、いやそうでもないよということも推

測できるのですけれども、再質疑させていただきます。 

  課長、政策的・投資的経費の確保の余地、今後パーセンテージでどれくらいを想定されて

いるのか、お考えをお尋ねいたします。 

  （２）の抑制効果について、具体的な削減額、ご回答いただけなかったのですが、この具

体的な削減額、これを私自身が見るためにはどこを見ればよいのかお教えください。 

  （３）の義務的経費比率、この件でございますけれども、先ほど前者の中でも課長の回答
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がございました。人口比率等も勘案しながら予算編成をされているということでした。 

  若年層比率が、平成７年、18.3％から令和２年、もう５年前の数値でございますけれども、

12.9％へと低下しており、あわせてその逆、高齢化率は31.1％と、ご存じのとおり上昇して

おります。この人口構造の変化によって義務的経費の比率というのは、どの程度の上昇を見

込んでいるのか、再質疑いたします。 

  以上でございます。ご答弁をお願いします。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員、（４）。 

○６番（伊場哲也） （４）につきましては結構でございます。アクションプランのほうに記

載されておりますので、それを参考にさせていただきたいと思います。（４）は結構です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  財政課長。 

○財政課長（池田勝紀） 投資的経費の余地というところだったですね。 

  先ほど、義務的経費の予算上の構成率が51.9％ということなので、投資的経費はその裏側

ということで48.1％になります。この辺も、その年度年度の、要は事業の展開状況というか、

その辺によって変わってきますので、この辺でどのくらいに抑えようだとか、どのくらいの

数値にするかというのは、なかなか難しいところになります。 

  ただ、やっぱり義務的経費が増えているということは、昨今の人件費の上昇だとか、それ

から社会保障の扶助費、これはやらなければいけない事業ということで、なかなか削れない

部分、それから公債費ですね、今までのいろんな起債の部分での公債費の部分ということで、

今後も金利が上がってくるというところで、その辺の義務的経費の負担というかバランスと

いうのは高くなっていくかもしれないというところになります。 

  そうはいっても、なかなか未来の投資という部分は、やっぱりこれから持続可能な旭市と

いったところでは都度やっていきたいと思いますが、予算にも限りがありますので、必要な

バランスを取りながら、そこは進めていければと思っています。 

  それから（２）の、削減額をどこを見れば分かるかというのは、なかなかこれはちょっと

難しい、事業をこれを切ったとかだと分かりやすいんでしょうけれども、予算編成の段階で

はいろいろな事業展開の中の予算要求の中で、その予算要求の中のいろんな経常経費がござ

います。そういったところで、積算については過大な積算になっていないかというところで、

いろいろ精査しながら予算を組んでいるところで、だからそのときの、その都度都度、その

一個一個の事業について、細かくは、ここはこのぐらい削減したとかいうよりは、見積りに
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対して抑えられたかどうかということなので、切ったとか切らないとかではなくて、そうい

ったことなので、なかなかこの数値を積み上げていくというのは今までもしていないところ

です。 

  それから、人口構造の変化というところだったんですが、その人口構造による変化による

推計というのは、ちょっと申し訳ありません、旭市としては立てていないところでございま

す。申し訳ございません。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） まず、質疑させていただきたいところがあるのですけれども、予算委員

会もございますので、その場で質疑をさせて認識のほうを深めていきたいというふうに思い

ます。 

  いずれにいたしましても、予算につきましては、歳出総額は328億2,000万円、前年比、前

年度342億円、13億8,000万円、縮小予算であるといったところですね。最大支出が民生費で

あり衛生費も高水準であると、公債費は増加傾向にあるといったことも分析をさせていただ

きました。 

  特に、令和８年度予算につきましては、教育費、これが37億3,989万円と構成比の11.4％

を占めており、投資的な支出というものが相当膨大になっているということが見てとれまし

た。学校再編に関わることであろうと。逆に、土木費、消防費は全くの大幅な減であると、

足しますとざっくり13億円になるんですね、その分がそっくりそのまま昨年度と比較して、

令和８年度の13億8,000万円の一般予算の形になっているのかなというふうに思いました。 

  この辺につきましても、十分整理して予算委員会の席で質疑させていただきたいと、かよ

うに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上で、議案第１号についての質疑を終わります。 

○議長（宮内 保） 議案第１号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第16号について質疑を始めてください。 

○６番（伊場哲也） 議案第16号、長寿祝金支給条例の一部改正について質疑をさせていただ

きます。 

  初めに、第２条、本条例の２条の受給資格者についてと、新旧対照表に文言で、「引き続

き１年以上」の要件という文言が追加されました。その根拠についてお伺いいたします。 

  （２）でございますけれども、受給資格対象、楽しみにしていた80歳の方と、対象者ね、

頑張って頑張って生き抜いて、俺100歳以上生きたぞと頑張っていらっしゃる101歳、102歳、
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103歳とかね、その方たちが今回の再編でなくなってしまったといったことですね、その辺

について、なぜ除いたのかと、財政的措置なのかどうかも含めまして、除外した、削除した

理由についてお伺いいたします。 

  ３点目でございますけれども、額の見直しですね、簡単だと思いますけれども、その根拠

についてお教えください。 

  以上３点でございます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、（１）から（３）までについて順次お答えさせてい

ただきます。 

  （１）でございます。第２条受給資格者について、「引き続き１年以上」の追加要件につ

いて、その根拠ということでございます。 

  お答えします。受給資格に「引き続き１年以上」の要件を追加した根拠でございますが、

他市における同様の祝い金における支給要件や、あと本市における祝い金であります出産祝

い金の例などを参考にした中で追加したものでございます。 

  続きまして、（２）でございます。80歳及び101歳以上を対象から削除した理由というこ

とでございます。 

  お答えします。この祝い金は、基本的に長寿の節目を迎えた方を対象として実施してまい

りました。まず、満80歳の区分につきましては、現在の平均寿命、本市においても満80歳を

超えておりまして、その辺を考慮いたしまして、それと県内の他市の状況も参考に、祝い金

対象の役目は果たしたものと考えまして対象外としました。それから次に、満101歳以上の

区分につきましては、節目に合わせての祝い金としてということでの役割は、満100歳、こ

の給付をもって果たしたものと考え対象外といたしました。 

  なお、満100歳のご長寿の方につきましては、内閣総理大臣からのお祝い状と記念品の銀

杯も贈呈されておりまして、これは節目としても特別な年齢であると考えております。 

  参考までに、本市を含む県内37市の区分の状況を申し上げますと、同様の事業を26市が実

施しております。満100歳を中心に１区分が８市、２区分が９市、３区分が３市、４区分が

５市となってございまして、５区分であります本市につきましては、県内で最多の区分とな

ってございます。 

  続きまして、（３）です。第３条の祝い金について額の見直しの根拠はということですが、
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お答えします。 

  節目の対象年齢を３区分へ再整理することによりまして、満101歳以上の方を対象外とさ

せていただくこととはなりますが、こちら一つの考えとしまして、少しでもお元気な段階で

という中で、その前段でございます満99歳の区分を増額したものです。 

  また、本事業は標準的な、基本的には満年齢を適用しておりますが、一方で生まれた年を

１歳とする数え年という考えもございます。満99歳の方は数え年では100歳に当たるとも考

え、手厚くお祝いすべく額のほうを見直したものでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） （１）から再質疑でよろしいですか、議長。 

○議長（宮内 保） はい。 

○６番（伊場哲也） 他市を参考にというお話が、課長、ございました。「引き続き１年以

上」と併せて、これはどうなんでしょうかね、９月１日で確認するじゃないですか。ですか

ら、例えば転居してこられたと、まだ１年以上たっていないと、しかしながら年齢的には祝

い金受給に合致すると、そういったようなことが過去に、制度趣旨と合わないような整合し

ない支給事例といったものが、あったのかどうか、いや特になかったよということならそれ

で結構なんですよ。その点質疑いたします。 

○議長（宮内 保） ２、３はいいということだね、（１）ということね。 

○６番（伊場哲也） 今（１）で再質疑。２、３も一括質疑でいいですか、通していきますか。 

○議長（宮内 保） 一括でね。 

○６番（伊場哲也） ということを、お尋ね、最初したんですけれども、これも予算委員会の

席上で質疑できますので、私、関係していますのでね。 

  今、お尋ねした点、お答えいただければ、もう一点再質疑で終わりにしたいと思います。 

  制度趣旨と整合しないことがあったのかどうかです。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 議員おっしゃるとおり、９月１日を基準にということでござい

ます。この満年齢というのは年度で捉えておりまして、その年度内でこの対象年齢に到達す

る方を対象としております。ですので、おっしゃるとおりで、９月１日が基準ではございま

すが、実際にはそのときにこちらの88歳でも、ちょっと年齢に達していなかったという方も、
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87歳であったという方も対象にはなります。 

  すみません、それちょっと話とそれてしまうんですが、９月１日に対象とした中で、おお

むねこちらのほうで支給するまでの間に、対象のほうを、失礼しました。７月１日の時点で

対象の捕捉をして通知をしております、毎年。その７月１日に捕捉いたしました対象の方か

ら、９月１日までの間で転入された方については、本当に一、二名でございますが、過去、

ございました。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） その後に、「引き続き１年以上」という居住要件を新たに追加し、なお

かつ、「記載」を「記録」というふうに改めているじゃないですか、これは何か、条例の制

定になりますのでね、これについては単なる法令用語の整備なのか、それとも実務上といい

ますか解釈の変更と、この点についてちょっとご答弁いただけますか。 

  質疑内容ご理解いただけましたか。お願いします。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の再々質疑に対し答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 「記載」と書いてあったのを「記録」に変えたところでござい

ます。 

  こちらの市のほうの組織で、こういった条例とか挙げるときに、法令審査会ということで

法令のすり合わせ等、助言をいただく機関がございます。そちらのほうで、法令用語の整備

ということで１点ございます。 

  それと、これちょっと電子機器と申しますか、例えば従前ですと大体紙媒体が記載という

か、書いたような感じで、記載が主体だったんですけれども、現在においてはサーバーです

とか、その辺に電子的な記録も入っていきますので、そういった意味も含めて記録というの

が広く使われているという、そういう状況で、今回条例改正に併せて統一してこれを直させ

ていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 議案第16号の質疑を終わります。 

  続いて、議案第21号について質疑を始めてください。 

  伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 失礼しました。第16号につきましては、文教福祉常任委員会ですね、そ
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ちらのほうでまた再質疑をさせていただきたいというふうに思います。 

  大変お待たせいたしました。議案第21号ですね、旭市過疎地域持続的発展計画の策定につ

いてと、非常に個人的にもこの計画の中身、そしてこの計画を実施推進することによって、

この干潟地域、過疎地域が持続的に発展していくのかと、非常に楽しみにしてわくわくして

いるところでお伺いいたします。 

  １点目ですけれども、５年後の地域の姿、具体的にどう変わっているのですか、見解をお

伺いいたします。 

  （２）でございますけれども、計画には「移住・定住・地域間交流の促進」と、非常に期

待、わくわくすることも記載されておりますし、人材育成の具体的な活動支援というものも

計画に示されているんですけれども、特に、特にですね、繰り返しますけれども、この今回

の計画の中で持続的にしかも発展する計画ですから、特にフォーカスして取り上げている事

業、活動支援事業、これについてお伺いいたします。 

  （３）、これも、「産業の振興」について特に起業促進、これも特別に進めていくよとい

うふうに、特別推進事業ですか、という文言で記載されていますね。特別に何をやるのか教

えてください。質疑をいたします。 

  （４）、「地域におけるＤＸの推進」ですね。これも、私、来週一般質問しますけれども、

行政におけるＤＸの推進化、これ今回の第３期総合戦略の目玉です。しかしながら、これは

あえて、過疎地域の持続的発展計画に位置づけてあるので、当然第３期総合戦略を踏襲しな

がら推進していくんですけれども、特にこの過疎地域に、特別に手厚いＤＸ推進事業なるも

のは一体何ぞやということをお伺いいたします。ご理解いただけますでしょうか。 

  最後は（５）ですけれども、「教育の振興」。前者松木議員からありました、今週の代表

者会議も私は傍聴させていただきました。北中学校の再編についても暗礁に乗り上げました。

採決できない状況が代表者の方々にありました。これも見逃せませんので、この干潟地域の

３小学校については令和９年４月開校で進んでおりますけれども、この教育の振興について

どのような特別な授業を推進する、そういう内容なのかと。 

  開校とか閉校、そういう記念式典、これは当たり前だと思いますので、何か取り立てて過

疎債を活用しながら、過疎地域と呼ばれている、あまりそういう言葉を使いたくないですけ

れども、しかしながら現実やっぱり直視しなければいけないと思います。 

  いかように持続的に、その活性化を図っていくのか、発展をさせようと市としてしている

のか、１、２、３、４、５点について、まだ時間はたっぷりありますので、しっかりご答弁
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いただきたいと思います。よろしくどうぞ、議長、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 議案の質疑は途中ですが、午後４時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２６分 

 

再開 午後 ４時４０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、議案の質疑を行います。 

  伊場哲也議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） それでは、５年後の地域、具体的にどう変わるのか伺うという

ご質疑でございます。 

  この干潟地域の５年後の状況ということで、どこがどう変わるかということをはっきり申

し上げることは非常に難しい状況です。具体的な例としましては、ひかた椿小学校の開校、

それから、それに伴うスクールバスの運行といったことが挙げられます。 

  また、南堀之内バイパスの開通によりまして首都圏へのアクセスが多様化され、物資の輸

送など、経済活動の活性化が見込まれるところでございます。なかなかその目に見える形で

変わるもの、こう変わりますよということがこの場で回答できればいいんですが、なかなか

人口減少が進む中では、はっきりと申し上げるところは難しいということで、ご理解いただ

ければと思います。 

  過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき策定いたします本計画は、人口減

少が進む地域においても、医療・交通・教育・産業など生活の基盤を将来にわたり維持する

ための道筋を明確にし、持続可能な地域社会を形成するため、計画に掲載されている事業を

着実に取り組み、安心して住み続けられる地域の実現を目指していきたいと考えております。 

  （２）につきまして、「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」の分野における、議

員おっしゃる、特に干潟地域、特に重要な事業についてというご質疑でございました。 

  この計画に掲載されております事業、こちらは干潟地域に限らず第３期総合戦略に掲げら

れている事業、これらの中から抜粋されている事業でございまして、特にこの事業がという

ところではなく、全ての事業が重要であると考えております。 
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  そういう中で、移住・定住の分野でいきますと、この事業でいえば定住促進奨励金や、東

京23区に住んでいる方々の、本市への移住に伴っての起業・就業等を支援する移住支援事業、

それから地域おこし協力隊の活用事業など、これらの事業も非常に重要な事業であると思っ

ております。 

  以降、各事業につきましては担当課のほうから答えさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（宮内 保） 市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） では、私のほうからは同じく11ページの「移住・定住・地域間

交流、人材育成」の項目で取り上げられているもう一つの事業について説明します。 

  これは市民まちづくり活動支援事業でございまして、この市民まちづくり活動支援事業は、

協働によるまちづくりを推進するため、旭市を盛り上げる活動がしたい、地域社会に貢献す

る活動をしたいなど、旭市を活性化させる自主的で創意あふれる活動を行う団体に対して補

助金を交付する事業です。 

○議長（宮内 保） 商工観光課長。 

○商工観光課長（金杉高春） 私からは13ページ、産業振興について、起業促進の具体的な支

援策についてお答えをいたします。 

  起業促進の支援については、過疎地域持続的発展計画の15ページ、「（２）その対策」の

中で、ウの起業の促進の「商工会などの関係機関と連携しながら、新規事業や創業を行う事

業者に対して適切な支援を行い、安心して新しい事業等に取り組むことのできる環境を整備

します。」としています。この具体的な事業内容としては、こちら干潟地域も含めてという

ようなことでございます。まず、国から認定を受けた旭市創業支援事業計画に基づきまして、

商工観光課内に創業ワンストップ窓口を設置しており、相談者の様々なニーズに合わせ、関

係機関、県、商工会、金融機関等と連携して支援を行っております。 

  また、市と商工会との共催による創業セミナーを年２回開催しております。セミナー終了

後には、市が発行する受講証明書を受けた創業者は、会社設立の際の登録免許税が軽減され

るなど、様々な創業支援策を受けることができます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 私のほうからは、20ページ、地域におけるＤＸの推進を具

体的にどのように進めていくのかお答えいたします。 
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  本計画における、地域におけるＤＸの推進につきましては、デジタル技術を活用し、市民

サービスの向上と業務の効率化を図ることを主眼としております。具体的には、令和８年度

から令和12年度までの事業計画に基づき、大きく二つの柱で推進してまいります。 

  １点目は、被災者支援システムの整備です。近年激甚化する自然災害に備え、罹災証明書

の交付事務や、避難行動要支援者の情報管理を行うシステムを更新・充実させます。これに

より、発災時の迅速な被災者支援体制を確立し、市民の皆様の安全・安心を確保してまいり

ます。 

  二つ目は、自治体ＤＸ推進事業です。国の進める自治体ＤＸの取組方針を踏まえつつ、本

市の実情に合わせた新たな仕組みの導入を検討いたします。単にシステムを導入するだけで

はなく、市民の皆様が行政手続をより簡単に行えるようにするなど、暮らしの質を向上させ

るための施策を、費用対効果を精査しながら進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 私のほうからは、（５）の34ページ、教育の振興について、学

校教育支援をどのように考えているのかというところで回答させていただきます。 

  教育委員会といたしましては、過疎地域における学校の再編と教育支援、非常に重要な課

題であると考えております。しかしながら、学校教育の支援は、過疎地域に限らず全ての地

域において同様に重要であると認識しております。全ての子どもたちに平等な教育機会を提

供すると、そういったところから全ての地域における教育の質を高めていることが重要であ

り、今後もそれぞれの学校の状況に応じて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 時間も大分押してきましたので、ちょっとまとめに入ろうかなと思いま

す。 

  （１）具体的にイメージが浮かばないので、質疑させていただきました、課長。 

  前回の計画は５年間だったんですか、私もよく勉強不足で申し訳ないですけれども、その

ＰＤＣＡ回しているじゃないですか、前回の計画の反省点としてよかったところ。だからそ

れを引き継いで今回も生かすよって、こうすればよかったなという課題とか、駄目だったと

いうふうには文言として、表現としてはどうかなと思いますけれども、ここよかったよと、

さらに続けていきたいよと、この１点をお伺いします、課長、前回の計画で。それは議案と
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関係なくではなくて、引き続きと持続という視点からの質疑ということでお考えください。 

○議長（宮内 保） （２）は、続けて。 

○６番（伊場哲也） （１）です。 

○議長（宮内 保） （２）（３）があるでしょう。 

○６番（伊場哲也） （２）（３）（４）（５）、心配してくださっている。ありません。こ

れは関係課長に直接、皆さん本当に答弁が模範回答なんですよ。計画に記載されていること

を読んでくださっているというふうに、私は申し訳ないけれども受け取りました。これでは

全然納得いきませんので、実際に私ね、直接課長にお邪魔して深掘りしながら理解を深めて

いきたいと。 

○議長（宮内 保） 分かりました。 

  伊場哲也議員の再質疑に対し答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 前回の５年が経過してそれからということで、今回掲載しまし

た事業のほとんどが、前回から引き継いでいるものでございます。終わったものがたしか四

つか五つありまして、新たに新規の追加事業が十幾つかございまして、その前回の事業の中

で何がよかったのかというところかと思いますけれども、一つには財源の話になろうかと思

います。 

  この計画を策定している、掲載されている事業においては、例えば南堀之内バイパスの整

備事業だったり、学校の統廃合に関して有利な起債である過疎債が使えるということに、使

って事業を実施しております。 

  こういったところが、よかったと言えるのかどうか分かりませんけれども、市としてはそ

ういった有利な財源を使って事業を行うことができたというところが利点といいますか、メ

リットだったのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 夕べ夢を見ました。過疎地域の干潟八万石の広々としたところに、夢で

すよ、コストコがやってきて何かえらい勢いににぎわっちゃったりしてね、いやびっくりし

ましてね、ケン・テリオ氏と英語で話をしていて、それは今日の多分、質疑どうしようかな

ということを考えて、脳みそがそういう夢を誘発したというふうに思いましたけれども、私

は、やはり今までの５年間を生かして、さらに人口減少・少子高齢化、皆さん全て分かり切
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っていることなんですね。しかしながら何としてでも、何とか盛り上げたいと皆さんもがい

ているじゃないですか。市民はそのもがきを、何とかしてほしいと、期待してくださってい

る、それに少しでも応えたいということで質疑させていただきましたが、それをご理解いた

だき、先ほど言いましたように、ほかの（２）（３）（４）（５）等々につきまして、分か

らないことにつきましては、関係課長、申し訳ないですけれども、追ってまた訪問させてい

ただきたいというふうに思いますので、今回の伊場哲也質疑、これにて終わりにさせていた

だきたいと思います。拍手は結構ですので、よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の質疑を終わります。 

  伊場哲也議員は自席へお戻りください。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎会議時間の延長 

○議長（宮内 保） ここでおはかりいたします。本日の会議時間は、議事の都合によりあら

かじめ延長したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は延長することに決しました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） 農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 先ほどの、松木議員のご質疑の有害鳥獣駆除の自治体の関係の予

算の関係で、訂正をさせていただきたいと思います。 

  松木議員からの有害鳥獣駆除委託料ということで、355万6,000円の予算ということで、こ

の予算は市全体の猟友会へ駆除委託をしている部分でございまして、この部分については増

額分、今年度予算では13万円ほどであまり変わっていないわけですけれども、今回実施隊が

活動する部分につきましては、鳥獣被害防止対策協議会補助金というところを拡張しまして、

180万円ほど増額いたしまして、実施隊の日当やわな等の購入費などの活動費に対する補助
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を行うもので、この費用につきましては、特別交付税の措置を受けることができるものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 以上で、議案質疑は終わります。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎追加日程 議案第２４号～議案第２６号直接審議（先議） 

○議長（宮内 保） ここでおはかりいたします。議案第24号から議案第26号まで人事案件で

ありますので、委員会付託を省略して、本日の日程に追加し、直接審議にて先議したいと思

いますが、これに決するにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号から議案第26号まで、委員会付託を省略して本日の日程に追加し、直

接審議にて先議することに決しました。 

  議案第24号から議案第26号までは人事案件でありますので、討論を省略して採決いたしま

す。 

  採決は電子表決システムで行います。 

  議案第24号、旭市監査委員の選任につき同意を求めることについて、原案のとおり同意す

ることに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第24号は同意することに決しました。 

  議案第25号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、原案のとおり

同意することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第25号は同意することに決しました。 
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  議案第26号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、原案のとおり

同意することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第26号は同意することに決しました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第２ 予算審査特別委員会設置 

○議長（宮内 保） 日程第２、予算審査特別委員会設置。 

  議案第１号から議案第８号までの８議案については、新年度予算の議案であります。 

  ここでおはかりいたします。９名の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに決するにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第３ 予算審査特別委員会委員の選任 

○議長（宮内 保） 日程第３、予算審査特別委員会委員の選任。 

  委員会条例第８条第１項の規定により、議長の指名により、松木源太郎議員、木内欽市議

員、 桐文夫議員、永井孝佳議員、﨑山華英議員、平山清海議員、伊場哲也議員、常世田正

樹議員、戸村ひとみ議員、以上９名を選任いたします。 

  この後、予算審査特別委員会において正副委員長の互選を行うため、午後５時20分まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時 ０分 
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再開 午後 ５時１９分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、予算審査特別委員会の正副委員長が選出されましたので、ご報告いたします。 

  委員長に永井孝佳議員。 

  副委員長に平山清海議員。 

  以上のとおりであります。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第４ 予算審査特別委員会議案付託 

○議長（宮内 保） 日程第４、予算審査特別委員会議案付託。 

  議案第１号から議案第８号までの８議案を付託いたします。 

  付託いたしました議案は、３月10日までに審査を終了されますようお願いいたします。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第５ 常任委員会議案付託 

○議長（宮内 保） 日程第５、常任委員会議案付託。 

  議案第９号から議案第23号までと、議案第27号の16議案を分担表のとおり所管の委員会に

付託いたします。 

  付託いたしました議案は、３月16日までに審査を終了されますようお願いいたします。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第６ 常任委員会陳情付託 

○議長（宮内 保） 日程第６、常任委員会陳情付託。 

  陳情第１号の１件を文教福祉常任委員会に付託いたします。 

  付託いたしました陳情は、３月13日までに審査を終了されますようお願いいたします。 
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 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

  次回は３月２日、定刻より会議を開きます。 

  これにて本日の会議を散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時２１分 
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令和８年旭市議会第１回定例会会議録 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

                      令和８年３月２日（月曜日）午前１０時開議 

第 １ 一般質問 

 ────────────────────────────────────────────  

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 一般質問 

 ────────────────────────────────────────────  

出席議員（１８名） 

     １番  金 澤 雅 哉         ２番  髙  美千子 

     ３番  戸 村 ひとみ         ４番  常世田 正 樹 

     ５番  伊 藤 春 美         ６番  伊 場 哲 也 

     ７番  平 山 清 海         ８番  﨑 山 華 英 

     ９番  永 井 孝 佳        １０番  井 田   孝 

    １１番  島 田   恒        １２番   桐 文 夫 

    １３番  遠 藤 保 明        １４番  宮 内   保 

    １５番  飯 嶋 正 利        １７番  伊 藤 房 代 

    １８番  木 内 欽 市        １９番  松 木 源太郎 

 ────────────────────────────────────────────  

欠席議員（１名） 

    １６番  宮 澤 芳 雄 

 ────────────────────────────────────────────  

説明のため出席した者 

市 長 米 本 弥一郎 副 市 長 柴   栄 男 

教 育 長 向 後 依 明 秘書広報課長 寺 嶋 和 志 

行政改革推進 
課 長 椎 名   実 総 務 課 長 向 後   稔 

企画政策課長 榎 澤   茂 財 政 課 長 池 田 勝 紀 
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税 務 課 長 多 田   仁 市民生活課長 齋 藤 邦 博 

環 境 課 長 大八木 利 武 保険年金課長 大 網 久 子 

健 康 づ く り 
課 長 黒 柳 雅 弘 社会福祉課長 向 後 利 胤 

子 育 て 支 援 
課 長 八 馬 祥 子 こ ど も 家 庭 

課 長 石 橋 康 司 

高 齢 者 福 祉 
課 長 椎 名   隆 商工観光課長 金 杉 高 春 

農 水 産 課 長 伊 藤 弘 行 建 設 課 長 齊 藤 孝 一 

都市整備課長 飯 島 和 則 会 計 管 理 者 戸  正 和 

消 防 長 常世田 昌 也 上下水道課長 向 後 哲 浩 

教育総務課長 飯 島 正 寛 生涯学習課長 江波戸 政 和 

スポーツ振興 
課 長 林   甲 明 監 査 委 員 

事 務 局 長 杉 本 芳 正 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 金 谷 健 二   

 ────────────────────────────────────────────  

事務局職員出席者 

事 務 局 長 穴 澤 昭 和   

 ────────────────────────────────────────────  
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開議 午前１０時 ０分 

 

○議長（宮内 保） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、議会は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ここで、皆さんに申し上げます。 

  一般質問の方法については最初、一括質問、一括答弁で行い、再質問以降は一問一答で、

一つの問いに一つの答えを返す方法で通告した項目順に行います。 

  また、質問の回数は制限せずに、時間は質問と答弁を含めて60分以内とします。 

  なお、議事運営の能率を図る上から、質問、答弁は明確かつ簡潔にお願いいたします。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（宮内 保） それでは、日程第１、一般質問を行います。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◇ 島 田   恒 

○議長（宮内 保） 通告順により、島田恒議員、ご登壇願います。 

（１１番 島田 恒 登壇） 

○１１番（島田 恒） おはようございます。議席番号11番、島田恒です。 

  本定例会において一般質問の最初の発言者として、登壇の機会をいただきました。ありが

とうございます。 

  昨年12月の我々の市議会選挙を経て、新たな顔ぶれも加わって、新しい議会構成の下で迎

える最初の定例会でもあります。改めて市民の皆様からお預かりした一票一票の重みを胸に

刻みながら、身の引き締まる思いでおります。 

  さて、本市は、農業をはじめとする基幹産業に支えられて、豊かな自然と人のつながりの

中で発展してきたまちでもあります。しかし、一方で担い手の不足、人口減少、公共施設の
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老朽化、それに伴う財政負担の増大ですとか、時代の変化とともに新たな課題にも直面して

います。こうした状況の中、我々議員にはそういう課題を正面から受け止めて、地域の皆様

の声に耳を傾けながら、将来に希望の持てる道筋を示していく責任があると考えております。 

  本日は、基幹産業である農業の振興と、それから公共資産をどうマネジメントしていくか

と、二つのテーマについて質問いたします。いずれも本市のこれからを考える上で重要な課

題であります。行政と議会が知恵を出し合って、市民の皆様と共に前に進んでいくための建

設的で実りある議論となることを願い、一般質問を始めさせていただきます。 

  まず、大きい項目の１点目です。基幹産業である農業の振興について、（１）として、持

続可能な農業経営支援についてです。 

  資材価格の高騰を受けて、農業経営の継続が相当厳しい、難しいという声が現場から聞か

れますけれども、市として現在どのような取組を行っているのかをお伺いしたい。 

  （２）担い手の確保と次世代農業の育成について。 

  この担い手が深刻化する中で、新規就農者と後継者の確保について現状をお伺いします。 

  （３）本市には農業由来の循環利用が可能な資源が多数存在していますけれども、十分に

循環利用されているのか。いわゆるバイオマス資源の現状と認識についてお伺いしたいと思

います。 

  大きな項目の２点目、資産マネジメント戦略についてであります。 

  （１）として、公共の跡地を保有し続けることによる維持管理費等の増加がこれから懸念

される中で、現在進めている学校統合に伴う跡地利用の基本方針について、どのような考え

の下で検討しているのかをお伺いしたい。 

  （２）公共施設の老朽化が進行して大規模な改修が予定され、懸念される中で、施設の集

約化、廃止等について、その状況と今後の方向性についてをお伺いしたいと思います。 

  再質問については質問席で行わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  米本市長、ご登壇願います。 

（市長 米本弥一郎 登壇） 

○市長（米本弥一郎） 私からは、質問項目２、資産マネジメント戦略についての（２）公共

施設の集約化及び複合化の方向性についてお答え申し上げます。 

  人口減少や少子高齢化という大きな社会構造の変化に直面する中で、公共施設の在り方は、

今、大きな転換期を迎えています。本市では、合併前の市や町の単位を基準とした施設配置
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から脱却し、将来的な人口構成の変化などを見据えた市全体の最適配置を実現するため、ま

た、公共施設の持続可能性を高めるため、総量縮減を図っております。施設を更新する際に

は、複合化や集約化を検討するほか、他の施設の用途変更による有効活用を行っております。 

  公共施設の総量縮減は、従来の施設を利用している方にとって、一部ご意見もあることと

思いますが、10年、20年先を見据え、市民の皆様と協調して着実に取り組んでまいりたいと

思います。 

○議長（宮内 保） 農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 私からは、１の基幹産業である農業の振興についての（１）から

（３）までについてご回答申し上げます。 

  初めに、（１）のどのような経営支援を行っているかについてですが、資材価格の高騰に

対する支援といたしましては、令和７年度に千葉県による肥料価格高騰緊急支援事業や、畜

産農家に向けた飼料価格高騰に対する支援が行われ、令和８年度についても同様に行われる

予定となっております。市としての独自支援はございませんが、県と連携しながら、これら

の周知に努めてまいります。 

  現在の物価高騰につきましては、その影響は農業資材に限らず多岐にわたっております。

生産物への価格転嫁が進んでいるものも一部見られますが、一時的な対策ではなく、引き続

き各種補助制度などを活用した総合的な農業振興に努めてまいります。 

  続いて、（２）の新規就農者や後継者の確保についてですが、農業の担い手対策として、

新規就農者や後継者の確保は非常に重要だと考え、各種支援を行っております。 

  令和６年度から新たに支援対象となった新規就農者は、国の支援対象となる独立就農が１

名、転入者農業チャレンジ支援の対象となる雇用就農が６名、親元就農が７名、令和７年度

は独立就農が４名、雇用就農が４名、親元就農が５名となっており、様々な形態で新規就農

者の確保に一定の成果が得られているものと考えております。 

  続きまして、（３）のバイオマスの現状と認識についてでございます。 

  本市は、畜産をはじめとした農業が盛んな地域であり、多くのバイオマス資源が存在して

おります。現状では、個々の農家による肥料利用や耕畜連携による活用は見られるものの、

資源の収集や供給体制、利用先の確保など十分に整っておらず、地域全体での循環利用には

至っていないのが実情であります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 行政改革推進課長。 
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○行政改革推進課長（椎名 実） 私からは、２の（１）学校統合に伴う跡地利用の基本方針

について、どのような考えの下で活用を検討していくのか、ご回答いたします。 

  本市では、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画において、それぞれの公共施設の管

理に関する基本的な考え方を示しております。さらに、学校につきましては、令和３年６月

に学校再編基本方針を策定し、地域の合意形成を得ながら再編を進めております。 

  そのような中、再編により使わなくなった学校施設の利活用については、令和６年11月に

旭市学校施設利活用基本方針を策定し、明確な方針の下で検討を進めていくこととしており

ます。具体的には、地域住民の利用等、ニーズを踏まえた利活用、行政需要への対応、民間

事業者等による利活用の三つの観点を重視し、検討を進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） どうもありがとうございました。 

  １項目めから再質問させていただきたいと思います。 

  まず、１項目めの（１）です。農業支援についての再質問でありますけれども、県の制度

と連携しながら、現場への周知を行っているという答弁がございました。この資材価格の高

騰というのは一時的なものではなくて、恐らく農業経営そのものに今後も様々な影響を及ぼ

していると感じております。 

  そこで次に、今、行っているこの農業支援策は経営費の増加、コストプッシュ型のコスト

アップと言いますけれども、に対して十分な効果を発揮していると市としては評価している

のか、特に小規模・中規模農家にとって支援が行き届いていないのではないかという声もあ

るんですけれども、その点についてどのように把握しているかお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 補助事業につきましては、大規模化による経営基盤の強化やスマ

ート農業の推進など、農業経営の課題解決や新たな挑戦などを支援する事業が多く、対象が

限られております。 

  補助事業の実施者は、リスクのある先進的な取組などについて補助事業を活用しているこ

とが多く、産地力向上など市全体への波及効果などが期待できると考えております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 今、先進的な取組というものを後押ししながら、産地全体の波及効果
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を重視するという考え方、大変重要だと思います。そのように受け止めました。 

  その一方で、その効果ですとか実績というものを客観的に把握するということも、今後の

こういう農業支援の制度設計については欠かせない視点だと思うんですけれども、そこで次

に、国あるいは県の補助金について、直近５年間の実施件数というんでしょうか、それがも

し分かればお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 直近５年間の主な事業の実施件数でお答えをいたします。 

  国の補助事業は、直近５年間で３件の事業を実施しております。県の補助事業は施設や機

械整備が対象の「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業で80件の事業を実施、同じく

水田用機械などを整備する農産産地支援事業で３件の事業を実施しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 多くの補助事業が、今、80件というのもありましたけれども、活用さ

れている一方で、この制度というのが複雑で少し分かりにくいという声も農家の現場では少

なくありません。 

  そこで、次に、この申請手続の煩雑さだとか、そういう制度の情報提供というんでしょう

か、そういう工夫についてどのような対応を行っているのか、市の取組についてお伺いした

いと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 農業分野の補助事業につきましては、種類が多く内容も異なり、

対象者も限られることから、申請手続が難しいという意見も伺っております。制度のＰＲを

行っていくとともに、これらの書類作成につきましては、県農業事務所や市で支援をしてお

りますので、事業を希望する方は、まずは相談していただきたいと思っております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） お答えのように、まず相談してもらうと。相談体制の充実に取り組ま

れている点は、さらに強化をお願いしたいと思います。 

  しかしながら、現場からは、国だとか県の制度だけでは十分に行き届かない。特にその中

小の農業経営者というんでしょうか、についての支援が必要ではないのかという声も多く聞
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かれます。 

  そこで次に、市独自の経営安定化支援の事業というんでしょうか、そういうものの検討に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 国・県の補助事業を補完する市独自の支援につきましては、国の

対象とならない親元就農への支援金の給付や、転入による雇用就農への家賃補助などを行っ

ております。 

  また、「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業につきましては、市独自に補助を上

乗せすることで、他市と比べて手厚い支援を行い、全国トップレベルである旭市のさらなる

産地力強化を図っているところでございます。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 今、お答えいただいた市独自の支援というものを含めて、この経営安

定化に向けた取組というのは大変よいことだと思います。その一方で、本市の農業の持続性

というものを考えると、担い手の確保というものと次世代農業の育成というんでしょうか、

最大の鍵になってきます。 

  そこで、（２）の再質問に移りたいと思いますけれども、様々な形態で新規就農者の方々

がいて、一定の成果が出ていることは大変心強い限りなんですけれども、就農後に定着して

継続的に営農ができているかどうか、これが一番重要なところだと思います。それが今後の

最大の課題になってくるんだろうと思いますけれども、そこで次に、新規就農者、後継者確

保に向けた現状認識について、新規就農者の定着率、離農率というんでしょうか、離農の理

由について市の分析があればお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 新規就農者の定着率につきましては、直近５年間の累計でお答え

します。 

  農業次世代人材投資資金・経営開始資金の受給者は10名で、離農者はおりませんので、定

着率は100％でございます。親元就農者チャレンジ支援金は30名の交付決定を行い、うち１

名が離農しており、定着率は97％でございます。転入者チャレンジ支援金は令和４年度から

開始いたしましたので、４年間の累計で26名の交付決定を行い、給付中止が11名で定着率は
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58％となっております。離農の理由につきましては、転出や仕事が合わなかったなどと聞い

ております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 制度ごとの定着率の差については分かりました。今後の施策の検討に

おいて、これは非常に重要なデータだと感じました。特にその農業次世代人材投資資金・経

営開始資金の受給者は10名で定着率は100％だけれども、一方、転入者チャレンジ支援金に

ついては26名の交付実績に対して、11名が給付の中止、定着率が58％ということで、定着率

は半分くらいということになります。こうした課題に対応するためには、やっぱり関係機関

との連携というものが不可欠であると考えるんですけれども、そこで、例えば大きな農業団

体でありますＪＡちばみどりなどをはじめとする関係機関との連携体制についてお伺いをし

たいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 関係機関との連携につきましては、総合的な技術指導、農地の利

用調整などの支援を一元的に行うワンストップ支援窓口を運営することで、ＪＡや県、農業

委員会、日本政策金融公庫と連携した取組を行っております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 今、ワンストップ窓口というご回答をいただきましたけれども、これ

については農業支援だけではなくて、行政の仕事というのは、どこでもワンストップであち

らこちらとたらい回しされないような体制というのは非常に大切だと思いますし、この就農

希望者にとっても非常に心強い仕組みだと感じています。ただ、その独立就農後の経営不安

が離農につながるケースというのも実は私もお聞きしております。 

  そこで、次に独立就農後の経営不安というのが離農につながっているという指摘について、

就農前から就農後まで切れ目のない支援体制というものを構築する考えはあるのかをお伺い

したいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 就農前から就農後まで切れ目のない支援体制につきましては、先

ほど申し上げましたワンストップ支援窓口において構築しており、関係機関が一丸となり、
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相談業務など多岐にわたる支援を行っております。特に独立就農者である農業次世代人材投

資資金・経営開始資金の受給者の10名につきましては、定着率が100％でありますので、こ

の体制が十分に機能しているものと考えております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 支援体制が機能しているという点で、100％の定着率と、これすばら

しいことだと思います。今お答えいただいた10名、この方たちの、就農してからの横の連携

というんでしょうか、いろんな各地にそういう方はいらっしゃると思いますので、特にそう

いうことについても連携を深めていけるようなサポートをいただければ、さらにいいのかな

と思います。 

  そこで、ちょっと視点を変えてお伺いしますけれども、この農業経営を行う上で農地の分

散だとか遊休化、それから問題になっている耕作放棄地だとかが課題となっている中で、農

地の集約ですとか利用の最適化について、農地の中間管理事業の役割ですとか、関わり方に

ついて、市はどのような役割を果たしているかお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 農業者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の拡大、農地の分散化

などにより、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されることから、地域農業の

将来の在り方を検討するため、昨年度に市内15地区で地域計画を作成いたしました。今後は、

農地の集約など理想的な農地利用の実現に向け、地域ごとの話合いを継続し、定期的な見直

しに取り組んでまいります。 

  農地中間管理事業は、農地中間管理機構が中心となって行う農地の貸し借りを円滑に行う

ための仕組みで、市が策定する地域計画の目標地図に位置づけられた受け手に対して、まと

まりのある形で貸し付ける事業です。市は、農地を貸したい人、農地を借りたい人の間に入

り、受付事務を行っております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 昨年の米の高騰、大混乱というような感じでしたけれども、そういう

米の高騰を受けて、私のところにも新たに稲作経営を拡大したいですとか、あるいはその遊

休水田を整備して新たに始めたいという要望、ご相談も実は何件か受けます。これは耕作放

棄地の解消というのは環境問題にも関わってきます。よく耕作放棄地だと、ごみをぼんぼん

捨てられたりしますので、見えないというようなこともありますので、本市こそ、今お話し
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いただいた既に固まった地域計画について積極的に進めていただきたいと思います。 

  次の（３）のバイオマス資源のほうに移りたいと思います。 

  このバイオマス資源ですけれども、再質問です。この自然由来のバイオマス資源というの

は、管内に本市に豊富に存在しています。地域全体で循環利用には至っていないという先ほ

どのご回答、現状認識はそのとおりで、私も同感であります。 

  そこで次に、今までも私は議会で何度か質問していますけれども、バイオマス産業都市と

いう、そういう指定があるんですが、この制度の概要、あるいは指定要件、指定自治体の状

況について、市としてはどのように認識しているのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） バイオマス産業都市制度は、家畜排せつ物、食品廃棄物などのバ

イオマスを有効に活用し、エネルギーや製品として地域内で循環させ、新たな産業雇用を生

み出す取組を国が支援する制度であります。地域資源の有効活用や循環型社会の形成に資す

るものであると認識しております。 

  認定を受けるには、バイオマス産業都市構想を作成し、国の選定を受ける必要があります。

全国では104の市町村が認定を受けておりますが、千葉県内におきましては現在のところ認

定を受けている自治体はございません。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 今、課長のほうから全国で104の自治体が指定を受けていて、千葉県

ではないんだということですけれども、なぜだったのかなという気もするんですけれども、

この制度の意義と全国的な動向についてはご回答のとおりでありますけれども、このバイオ

マス産業都市に選定された自治体というのは、私もいろいろ調べてみたんですけれども、国

の補助金の優先採択ですとか、あるいは民間事業者の参入促進ですとか、エネルギーコスト

の削減、あるいはよく言われます化学肥料の使用量の削減だとか、農業経営と環境対策を一

緒に進めるという効果が報告されています。こういう効果が本市農業の持続性だとか、ある

いは競争力を強化すると、可能性について市はどのように考えておられるかお伺いしたいと

思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） バイオマス産業都市に指定された自治体におきまして、エネルギ
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ーコストの抑制や化学肥料の低減といった一定の効果が報告されておりますが、大規模なバ

イオマス施設を導入する場合には、多額の初期投資や採算性の確保など、課題も多いものと

認識しております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） このバイオマス産業都市と、産業都市という言葉ですので、そういう

ことからか、何か都市の仕組みそのものを変えてしまうような、そんな感じも受けるのかな

と思うんですけれども、確かに事業によっては、例えば大きなプラントを建てましょうとい

うことになると、初期投資が莫大なものになるということは、あるいはその採算性の課題は

どうなるんだということもあるんですけれども、そういう必要な点はありますけれども、だ

からこそいきなりこれを事業化するということではなくて、まずはその調査ですとか研究に

着手するということが現実的なんだろうと思います。 

  そこで次に、この庁内連携について、環境問題もある、農業問題もあるという中で調査研

究の考え方についてお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 現在、市では飼料用米やＷＣＳなどの飼料用作物を生産し、その

農地へ堆肥を還元する資源循環による耕畜連携を進めているところでございます。 

  市といたしましては、直ちに具体的な構想策定に着手する段階には至っておりませんが、

今後の農業振興や資源循環の在り方を検討する中で、国や他自治体の動向も踏まえつつ、関

係課間で情報共有を図りながら調査研究してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） ありがとうございます。 

  このバイオマス産業都市構想というのは、単なるエネルギー政策だとか農業振興策にとど

まらないということを改めて申し上げたいと思うんですけれども、今回はあまり深く踏み込

んでいませんけれども、このバイオマス都市というのは、実は本市が長年抱えてきた、例え

ば畜産ふん尿問題に起因する市内全域の臭気問題、実は私、昨日の夜もうちに帰りましたら、

夜そういう臭いがずっと空から落ちてくるような、そういう状況があるんですけれども、そ

ういう畜産ふん尿に起因する市内全体の臭気問題という課題を根本から解決する可能性もあ

る政策だと考えております。畜産農家の方々も大変苦慮されている課題でもあります。こう

いう問題は、生活環境だとか定住促進、さらには農業のイメージ向上にも直結するような重
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要な問題であって、これまで十分に体系的に調査とか研究がされてこなかったなという気に

も私もなります。ですから、資源循環、今ご質問しましたけれども、そういうものと加えて、

この環境対策を両立させた具体的な検討に着手すべきと考えております。このことについて

は、改めて別の機会に改めてご質問させていただきたいと思います。 

  次の項目に移りたいと思います。項目２の資産マネジメント戦略についてです。 

  跡地利用のことについてですけれども、その再質問です。基本方針として、先ほどお答え

いただいた跡地利用には、地域ニーズ、行政需要、民間活力の三つの視点を重視されている

んだと、これは大変重要だと思います。 

  そこで、こうした多角的な検討を実効性のあるものにするためには、庁内の連携、体制だ

とか意思決定のプロセス、どこでどう決めるんだよと。これが大変大切なことだと思います。

学校跡地活用の検討に当たっては、庁内のどの部署が関与して、どのような体制で意思決定

を行っていくのか、その検討体制とその意思決定の仕組みというんでしょうか、それについ

てお伺いをいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 学校施設の利活用に当たっては、旭市学校施設利活用基本

方針において、旭市庁議等設置規程に基づく専門委員会を設置し、関係課による組織横断的

な体制で検討を進めることとしております。 

  利活用の検討過程では、基本方針を踏まえ地域の意向等を配慮した上で、施設ごとに利活

用計画案を作成します。計画案については庁議に報告の上、検証し、市議会への報告、地域

への説明の上、決定をいたします。 

  また、学校施設の利活用は、本市の上位計画である旭市総合戦略、旭市都市計画マスター

プラン、旭市公共施設等総合管理計画との整合性を図ることとしております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 今、課長のほうから、専門委員会を設置して、庁内横断的な体制で検

討を進め、議会、地域にも丁寧に説明していくという、この流れは透明性の確保という面で

とても大切だと思います。 

  そこで次に、じゃ、具体的にどのような活用手法というものを想定しているのか、より実

務的な観点からお伺いしたいと思います。 
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○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 本市では、施設の有効活用を図るため、複数の選択肢を優

先順位をつけて検討することとしております。 

  １番目は、市施策における利活用です。行政需要に応じた公共施設としての利活用が見込

める場合は、優先して検討いたします。 

  ２番目は、公共・公益的団体等による利活用です。公共団体や公益的団体、民間事業者が

計画する公益的事業の内容等を精査し、利活用について検討します。施設の改修費用は、団

体等が全額負担する条件で貸し付けます。 

  ３番目は、民間事業者等による利活用です。民間事業者等が計画する事業内容等を精査し、

利活用について検討します。事業提案を募集し、有償で売却・貸付けいたします。 

  ４番目は、取壊し及び更地での利活用です。施設の利活用について実現性がない場合、取

壊し売却等を含め、更地での利活用について検討いたします。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） ありがとうございます。１番目から４番目と説明いただきました。こ

の優先順位というものを明確にした上で整理していくと、判断の基準として大変分かりやす

いし、現実的な考え方であると、そのように受け止めました。 

  一方で、活用に至るまで、決まればそれは活用になるわけですけれども、未利用のままで

保有する期間が長ければ長いほど、そのときには財政負担もどんどん膨らんでいくわけです

けれども、それが今後の課題になるのではないかなと思いますけれども、そこで、次に維持

管理費の考え方についてお伺いしたいと思います。未利用のままで保有した場合の維持管理

費はどのようなものが想定されるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 現時点において詳細な金額までは算定しておりませんが、

施設を未利用のまま保有した場合の維持管理費につきましては、建物の維持管理費用として、

建物や設備の点検費用、警備等の防犯対策に係る費用、保険料等が必要となり、敷地の管理

費用については、除草業務、あとは樹木の剪定の費用が必要となることが想定されます。 

  以上です。 
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○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） ありがとうございます。未利用のままでも相当の維持管理費というの

は発生することも考えますと、この跡地利用をできるだけ早期に具体化していくということ

が、財政面からも極めて重要なんだろうなと思います。 

  そこで、次にちょっと視点を広げまして、学校跡地に限らず市全体の公共施設をどんなふ

うに管理していくのか、将来、次世代に負担を残さない形で再編していくのかという、そう

いう観点から、次の（２）の公共施設全体の集約化・複合化、今後の方向性について再質問

を移りたいと思います。 

  （２）ですけれども、先ほど米本市長からお答えいただきました。どうもありがとうござ

います。市全体の最適配置と将来を見据えた総量縮減という考え方は避けて通れないなと思

うんですが、重要な視点であると私も同様に考えます。 

  そこで、その考え方に基づいて、施設の集約化、複合化について現在の、今の取組状況に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 現在は合併に伴う類似施設で重複したサービスを提供する

医療保健福祉施設、生涯学習関連施設、スポーツ施設、これについて施設の評価を実施し、

これらの在り方について見直しを進めております。 

  今後も、公共施設の持続可能性を高めるため、行政需要に応じた施設等への利活用や、更

新時期の迫った類似施設の集約などを進めてまいります。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 類似施設の見直しを中心に計画的な検討が進められているということ

が分かりました。 

  この公共施設というのは、単なる建物ではなくて、敷地も含めて地域コミュニティの拠点

としての大きな役割を今までも果たしてきたということも事実だと思うんです。そこで、次

に公共施設がこの地域の中のコミュニティの中心、拠点としての役割というものをどういう

ふうに考えるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 公共施設は、地域のコミュニティの拠点として、学習、健
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康、行政サービス、福祉、交流等といった多様な役割を果たしてまいりました。本市では、

公共施設が地域コミュニティにおいて極めて重要な役割を果たしてきたものと評価しており

ます。しかし、近年は人口減少と少子高齢化の進展により施設の利用ニーズが減少しており、

その傾向は今後も進行するものと考えております。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） 地域コミュニティに果たしてきた役割を重く受け止めつつ、将来を見

据えた中での再編が必要だという姿勢は大変重要だと思います。 

  そこで次に、この公共施設等総合管理計画に基づいて、集約化ですとか複合化、あるいは

廃止、具体的なその検討事例について分かればお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 計画策定後、施設の集約化・複合化をした施設は、まず本

庁舎、これは本庁舎と第二庁舎等です。あさひ市民センター、これは市民会館と第二市民会

館等を統合しました。あと、ひかた市民センター、これは干潟公民館と児童クラブ、そのほ

か。あと、消防東部分署、これは海上分署と飯岡分署です。あと、ふたば保育所、これは中

央第二保育所とゆたか保育所、これらが掲げられます。 

  廃止した施設は青年の家、農村環境改善センター、農産物直売館、海上野球場、飯岡庭球

場等であります。これらの公共施設の縮減により、維持管理費及び敷地内の借地返却による

借地料の軽減が図られております。 

  さらに、未利用市有財産として売却処分しました施設は、神西住宅跡地、仁玉スポーツ広

場跡地が挙げられます。売却処分により維持管理費の削減と自主財源の確保が図られました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） これまでの実績を見ると、集約化・複合化による財政効果とサービス

の維持の両立が具体的に進められてきたんだというお答えでありました。今後、さらにこの

民間の知恵だとか、そういう民間の活力というのを積極的に取り入れていくということが、

跡地の利用、施設再編の大きな鍵になっていくのではないかなというふうに私は思います。 

  そこで、最後に民間提案型制度の活用について具体的にちょっとお聞きしたいと思います

けれども、学校の跡地だとか公共施設を対象に、民間事業者からの提案について受け入れる

仕組みは整っているのかどうかということについて、特に旧海上町、海上中の跡地について
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ですが、私の知っている限りで平成30年に当時の検討委員会、私はまだそのとき議員ではな

かったですけれども、諮問が出ています。読ませていただきました。これが今もって留保さ

れているというのは、これは海上地域の学校の再編、統合候補予定地だったということも進

まなかった一因であろうかなということは理解できるんですけれども、これについては一定

の方向が見えた中で、旧海上中学校跡地に民間提案型制度の導入を検討するお考えはあるの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 公共施設等総合管理計画において、民間連携の取組方針に

ついて触れており、ＰＰＰ／ＰＦＩ、いわゆる公民連携を推進し、積極的に検討することと

しております。 

  また、サウンディング型市場調査を実施する等、民間提案型の手法を既に検討、導入して

いる例もございます。旧海上中学校跡地につきましても、サウンディング型市場調査を実施

し、民間事業者からの提案を近日中に募集することとしております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員。 

○１１番（島田 恒） ありがとうございます。大分のどが鳴っているようですけれども、私

もちょっとアレルギーでぐしゅぐしゅしますけれども、申し訳ありません。ありがとうござ

います。 

  少し今、難しい英語も出てきましたけれども、この取組には私考えるところ、大きく二つ

の考え方があるのかなというふうに思います。 

  まず、１番は市が自ら行うということ、廃止だとか売却も含めてね、というのがまず一つ。 

  それから、もう一つは、今、課長からお示しいただきましたようにＰＰＰと、それからＰ

ＦＩということで、横文字が三つほど並んでいて分かりにくいところがありますけれども、

このどちらも民間をどうやって活用するか。ＰＰＰというのは、パブリック・プライベー

ト・パートナーシップと、簡単に言えば役所と民間が一緒にやる官民連携という、それから

ＰＦＩというのは、プライベート・ファイナンス・イニシアチブということで、これは民間

資金を活用して民間が主体となってやってもらうということですけれども、そういうものを

決めた上で、このサウンディング型市場調査と、この旭市の意向だとか、条件だとか、そう

いうものを提示した中で、民間の会社と話合いを進めて行う手法と、私もこれが一番現実的



－182－ 

でね、スピード感があるのかなと思います。 

  この旧海上中の跡地を含めて、この民間提案型の手法を積極的に活用していくというご答

弁は、今後の跡地活用を進める上で大きな前進になっていくんだと思います。こういう施設、

それから公共施設、全て市民の貴重な財産であります。行政と議会と地域の方々、そして民

間が知恵を出し合って、大切なのは財政負担を減らしながら価値を高める資産活用というん

でしょうか、そこだと思うんですね。これを実践していくことが我々将来世代への責任なん

だろうなと思います。 

  今後も前向きな検討と、よりスピーディーな具体的な取組を強く要望いたしまして、私の

一般質問を終わりにいたします。 

○議長（宮内 保） 島田恒議員の一般質問を終わります。 

  島田恒議員は自席へお戻りください。 

  一般質問は途中ですが、11時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時 ０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

◇ 常世田 正 樹 

○議長（宮内 保） 続いて、常世田正樹議員、ご登壇を願います。 

（４番 常世田正樹 登壇） 

○４番（常世田正樹） こんにちは、議席番号４番、常世田正樹です。 

  議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。

通常ですと、冒頭、いろいろお話しさせていただくんですけれども、時間配分が分からない

ので、すぐ質問に入らせていただきます。 

  私からの質問は、防災力の強化について、交通安全の強化について、農業の振興について

の３項目６点の質問となります。 

  １項目めは、防災力の強化についてです。 
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  （１）災害等で停電が発生すると、電源を必要とする医療機器を使用している災害時要配

慮者は生命の危機にさらされてしまうことから、本市での災害時要配慮者の命を守る体制づ

くりについてお伺いいたします。 

  2024年の能登半島地震では、停電や道路寸断により在宅での人工呼吸器、酸素濃縮器等の

利用者が生命の危険に直面いたしました。バッテリー不足、酸素ボンベの輸送遅延、医療者

の被災と不足が課題となり、避難所での使用環境の整備不足も大きな課題となりました。南

海トラフ巨大地震、首都直下型地震、千葉県東方沖地震等の発生率が上昇している昨今、東

日本大震災による被災地でもある旭市は、災害時要配慮者の方の安心・安全を常に考える必

要があると思います。 

  そこで、災害時要配慮者を対象としたポータブル電源や予備バッテリー、自家発電や蓄電

池の購入補助制度の現状と内容についてお伺いいたします。 

  １項目めの（２）千葉県では、平時と災害時を一体として捉えたフェーズフリー防災への

取組を推進する決議が昨年２月に可決されましたが、本市におけるフェーズフリー防災の普

及啓発と防災対策についてお伺いいたします。 

  千葉県では、2011年３月11日の東日本大震災による津波や液状化による甚大な被害、令和

元年の台風15号による家屋や農業施設への深刻なダメージ、令和５年の台風13号による大雨

によっても甚大な被害を受けました。また、能登半島では大地震と豪雨の複合災害によって

甚大な被害が出ました。最悪の事態が起こり得ることを認識し、行政、事業者、そして県民

がそれぞれ主体的に災害への備えを進めていく必要があります。しかしながら、災害のため

に備えようとする際、費用や時間、労力、場所など多くの面で負担や制約があり、災害対策

の取組が進みにくい要因となっております。 

  そこで、日常的に使用する物やサービス等をそのまま災害時の備えとして活用し、日常の

中に防災を自然な形で取り入れることで、平時と災害時といったフェーズの境界を極力なく

すことができれば、様々な負担の軽減や制約の解消、経費の節減、さらには災害時の利便性

の向上が期待できます。 

  そこで、県ではフェーズフリー条例の策定に向けての動きがあるようですが、本市におけ

るフェーズフリーの取組について、市長の考えをお伺いいたします。 

  ２項目めは、交通安全の強化についてです。 

  （１）干潟小学区にある信号のない交差点について、道幅が同程度であるため、近隣住民

と通行者の間で優先道路に関する認識に違いがあります。交通事故の発生が危惧されるため、
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何か対策は取れないのかお伺いいたします。 

  ２月に茨城県日立市で発生した交通事故は、運転していた70代男性の車が歩道に乗り上げ、

歩道を歩いていた列に突っ込み女子高校生８人が搬送、うち２人が重傷となりました。2021

年６月には八街市で発生した飲酒運転のトラックが集団下校中の児童の列に突っ込み、２人

の尊い命が奪われた悲惨な事故がありました。小学生の徒歩による登下校、中学生は自転車

で日々登下校しております。自分の子どもたちが小・中学生だった頃はあまり意識したこと

はなかったのですが、子どもたちは常に無防備な状態であり、交通事故や犯罪等に巻き込ま

れる可能性は、我々大人よりも高い傾向にあります。 

  干潟小学校東側、焼き肉一力の西側の信号がない交差点は、以前より子どもたちの登下校

の際の危険箇所として地元では認識をしており、停止線や優先道路を示す破線等の設置を求

めておりましたが、依然として対策がなされておりません。 

  地域の住民は、東西の道路が優先であるという認識を持っています。焼き肉一力付近の交

差点には、南北道路に一時停止の標識と停止線が設置されております。しかし、その一方で

干潟保育園への送迎を毎日している保護者の中には、国道126号線を南側から横断した後、

南北道路をかなりの速度で、徐行や一時停止をしないで走行してまいります。地元である私

たちは徐行や一時停止をするのですが、ひやりとした経験を多くの人がしております。 

  交差点は左方優先が基本です。地元の人は分かっておりますが、東陽らーめんのほうから

来る車と国道から抜けてくる車が鉢合わせになりやすく、しかも死角になっていて左側が全

然見えないのが非常に危ない状況です。 

  そこで、東西道路が優先であるという措置がなされれば、登下校をする児童、地域住民の

安全が確保されます。一時停止の設置をすることができないのか、お伺いいたします。 

  ２項目めの（２）矢指ケ浦海水浴場前の車道が県道飯岡一宮線の抜け道として使われ、法

定速度を超えて走る車が多く、歩行者が危険にさらされております。市として何か対策は取

れないのか、お伺いいたします。住民の方から数回相談を受けている場所になっております。

匝瑳市方面から飯岡へ向かう際、県道飯岡一宮線を鋭角に海のほうへ曲がり、矢指ケ浦海水

浴場方面へ向かい、再び海沿いを走って寿自動車がある箇所で県道飯岡一宮線へ合流する道

路、こちらの道路が抜け道になっており、かなりの速度で通行する自動車が多く、歩行者が

危険にさらされております。また、野良猫等の動物がはねられていることも多く、速度を抑

制する対策を行ってほしいという相談です。 

  当該エリアは、信号を２か所回避するための抜け道となっております。実際、私は矢指ケ
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浦海水浴場の駐車場で夕暮れどきに数回観察を行いました。かなりの速度を出している車が

多いです。中には法定速度で走っている車を追い抜いていく車もあります。犬の散歩やウオ

ーキングをしている歩行者が多く、夕方で見えにくいのか、歩行者との距離が近くなってか

らよける車も見受けられました。見えにくいのならば、街路灯を増やしたらどうかという考

えもありますが、それではますますスピードを出して走る車が走りやすくなってしまうので、

さらに歩行者の危険性が上がってしまう懸念があります。 

  そこで、複数の方から、この抜け道となっている道路は危ないという指摘をいただいてお

ります。これまでに地元等からの相談は本市のほうになかったのかお伺いいたします。 

  ３項目めは、農業の振興についてです。 

  （１）地域農業経営基盤強化促進計画の見直しに当たり、地区ごとの座談会が開催されて

おりますが、本市での計画見直しの進捗状況と、座談会の開催により見えてきた課題につい

てお伺いいたします。 

  地域農業の将来を考える座談会が昨年地区ごとに開催されました。私も農家として参加し

ました。農業従事者の減少と高齢化は全国規模で急激に進んでおり、旭市でも2005年には主

に農業に従事している方が5,625人おりましたが、2020年には3,798人、15年間で1,827人も

減少しております。平均年齢も57.3歳から63歳と5.7歳も上昇しております。60歳から80歳

以上の方が65.9％、実に７割近くの農業従事者の方が定年を迎える年齢になっても現役でば

りばり働いている現状にあります。驚くべきことに10人に１人が80歳以上であるという現実

です。農家は退職金もなくて、定年もないから死ぬまで働かなければならないんだよなとい

う言葉を、私は子どもの頃から何度も聞かされて育ってまいりました。最近では、孫が大学

を卒業するまでは何とか現役で農業を続けたいけれども、最近体調が優れなくてきついんだ

よね。でも生き物相手だから休めないし、休んでも休業補償は出ないから収入がストップし

てしまう。だから無理をしてでも田んぼや畑に出ていかなければならないんだよという現実

的な話を聞きました。そういった先輩方が支えてきてくれた旭市の農業に寄り添い、次世代

へつないでいくのは行政の責任ある使命であり、さらには早急な対策を取らなければならな

い大きな課題でもあります。 

  このような現状を背景に登場したのが地域計画であります。農地や農業技術等を将来にわ

たり適切に継承していくために、10年後の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画

を策定し、農地集約化を進めていこうという取組です。あわせて、耕作放棄地をこれ以上増

やさないための対策にも寄与します。 
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  座談会の趣旨は理解しております。国が何を目指しているのかも分かります。しかしなが

ら、農家の皆さんは困惑しております。目標地図に掲げている集約化のイメージは、現在分

散している耕作地を機械的にまとめた図が示されております。先祖代々脈々と受け継がれて

きた土地、水利権の争いがあったかもしれません。血と汗と努力の結晶である土地、さらに

は土地の収益性や物理性、水はけが悪い、深田や強湿田と収量が高い田んぼとを簡単に入れ

替えることができるのでしょうか。たとえ収量が低くとも、自分の田んぼはそのまま次世代

へ受け継ぎたいという方がいるかもしれません。公共事業ではないので土地収用権を行使す

ることはないと思われますが、農地の集約化についてどのように進めていくのか、お伺いい

たします。 

  ３項目めの（２）新規就農を希望する人への対応について、農業事務所や市ではどのよう

に行っているのか。これまでの私の経験から、希望者は農家へ相談したほうがよいと感じる

のですが、市の見解をお伺いいたします。新規就農を希望する方が来た際に、どのような対

応を行っているのかお伺いをいたします。 

  以上、３項目６点が１回目の質問となります。再質問は質問席にて行わせていただきます。 

○議長（宮内 保） 常世田正樹議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  米本市長、ご登壇願います。 

（市長 米本弥一郎 登壇） 

○市長（米本弥一郎） 私からは、質問項目１、防災力の強化についての（２）フェーズフリ

ー防災の取組についてお答え申し上げます。 

  フェーズフリーとは、日常と非常時の区切りをなくし、ふだんの生活で使っている物やサ

ービスをもしものときに役立てるという新しい防災の考え方でございます。本市においては、

既に実施している防災給食のローリングストックや、公園へのマンホールトイレの設置など

の取組がフェーズフリーの考え方に合致するものと思われます。 

  災害発生時だけでなく、ふだんの暮らしも豊かにするというフェーズフリーの考え方を踏

まえ、今後とも千葉県と連携しながら、安全・安心なまちづくりに努めていきたいと考えて

おります。 

○議長（宮内 保） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 私からは、大きな１、防災力の強化についての（１）ポータブ

ル電源や予備バッテリー、自家発電や蓄電池の購入補助制度の現状と内容についてというこ

とでお答えします。 
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  在宅の身体障害者または障害児、在宅の難病患者に対して、日常生活の利便性向上を図る

ため、日常生活用具を給付する旭市障害者等日常生活用具給付等事業を実施しております。

本事業では、在宅療養等支援用具としてポータブル電源（蓄電池）が給付の対象となります。 

  ポータブル電源（蓄電池）の給付を受けることができる方は、呼吸器機能障害が３級以上

の方、または同程度の身体障害者であって必要と認められる方などになり、申請により必要

な調査をし、給付の決定を行います。給付上限額は６万円で、利用者負担額は課税世帯が１

割負担、非課税世帯は負担なしとなります。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 私からは、２、交通安全の強化について回答いたします。 

  初めに、（１）干潟小学校区にある信号のない交差点について、一時停止を設置すること

はできないかということについて回答いたします。 

  当該交差点については、通学路合同点検においても危険性が指摘されており、既にクロス

マーク─これは交差点中央に設ける十字型の線でございます─が設置されていました

が、さらなる対策として、一時停止の設置等が検討されました。しかし、当時は一時停止を

設ける判断には至らず、注意喚起のための電柱幕を設置することとなりました。一時停止の

設置について、改めて警察へ要望してまいりたいと考えております。 

  続きまして、（２）矢指ケ浦海水浴場前の市道の関係について、抜け道となっていて危な

いということで、地元からの相談はなかったのでしょうかということで回答いたします。 

  これまでのところ、地元の皆様や関係団体から当該事項に関する具体的なご相談やご要望

は承っておりません。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 私からは、３の農業振興についての（１）と（２）についてご回

答いたします。 

  初めに、（１）の農地の集約化の進め方でありますが、議員ご指摘のとおり、農地には一

筆ごとに異なる条件やそれぞれの所有者の思いがあるものと承知しております。地域計画に

つきましては、農業者、土地所有者、関係団体などによる協議の場を設け、見直し作業を進

めているところであります。市といたしましては、この地域計画において、地域の話合いに

基づき個々の農家の意向を丁寧に聞きながら、次世代の担い手が利用すべき農地を見える化
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し、分散した農地を段階的にまとめ、集積・集約化の推進を図ってまいります。 

  続いて、（２）の新規就農を希望する方への対応につきましては、市と農業事務所や農業

委員会、ＪＡ、日本政策金融公庫と連携したワンストップ支援窓口において、本格的な新規

就農相談に限らず、雇用就農などを含めた様々な相談に対応しております。 

  相談者は、初めから自立経営を目指す方や雇用就農を希望する方、自分らしい営農形態を

模索する方など様々ですが、まずは雇用就農を勧め、地域に慣れてもらい、農業経営のノウ

ハウを学んでいただいてから独立してもらうように助言しているところであります。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。 

  それでは、順次再質問させていただきます。 

  １項目めの（１）について、補助制度については課長のご説明で理解させていただきまし

た。しかし、蓄電池の稼働時間にも限界があり、災害の状況や停電期間によっては、必ず充

電の必要が生じます。現在、市ではロザリオの聖母会をはじめとする５施設と福祉避難所の

協定を締結しておりますが、以前も質問させていただきましたが、基本的には、まず一般の

指定避難所に避難していただき、配慮を要する方の状況等に応じて、次に福祉避難所を開設

し、利用を要する方の状況等に応じて利用いただくという２段階を要する運用だと認識して

おります。いずれにしましても、協定先施設の利用状況や人的体制など様々な要因により、

発災時、この５施設だけでは十分な受入れが不可能となることも考えられます。電源喪失が

命の危機に直結するなど、避難の際に様々な配慮を必要とする方の安全・安心のためにも、

福祉避難所の増設は必要であると考えます。 

  そこで、公共施設で自家発電設備のある海上公民館内やこども発達センターがある海上庁

舎東棟の１室をあらかじめ指定福祉避難所として提供するようにして、直接避難が可能とな

るようにできないか、市の見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 議員ご指摘のとおり、指定福祉避難所の増設や、現在の運用に

おける課題は継続して見直しを行い、自助・共助、それから公助の在り方も総合的に考慮し

て行動すべきと認識しております。 

  ご提案いただきました自家発電設備のある海上庁舎関連施設内の１室をあらかじめ指定福

祉避難所として提供することが可能かどうかにつきましては、その１室に配慮を要する方が
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集中して避難した場合の対応方法や人的な配置、また、協定を結んでおります市内民間施設

との受入れの在り方などに加えて、ほかの方法につきましても協議をしながら、実現の可能

性を検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） 前向きな考えでありがとうございます。 

  これまでも、避難の際に配慮を要する方が、平時の備えを含め、災害時にあっても地域で

安全・安心な生活が送れるよう、様々な提案を行ってまいりました。 

  昨年３月、協定先の一つ、ロザリオの聖母会が、福祉避難所の開設運営訓練を市と連携の

下、実施し、私も視察させていただきました。関係機関と連携したこれまでの市の防災力強

化への取組に一定の理解はしておりますが、このたびの提案は、公共施設の全部を指定する

というわけではなく、電源喪失が回避可能な一般指定避難所になっている公共施設の１室を

提供できないかというものであります。何かとクリアすべき課題もあろうかと思いますが、

ぜひとも実現に向けた前向きな検討をお願いしたいのですが、見解をお伺いいたします。重

ねてお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 電源が必要な方の避難につきましては、これまで自家用自家発電設

備のある施設に避難していただきまして、その状況に応じた対応をしておりますが、今後も

関係機関と連携しながら、避難者の状況に応じた対応ができるように検討してまいりたいと

考えております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。災害時の際に安心して避難できる、その保障

を市としてもしてあげたら、障害のある方も安心して暮らせると思いますので、よろしくお

願いいたします。課題は多いかと思いますが、市民の安心・安全のために一つ一つ丁寧に課

題をクリアしていただいてほしいです。よろしくお願いいたします。 

  ポータブル電源や予備バッテリー、自家発電や蓄電池の購入補助制度についての内容に戻

るのですが、本市においてポータブル電源の給付を受けることができる方は、呼吸器機能障

害が３級以上の方、または同程度の身体障害者であって、必要と認められる方とあります。

そうしますと、障害者手帳を持っていない高齢者の方で在宅療養をされている方は、この給
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付事業は使えないという認識になります。障害者手帳を持っていない高齢者の方も、災害等

によって電源が喪失した際には、生命の危機にさらされてしまいます。こういった方々に対

しても購入補助が必要であると考えます。年金で暮らしている高齢者の皆さんは日々の生活

を節約しつつ、何とか暮らしているというのが現状です。ポータブル電源や予備バッテリー

をいざというときに必要であると分かっていても、高額であるためになかなか手が出ないと

いう方が多いと思うのですが、見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（椎名 隆） 呼吸器機能障害のある方は、災害時に電源が喪失された際に

ポータブル電源等がない場合、非常に危険な状態になることが想定されます。障害者手帳が

なくても同程度の呼吸器機能障害があると判断できた場合には、補助対象として認定するこ

とができないか、関係課と協議してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。対象者の拡充を協議していただけるとのこと

です。ありがとうございます。 

  しかしながら、自治体単独で高齢者向けの補助事業を行うには、予算的な負担が大きいか

と思われます。東日本大震災の被災地であり、これまでに蓄積した様々な経験やノウハウが

ある旭市が県へ働きかけ、ポータブル電源を含む災害対応の備品等への助成について訴えれ

ば、検討のきっかけになるかと思いますので、市長から県へ要望をお願いできればと思いま

す。回答は結構です。 

  次の質問へ移ります。 

  １項目めの（２）について、市長、ご答弁いただきありがとうございます。マンホールト

イレ、もっとアピールしましょう。災害時にとても有効な設備だと思います。いつもの楽し

い公園がもしものときの頼れる避難所へと切り替わるフェーズフリー公園の機能を、さらに

整備していただきたいと思います。平時と災害時を一体として捉えた防災への取組を推進す

る決議を県が可決しました。今後、フェーズフリーの取組を推進していく県にとって、津波

被災地である旭市がフェーズフリー公園の整備に県からの補助金を必要としているという動

きを見せることで、フェーズフリー補助金を創出するきっかけになるかもしれません。たと

え補助金が創出されなくとも、文化の杜公園をフェーズフリー公園としてさらに整備するこ

とで、平時には子どもたちがふだんから遊んでいる公園であると同時に、親子への防災教育
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の実践の場となり、使用方法等の講習会を開催することもできます。そして災害時には炊き

出しの拠点、スマホ等の充電ステーションとなります。 

  ここからは、旭市の防災力について幾つかお尋ねいたします。巨大地震等によって家屋が

倒壊し、自宅で生活することが困難になると想定している人数についてお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 私からお答えします。 

  まず、先ほど私、電源が必要な方の避難について申し上げたことに誤りがありましたので、

訂正させていただきます。私、「自家用自家発電設備」と申し上げましたが、「非常用自家

発電設備」の誤りでした。訂正させていただきます。 

  今ご質問いただきました大規模災害時に自宅で生活することが困難になると想定している

人数、こちらのほうは約5,000人であります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） それでは、指定一時避難所にて受入れ可能な人数についてお伺いいた

します。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 28か所の指定一般避難所の受入れ可能な人数は約１万1,500人とな

っております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） さらに、備蓄している飲料水と食料の量についてお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 市で常時備蓄している飲料水は約４万5,000リットルで、食料は約

４万5,000食となります。この４万5,000の根拠といたしましては、長期避難となる避難所の

生活者5,000人分の３食、３日分によるものです。 

  市民の皆様には、この自助・共助・公助のうち、日常でできる自助として、飲食料品など

の備蓄、ローリングストックを広報やインスタグラムなどのＳＮＳを通じて啓発をしており

ます。 
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  飲食料品のローリングストックというのは、飲食料品などを買い置きしておき、消費期限

前に使って補充する、これを繰り返すといった取組となります。 

  また、市では官民含めた52事業所と災害協定を締結しておりまして、有事の際には物資供

給をはじめとした受援体制も整えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。大規模災害時に自宅での生活が困難になり得

る人数と、そして受入れ体制、しっかりと取り組まれているということが分かりました。 

  アルファ化米や長期保存が可能な非常食はとても高価であり、しかも賞味期限が必ず訪れ

ます。5,000食で少ないだろうという意見も出るかもしれませんけれども、課長もおっしゃ

いましたけれども、ふだんからローリングストックによって自宅で食料の備蓄、水の備蓄を

しっかりと心がけていただく啓発をお願いいたします。 

  在宅避難をしていて停電している場合、スマホの充電や簡易な医療機器のバッテリー充電

等の必要が生じます。東日本大震災の際、当時の干潟支所で携帯の充電をさせていただき大

変助かった記憶があります。ただ、電源タップはもちろん全て埋まっていましたし、中には

50％充電ができているのだから十分だろうと、持ち主に断りなしで引っこ抜いて、自分の携

帯の充電を始めた人もおりました。また、トイレだけを借りに来る人も結構いたことを覚え

ております。指定一般避難所においてスマホの充電をしたい方へどのように対応するのか、

お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 大規模災害時で長期の避難となった場合の指定一般避難所において

は、電源が確保されている場合には充電場所を提供いたします。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） それでは、トイレを借りに来る人の受入れ体制について、どのように

対応を想定しているのかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 大規模災害時では、断水になる可能性が高まります。避難所はもと

より、自宅等で避難されている方も断水によりトイレも使用できなくなります。このことか
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らも、断水時には指定一般避難所にてトイレを利用していただくことになります。 

  実際に断水になった場合のトイレを確保する手段は２種類ありまして、一つ目は、災害協

定による仮設トイレの借用、二つ目は市で備蓄している簡易トイレが約１万800個ございま

す。また、有事に備えた簡易トイレやビニール袋、トイレットペーパーなどを日頃から各ご

家庭で備蓄していただくように、広報やインスタグラムなどのＳＮＳを通じて啓発をしてお

ります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） 在宅避難をする市民の受入れ体制もしっかりと考えられていることが

分かり、安心いたしました。しかし、大規模災害によってライフライン等の復旧が３日間以

上遅れた場合、自宅に備蓄している水と食料が底をついてしまう危険性があります。その頃

には公助による飲料水と食料の供給が始まっているかと思うのですが、どこで配給を行うの

かという課題があります。避難所に避難している人と在宅避難をしている人でごった返すと、

避難所の機能が停止してしまいます。在宅避難をしている人は、避難所とは別の場所で配給

をするようにすみ分けを行うことも必要であるかと思います。 

  では、どのような場所が適しているのでしょうか。市内において災害時に利活用すること

ができる設備を備えている公園等はあるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 災害時に利活用することができる設備を備えている公園は２か所ご

ざいます。 

  一つ目は、指定緊急避難場所である市役所庁舎の西側の旭文化の杜公園内で、マンホール

トイレを12基設営することが可能な下水管を設置してございます。マンホールトイレの設

営・設置訓練につきましては毎年、県、近隣市、近隣消防本部などと合同で実施をしており

ます。 

  二つ目は、指定緊急避難場所かつ津波避難拠点である日の出山公園でありまして、こちら

は公園自体が津波から逃げるための築山となっておりまして、頂上部には倉庫が設置してあ

ります。倉庫内には災害用のトイレ、パーゴラテント、寒さをしのぐアルミシートが備え付

けられております。そのほかに雨水を利用した手洗い用の蛇口つきタンク、ソーラーエネル

ギーの照明、車椅子の方にも上りやすいスロープも設置しております。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。文化の杜公園、市長からも先ほどマンホール

トイレという最新式の設備があるということをお聞きしました。本庁舎もありますし、トイ

レの対応、スマホの充電、在宅避難者向けの炊き出し拠点として最適であるかと思われます。 

  ここ数年、旭市では大規模な災害がありません。台風の襲撃もなく大きな地震もありませ

ん。災害がないことはもちろん喜ばしいことなのですが、ローリングストックを以前は行っ

ていたが、面倒くさくなってやめてしまったという方がかなり増えております。巨大地震等

によって家屋が倒壊するなどして、自宅での生活が困難になると想定される人数が5,000人

です。耐震改修や補強工事を行うには多額の費用がかかります。市からの補助金を紹介して

も高齢だし、この家が崩れたら一緒に死んでもいいんだよという方が市内には少なからずい

らっしゃいます。旭市では、地域防災計画を令和７年３月にアップデートし、いざというと

きの備えを万全に行っております。しかし、なかなか進まないのが自助です。何か起きても、

行政や自衛隊が助けに来てくれるという甘い考えを捨てなければ、助かる命も助かりません。

市民の皆様の防災意識を高める啓発活動を、さらに続けていただきたいと思います。回答は

結構です。 

  次の質問に移ります。２項目めの交通安全の強化についての（１）について、一時停止を

かけるのは警察の判断とのことで、ハードルが高いのでしょうが、優先道路を示すドット線、

破線などは市のほうで引けないのか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 現在も当該交差点の優先関係が分かりにくく、依然として危険な交

差点であるとのことですので、ドット線の設置等の安全対策を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。地域の長年の心配事が解消されますので、早

急に実施していただけたらと思います。 

  ２項目めの（２）に移ります。当該道路を利用すると、信号を二つ回避でき、抜け道とし

ての利用がひどい状況です。特に夕方、高齢者の方が犬の散歩をしていたりするのに、暗い
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中で車が飛ばしていく。抜け道を利用している人々は旭市民だけではないと思われます。警

察へスピード違反の取締りを強化するなどの要請をすることはできませんか、お伺いいたし

ます。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 速度抑制への対策として、警察へスピードを出す車が多いので取締

りの強化をしてほしいと要望していきたいと思います。 

  以上になります。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） 警察の取締りが強化されても、スピードを出す車が減らないことも想

定されます。物理的な対策としてハンプを設置するなど、より効果的な対策はできないので

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 今年の９月には、道路交通法施行令の改正により、センターライン

のない、いわゆる生活道路は、原則として法定速度が時速30キロメートルになり、ご質問の

道路も法定速度は時速60キロメートルから時速30キロメートルへ変更されます。スピード違

反の取締り強化や規制速度の変更による効果を踏まえ、それでも改善されなければ、物理的

な速度抑制対策として、ハンプ等の設置を検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。交通事故は被害者だけでなく、加害者も一生

を台無しにしてしまいます。行政ができ得る限りの対策を講ずることで、交通事故を減らす

ことができれば、悲惨な交通事故で不幸になる人を減らすことができます。引き続き、市民

の安心・安全を守ることにご尽力いただきたいと思います。回答は結構です。 

  次の質問へ移ります。３項目めの農業の振興についての（１）について再質問いたします。

農家の方の話を聞く機会が多く、地域計画の進め方について、農業生産法人や集落営農、家

族経営で大規模に営農を行っている農家、企業参入等、まずはその地域で大規模に耕作を行

っている農家の農地を地図へ落とし込み、その後、埋まっていない空白を規模が大きい農家

から順に当てはめていってはどうかという意見を多く聞きます。私はこのやり方が現実的で



－196－ 

あると思うのですが、実際に座談会でも同様の意見は出たのかどうかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 地域計画の目標地図につきましては、次世代の担い手に農地をど

のように結びつけていくかが最も重要な課題であると認識しております。座談会では、埋ま

っていない空白農地を規模が大きい農家から順に当てはめていってはどうかという意見はあ

りませんでしたが、農地の集約に関しては、行政側が耕作地の交換など具体的な案を示さな

ければ、農家だけで集約化を進めるのは困難であるとの意見がありました。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） では、具体的に今後のやり方についてどのように考えているのか、お

伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 農業生産法人や集落営農組織、家族経営で大規模に営農を行って

いる農家など、現在、地域の農業を支えている担い手の営農実態をまずは的確に把握し、地

図上に落とし込む手法が、現実的かつ効果的な進め方の一つであると考えております。 

  一方で、地域計画は特定の経営体を優先的に位置づけるものではなく、地域全体の合意形

成に基づき策定することが制度の基本であります。小規模農家であっても、意欲のある農家

や新規就農者、多様な経営体が将来にわたり参画できるよう配慮するとともに、農地中間管

理機構を通じた公平・透明な手続を確保することが不可欠であると考えております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。 

  少し方向性を変えて、水田の耕作面積が20ヘクタール以上を有する団体数について、把握

していればお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 水田の耕作面積20ヘクタール以上を有する団体等の数は、旭市の

水田台帳によりますと、個人が11、団体が７、合計で18経営体になります。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） 既に大規模農家へ委託等で農地が集約されつつある傾向にあるかと思
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います。それも相対がほぼ100％であると認識しております。しかし、耕作面積は狭くても、

こだわりと情熱を持って耕作に取り組んでいる農家、私も有機農業をやっているので、その

一人でもあります。課長がおっしゃるように、皆さんが納得できるような地域計画の策定、

それがやはり市としたら、それが一番の命題であるかと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  また、座談会へ２か所参加させていただいたんですけれども、20代、30代の若い世代の農

家の参加者が少なかったようですが、これからの旭市の農業を牽引していく世代に参加して

いただかないと、地域農業の将来を考える座談会は絵に描いた餅になってしまいます。私が

若手農家に聞いたところ、連日暗くなるまで農作業に追われているので、夕方６時に市役所

へ集まれと言われても時間的に厳しい、各地域の公民館やコミュニティセンターに職員が来

て夜７時過ぎから座談会を開いてくれれば、作業着のままで気楽に参加できると言っており

ました。今後、若手農家を参加させていくためには、開催場所と開催時間を考慮することも

必要であるかと思いますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 議員ご指摘のとおり、開催場所や時間帯の見直し、若い世代が参

加しやすい環境を整えることは極めて重要であります。 

  今後の開催に当たりましては、より多くの方にご参加いただけるよう、開催の在り方につ

いて配慮してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。職員には遅い時間にご苦労をかけるかもしれ

ませんけれども、地域計画をよりよいものにするために、ご配慮いただければと思います。 

  地域計画の策定は、広大な平野部の水田と畑が先行して行われることが想定されます。一

方で、旧干潟町、旧海上町エリアに散在する谷津田や水利が乏しく大型機械が入れない畑は、

集約化することは困難であり、耕作放棄地が増えていくことが懸念されます。今後、離農や

機械の大型化等によって、耕作条件が不利な農地の耕作放棄地がますます増えていくことが

想定されます。このような条件不利地をどのように維持していくのかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 今後、離農や大型機械が入りにくい谷津田等につきましては、耕
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作放棄地の増加が懸念されるところでございます。市といたしましては、こうした農地を一

律に集約の対象とするのではなく、地域の実情に応じた多様な維持方策を講じていく必要が

あると考えております。やむを得ず農地として維持が困難な場合においては、防災・減災機

能や景観形成など、農地の持つ多面的機能を踏まえ、保全管理の在り方について地域と協議

し、荒廃の進行を防ぐ方策を検討してまいります。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） 現在、本市では耕作放棄地再生事業補助金がございます。解消した農

地に対し10アール当たり10万円を支払います。この取組はとてもすばらしいのですが、私は

思うのです。条件不利地は、このまま何も手を下さなければ、どんどん耕作をする農家が減

り、いずれは耕作放棄地になってしまうだろうと。であれば、条件不利地を耕作してくれる

農家へ対して奨励金を払えば、耕作放棄地の増加に歯止めがかけられるのではないだろうか

と。平野部の畑は取り合いになっている現状です。ところが、耕作不利地の畑にはほとんど

関心が示されません。耕作放棄地になってしまった農地を再生するために補助金を支払うの

であれば、耕作放棄を防止するための耕作奨励金があってもよいのではないかと思うのです

が、見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 耕作放棄を防止するための奨励金制度を創設するには、対象農地

の範囲、交付要件の公平性、営農実態の確認方法など、制度設計上の課題が多岐にわたるも

のと考えております。 

  耕作放棄地の未然防止という観点は極めて重要でありますので、既存の多面的機能支払交

付金の活用、さらには地域計画に基づく担い手への円滑な農地集約を推進することにより、

実質的な予防効果を高めていくことが現実的な方策であると考えております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） 現実的な方策、今のやり方でどうにもならないと私は思っているので

提案しております。山あいの農地、農道が狭い、水利が乏しいような条件不利地は、みんな

耕作したくないのです。私の田んぼも干潟町の清和のほうにありますけれども、雨が降った

ら軽トラでも滑ってしまうような条件不利地です。ただ、都内から来る小学生、お客さんに

とっては、トトロがいるようなすばらしい景観の田んぼであると、そういって評価してくれ

ます。ただ、それが、課長おっしゃるように、最終的には景観を整え、森へとかえっていく。
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それもありかと思うんですけれども、それよりは給食で使うお米をつくる、そういったよう

な田んぼのまま残ってくれたらと私は思います。 

  はるか昔の先人の方が山や丘を切り開いて、農地として整備したかけがえのない土地です

から、森や草原として再び自然に戻るのも、また自然のことわりなのかもしれません。抜本

的な解決方法は現段階では見つからないと思いますので、耕作放棄地を増やさないまちづく

りを継続的なテーマとして、私自身もしっかり考えていきたいと思います。 

  ３項目めの（２）について、理想と現実、指導する立場にある人は理想を述べます。実務

に携わる人は現実を述べます。私は指導する立場から農業の世界に入ったので、よく分かり

ます。これまでの経験から、新規就農を希望している人は、役所や普及員に相談するだけで

はなく、作物の栽培や経営については、現場の農家に直接相談したほうがよいと考えます。 

  最近、市内指導農業士の方が若手の農業士の方々と新規就農希望者をサポートするチーム

を立ち上げました。農水産課、農業事務所、ＪＡへ就農相談があった場合、まずはサポート

チームにつなげて圃場見学や相談窓口となること。その後、研修を希望した場合、チーム所

属農家が受け入れるという流れをつくりたいそうです。 

  このチームの中心的な立場の方から相談されたことがあります。以前、新規で就農した若

者がいたそうです。最初は元気に地元の集まりにも参加していたそうですが、だんだん人と

顔を合わせなくなり、気がついたら離農し、どこかへ転居していったそうです。その経験を

踏まえ、就農する前からサポートをしっかりと行い、栽培する作物の選定や農業機械等の貸

出し、売り先の確保までを一貫してサポートしていくそうです。この団体に対する印象と、

行政としてサポートできることとして考えられることは何かございませんでしょうか、お伺

いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 地域の指導的な農業者でサポートチームをつくっていただいたと

のことでありますので、就農を希望する方にとっては、支援の幅が広がることはとてもよい

ことだと思っております。今後は、雇用就農や研修先の受皿としてご協力いただき、連携し

てまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 常世田議員。 

○４番（常世田正樹） ありがとうございます。 

  現在、新規就農者は全国で取り合いになっております。気候が温暖で栽培可能な農作物の
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種類が豊富な旭市、これまでも地域おこし隊の方が移住・定住の相談会等で旭市の農業をア

ピールしてきてくれましたが、なかなか決定打を打つことができないと相談されたことがあ

ります。栽培可能な農産物の種類が多いということはよいことなのですが、入り口、間口が

広過ぎて作物を選び切れないという点が挙げられます。 

  もう一つの理由としては、規模が小さい自治体ほど血眼になって新規就農者を確保しに来

ております。つかんだら絶対に離しませんよという危機感を感じながら、しっかりとしたサ

ポートを行っております。だから新規就農者が増えていくのは当然だと、その地域の自治体

の職員に聞いたらおっしゃっておりました。その点、旭市では危機感が少し足りないように

思います。 

  本市においても、農水産課と農業事務所がタッグを組んで、しっかりと取り組んでくれて

いるとは思いますが、引き続き新規就農を希望する方が来た場合には、さらに気合を入れて

サポートをお願いいたします。 

  質問は以上です。 

○議長（宮内 保） 常世田正樹議員の一般質問を終わります。 

  常世田正樹議員は自席へお戻りください。 

  一般質問は途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時 ０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

◇ 﨑 山 華 英 

○議長（宮内 保） 続いて、﨑山華英議員、ご登壇願います。 

（８番 﨑山華英 登壇） 

○８番（﨑山華英） 皆さん、こんにちは。 

  議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づき、令和８年第１回定例会におい

て一般質問を始めます。３期目の任期となりまして初めての一般質問ですが、引き続き、誰
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もが自分らしく生きていける旭市を目指し、現役世代の女性ならではの視点で次世代につな

がる提言を行ってまいりたいと思います。 

  それでは、早速ですが質問に入ります。 

  今回は、（仮称）北統合中学校の学校再編について、子育て環境の充実について、成田空

港機能強化に対する本市の対応について、大きく三つのテーマに分かれて質問いたします。 

  大きな項目１、（仮称）北統合中学校の再編について、現在の検討状況と過疎対策事業債

の活用方針を伺います。 

  本市でも急速な少子化が進む中、子どもたちにとって十分な教育機会を確保するため、令

和３年に策定された旭市学校再編基本方針に沿って、市内小・中学校の再編を順次進めてい

る状況であると認識しています。直近の状況としては、旧干潟町の３小学校区の統合小学校、

ひかた椿小学校の開校が来年４月に予定されているほか、旧海上町の３小学校区を統合とす

る（仮称）海上地域小学校が現在の嚶鳴小学校を統合地とする方向で検討が進み、また、干

潟中学校区と旭二中学区の一部学区を対象とした（仮称）北統合中学校の再編について、今

後の方向性を定める地域検討会議が終わり、学校再編代表者会議が今進められていることを

把握しております。 

  中でも、最後に挙げた（仮称）北統合中学校は、干潟地域と二中地域双方の地域検討会議

が終わった中で、それぞれの検討結果に違いが出たことを承知しております。結果が分かれ

たことにより今後の検討にどのように影響していくのか確認していくために、まずは改めて

（仮称）北統合中学校の各地域検討会議がそれぞれどのような検討結果だったのか、整理し

てお答えをお願いいたします。 

  続いて、大きな項目２、子育て環境の充実について。 

  子育て環境の充実については、これまでも一般質問や委員会質疑を通じて様々な政策を提

案させていただきました。このたびの新年度予算案においては、全公立保育所におけるＩＣ

Ｔシステムや見守りカメラの導入が盛り込まれるほか、中でも、近隣自治体に先駆けて５歳

児健診を導入とするなど、これまでの私の提言を真摯に受け止め、制度設計に取り組んでい

ただいた執行部の皆様に、心より感謝申し上げます。これからも引き続き、子育て世代の声

を代弁しながら、よりよい子育て環境への提言を行っていきたいと思うところで、今回２点

に分けて質問いたします。 

  （１）保育園等の保育の質向上のための取組について伺います。 

  初めに、市内にある公立保育所及び私立の保育園、認定こども園を対象に、毎年保護者に
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向けて行っている利用者アンケートについて伺います。このアンケートをどのように集計、

取りまとめし公表まで行っているか、アンケートの詳細について初めに伺います。 

  （２）放課後児童クラブの民営委託に向けての進捗と今後の予定について伺います。 

  昨年の第３回定例会の補正予算において、市内放課後児童クラブの運営委託料について、

令和10年度までにまたがる債務負担行為８億4,780万円が設定され、その後、速やかに委託

事業者の公募が行われたところ、株式会社アンフィニに決定した旨の通知が、市公式ホーム

ページでも公表されました。 

  先週の議案質疑において、委託事業者の他の自治体での実績と概要については分かりまし

たので、ここでは、実際にこれまでとどのように運営が変わるのか、具体的に内容を確認し

たいと思います。今後の運営で主に変更となる点は何か、お尋ねいたします。 

  最後に、大きな項目３、成田空港機能強化に対する市の対応について伺います。 

  これまで本議会で度々取り上げられている話題とはなりますが、現在、成田空港では2028

年度末を目標とした機能強化に向けて、発着枠の拡大や物流機能の強化などが進められてお

り、国際競争力の向上に向けた取組が本格化しています。今後、人や物の流れがさらに活発

になることが見込まれており、こうした動きに合わせて、国や県においても農林水産物や加

工品の輸出促進、地域産品の海外展開などに力を入れているところであることが、熊谷千葉

県知事の発信等でもうかがえます。 

  本市は、空港周辺９市町の会議体に残念ながら入ってはおりませんが、成田空港や成田市

場に比較的近い立地にあり、農産物や加工品など地域資源にも恵まれていることから、成田

空港の機能強化による効果を生かしやすい条件を備えている地域であると考えます。 

  こうした中で米本市長は、昨年の第２回定例会において、成田空港機能強化を活用した地

域活性化にスピード感を持って取り組むと発言されました。また、旭市第３期総合戦略にお

いて、成田空港のさらなる機能強化などの地域特性や、プラス要因を最大限に生かした取組

を推進すると記載されております。しかしながら、現時点では、今後どのような施策を行っ

ていくのか、具体的な方針や今後の予定が明確になっていないように感じております。 

  そこで伺います。成田空港の機能強化を本市の地域活性化につなげていくために、市長は

今後どのような取組を進めていくお考えなのか、具体的にお聞かせください。 

  以上３項目４点、再質問は質問席で行います。 

  時間は、答弁も含めて今回から60分ということで限られておりますが、答弁者の皆様、焦

らずで結構でございますので、分かりやすい答弁をよろしくお願いいたします。 
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○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  米本市長、ご登壇願います。 

（市長 米本弥一郎 登壇） 

○市長（米本弥一郎） 私からは、質問項目３、成田空港機能強化に対する市の対応について

の、（１）機能強化に向けて行う市の施策についてお答え申し上げます。 

  成田空港の機能強化に伴い、本市におきましても航空便や貨物輸送量の増加、農畜水産物

の輸出拡大、航空機能や関連企業の需要増に伴う雇用機会の増加、インバウンドによる観光

振興といった様々な波及効果が見込まれると考えております。一方で、空港での雇用増大に

よる人材の流出など、想定し得るマイナスの影響についても併せて考えていかなければなら

ないと感じております。 

  そこで、まずは令和８年度の事業として、成田空港機能強化に伴うまちづくり方針基礎調

査を実施し、本市の立地特性などを踏まえた現状把握と、求められる需要や今後の波及効果

等について分析を行う予定でございます。その調査結果を踏まえ、本市の強みでもある豊か

な農畜水産物を活用した産業振興や、刑部岬・九十九里浜を生かした観光振興など地域の魅

力を生かしてどのような取組ができるのか、具体的な施策について検討してまいります。 

  また、成田空港の機能強化への対応につきましては、本市だけではなく、県をはじめ周辺

自治体とも連携・協力しながら、取組を進めていければと考えております。 

○議長（宮内 保） 教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） それでは、私からは質問項目の１、（仮称）北統合中学校の再

編についてと、質問内容２の子育て環境の充実についてのうち、（２）の放課後児童クラブ

の関係につきまして回答を申し上げます。 

  初めに北統合中学校の再編についてですが、（仮称）北統合中学校の地域検討会議につき

ましては、第二中学校学区の琴田小と共和小学区及び干潟中学校学区のそれぞれに設置いた

しまして、いずれも５回の会議を重ね議論をしていただきました。 

  検討結果につきましては、第二中学校の地域検討会議では、旭市学校再編基本方針のとお

り、琴田小、共和小、中和小、萬歳小、古城小の五つの学区を対象に、中学校を新築するこ

とに対しまして反対多数となりました。 

  会議の中では、子どもたちの数が減っているので統合はやむを得ないという意見や、中学

校を新設することで周辺地域の活性化が図れる、夢のある学校づくりを期待するといった意

見があった一方で、五つの学区だけで中学校を新設することは生徒数のバランスが取れない
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ことや、新設の必要性や費用負担を懸念する意見があり、最終的に反対という意見でまとま

りました。 

  干潟中学校の地域検討会議では、同様の内容に対しまして賛成多数となりました。会議の

中では、第二中学校と同じような賛成、反対の意見がありましたが、干潟中学校の生徒数が

少ないといった現状を踏まえ早期の再編を望むことから、最終的に賛成という意見でまとま

りました。 

  いずれの会議でも、新設するのであれば、干潟小や豊畑小を含めた学区の見直しを検討し

てほしいという意見や、第二中学校や海上中学校といった既存の中学校を活用することを検

討してほしいといったご意見をいただきました。 

  現在、それぞれの地域検討会議から選出された委員において代表者会議を設置し、双方の

意見を持ち寄りながら、統合の可否について審議を行っていただいているところでございま

す。 

  続きまして、質問内容２の子育て環境の充実についてのうちの、放課後児童クラブについ

て、今後の運営がどのように変わるのかというところでございます。 

  運営に関する主な変更点は主に三つございまして、一つ目は、登降所連絡アプリの導入に

より、出欠連絡や児童の登所・降所の確認、クラブからのお知らせをメッセージで受け取る

ことができます。二つ目は、プレーアドバイザーによる運動遊び教室や英語遊び教室といっ

た無料プログラムの実施、そのほか夏祭りなどの季節イベントの実施により児童クラブの活

動の充実を図ってまいります。三つ目は、長期休業期間中のお弁当の配達サービスを導入い

たします。お弁当配達サービスにつきましては、令和８年度の夏休みから実施する予定とな

っております。 

  これらの取組によりまして、質の高い育成支援と保護者の利便性の向上が図れるものと考

えております。 

○議長（宮内 保） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） それでは、私からは２項目め、子育て環境の充実について、

（１）保育園等の保護者アンケートについてご回答いたします。 

  保護者アンケートは、保育の質の向上を目的として実施しており、保護者へは所属する保

育所等を通して配付しています。電子申請での回答となり、配付されたＱＲコードからアン

ケートフォームに進み、直接回答を入力していただきます。アンケート結果は市で集計を行

いホームページで公表しております。保護者からの回答や意見は保育所ごとに集計しており
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ますが、公表しているのは、設問ごとに市内保育所等全体の回答を取りまとめたものとなり

ます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ご答弁ありがとうございました。 

  それでは、大きな項目１、学校教育の充実についてから順番に再質問させていただきます。 

  （１）について、北統合中学校の地域検討会議における干潟中学校区、第二中学校区、そ

れぞれの検討結果を説明いただきました。ありがとうございます。この地域検討会議につい

ては、私も居住する地域が対象ということもあり、進捗を緩やかに注視させていただいてお

りました。 

  これまで何度か傍聴や、報告紙に載っているご意見などを拝見して感じられたのは、やは

り干潟と二中で会議の序盤から委員の皆様のお声に違いが見られること。それは、統合に当

たり干潟と二中の地域間で置かれている立場や背景に違いがあることが要因していると考え

られますが、今答弁でご説明のあったとおり、二中学区の検討会議からは反対多数の結果と

なり、統合学区の見直し等の方針とは異なる意見が出たということでした。 

  このように、一方が反対として意向が出て、次の段階である両地区を合わせた形での再編

に係る代表者会議が今始まっているわけですが、旭市学校再編基本方針によれば、代表者会

議の中では、本来、統合時期や新しい学校の名称などを決めていく会議になるはずだったと

思います。今回の地域検討会議を踏まえて、代表者会議ではどのような流れで検討を行うの

でしょうか。 

  まず初めに、統合するのかしないのかの話合いになるのか、統合学区の見直しや統合反対

の意見をどのように反映して、検討していくことになるのかをお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 代表者会議におきましては、先ほどお話ししました五つの学区、

中学校を新築するということについて諮問を行いまして、今後答申をいただくこととなって

おります。 

  現在、それぞれの地域検討会議の意見を踏まえて、代表者会議で審議を行っておりますが、

最終的には旭市学校再編代表者会議条例に基づいて採決を行い、答申をいただく予定です。

その結果、基本方針と異なる答申をいただいた場合には、教育委員会や市の内部会議におい
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て、その答申の内容を踏まえて検討していくということになってまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。 

  基本方針と異なる答申が出た場合は、その答申を踏まえて、教育委員会や市でまた検討し

ていくということでした。こちらについては、この諮問に対してどういう流れで決めていく

かというフロー図がありましたので、そちらからも確認させていただいたんですけれども、

つまり、琴田、共和、中和、萬歳、古城小、この五つの学校を対象に中学校を新設校とする

ことについてという一番最初の諮問事項に対して、万が一反対の答申が出た場合には、その

次行う予定であった統合時期とか統合校の位置とか、そういった次の諮問事項に移ることが

できない意味であると受け取っておりますが、それで合っていますよね。 

  ただ、この基本方針を、私、改めて読んでみたんですが、ちょっと気づいたことがあって

ちょっと聞いてほしいなと思ったんですけれども、それについては後で言いますね。 

  この基本方針なんですけれども、各地域の再編を専門的な知見や市全体のバランスを踏ま

えて、熟議の上で作成したものであると認識しています。つまり、この市内１か所の一つの

ピースがずれてしまうことによって、ほかの地域についての方針がどんどんずれてきてしま

うことにつながるわけです。方針がずれてきてしまうことで、この特定エリアのみの統合の

可否を再度議論するということは、市全体の方針の整合性にも影響する重大な判断になると

考えます。 

  この中で19ページを見ますと、統合に対する地域検討からの統合までのロードマップイメ

ージというのが出てくるんですけれども、この中には、地域検討会議というのはそもそも統

合の可否を協議するということが実は書いていなくて、統廃合についての了承を得るという

表現になっています。また、代表者会議については、新しい学校について大まかな事項を決

定することで、全体に一貫して、この学校再編は実施するという前提で終始方針が書かれて

いるということ。これはあくまで方針だからというのは分かるんですけれども、他の自治体

においても、再編に際し地域検討会議のような場で話し合うのは、再編後の新たな学校の位

置から、本市のように再編の可否については議論はあえてせず、再編は決定の上で進めてい

くという手法を取っているところもあるようです。 

  そのため、旭市の場合は基本方針と、もしかしたらもう初めから異なる状態で、地域検討

会議が始まってしまっていることにならないかと、私は思っているところなんですけれども、
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その後、制定した学校再編代表者会議条例においても再編の可否までを答申で出すというこ

とは明確に入っておりまして、一見地域の了承を丁寧に聞くようで、長期間にわたってこの

方針のほうは議論を尽くされた内容であるんですけれども、この地域の中で最終的にひっく

り返ってしまって、明確なる別の方法が簡単に見つかればいいんですけれども、先ほど言っ

たようにほかの地域や学区が複雑に絡んだ問題である性質上、最後は何も決められなくなる

というおそれもはらんでいるのではないかなと、ちょっと私のほうで課題提起をさせていた

だきます。質問等はしないんですけれども、ちょっとこちらのほう、私の考えを今お伝えさ

せていただきました。 

  それに関連して次の質問に移りたいと思うんですけれども、主にこの二中学区の地域検討

会議からは、新校舎の建設費についての懸念の声があったと思います。近年の物価高の影響、

確かに基本方針では想定し切れなかったところではあったと思いますので、北統合中学校の

校舎を新設することと既存の校舎を活用すること、それぞれ選択した場合の状況を整理し、

代表者会議ではその説明がされるのかお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 地域検討会議のほうでは、（仮称）北統合中学校を新設する場

合の候補地や用地取得のほか、造成や建築などの工事の概算費用の内容と併せまして、干潟

中学校の校舎を活用した場合の改修費用につきまして、それぞれ資料提供し、ご意見をいた

だきながら検討結果として取りまとめたものでございます。 

  また、代表者会議におきましては、新設する場合にどれくらいの時間がかかるのか、第二

中学校の校舎を活用した場合はどれくらいの費用がかかるのかといったご意見に対しまして、

資料の提供をしてきたところでございます。 

  今後も簡潔明瞭な資料提供と丁寧な説明に努めまして、委員の皆様から様々な意見をいた

だきながら進めていきたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 費用面の比較資料の提示は行っていただいているということで、費用面

以外の影響、通学など生徒の日常に関わることが何よりも重要になってくるかなと思います

ので、費用面も含めて様々な視点で比較検討ができるように、ご説明いただく必要が出てく

ると思います。 

  何より、新設せず既存の校舎でという議論も出ているということなんですけれども、やは
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りそれについても、先ほど言いましたとおり、外部有識者も入って一度作成した基本方針と

は異なる可能性が議論されている中で、地域住民だけでそれがいいか悪いか判断するのって

すごく難しいところがあるのではないかなと思います。もし万が一それを考え直す必要があ

るのであれば、方針からもう一度考え直さないといけないということになってしまいますの

で、地域の声を大切にすることは最大限尊重されるべきですが、最終的な責任は市にあると

いうことを踏まえて、丁寧で分かりやすい整理と説明をお願いしたいと思います。 

  続いてですが、仮に方針どおり北統合中学校として新たな校舎を新設するなどした場合に、

過疎対策事業債が活用できる認識でおります。既にひかた椿小学校の開校のための増改築費

にも活用されているものとは思いますが、工事費等のハード面のほか、事業の充実、人材投

資に対する活用など、ソフト面においても具体的にどのようなことに使えるのか、確認をさ

せてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 過疎対策事業債は、過疎地域に指定された地域の持続的発展に

資する事業に対する起債で、活用に当たっては、過疎地域持続的発展計画に位置づける必要

がございます。 

  新たな過疎地域持続的発展計画では、（仮称）北中学校に関する事業として、ハード事業

では中学校新築事業、屋内運動場新築事業を、ソフト事業では小中学校再編に係る会議等開

催事業、小中学校閉校・開校式等の開催事業、小中学校民間プール活用事業といった事業を

掲載しております。 

  これらの事業に対して過疎対策事業債の活用を検討することとなりますが、ソフト事業に

つきましては、起債の上限額が3,500万円ですので、他の事業との兼ね合いなども踏まえた

上で、対象とする事業を選定してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございました。ソフト事業に活用できなくもないんですけれ

ども限度額があるということで、主にハード面、工事費などの活用が大部分を占めるであろ

うということは理解できました。 

  しかしながら、本市の過疎地域持続的発展計画というのは、過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法に基づいて策定されているものであり、その目的は、地域の持続的な発

展を図るため、地域住民の福祉の向上と地域間の格差の是正を図ることということが挙げら
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れています。 

  先週、伊場議員の質疑においても、恐らく伊場議員も同様のお考えを持っているのかなと

いうことが伝わったんですけれども、つまり、この過疎対策事業債は単なる財源の補塡とし

ての活用ではなく、干潟地域の持続的発展という目的に沿っているのかという視点が大切で

あると私も考えます。過疎対策事業債を教育環境の充実や地域の魅力向上につながる施策と

して、今後、北統合中学校の新設において戦略的に活用していく考えはないのか、方針をお

聞きしたいと思います。 

  若い世帯、特に子育て世帯がどこに住むかを決定する上で、学校が近くにあるかというこ

とは非常に大きなポイントであると考えます。その中で、さらにどんな学校なのかというこ

とも非常に重要であると考えます。それを踏まえると、仮に事業債を直接は活用できないと

しても、事業債を活用したことにより、それ以外の地域よりも有利に校舎新設ができること

で、その分特色のある学校を、例えば校則がない学校にするとか、語弊があるといけないの

で解説しますと、生徒が主体となって校則を決めるような、自分で考える力を養う先進的な

取組を行っている学校も県内には存在します。そういった学校をつくるためのアドバイザー

を入れたり、不登校支援に特化した学習環境の整備費用、その他デジタル技術の活用など、

近隣にはない特色のある学校環境をあえて干潟地域につくることで、それによって旭市内に

おいても起こっている地域間の人口格差の是正を狙っていく、市全体の戦略として選ばれる

学校、地域づくりを積極的に取り組む考えはないか、この方針、考え方について、教育長へ

お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  向後教育長。 

○教育長（向後依明） 学校再編を進める上で、過疎対策の観点から特色ある学校づくりを進

めてはとのご質問だと認識しております。 

  教育長の立場から回答をさせていただきます。 

  初めに、教育の本質について簡潔に申し上げたいと思います。教育の役割は、将来の社会

を担う人材を育てる人づくりにあります。そして、学校再編は、市内の小・中学校における

教育の質を高めるための取組だと、このように考えております。予測困難で激しい変化が続

く時代において、子どもたちが未来のつくり手になるために、一人ひとりが備える可能性を

最大限引き出し、心身ともにたくましい成長を支えていくことが学校教育の大きな役割でご

ざいます。 
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  そのためには、一定規模の集団の中で多様な価値観に触れながら、互いに学び合い高め合

うことができる、多様で魅力ある教育環境が必要でございます。目標に向かって目を輝かせ

た子どもたちが授業や行事、体験活動に生き生きと取り組む学校づくり、このような思いを

持って教育委員会では学校再編を進めておるところでございます。 

  こうした学校の実現が、結果として人の流れと活気を生み出す魅力あるまちづくりにもつ

ながるものと、このように認識しております。 

  引き続き子どもたちにとって最善の教育環境づくりに取り組んでまいる所存です。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 教育長、大変ご丁寧なご答弁ありがとうございます。様々旭市に対する

温かな思いですとか考えが伝わるご答弁でございました。住んでいる地域に本来関係なく、

全ての子どもたちに分け隔てなく教育の機会をということで、そして、多様な価値観に触れ

るということが大切だと受け取りました。 

  やはり特定の地域に、この学校だけにというのはなかなか難しいかもしれないんですけれ

ども、過疎対策モデルとして、前向きに何かできることはないのかなということで、その思

いで提案させていただきました。こちらについてはぜひ市の戦略として、教育長と市長と連

携しながら検討いただければと思っております。 

  （１）については以上となります。 

  そして、続いて大きな項目２、子育て環境の充実についてお尋ねいたします。 

  （１）の保育園等の保護者アンケートについて、取組をどのように集計しているかといっ

たことを最初の質問とさせていただきました。 

  この保護者アンケートですけれども、ここ一昨年度から毎年12月に実施しているものと記

憶しております。私立の保育園に対しては、昨年度から２回目の実施になるかと思いますけ

れども、残念ながら２年続いて保護者の方から、ほかの園ではアンケートが来ているような

んだけれども、うちの園ではアンケートがまだ届かないといった声が出ておりました。12月

というとなかなか年末にかけて忙しい時期であり、可能な限り多くの家庭に回答いただくた

めにも、回答期間は十分設けるべきだと考えます。 

  今後は、どの園であっても期間に差がないように配慮いただきたいと思いますが、市とし

てどのように改善をしていくかお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 
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  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） アンケートにつきましては、市のほうからは３週間程度の回

答期間を取り、私立の各園へ依頼しております。電子申請によるアンケートの回答状況は市

で随時確認できますので、アンケート開始後一定期間回答のない園に対しては確認を行い、

保護者への配付を促すなどの対応をしております。 

  今後もアンケート期間が十分に確保できるよう、各園へ働きかけてまいります。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。聞くところによりますと、回答期限１週間前に

アンケートが配付されたという園もあったと聞いておりますので、保護者の皆さんの声を聞

く大切な機会ですので、来年度同様のことがないように、十分に働きかけをお願いしたいと

思います。 

  また、アンケートの集計についてはもう大変な作業だと思います。本当に職員の皆様、年

末から年始にかけてありがとうございます。しかしながら、このアンケートの公表方法につ

いてですが、現状では公立保育所と私立の園ごとに全ての園がまとめた集計グラフしか公開

がされておりません。つまり、園ごとにどのような結果だったのかというのは伏せられた状

況となっています。 

  保育の質の向上はもちろんのこと、これから保育利用を考える方にとって入園先を検討す

る上での大事な、重要な指標になると考えますが、園別にこのアンケートの回答結果を公表

する考えはないのかお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） 保護者アンケートは、保護者の率直な意見を把握し、保育の

質の向上につなげることを目的として実施しております。自分の園のアンケート結果につい

ては、記入者が特定されることのないよう概要として取りまとめて、各園と共有しておりま

す。園ごとに結果を公表した場合、透明性の確保やサービスの向上につながるというメリッ

トもあるとは思いますが、その反面、園の評判や経営に影響することも想定されるため、園

ごとの公表は考えておりません。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 園ごとの公表は慎重になるお考えも十分理解できました。しかしながら、

これではアンケートを行う効果が十分に生かされないと考えます。やはりアンケートを取っ
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て、個別の意見には都度対応してくださっているとは思いますが、出てきた数値から、来年

に向けて確かな質の向上に確実につなげていくことが求められると思います。 

  そこで、このアンケート結果について、一般公開はせずとも、せめて各園長先生、所長先

生たちが自分の園の結果だけでなく、ほかの園がどうかなど、結果を比較して見られる体制

にできないでしょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） アンケート結果の共有方法につきましては、今後各園に意見

を聞きながら、アンケート結果をより有効に活用できるよう引き続き検討してまいります。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） よろしくお願いいたします。 

  それでは、保育の質向上の観点で、保護者だけでなく、保育士が職場内部から声を上げる

仕組みについて質問をいたします。 

  保育所等で働く保育士が、不当な事務やハラスメントあるいは不適切保育を発見した場合

の通報窓口について、本市ではどのような対応となっているのか確認をいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） 保育所等での不当な事務や不適切な保育が疑われる場合など

の相談先は、子育て支援課が窓口となっております。通報案件については、情報管理を徹底

するとともに、通報したことを理由に不利益な扱いを受けないよう配慮しながら対応いたし

ます。 

  今後も、保育士が安心して相談できる環境整備に努めてまいります。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 保育士のそういった相談先が子育て支援課のみである点についてですが、

保育所外とはいえ、どうしても市の職員ということは内部の組織には変わらないため、たと

え公益通報の保護対象であったとしても、どこかで自分が相談したことや通報したことが分

かってしまうのではないかと、言わない、気づかないふりが一番となってしまう、心理的に

通報自体のハードルが高いことが非常に課題だと考えております。 

  東京都日野市の例ですけれども、市政に関する法令違反、不当な事案、事実は隠さないと

いう基本姿勢の下、日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例を制定
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し、行政監察員を市の職員とは別に弁護士の方に外部相談窓口として、その後の調査や是正

勧告を委託しているケースがあります。 

  保育にかかわらず、市職員全てに適用となるものですので、ここで個別の事案について言

及は控えますが、これまで本市における事案もありましたように、公平かつ心理的安全性が

担保される外部通報窓口を設置することを考えられないかお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 本市における内部通報に関する相談窓口は、現在、外部相談による

通報窓口は設置していない状況です。内部通報があった際には、秘密保持や通報者に寄り添

った対応を徹底して行うこととなりますが、議員からもあったとおり、通報先が同じ職員で

あると情報漏えいの不安や、そもそも通報しづらいといったことから通報を控えてしまうこ

とも想定されます。他の自治体等を参考にしながら、外部相談窓口の設置の必要性について

研究していきたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ぜひこちらについては検討をよろしくお願いしたいと思います。 

  （２）の放課後児童クラブのほうの再質問に移りたいと思います。 

  放課後児童クラブ、来年度から運営がどのように変わるのか、主な変更点について答弁を

いただきました。ありがとうございます。 

  登所連絡のデジタル化、特に今、現状は手書きによる月間利用予定表の記入、急なお休み

の場合は電話連絡が必要で、日中は先生いらっしゃいませんので留守電にかけてメッセージ

を残すといった、非常にアナログな煩雑な部分がありましたので、慣れるまで、こちらのデ

ジタル化については少し時間がかかるかもしれないんですけれども、支援員の先生にとって

も、保護者にとっても、電子で連絡が取れるということは、利便性が大変上がるものだと考

えております。 

  子どもたちがクラブで過ごす時間の充実についても要望が多かった部分ですので、そうい

った新たなプログラムが導入されることには、大きな期待を持っております。そして何より、

私が当初より提言していた夏休みの、長期期間中の昼食支給、これについては本当に保護者

の負担が軽減されると思いますし、提言し続けてよかったなと思っております。 

  ですが、民間委託に当たり、利用料が上がるのではないかということを懸念しておりまし

たが、今回やはり来年度からのクラブ利用料が、これまで平日利用の場合、月額5,000円か
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ら7,000円になるといった改定がありました。 

  そこでお尋ねいたします。この料金改定は、民間事業者に委託することと関連があるので

しょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 来年度からの受託料の改定につきましては、昨今の人件費等の

高騰により必要経費が増大する中で、今後も安定的に放課後児童クラブの運営を継続してい

くと。そのために、これまでの運営に係る受益者と国・県の負担の割合、そういったものを

勘案しつつ、今年度、市の使用料、手数料、こちらの見直しに合わせて改定したものであり

まして、今回の民間委託、こちらの関連ではございません。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。ちょうど民間委託と重なるタイミングであった

ということで、当初関連するものだと考えておりましたけれども、そうではないということ

を明確に示していただいたので、ありがとうございます。 

  値上がりは利用者にとってやはりつらいことなんですけれども、サービスの安定供給のた

めにはやむを得ないとは思っております。その分しっかりと、それに見合ったクラブの質を

確保いただくように要望いたします。 

  さて、委託事業者が決定するのが12月ということでしたので、ちょうど次年度の継続申請

期間と並行する形であったと思います。そのため、継続の申込書類の案内があった11月終わ

りから12月上旬頃の時点では、いまだ民間委託に向けた詳細など明確な周知がされていなか

った印象を受けております。現在までに、保護者や支援員に向けてどのように今回の民間委

託について説明を行っているのかお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 周知ということで、保護者につきましては、令和８年度の加入

募集周知の際に、民間委託及び料金改定することを検討していますというところの旨を、12

月そして１月の２回にわたって、市の公式ＬＩＮＥでお知らせをしております。 

  また、支援員の方々につきましては、来年度から民間委託する方針であるというような旨

を10月の連絡会議の中で説明をしたところでございます。また、契約締結後の12月には支援
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員全員を対象に、民間委託が決定したことの報告と委託事業者による会社説明のほうを行っ

たところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。 

  支援員の先生方には今会社説明を行っているということでしたけれども、保護者に対して

は12月までの継続の申込みの案内の中に、よく見たら小さく記載があるのみで、具体的に何

がどう変わるのかといったことが周知されていないように感じました。 

  今後、改めて丁寧な運営の変更事項などを説明する必要があると考えますが、今後説明す

る場が設けられるのかお尋ねいたします。あわせて、継続して働かれる支援員に対しても、

４月から運営が変わることで、通常の業務が大きく変わることが予想されます。円滑に安心

して働いてもらえるように支援員の研修等のサポート体制、こちらのほうも、しかれるのか

お尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 令和８年度、入所が決定している保護者向けに、業務委託に関

する説明会のほうを３月に実施するということで予定しております。案内は、２月に送付い

たしました入所決定通知のほうに同封しているところでございます。説明会では、受託事業

者による会社説明や、入所前に準備していただくことなどを説明する予定でございます。 

  また、支援員の方々への今後の研修等につきましては、３月４日、５日に委託事業者によ

る入社時研修が実施されるというふうに聞いております。研修の内容についても、支援員と

しての基本的な接遇を踏まえた社員研修、また新規導入いたします登降所連絡アプリの操作

手順、これらのほうの説明をということで聞いております。 

  今後は民間への委託を円滑に進めていくため、４月から万全の体制で運営が開始できるよ

う準備を進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。保護者、支援員の先生、どちらに対しても、混

乱が起きないように丁寧な体制でお願いいただければと思います。ありがとうございました。 

  それでは、次の質問項目、大きな項目３に移りたいと思います。 
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  成田空港機能強化に対する旭市の対応についてということで、これについては市長にご答

弁いただきました。ありがとうございます。 

  成田空港機能強化に伴うまちづくり方針基礎調査、これをまず行って、現状把握と求めら

れる需要や今後の波及効果の分析を行うということで、つまり、これから何を行うべきか考

えるための調査ということですので、私としては、思っていたよりもスピード感が遅いよう

な気もするというのがちょっと正直な感想でございました。 

  そこについては一旦置いておいて、こちらの調査についてなんですけれども、結果につい

てはいつ出るのかという質問をしようと思いましたけれども、先週の戸村議員の質疑におい

て、令和８年度末に結果が出る予定であると答弁をいただきましたので、回答は結構です。 

  では、これを調査止まりで終わりにしないためにも、調査結果を基に具体的な施策をいつ

までに打ち出すかなど、調査後のスケジュールについては設定をしているのか、お尋ねいた

します。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 具体的な施策につきましては、今回の調査結果を踏まえた上で

決めていきたいと考えておりますので、これをいつまでに打ち出すかということについては、

現時点では定めておりませんが、調査結果が出るまで何もしないというわけではなく、施策

の案についての検討は調査と並行しながら進めてまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ありがとうございます。 

  このまちづくり方針基礎調査ですけれども、本市らしい冷静かつ慎重な姿勢が現れる調査

であると思います。ですが、既に本市の強みについては、市長、先ほどもご答弁いただいた

中にもございましたので、それらを生かすために何ができるか、それを早急に考えるべきで

はないかなと思いました。 

  成田空港の機能強化、そして成田市場のようなワンストップ物流拠点が近くにあるという

ことを武器に、輸出の強化といった全国屈指の農業生産を誇る本市ならではの農業分野での

取組を市として進める考えがあるのか。これまでも市農産物の輸出強化については、ほかの

議員からも度々質問あったかと思いますけれども、お尋ねしたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 
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○農水産課長（伊藤弘行） 市農産物の輸出につきましては、メロンや切り花などの一部の品

目において現在行われているところでございます。市では、新たに輸出を希望する生産者に

対し、県が行う輸出体制の整備や海外販路の開拓、販売支援などにつなげることで、取引の

拡大を支援してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） ただいまの答弁によりますと、市農産物の輸出については、現在、メロ

ンや切り花など一部品目において取組が行われているということで、それについては大変す

ばらしく、ぜひ継続していただきたいと思っているのですが、希望する生産者について、県

の支援制度につなげていくというのは、どうしても生産者の方の意向を待っているだけの形

になり、市の何か動きで強化につなげるということは考えにくいと思う部分があります。現

に、輸出に対して新たに進出するよりも、現行の国内の販路確保で十分だったり、そこまで

手広くする余裕はないよという生産者、事業者さんばかりなのが現状ではないかなと想像し

ます。そうした方々にも、ちょっと輸出やってみようかなと思ってもらえるような仕組みを

つくることが、市長のおっしゃるスピード感を持って取り組むということなのではないでし

ょうか。 

  繰り返しにはなりますが、成田市場にはワンストップで手続が可能な輸出拠点が整備され

ていること、また、自治体国際化協会ＣＬＡＩＲや日本貿易振興機構ＪＥＴＲＯなど自治体

や企業を対象とした輸出支援機関も存在しております。旭市の強みを最大限に生かすために

も、今年度予算に計上されるまちづくり方針基礎調査と並行しながら、市農産物・旭市ブラ

ンドの輸出強化に向けた具体的事業に取り組む考えはないのか、市長の見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  米本市長。 

○市長（米本弥一郎） 旭市では高品質な農産物を生産しており、これらは国内市場のみなら

ず、海外市場においても十分に競争力を有しているものと考えております。 

  今後の取組といたしましては、県や関係機関との連携強化を図り、輸出に意欲のある生産

者や農業団体に対し、実効性のある支援策を検討してまいります。また、空港周辺自治体と

の広域連携も視野に入れ、地域が一体となったブランド発信についても研究してまいります。 

  成田空港の機能強化を地域経済活性化の好機と捉え、農業をはじめとした本市全体の持続

的発展につながるよう、総合的に施策を検討してまいります。 
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○議長（宮内 保） 﨑山華英議員。 

○８番（﨑山華英） 市長、ありがとうございました。力強い言葉をいただいたと思っており

ます。 

  ぜひ、ジャパン旭ブランドの推進を、研究、検討にとどめず進めていただけることを期待

して、私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 﨑山華英議員の一般質問を終わります。 

  﨑山華英議員は自席へお戻りください。 

  一般質問は途中ですが、２時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 ２時 ５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

◇ 戸 村 ひとみ 

○議長（宮内 保） 続いて、戸村ひとみ議員、ご登壇願います。 

（３番 戸村ひとみ 登壇） 

○３番（戸村ひとみ） 戸村ひとみです。 

  今回、私は地域の活性化と発展についてと観光の振興について、この２件について質問い

たします。 

  まず、最初に１、地域の活性化と発展について、（１）令和９年度に開催が予定されてい

る全国豊かな海づくり大会についてです。 

  盛大に行われることが想定されております。待望の天皇皇后両陛下がお越しになる行事で

すので、市としておもてなしをどのように考えてどのように計画していくのかをお伺いしま

す。 

  最初の質問としては、この全国豊かな海づくり大会の概要についてお願いいたします。 

  ２の観光の振興についてです。 

  全国豊かな海づくり大会の開催を契機に、海業に対する期待も高まると考えます。飯岡漁
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港周辺の多様な地域資源を生かして、どのように観光振興につなげていくのかを伺います。 

  一つ目の質問は、海業の計画年数等の進捗状況、お願いいたします。 

  一昨日、この木村会計の機関ニュース、こちらを頂きました。タイトルは「The Sky’s 

The Limit 木村会計ニュース」です。この機関誌は、トップページに毎回「言葉の力」とい

うのが記載されていまして、土屋金司さんの─お亡くなりになりましたけれども─版

画と「言葉の力」、各界の有名な方の言葉が載っています。 

  今回の言葉、新井紀子さん、この方は日本の数学者で、専門は数理論理学、教育工学、人

工知能など、国立情報学研究所社会共有知研究センター長の教授でございます。新井紀子さ

ん、この方が「ＡＩ ｖｓ．教科書が読めない子どもたち」、この中で紹介されている新井

紀子さんの考えられる人材ということについての言葉でございます。 

  「ＡＩができることは論理、確率、統計の数学の言葉で扱えるものだけ「ＩＴやＡＩでは

代替不能な人材、意味がわかり、フレームに囚われない柔軟性があり、自ら考えて価値を生

み出せるような人材」、人材についてこのように触れていらっしゃいます。 

  ご存じのように、木村会計は旭市の会計監査を担ってくださっております。この新井紀子

氏の言葉を載せられたというところに非常に深い意味があると思って、今紹介いたしました。 

  「ＩＴやＡＩでは代替不能な人材、意味がわかり、フレームに囚われない柔軟性があり、

自ら考えて価値を生み出せるような人材」、まさに何でもかんでも検索して出した答えに頼

るＡＩ依存症は、企業をはじめあらゆる組織が必要としていないということ。そして、何よ

り私たちは自ら考えて価値を生み出せるような人材に旭の子どもたちを育てていかなくては

ならない、そのことを肝に銘じるべきだと思います。 

  ということで、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） １の地域活性化と発展について、２の観光振興について、ご答弁

を申し上げます。 

  初めに、（１）の市として把握している事業概要はということでございまして、第46回全

国豊かな海づくり大会につきましては、主催が豊かな海づくり大会推進委員会と第46回全国

豊かな海づくり大会千葉県実行委員会で、令和９年度に千葉県で開催されることが決定して

おります。 

  開催時期は令和９年秋を予定しており、詳細な日程は決定しておりません。開催場所は、
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式典行事が千葉県東総文化会館、海上歓迎・放流行事が銚子漁港で開催されます。 

  大会の主な行事内容はまだ決定されておりませんが、これまでの大会では、式典行事とし

て豊かな海づくり活動功績団体の表彰、最優秀作文の発表、大会決議などになります。海上

歓迎行事・放流行事につきましては、漁船などによる海上歓迎パレード、稚魚の放流などが

行われております。 

  続いて、２の観光の振興についての海業の現在の進捗状況についてご答弁申し上げます。 

  旭市の海業推進事業につきましては、事業推進の基本的な計画となる旭市海業推進事業計

画の策定に向け、現在作業を進めております。具体的には、今年度に３回の海業推進地域協

議会を開催し、委員の皆様からご意見をいただくとともに、飯岡漁港を利用する漁業者や事

業参画に興味を持つ事業者、市民の皆様からもご意見をいただき、事業計画の素案をまとめ

ました。 

  今月予定しております地域協議会でこの計画の承認をいただき、その後推進事業計画を策

定、公表する予定でございます。 

  また、今後の予定につきましては、漁港管理者である千葉県が市の計画に基づき、漁港施

設の長期貸付けなどを可能とする活用推進計画を策定し、この計画に基づいて事業者を公募

することになります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） それでは、全国豊かな海づくり大会のほうですが、日にちは決定して

いないということでしたが、例年の、例年のというか過去のというんですかね、昨年なども

11月、その前も11月だったので、きっと11月ではないかなと。昨年に関しましては、伊勢志

摩ですか、水族館を天皇皇后両陛下で視察していらっしゃるところが各テレビ局とかいろん

なところのニュースで流れておりましたので、市民の方、ああ見たという方がまあまあいら

っしゃいまして、この周知について、市民の方への周知について、日付が決定していないの

でというのはあるんですが、ただ、秋ということででも周知を早めにやっていただく必要が

あるかなと思われます。県のほうでも周知されましたし、市の広報でも１回は出ましたけれ

ども、この周知の仕方、これから後、来年度なわけですから、でももし何かにつけ予算を取

るとなったら今年度のうちにいろいろ市民の方への理解とかも深めておく必要があると思う

んですが、今後の周知の仕方をお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 
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  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 周知方法でございますが、現在、本市で実施している海に関する

各種イベントや広報、ホームページなどで本大会周知を図ることで、多くの方に関心を持っ

ていただき、市民の皆様と一緒に大会を盛り上げていきたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 市が今後やるイベントとかで周知を図るということは、イベントにい

らした方とかに伝えるということですか。それとも、もうイベントの告知というか、そのと

きに既にもう全国海づくり大会に関してのことが載っているという、そういうことですかね。

載せられるということなんですかね。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） イベントに来た方への周知ということで考えております。 

  県が実施いたします機運醸成事業に関する今後の予定は、実行委員会において決定するこ

とになります。市といたしましては、海に関する各種イベントを通じて機運醸成を図るほか、

県が実施いたします各種事業についても積極的に参加してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） それでは、各種イベントということがございましたので、どんなもの

があるのか、あと、県のほうとかでももちろんプレイベントとかあると思うんですが、どう

いうイベントが想定されているのか、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） イベントでございますが、市が行っている各種イベントという意

味で、ぽるぽろですとかそういった海に関するイベントの中で、のぼり旗ですとかチラシな

どを使って周知をしていくというような考えで、まだ大会の実行委員会のほうでそういった

ものはつくられておりませんのではっきりしたことは言えませんけれども、そういった形で

周知を図っていきたいというふうに、今のところ考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ちょっとイメージが湧かないので、ぽるぽろは今年度のぽるぽろのと

きにそういう周知をされるということですか。それとも、来年度ですか。いよいよ天皇皇后

両陛下がお見えになる11月、それの直前にある夏のぽるぽろのときにということですか。そ
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ういうことですか。それはちょっと周知として非常に……、答弁いただかなかったのにあれ

ですけれども、周知ということでしたら、今年度にいろいろ手を打っておかないと、私はち

ょっと遅いと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょう。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 現在、３月27日に開催予定の全国豊かな海づくり大会実行委員会、

この中で基本計画が策定されます。これは大まかな内容が決まる予定でございまして、周知

については、令和８年度で周知してまいりたいということ、その直前、令和９年度も絡みま

すけれども、ずっと周知をしていきたいということになります。県と一緒になって機運醸成

を図ってまいりたいということでございます。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 令和８年度ですよね。つまり、今度の４月から始まる年度で行われる

イベントの中で周知を図るということですよね。となると、ぽるぽろとか、ほかにもいろい

ろイベントがございますでしょう。そのときに、来た人に向けてチラシを配るのか、あるい

は前もって冠をいただいてそういうイベントの周知をするのか。そこのところをちょっとお

伺いしたいんです。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 基本的には県の実行委員会で機運醸成を図っていくんですけれど

も、市のできることという各種イベント、産業まつりもそうですけれども、その中で一緒に

周知を図るという意味でございますので、まだどういった形で周知をしていくかというもの

も、これから考えることでありますので、ご理解していただきたいと思います。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりました。なるべく広く市民の方に知っていただきたいというの

があって、以前も本会議場でも言いましたが、飯岡に関しては津波被害で犠牲の方とかがあ

ったときに天皇皇后両陛下がお見えになってということで、あの地域の方々はずっと感謝の

気持ちというのを持っていらして、お店にも写真が貼ってあったりとか、そういうふうな状

態の中で、いよいよ旭市に、東総文化会館に天皇皇后両陛下が来てくださるということで、

皆さん本当に驚かれて喜ばれておりますので、それをもっと、知らなかったみたいなことに

ならないように、周知のほうをやっていただきたいなと思っております。 
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  続きまして旭市の役割ですね。これは、先ほど言われた推進委員会のほうと県とでという

ことだったんですけれども、当然ながら開催地として旭市を選んでくださっているわけです

から、その中での役割というのがあると思うんです。ですから、その役割を教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 市の役割といたしましては、大会の円滑な運営のサポートはもち

ろんですが、全国からお越しになる参加者に対しまして旭市を知っていただく絶好の機会で

あると考えております。現時点で詳しい内容は決定しておりませんが、本市の紹介や特産品

を使った飲食物の提供など、有効なＰＲができるよう、県や実行委員会などと協議の上、検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 銚子に向かってどこを通られるかという道路のあれで、市道というこ

とはないでしょうから県道になるんでしょうけれども、でもそれにしても、県道全てが県の

管理ということではない部分も通られる中であると思いますので、そのあたりのところで、

道路の整備とか、あとは街路樹の整備とか、街路灯の整備とか、そのあたりが市として私は

役割としてやらなければいけないんじゃないかなと思うわけです。予算がどこから出るかと

いうのは別としてですよ、請求して出してもらえるものだったらもちろん出していただいて、

あとは防犯カメラとか、市全体として、私は以前の一般質問の中でも防犯カメラの数が少な

いのではないかということで質問なんかしてきたんですけれども、やはり今回のこういう全

国豊かな海づくり大会で天皇皇后両陛下がいらっしゃるということで、もっと防犯カメラを

増やさなければいけないとかというような、それが契機になって、市全体の市民の安心・安

全が守られるような方向になるのがベストだなと思っているんですけれども、そういった意

味では、防犯カメラの増設なんかも、ちょっと前に知事のほうから、防犯カメラの増設に関

してはというので県のほうの予算のほうでも述べられていたことがありましたので、そのあ

たりを市の役割として県のほうのお助けをいただきながら防犯カメラを増やすとか、これは

課長のマターではないですよね、きっとね。すみません。そういったちょっと具体的に考え

られる市の役割を教えてもらってもいいですか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 環境整備ということでちょっとご答弁させていただきたいと思い
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ます。 

  市が管理する道路や施設につきましては、適切な維持管理に努めるほか、県などが管理す

る施設についても、必要に応じて要望してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） それでは、この行事に対して市民参加はどのように考えられておりま

すか。市としての役割は今伺って、あと環境整備のほうを、ありとあらゆることをやってい

ただけるというふうに聞いたんですが、では市民参加はどういう市民参加のやり方があるか、

考えていらっしゃるか、ちょっと考えていらっしゃることがあればお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 市民参加につきましては、今後検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 環境整備というところにも関わってくるというか、環境整備の一端だ

と思うんですけれども、今、花いっぱい運動とか、そういうのに補助金を出していらっしゃ

いますよね。そういうので、あとは市民団体で定期的にビーチクリーンをやっていらっしゃ

る方とか、ビーチクリーンの方はビーチだけではなくて沿道のほうも掃除してくださったり

とかしていらっしゃるので、そういった意味では、一番市民参加のありがたいやり方という

んですかね、それになるのではないかなと思いまして、ここの拡充みたいなことをぜひとも

考えていただきたいと思うんです。花いっぱい運動を、プランターはあれだったのかな、種

とか球根とかそのあたりをもっと広く市民の方に、令和９年度秋に天皇皇后両陛下がお見え

になるので、沿道を花でいっぱいにしませんかとか、そんな呼びかけでもいいと思うんです

けれども、花いっぱい運動がもうちょっと枠を広げていただいて、市民の方にもっと徹底し

て花いっぱい運動ができるような形で、それを考えていただけたらなと。 

  あと、ビーチクリーンも本当に毎回頑張ってくださっているグループの方いらっしゃるん

ですが、とはいえ、以前も話したと思うんですけれども、本当にビーチがむちゃくちゃ汚れ

ているわけです。流れ着くものやら飛んでくるものやら、あとサーファーとかいらした方が

落としていかれるごみとか、一度ちょっと徹底的にビーチのほうも見ていただいて、ビーチ

クリーンをやられる団体とかに手厚い─手厚いと言ったらいいのかな、それじゃボラン

ティアにならなくなってしまうのかも分からないですけれども、もう少し呼びかけのほうを
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広めていただくとか、そういうことをやっていただきたいなと思います。 

  あと、参加方法の一つとしてちょっと私が考えたことなんですけれども、献上品とかとい

うのは、すみません、これは市長に聞いたほうがいいのかな。旭市内にはとても有名な日本

画家の先生とか、あと陶芸家の方はお亡くなりになりましたけれども…… 

○議長（宮内 保） 戸村議員、一問一答ですので、切るところで切ってください。 

○３番（戸村ひとみ） そうでしたね。分かりました。忘れちゃっていた、一問一答でしたね。

オーケー。 

○議長（宮内 保） よろしくお願いします。 

○３番（戸村ひとみ） すみません。ではお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 先ほど、市民参加について、これまでの大会で市民参加でやられ

ていることについてちょっとお話ししますと、絵画ですとか習字コンクールの優秀作品の展

示、それから本県の水産業や豊かな海づくりに関する企画展示、ステージイベントやふれあ

い体験コーナーとか物販とか、そういったものがされておりますので、県の実行委員会を通

して検討してまいりたいというふうに考えております。 

  それと、稚魚の放流、放流リレーをやっておりますので、できれば本市でも放流事業をや

っていきたいというふうに思っています。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。絵画とか習字とか、子どもたちのとか、沿道

に貼ったりとか、あと会場に貼ったりとか、すごくいいと思います。 

  私も実は行ってきたんですけれども、今年度やられるところに行ってまいりました。ただ、

市民の方へのインタビューとか、あと会場を見たりとかだけだったので、こういった市民参

加が今までの会場でどのようにされたかというのはちょっと分からなかったものですから、

ありがとうございます。ぜひこれ参考にしていただいて、旭市の子どもたちにもこのあたり

のところをお声がけしてもらえたらなと思います。 

  そんな中で、先ほどの市民参加の一環で献上品のことなんですけれども、旭市が誇る芸術

家が何人もいらっしゃいますので、私はお亡くなりになった達郎さんとかは本当にすばらし

いものを、献上できるような物すごいものを焼かれていましたけれども、今新進の陶芸家で

林武宏さんという、この前、伝統工芸展で入賞された方。伝統工芸展は、佳子さまが総代の
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あれで、そこで入賞された方、林武宏さんっていらっしゃるんですけれども、その方とかに

例えば献上品を焼いていただくとしたら、もう早くにお願いしておかなければできないじゃ

ないですか。なので、ちょっとご提案を。 

  あと、椎名保先生も、平山郁夫画伯に師事していらした方で、本当にすばらしい絵を、役

所にも飾ってありますけれども、だもんですから、ぜひもうこんなだって、一生かかったっ

て天皇皇后両陛下が我がまちにいらっしゃるなんていうチャンスなんてない人のほうが、１

億2,000万人の日本人の中でない方のほうが大半ですから、こういうチャンスに巡り会えた

ので、そういうところで旭市が誇る芸術家の作品を献上させてくださいみたいなのを、市長、

お願いしてもらえないですかね。 

（発言する人あり） 

○３番（戸村ひとみ） そう、それを調べていただきたいんですよ。 

  ということで、あとは特産品の、先ほどおっしゃっていました、そういうのも市内には本

当、一生懸命ピーナッツを何とか無農薬で作って、それを商品にして売り出そうとか、いろ

いろやっていらっしゃる方がいらっしゃいます。そういう方に、ぜひとも本当に天皇皇后両

陛下に召し上がっていただきたいような特産品なんかの開発もお願いしてみるとか、いろい

ろ市民参加のやり方があると思いますので、研究していただきたいと思います。 

  次の質問でいいですか。 

○議長（宮内 保） いいです。 

○３番（戸村ひとみ） ちょっとヒアリングのときに、今後視察に行かれるということを聞い

たんです。職員さんが、以前やられたところ、あるいは今年度やられるところかな、大阪か

な、視察に行かれるというのを聞いたんですけれども、私、ちょっと一足先に行ってきます

なんて行ったんですけれども、その視察にどなたが行かれて、それをどういうふうにフィー

ドバックされるのかというのをちょっとお伺いしたいです。いつ行かれてということをお伺

いしたいです。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 今年度も、１人視察に、県と一緒に職員が行っております。式典

行事の内容をちょっと見てきていただいております。 

  来年度なんですけれども、大阪大会なんですけれども、これは今のところまだはっきり決

まっておりませんが、市長をはじめ市の農水産課の職員数名が県と一緒に伺う予定でござい
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ます。 

  令和９年度の事業をどうやっていくかということを、検討材料として県と一緒に考えてい

きたいというふうに思っています。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。今年度の伊勢志摩のほうに行かれたというこ

となんですね。ありがとうございます。 

  やはり真実は常に現場にあるので、行っていただくのが一番かなと思って、私もついこの

前、大阪のほうまで行ってきたんですけれども、実は大阪の会場を見まして物すごいショッ

クを受けたんです。スケールがあまりにも違い過ぎて、浪切ホールというところで式典をや

られるということで、浪切ホールに行ってきました。本当にすごい建物で、物すごいスケー

ルで圧倒されたんですけれども、あと、大阪の南の海ですか、あちらに行って、放流事業を

やられるところという、府立の公園をずっと歩き回ってきました。物すごく広くて、すばら

しい整備がしてあって、すごいところでやられるんだなと思ったんですが、でも翻って私た

ち旭市って、そういう都会のごみごみしたようなところ、建物は物すごいものが並んでいて、

ビーチラインをずっと走って放流事業のほうに行くんですけれども、ずっと工業地帯やら何

やらのところをずっと通っていくんですけれども、30分ぐらい走って放流事業をやる場所な

んですけれども、そこも本当にスケールが大き過ぎて、でも、私たちの旭市って、そんなん

じゃない。本当に海、そしてこの青い空、この自然が、そんな都会の、私たちがほぼ見飽き

ている─私たちが見飽きていると言ったら大阪に対して失礼なのであれなんですけれど

も、とにかく旭のすばらしさを私は逆に感じたんです、人工的な物すごくスケールの大きい

ものではなくて、もともと旭市にある、飯岡海岸とかにある自然を、本当にこれはかけがえ

ないものだなと思って、帰りの新幹線でずっと。だから、これを生かす、旭市の持ち味を生

かすような全国豊かな海づくり大会にぜひともしていただきたいなというのを思いながら新

幹線で帰ってきたわけです。 

  そこのところで、もう一つは、津波から来年度で16年になりますか。こんなふうに旭市は

復興しつつあるんですよというところをお見せできるような、そういうイベントに、市当局

はじめ市民みんなで一緒になってできたら理想的なんじゃないかなと思いながら帰ってきた

わけです。 

  ということで市長、市長のお考えを聞かせてください。だって、天皇皇后両陛下がお見え

になるんですよ、市長。 
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○議長（宮内 保） 戸村議員、これ観光振興ということでですか。 

○３番（戸村ひとみ） 観光振興というか、いやいや、全国豊かな海づくり大会について言っ

ているんです。 

○議長（宮内 保） （１）のほうですよね。２の（１）ね。 

○３番（戸村ひとみ） （１）です。天皇皇后両陛下がいらっしゃるイベントに対しての思い

入れといいましょうかというのを、ちょっと市長に。 

○議長（宮内 保） 戸村議員、再度確認します。今の質問は、大きい１番の（１）ですか。 

○３番（戸村ひとみ） だって、大きい１は（１）しかないですもん。 

○議長（宮内 保） だけれども、大きい観光振興についての質問に入っていたわけですよ。 

○３番（戸村ひとみ） うそ、入っていないですよ、私。全然入っていない。まだずっと、だ

って全国豊かなまちづくり大会でいってた。 

○議長（宮内 保） では、戸村議員の質問に対して答弁を求めます。 

  米本市長。 

○市長（米本弥一郎） 先ほど課長が答弁申し上げたとおり、主催は、豊かな海づくり大会推

進委員会と第46回全国豊かな海づくり大会千葉県実行委員会でございます。ですので、この

両組織と連携協力を取りながら、旭らしい催しはどういったものにすればいいのか、あるい

は全国から来てくださる、天皇陛下も来てくださるということで、そういった方々に旭市の

ＰＲを強力にしてまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。津波からの復興で本当にお見せできる、ここ

まで復興していますみたいな、そこをお見せできるようなところに、これは市としてのスタ

ンスでございますので、そこをよろしくお願いいたします。 

  ということで、２です。観光の振興についてです。 

  これ、でも全国豊かな海づくり大会と相乗効果を狙っての質問でございますので、進捗状

況をお伺いしたんですが、計画年数のことがちょっと漏れていました。計画年数等と言った

んですけれども、たしかおととしぐらいに５か年計画だったと思うんですよ。 

○議長（宮内 保） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４４分 
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再開 午後 ２時４５分 

 

○議長（宮内 保） 再開します。 

  答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 現在、海業推進事業計画を策定中でございます。当初、最短で５

年程度ということでありましたけれども、計画年数ははっきり決まっていない状況でありま

したけれども、これから最短でも５年ぐらいというような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ゴールが決まっていない計画って、いつまでたってもできないという

のが一般常識としてあるんですけれども、これ、たしかおととしぐらいに最短で５か年とい

うのを委員会でもお伺いしました。これから５か年ということを今言われたんですが、そう

なると、私は、海業と、あとは全国豊かな海づくり大会が開催されることで、これが起爆剤

となって海業が進むというふうに思っていたんですけれども、ちょっとしたずれがここで起

こってしまうかなと思うわけです。 

  今後の予定としては、これから事業計画の素案ができて、できているのを認めてもらうと

いうことということですが、海づくり大会との関連性を聞きたかったんですけれども、海づ

くり大会が行われることで、この海業、これが早く進むとかというような可能性というのは

ありますか。 

  だって、なぜこんなことを聞くかといいますと、ビーチラインの整備とか、私はビーチラ

インを通られると想定してですけれども、その整備とかが進むということは海業にとっても

物すごいメリットになると思っているわけです。ですから、そこの相乗効果を狙っての質問

なんですけれども、どうでしょう。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 全国豊かな海づくり大会と海業の相乗効果ということでご答弁申

し上げます。 

  全国豊かな海づくり大会と海業は、いずれも海や漁業をキーワードとする事業であり関連

性は高いものと認識しております。 
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  本市の様々な海や漁業に関するイベントなどで周知を図ることで、二つの事業に対する市

民の認知度を高め、漁業への理解を深めていただきたいと考えております。 

  また、全国豊かな海づくり大会では、本市の海業の取組についても積極的にＰＲしてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） そうですね、関連性は非常に高いと私も思っているわけです。ですか

ら、早く進めていただくというか、これから５か年計画みたいな、それも仕方がないのかも

分からないですけれども、ただ、おととしに５か年計画と伺っていたものですから、どうし

ているのかなというのがありまして、これをもっと積極的に海業と全国豊かな海づくり大会

とを結びつける形で、関連性を持たせる形で進めていただきたいなと思います。 

  そうすることで、先ほども言いました道路の整備とか、ビーチラインの道路の整備なんか

も進んでいくと思うんです。ビーチラインの道路整備というのは、旭市の観光というところ

では本当に大切なことですので、先ほど常世田議員のほうの一般質問の中でもありましたけ

れども、住民と、あと通行する車とかトラックとか、そういうものとの意識の乖離というん

ですか、そういうものがあるというのがあったんですけれども、ビーチラインに関してもそ

うなんですよ。 

  あそこは住民と観光客と、あと大型のトラック、それとが入り混じって通行するところな

ので、非常に皆さんの意識の乖離がありまして、危ないところが結構ありますし、あと大型

のトラックが、早朝とか見ていただくと分かるんですけれども、あれは銚子から来ているん

ですかね、物すごい大きなトラックが魚を載せているんですかね、あれががんがん通ってい

るわけです。そうすると、道路も非常に早く傷みますし、あと橋との境のところに段差がで

きていて、がーんと物すごい音がして、住民からのクレームで、それも１回直していただき

ましたけれども、すぐまた劣化してしまうんですよ。 

  そういった意味では、観光にもマイナス、住民の生活にもマイナスというところがありま

すので、全国豊かな海づくり大会での整備が進むと観光にもメリット、あともちろん最優先

は住民の生活なんですけれども、そういうところでウィン・ウィンというふうになると。 

  あとは、交通体系というんですか、大型の、あれは10トン車ぐらいなのかな、そういうも

のを果たして観光のラインに走らせていいのかどうか。もしそのラインを天皇皇后両陛下が

お通りになるとしたら、そういうところの検証とかにもつなげていただけるのかなという、

私のほうのちょっと願いでございますけれども、そういった意味で、ぜひともビーチライン
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を通ってから海業の漁港ですから、そこの整備ということが旭市の観光に非常にメリットを

もたらすということで、そこのご検討もお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 飯岡一宮線の整備につきましては、県道であることから、市といた

しましては千葉県海匝土木事務所に対し毎年、道路の安全対策や整備促進を要望していると

ころでございます。 

  全国豊かな海づくり大会の開催は、県に対して整備を強く働きかけるのに絶好の機会と捉

えております。道路環境向上について、引き続き県への要望を継続してまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） ありがとうございます。本当に絶好の機会だと思いますので、ぜひと

も強くお願いいたします。 

  あとは、ヒアリングのときにも言ったんですけれども、街路樹というか防風林というか、

松くい虫ですね。あまりにも景観が悪い、悪過ぎる。そういうところも、防風林ですか、松

くい虫がいっぱい出ているところ。あれは県の管轄ですか。つちや食堂の前ぐらいからずっ

と枯れた松がいっぱい立っているんですけれども、それはどこの管理ですか、管理というか

どこの所有ですか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 保安林の面積ですけれども、回答させてらいますが、旭市の保安

林の面積なんですけれども、約86ヘクタールでございます。県有林が48ヘクタールで、市有

林が20ヘクタール、民有林が18ヘクタールというところでございまして、そういった状況に

ございます。 

  ユートピアセンターとかそういったところの保安林に枯れた松がありますが、今年度中に

一応伐採する予定でございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりました。ずっと恐らく課長も気になっていらしたと思う。私も

とても気になっていました、松くい虫にやられた松がね。やっぱりそういうことで、こうい
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う大会が誘致されたということでちょっときれいにしなければいけないかというようなこと

が、結構いろんなあれであると思いますので、そのあたりのところもお願いしたいと思いま

す。 

  私は、この全国豊かな海づくり大会に関しましては、引き続き、また一般質問で取上げさ

せていただきたいと思いますので、その都度、進捗状況とか新たな妙案が湧き起こっていた

りしたようなことをお聞きしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

○議長（宮内 保） 戸村ひとみ議員の一般質問を終わります。 

  戸村ひとみ議員は自席へお戻りください。 

  一般質問は途中ですが、午後３時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ３時 ５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

◇ 伊 藤 房 代 

○議長（宮内 保） 続いて、伊藤房代議員、ご登壇願います。 

（１７番 伊藤房代 登壇） 

○１７番（伊藤房代） 議席番号17番、公明党、伊藤房代でございます。令和８年第１回定例

会におきまして一般質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 

  今回、私は大きく分けて３点の質問をさせていただきます。 

  １点目、物価高対策について、２点目、防災対策について、３点目、投票率の向上につい

て質問いたします。 

  まず、１点目、物価高対策について質問いたします。 

  （１）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業について、今後の予定に

ついてお伺いいたします。 

  現在、食料品をはじめとする生活必需品の価格は依然として高止まりし、物価高の長期化
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により市民生活は厳しい状況が続いています。地域経済の回復は道半ばであり、物価上昇に

伴うコスト増が事業活動の継続を困難にする事例も見られます。 

  こうした中、令和７年12月16日、国会において令和７年度補正予算が成立し、重点支援地

方交付金推奨事業メニューは全国で２兆円に拡充されました。重点支援地方交付金は、食料

品価格などの物価高騰の影響を受けた生活者などに対し、地方公共団体が地域の実情に合わ

せて必要な支援を行うために交付されるものであり、その活用については、市民生活の緊急

的な支援の手段として極めて重要です。 

  今定例会において、旭市でも令和７年度補正予算に盛り込まれましたが、生活者支援への

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業について、その内容と今後の予定

についてお伺いいたします。 

  ２点目、防災対策について質問いたします。 

  （１）地震による火災を防止する一方策として有効な感震ブレーカーの設置・購入に対す

る支援制度はあるのかお伺いいたします。 

  大規模地震時における電気火災の発生状況について、過去の大規模地震被害では、阪神・

淡路大震災では、地震火災139件のうち電気火災が85件、東日本大震災では、地震火災108件

のうち電気火災が58件、首都直下地震被害想定では、阪神・淡路のおよそ７倍の焼失棟数、

南海トラフ地震被害想定では、阪神・淡路のおよそ22倍の焼失棟数となっています。 

  具体的な火災事例として、地震発生時に使用していた電気ストーブが転倒し停電、復電後

転倒状態のまま電気ストーブの加熱が始まり、発熱部と接触していた布団から出火。また、

地震により建物が一部倒壊するとともに停電し、復電後、屋内配線の地震により損傷を受け

た部分で短絡し出火などがあります。 

  地震時の電気火災の発生を抑制するためには、避難時にブレーカーを落とすなど電気を遮

断することが有効であるが、大規模地震における避難時は緊迫した状況であり、ブレーカー

を自ら落とすという行動が困難な場合がある。このほか、避難行動要支援者などにおいて分

電盤のブレーカーを落とすことが困難な場合や、外出時に地震が発生した際などは電気を遮

断できない状況が起こり得る。 

  感震ブレーカーは、一定の震度において自動的に電源を遮断できる装置であり、地震時の

電気火災の抑制に効果がある。 

  市では、地震による火災を防止する一方策として、感震ブレーカーの設置・購入に対する

支援制度はあるのか、お伺いいたします。 
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  （２）感震ブレーカーの普及を促進するための取組についてお伺いいたします。感震ブレ

ーカーを普及促進するために、これまで旭市ではどのような取組をされてきたのか、お伺い

いたします。 

  ３点目、投票率の向上について質問いたします。 

  （１）投票率を上げるための取組についてお伺いいたします。旭市では、投票率を上げる

ための取組としてどのようなことをされているのかお伺いいたします。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 私のほうから、大きな１項目め、物価高対策についてご回答申

し上げます。 

  物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業、本市では三つを予定しており

ます。それぞれ事業内容と今後の予定についてご回答申し上げます。 

  一つ目が、旭市物価高騰対策臨時特別給付金給付事業といたしまして、全市民に対し、市

民１人当たり１万1,500円の給付金を支給いたします。 

  今後の予定でございますが、本予算成立後速やかに市民の方へ給付手続を開始し、５月か

らの支給を予定しております。 

  二つ目です。プレミアム付旭市共通商品券発行事業といたしまして、市内の商店等で利用

できるプレミアム率20％の商品券を発行いたします。こちらは、ワンセット１万2,000円分

を１万円で販売するもので、発行予定数は２万2,000セット、１世帯５セットまでが購入可

能となります。 

  今後の予定でございますが、５月に入りましてこの事業内容について周知を図りまして、

往復はがきにより購入の申込受付を開始いたします。申込みの締切りは５月の15日で、申込

み多数の場合は抽せんを行い、６月下旬までに当せん、落せんのはがきが手元に届くように

通知いたします。当せんされた方は、７月１日から７月10日の10日間で希望された市内の郵

便局で商品券を購入していただく流れとなります。商品券の使用期間は７月１日から12月31

日までの６か月間となります。 

  三つ目です。水道料金の減免になります。こちらは、水需要の多い夏の時期に、水道基本

料金２か月分の減免を予定しております。１か月当たりの減免額、２か月分で税込み4,620

円、対象件数はおよそ２万1,500件を見込んでおります。 
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  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 消防長。 

○消防長（常世田昌也） 私からは、２項目め、防災対策について、（１）（２）について回

答いたします。 

  まず、（１）の支援制度についてでございますが、旭市の現状といたしましては、感震ブ

レーカーの設置・購入に対します補助金等の支援制度は行っておりません。 

  続きまして、（２）感震ブレーカーの普及を促進するための取組についてでございますが、

国の示す感震ブレーカーの普及促進に関する考え方におきましては、地方公共団体の防災部

局のみならず、電気関係事業者や住宅関連事業者等の関係者と連携し、普及促進体制を構築

されることが必要とされております。 

  旭市におきましても、地域防災計画を所管する防災部署、これが中心となりまして、関係

機関と連携を図りながら、それぞれの役割を明確にした協力体制の構築に努め、実効性のあ

る普及促進を図ることが重要であると考えます。 

  消防本部としましては、その体制の下、通電火災防止の観点から、市民への普及啓発に積

極的に取り組んでいるところでございます。取組内容といたしましては、市ホームページや

市広報紙に通電火災防止のための感震ブレーカーの必要性やチラシなどを掲載しております。

また、市内イベント会場等において、感震ブレーカーの設置に関するアンケート調査や啓発

活動、これを実施しておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 総務課長。 

○総務課長（向後 稔） それでは、総務課からは３項目めの投票率の向上についてお答えい

たします。 

  民主主義の基本は、市民の意思を政治に反映することにあり、民意を正しく反映させるた

めに、選挙での多くの投票、投票率の維持が大切であると考えております。 

  そこで、平成28年の総務省の調査で、子どもの頃に親が行く投票に付き添ったことがある

有権者は選挙への関心が高く、投票に行く傾向が強いことが示されていることから、令和７

年３月の千葉県知事選挙から、新たな選挙啓発として、親子で一緒に投票所に訪れてもらえ

るよう、千葉県選挙管理委員会と共に子ども向けの啓発物資を配布しております。今年度実

施した選挙でも、記念証、塗り絵付折り紙、ラムネ菓子を親子で投票所に訪れたお子様に配

布したところでございます。 
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  こういった取組や、これまで実施しています高校生向けの主権者教育などを継続していく

ことで、正しく選挙を理解し、若者に政治に関心を持っていただくよう努め、投票率の向上

に結びつけていきたいと考えております。 

  今後も、投票率向上に対し効果的な改善策について、千葉県選挙管理委員会や近隣市選挙

管理委員会からも情報収集し、研究してまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員。 

○１７番（伊藤房代） それでは、何点か再質問させていただきます。 

  １点目の物価高対策の（１）については、一日も早く、この３事業が無事故で実施できる

ようにお願いをして、次の質問に移らせていただきます。 

  ２点目の防災対策についての（１）のところでございますが、設置・購入に対する支援は

ないということでありますけれども、再質問で、感震ブレーカーのタイプと特徴についてお

伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 回答いたします。 

  感震ブレーカーには三つございまして、まず分電盤に内蔵されている分電盤タイプ、それ

と２点目としまして、コンセントに差し込むコンセントタイプ、それとブレーカーにばねや

おもりを取り付ける簡易タイプのものがございます。 

  分電盤タイプとコンセントタイプのものは、センサーが地震の揺れを感知し電気を遮断す

る構造となっており、簡易タイプのものにつきましては、地震の揺れによりブレーカーに取

付けたばねの作動やおもりの落下によりブレーカーをオフにして電気を遮断する構造となっ

ております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員。 

○１７番（伊藤房代） 例えば分電盤タイプ、またこの３種類の金額的なものがもし分かりま

したらお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時２１分 

 

○議長（宮内 保） 再開します。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 失礼しました。 

  まず、分電盤タイプ、内蔵型でございますが、こちらが標準的なもので５万円から８万円

かかると言われております。また、分電盤タイプには、今のは内蔵型ですが後づけ型という

のもありまして、分電盤タイプの後づけ型であれば約２万円ということであります。それと、

コンセントタイプにつきましては5,000円から２万円ぐらいでございます。それと、簡易タ

イプ、こちらはぶら下げるようなものですが、これは3,000円から4,000円程度というもので

ございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員。 

○１７番（伊藤房代） ありがとうございます。 

  それで、選択方法に関する考え方についてお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 選択方法の考え方につきましては、工事の有無、また費用、信頼性

の３点が挙げられます。 

  分電盤タイプにつきましては、一定の揺れを感知した場合に全ての電気を遮断する機能が

ついたもので、取付けには電気工事が必要となり費用の負担が大きくなりますが、作動に対

する信頼性が高いタイプとなります。 

  次に、コンセントタイプでございますが、電気工事が不要なものと必要なものがあり、信

頼性も高く、分電盤タイプと比較すると費用の負担が低いものの、一般的には設置したコン

セントのみを遮断するものとなります。 

  最後に、簡易タイプですが、こちらは工事が不要であり、数千円と費用の負担が少ないも

のの、購入者自らがブレーカーに設置するものであり、正しく設置できない場合には作動に

信頼性が持てないものとなります。 
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  これらの特徴を考慮した上で、各家庭や建物の状況に合うものを選択していただくことと

なります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員。 

○１７番（伊藤房代） ありがとうございます。 

  購入に対する支援は今ないんですけれども、例えば高齢者がいる世帯や要介護者がいる世

帯を優先にまずは支援ができないか。全部ではなくて、まずは高齢者だとか、また要介護者

がいる世帯を優先に支援ができないか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 支援制度につきましては、感震ブレーカーは、個別の火災予防にと

どまらず、地震時の同時多発火災を抑制し、被害の軽減を図る予防策、減災対策であります。

また、住宅の電気設備や構造に関わる内容でもあります。 

  このことから、防災担当部署が中心となり、地域防災計画との整合性を図りながら、住宅

政策や電気事業者など、関係部署、関係者と連携をして制度の設計、普及促進を総合的に進

めることが必要であると考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員。 

○１７番（伊藤房代） ありがとうございます。時間がかかると思いますけれども、よくその

辺はまたいろいろな各関係部署と連携を取って、感震ブレーカーのこういうすばらしいんだ

というものを、皆さん、まずはどこか１か所からできたらいいのかなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  では、次に移ります。（２）の感震ブレーカーの普及を促進するための取組については、

今後も防災会議だとか、また自主防災組織への呼びかけだとかを徹底していただければと思

いますので、次に移ります。 

  ３点目の（１）の再質問をさせていただきます。 

  今いろいろな自治体で、投票率を上げるための工夫として、有権者の来場を待つ投票所か

ら有権者のいるところに出向く投票所という発想の転換が投票率向上につながる考え方です。 

  そこで、例えばイオンタウン旭や旭農業高校、また東総工業高校でも期日前投票所が設置

できないかお伺いいたします。 
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○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 期日前投票所の設置には、二重投票防止のため、投票管理システム

と通信安全性の高い回線の確保が必要不可欠となります。技術的には、これら要件を満たせ

ば、イオンタウン旭や市内の高等学校に期日前投票所を設置することは可能と考えておりま

す。しかしながら、現在、市には四つの期日前投票所を設置しておりますので、投票所の数

としては充足しているものと判断しております。 

  また、新たに増設するとなれば、投票立会人、投票事務従事者の確保のほか、ほかの投票

所との配置バランスなどを含めて十分な検討が必要と考えております。 

  期日前投票所の増設の課題や制約については簡単に解決できないものもございますが、先

進的な取組に関しては従前から情報収集に努めておりますので、必要に応じて、新たな取組

を速やかに導入できるよう、継続して研究してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員。 

○１７番（伊藤房代） 難しいといえば難しい、でも決意して、よしというふうに思って、イ

オンタウン旭や旭農業高校、また東総工業高校でも期日前投票所が設置できたら、さらに投

票率がアップするのではないかと思いますので、これは要望して、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 伊藤房代議員の一般質問を終わります。 

  伊藤房代議員は自席へお戻りください。 

  以上で本日予定しました一般質問は終了いたしました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） これにて本日の会議を散会します。 

  なお、次回は４日定刻より会議を開きます。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２７分 
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開議 午前１０時 ０分 

 

○議長（宮内 保） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、議会は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（宮内 保） 日程第１、一般質問を行います。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◇ 永 井 孝 佳 

○議長（宮内 保） 通告順により、永井孝佳議員、ご登壇願います。 

（９番 永井孝佳 登壇） 

○９番（永井孝佳） おはようございます。議席番号９番、永井です。 

  新たに４年間任期をいただきましたので、これからも誠心誠意頑張りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  では、本日質問いたします内容は３項目４点になります。 

  まず１点目、その前に、今回選挙がありまして、市民の方といろいろ触れ合う機会が多か

ったです。その中で一番多かった三つのご意見とかご提案を今日は質問させていただきます。 

  １点目は、区の在り方についてです。 

  区の加入率は年々下がっていると認識しております。以前の一般質問で、平成29年度は

62.1％、令和３年度は59.4％と回答いただきました。世帯数が増えているというのもあると

は思うんですけれども、総体的に見れば人口も減っている。区の加入率も減っているという

現状がありますので、その区の現状が分かるデータを最初にお示しいただきたいなと思いま

す。 

  ２点目は、消防団の在り方についてです。 
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  消防団のことは、本来なら消防委員会とか消防本部とかが決めていただければいいと思い

ますけれども、私も実はまだ現役の消防団員で、周りに消防団がいっぱいいますので、そこ

から意見をたくさんいただきます。その意見をぜひこの議会の場でお伝えできればなと思っ

ております。 

  では、１回目の質問としましては、現在進めています消防団の統合計画の概要をお伺いい

たします。 

  ３番目は、環境美化についてお伺いいたします。 

  これも、私は散歩が趣味なんですけれども、散歩をしているとごみがいっぱい散らばって

いまして、すごく嫌な気分になるんですね。市民の方からも、ごみのポイ捨てとか、あとは

漁港がすごく汚いとか、あとは決まった場所にごみを捨てる方がいて、そういう状況を見る

と、市で何か対応してほしいなという思いがございます。あとはペットのふん尿の放置とか、

そういうのも対応していただきたいなと。 

  調べてみたところ、市には旭市環境美化推進に関する条例というものがありました。です

けれども、そんなに皆さんに知られていないと思いますので、その概要というか、取組内容

をお伺いいたします。 

  続きまして、３番の（２）ですね。側溝清掃につきまして、道路脇にある排水溝ですね。

こちらは、基本的には区が中心となってどぶさらいをして、それで上がった汚泥は行政が回

収していただけるということになっておりますけれども、近年は地域の実情も変わっていま

して、地域住民だけでは対応が困難なケースも多々見られるようになってきましたので、そ

の一つのケースとしまして、農地だったり、あとは住民が住んでいないところの側溝ですね、

そこに汚泥がたまった場合、どのような対応を行政は取っていただけるか、その辺をお伺い

したいと思います。 

  以上、３項目４点になります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 総務課から、まず１項目めの区の在り方についてお答えいたします。 

  区の加入状況についてですが、現在市内の行政区の数は146区あり、そのほかに自治会と

称される区に準ずる団体が９団体存在しております。そして、令和７年４月現在の区の加入

状況ですが、加入世帯数は１万5,139世帯、全世帯数に対する加入率は55.1％となっており

ます。加入世帯数、加入率はこれまでと同様に減少傾向にあります。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 消防長。 

○消防長（常世田昌也） 私からは、２項目め、消防団の在り方について、（１）今後の消防

団組織の体制についてご回答いたします。 

  消防団組織の再編成につきましては、昨今の就業形態の変化や人口減少に鑑み、第５次旭

市行政改革アクションプランに沿って、令和７年度から令和11年度の５年間で実施をされま

す。 

  当計画では、消防団の部数を47箇部から31箇部に再編し、団員定数を769名から550名に改

正する予定でございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 私からは、３、環境美化についてお答え申し上げます。 

  初めに、（１）旭市環境美化推進に関する条例に基づき、市ではどのような取組を行って

いるかについてお答え申し上げます。 

  旭市環境美化推進に関する条例では、市民等の責務として、空き缶や吸い殻等をみだりに

捨てないこと、土地の所有者等の責務としては、空き缶や吸い殻等の散乱を防止するため、

その土地に必要な措置を講じることとなっております。また、ペットのふん尿被害につきま

しては、飼い主がペットのふん尿を適切に処理することとなっております。 

  市といたしましては、被害に遭われている住民の方や土地の所有者に不法投棄禁止の看板

やペットのふん尿被害防止の看板を配布しておるところでございます。また、ポイ捨てやふ

ん尿の被害の状況に応じまして、原因者が分かった場合、関係機関と連携しまして、改善に

つながるよう指導を行っているところでございます。 

  続きまして、（２）の側溝清掃に関して、住民がいない場所での側溝清掃はどのように対

応しているかについてお答えいたします。 

  農地や住民が住んでいない地域について、大雨などにより道路や側溝へ土砂が流出した場

合、まずは土地の所有者や耕作者の方に速やかに撤去をお願いしているところでございます。 

  なお、土地の所有者や耕作者による側溝清掃や土砂撤去が難しい場合は、側溝の詰まり具

合などを勘案しまして、状況に応じて市のほうで対応しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 
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○９番（永井孝佳） では、続けて再質問をさせていただきたいと思います。 

  徐々に55.1％と減っているということであります。これは仕方ないのかなという面もあり

ますけれども、基礎自治体としてこの区がなくなってしまうと困る部分も多々あると思いま

す。区では、様々な活動や役割を果たしていると思いますけれども、役割や負担が区に入っ

ている人に偏っていて、不公平だという意見を多くいただきます。 

  今回は、その不公平な実態にスポットを当てていきたいと思うんですけれども、まず２回

目の質問としましては、町内会に選出をお願いしている役職はどのようなものがあるかをち

ょっとお伺いしたいと思います。市とか市の外郭団体などで役員を出してもらいたいときに、

区に出してくださいとお願いしていることがあると思いますけれども、どんなものがあるか

をまず教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 区に役員選出を依頼しているものとしましては、民生委員、児童委

員、青少年相談員、交通安全指導員などが挙げられます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 主なものを今挙げてもらったんですけれども、そのほかにももっとたく

さん、いっぱいあるように認識しております。この役員を探すというのもとても大変で、そ

の年の区長なんかは自分も区長で大変なのに、次の選出をするのにすごく歩き回って、頭を

下げて探しているという現状がございます。こういった区に入会するとこういう役職も回っ

てきますので、それを避けられて区に入らないという、そんな意見もございます。 

  そこで、これは区から以外にもこの役職というのは選出しているのか、その実態が分かる

ようなケースがあれば教えていただきたいと思います。区以外からこの役員が選出されてい

るケースがあるかどうか、その辺を教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 先ほどご回答した区に推薦依頼している民生委員などは、地域での

活動が主体となることから、各地域の区長に推薦を依頼しているものでございます。基本的

には、各地区で選出によるものと認識しておりますが、中には一部例外的に選出された場合

もあるのではないかと思っております。 
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  令和７年度に実施しました国勢調査につきましては、調査員の選出を各区にお願いをしま

したが一部推薦をいただけず、市で調査員を確保した事例もございました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 国勢調査とか区以外から選出したこともあるということですけれども、

逆に言えば大体区から出ている人、ほとんどがそういう方だと思うんですよね。そうすると、

やっぱり不公平だなと思うんですよね。区に入ったら、そういう役まで回ってくると。 

  ですので、この選出方法というのは変えられないかなと個人的には思うんですけれども、

その辺のご見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 各種役職員の選出には、区の加入までを前提とはしておりませんが、

地域で活動される方の推薦をお願いするとなると、どうしてもつながりのある区の加入者に

限定されてしまうのではないかと思っております。これまでも青少年相談員などの役職につ

いては、委員定数の削減など負担軽減に努めておりますが、地域ごとの活動を考慮しますと、

区へ頼らざるを得ないというところがございます。 

  選出方法としては、区の推薦以外にも公募なども考えられますが、応募者がなく成り手が

いない場合には、その活動自体が困難になることも想定されますし、隣接地域の役員への負

担が増大するということも考えられます。今すぐの効果的な選出方法の提示はできませんが、

役員の選出負担だけではなく、その役員負担の軽減も考慮しながら各種役職員について検討

を進めていきたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） とても大変なことだと思いますけれども、少しでもよくなるようにご検

討をお願いしたいと思います。 

  スポーツ推進委員なんかは、辞める方が新しい方を探してくるみたいな、そんなユニーク

な手法を取っているところもあるみたいです。そうすると、また今役職に就いている人の負

担がさらに増えるということで、それもバランスが悪いかもしれないですけれども、難しい

と思いますけれども、ちょっと頭の隅に置いていただきたいなと思っております。 

  あとは、今までは加入率が結構高かったので不公平感もそんなに表面化してこなかったん

ですけれども、どんどん減ってくると、限られた、例えば今は55％ですけれども、これが



－248－ 

50％、45％に下がってくると入っている人のほうが少なくなるわけですね。その中からさら

に役職が固まってしまうとなると、もっと厳しくなってしまうのかなと危惧しております。 

  では、次の質問は、区はほかの作業もやっていると思いますけれども、行政がお願いした

り、行政と一緒にやっているようなボランティアとか活動がございましたら教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 区のボランティア活動は、地域によって大小様々あると思いますが、

市全域で活動されているものとしては側溝清掃やゴミゼロ運動が挙げられます。このほか地

域によっては、海岸清掃など美化活動を実施しているところもあると認識しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 側溝清掃、最初に言いましたけれども、そんなものも区が中心になって

やっている場合が多いということです。これもやっぱり、ゴミゼロもそうなんですけれども、

区に入っていない人もぜひぜひやってもらいたいので、ぜひ周知のほうとかも区だけではな

く、区に入っていない方にも周知していただけるとありがたいなと思っております。 

  今までは、役職とかあとは労力とかそういう負担に不公平を感じているという内容だった

んですけれども、次はお金、金銭面に対して不公平を感じているという意見をいただいてお

ります。区が負担している寄附金とか分担金とかがあると思うんですけれども、これ強制で

はないんですけれどもいろいろございます。市がある程度関与しているものなどありました

ら、というか把握しているものがありましたら教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 区が支出している寄附金、共同募金などは、代表的なものとして歳

末たすけあい募金、赤い羽根募金などがございます。また、分担金として各区長で組織する

旭市区長会の負担金などもございます。そのほか、区が支出している費用としては、集会所

の維持管理費や区の活動経費などもあるものと認識しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 各種分担金とか寄附金とかがあります。これが意外と、１軒幾らとか書

いてあるので、意外と重いんですね。例えば軒数掛ける800円とか、軒数掛ける400円とか、
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これ任意のはずの寄附なんですけれども、その目安として書かれているんですね。 

  前も、すみません、私一般質問で言ったんですけれども、区長とか大体任期１年とかでや

っているので、前例踏襲で前の年に払っている額、あとは目安に書かれている額を払うんで

すけれども、ちょっと１軒800円、１軒400円、それが年間４回ぐらいあるので、１軒2,400

円とかになるんですね。これ、区費１万円ぐらい集めているところだとしたら４分の１、

6,000円ぐらい集めているところだったら、半分近くになってしまうんですね。 

  ですので、この寄附が区の財政に与えている負担というのが多少あります。ですので、市

のほうでこの軒数掛ける何百円という記載をなくす方向にできないのかなと。各種団体にお

願いできないのかなと、その辺のご見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 金額の記述につきましては、区への共同募金の協力依頼において、

議員おっしゃったように募金額の目安として示されているものと思います。これに対しまし

て、１軒幾らとか半ば強制的に請求書のような形で捉えられてしまってのことかと思います

が、あくまで募金は任意の活動となります。 

  募金や寄附の行動は、社会貢献活動の一つでもありますので、区としての積極的な参画を

お願いしているものでございます。１軒幾らとかそういう請求書のように捉えられてしまう

ような表現につきましては、市が指導できる立場にないものもございますので、市が関与で

きる部分については表現方法の工夫を検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 分かりました。任意団体からの寄附金で金額は自由ということですので、

市が言えないという部分もあると思いますけれども、今言った部分というのは、例えば区長

会とかで、これは任意ですので、区の財政状況に合わせてお納めくださいとか一言言っても

らうとか、端っこに書いておいてもらうとか、そうすると区長も区の財政、区費を上げてま

で払うものではないというのはちゃんと認識していただけるのかなと思いますので、その辺

の工夫をぜひお願いしたいと思います。 

  続きまして、防犯灯のほうにいきたいと思います。区の在り方についての防犯灯ですね。 

  防犯灯は、区の要望で行政に設置していただき、メンテナンスはしていただけるんですけ

れども、電気代は区が持っております。しかし、街灯って区に入っていない人ももちろん恩
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恵がありますので、区に入っている人だけが払うのはちょっとおかしいのかなと思っており

ます。かといって全部出せとは言わないので、防犯灯の電気代の一部を市に負担いただけな

いか、その辺のご見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 防犯灯につきましては、旭市防犯灯の設置及び維持管理に関する要

綱に基づきまして、市と区でそれぞれ役割を持って設置及び維持管理を行っております。防

犯灯の設置及び修繕に関する費用は市が負担し、維持管理のうち電気料金を区及び自治会等

に負担をいただいているところでございます。 

  防犯灯は、区からの申請に基づいて毎年数十基を増設しておりまして、令和７年４月１日

現在では全体で5,573台が市内全域に設置されております。今後、電気料金を市で負担した

り各区へ助成していくことは、市全体のバランスやこれまでの設置経緯に基づく負担の公平

性を考えますと、今すぐに電気料金を市で負担していくことは難しいものと考えております。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 分かりました。電気代の負担は直ちにはできない。設置した理念からも

ちょっと難しいという回答だったんですけれども、私が住んでいる区だと30基ぐらいつけて

いただいていて、年間７万円ぐらいの負担になっております。これが地域に200軒ぐらいあ

ったら109軒で賄っているわけなんですね。その辺の不公平感がどうしても出てしまうとい

うことで、電気代で払えなくても、区にちょっとした行政から入っているお金があれば区の

方も納得するのかなと。違う形でお金を頂けないかなということで、行政連絡事務委託料と

か何かあると思うんですけれども、そのほかにも市から区に入っているお金などあれば教え

てください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 今議員おっしゃった行政連絡事務委託料は、市が市民に対する行政

事務連絡を徹底するために、区等に委託して、その委託料として各区に支払っているもので

ございます。 

  このほかに、区の活動への支援としましては、自主防災組織の結成や活動に対しての費用

補助、集会施設の設置・修繕への補助、コミュニティ活動に必要な設備、祭り用備品の購入

など、そういったものへの助成、ゴミステーションの設置補助などが挙げられます。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 行政連絡事務委託料は、配布物ですね、配る手数料として、委託料とし

て払っているということですけれども、お金に色はついていないので、入ってくれば区の財

政は助かるという感じです。 

  それで、こういう状況、するとやっぱりデメリット、入ると労力があったり、入るとお金

が取られてしまったり、そういうことで区に入りたいと思う人はまず少ないのかなと思って

いるんですけれども、このままだと区から抜ける世帯が増えていきますし、さらには高齢化

が進んでいます。独り暮らしのお年寄りや高齢世帯ですね。そういう世帯が多いですから、

遠くない将来に区は厳しい状況に突入すると推測されます。 

  10年後の区の加入率が例えば40％台に落ちていることも考えられると思うんですけれども、

町内会がこのまま減り続けた場合の対応をどのように考えているかをお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 人口減少や地域世帯の年代構成の変化、連帯意識の希薄化などに伴

いまして、区への加入世帯が減少して、今後の区の活動に支障を来すのではないかと多くの

区長が心配していることは、旭市区長会を通じて認識をしております。また、区への加入・

未加入で生じる不公平感があることも認識しております。 

  しかしながら、区や自治会の役割というのは、地域に住む人たちが自主的に結成して、地

域の課題や問題の解決に取り組んで、互いに助け合いながら住みよいまちづくりを目指して

活動していくところにあると思います。地域の消防団や防犯活動、地域で行う側溝清掃やゴ

ミゼロ運動などもその一つではないかと思っております。 

  未加入世帯に対しましては、これら区の役割や活動をご理解いただくように区としても努

力していただきまして、加入に結びつけていただくことがその不公平感の解消や今後の区の

存続にもつながるものと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 今の感じだと、区が加入者を増やすように頑張れと聞こえるんですけれ

ども、そんな人は多分いなくて、じゃ、俺やめちゃおうと、そっちのほうが金払わなくてい

いし、役やらなくていいし、やめちゃおうという人が多いと思うんですね。ですから、今回
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何かメリットを増やしてほしいということで提案をいたしました。 

  でも、課長の立場でも難しいとは思います。私が独裁者だったら、区に対して１軒5,000

円ぶち込んで、区のほうがメリットあるでしょうと、それで増やすとは思うんですけれども、

ちょっとそれは極端な非現実的だったんですけれども、メリットもデメリットもなければ若

い人は区に入ろうとは思いません。ですので、これからもっと衰退していってしまうのかな

と思っております。このまま放置するようでしたら、区が消滅してもやっていけるような体

制を、行政側には考えていってほしいなと思っております。 

  ちなみに、私は税金で全部を賄うような、そういうつながりのない社会はあまり望んでお

りません。できたら、地域のつながりを残していただき、このまちをみんなで支えるような、

まさに市長が掲げるチーム旭でいけるように願っておりますので、今後も区長会の声などに

耳を傾けながら、できる範囲で構いませんので対策をよろしくお願いいたします。 

  では、２番目の消防団の在り方について再質問をさせていただきます。 

  47箇部を31箇部に減らすということです。47箇部といいますと消防団が47団あるんですね。

それを31団にするということですね。今、成り手も不足していますし、縮小はやむを得ない

かなと私も考えております。 

  それで、消防団の再編によって消防団員報酬とか出動報酬額の見直しも検討または予定し

ているのか、この辺をお伺いしたいと思います。ちなみに、今は一般団員ですと年額報酬２

万5,000円を頂いております。国のほうで目安みたいな、目安というか目標額みたいのがあ

って、それが３万6,500円と聞いておりますので、その辺の予定とかありましたら教えてく

ださい。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 現在、当市の消防団員報酬、出動報酬ともに、国が示しております

基準額と差異がある状況でございます。各報酬額につきましては、今後の再編と並行し検討

してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 確かに２万5,000円で、年間というのはちょっと安いのかなと私も思い

ます。お金のために言っているわけではなく、それなりに結構活動量も多いですのでね。そ

の辺をちょっと配慮いただければなと思います。 
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  その年額報酬のほかに出動報酬というものがあるんですけれども、この出動報酬が１回出

動すると6,000円割る出動した人数という感じになっているんですけれども、この人数で割

る理由を教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例では、消防団が

火災及びその他の災害に出動した際に支給される出動額は１部１回6,000円となっておりま

す。令和６年度より消防団の各報酬が個人支給、これになったことから出動報酬6,000円は

出動人数で割った金額を個人に支給しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 部に入っていたものが個人報酬になったので、人数で割るという単純な

ことだと思うんですけれども、これもちょっとおかしな話で、例えば３人で出たら１人

2,000円、10人で出たら１人600円ということになります。多く出たら出動報酬が減ってしま

うので、この辺はちょっといびつなのかなと考えております。ですので、できたらこの辺も

是正していただきたいなと思います。 

  結構都会のほうですと、この出動報酬が結構高くて、１人8,000円なんて出しているとこ

ろもあるんですね。そういうのは求めていませんけれども、10人出たら600円というのはち

ょっと出動報酬としては安いのかなと思いますので、ちょっとその辺もご考慮いただきたい

なと思います。 

  次の質問としましては、消防団員の出動報酬の中なんですけれども、本部役員、役職です

ね。消防車に乗って出動するのではなくて、個人で行く人たち、役員がいるんですけれども、

その方には出動報酬が今支払われていないと思うんですけれども、その辺の理由についてお

伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例では、消防団が

火災及びその他災害に出動した際に支給される出動報酬は１部１回6,000円となっておりま

す。本部役員はこの「部」に属していないため、支給対象となっておりません。しかしなが

ら、警戒または訓練に出動した際の出動報酬につきましては１人１回1,000円となっている
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ことから、本部役員にも支給をしておるところでございます。 

  現在、近隣市町では本部役員にも出動報酬が支給されているということから、今後当市に

おいても条例改正等の検討をしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 前向きなご回答をいただき、ありがとうございます。本部役員のほうが

責任も重いですし、あと自家用車で現場へ行っていますので、ぜひぜひ前向きにご検討をい

ただきたいと思います。 

  では、次の質問なんですけれども、消防団員の中でも一生懸命やっている人と全く出てこ

ない人がいます。全く出てこない人にも、先ほど言った年額報酬２万5,000円が個人口座に

振り込まれている状況だと思います。活動にあまり参加されていない人の数を把握していた

ら教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 令和６年度の出動報酬を基に、団員個々の活動参加件数を抽出しま

した結果、活動参加ゼロ件、これの団員が41名、活動参加１件から２件の団員は59名でござ

いました。 

  なお、この数値につきましては、出動報酬からの抽出でございますので、消防団各部が独

自で行っております地域行事や水利点検等の参加件数については含まれておりません。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 個々の活動については把握していないということでしたけれども、大体

訓練も火事場にも出てこないやつは水利点検も出てこないと思いますので、この100人とい

うのはほぼほぼあまり出てこない幽霊部員みたいなものなのかなと思います。700人中100人、

これ出てこないのに活動報酬を払っているのはもったいないので、こういうところはもう切

っていただいて、コンパクトにやる気のある人材だけで団を運営していったほうがいいのか

なと考えております。 

  続きまして、消防庫の水道代とか電気代なんですけれども、現状ですと年間幾らと頂いて、

その中で水道代、電気代に充てているんですけれども、ちょっと足りないんですよね。です

ので、こういう、今は個人に報酬が支払われていますので、その電気代、水道代を払うため
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に、またちょっと集めなくてはいけないという現状がありますので、そういうところを行政

側で持っていただけないかなという、その辺のご見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 消防庫の光熱水費につきましては、現在消防団各部に施設管理補助

金としまして年２万円を支給しております。この金額は、消防団活動で使用した電気及び水

道料金を想定しておりますが、議員おっしゃるとおり、試算上ちょっと不足している状況で

ございます。 

  近隣市では、施設管理費を年２万円から年４万円に改定した市や光熱水費を全て負担して

いる市などもあることから、今後当市においても検討する必要があると考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） ご検討をお願いいたします。 

  消防団の報酬、年額報酬と出動報酬を上げてほしいと言っていたんですけれども、ご検討

いただけるということですけれども、すみません、もう一度質問していいですかね。これか

ら再編があります。人数が減りますということで、団員報酬とか出動報酬を増額することは

できないか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 消防団員報酬、出動報酬ともに、国が示している基準額と比較しま

して、報酬額の改定をはじめ、支給単位を１部１回から１人１日に改正するなど、今後の組

織再編と並行し検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） では、次はちょっとここが一番私言いたかったところなので、文章を書

いてきましたので、読ませていただきます。 

  消防団は言うまでもなく、火災対応のみならず、風水害対応、行方不明者捜索、防災訓練、

地域防災啓発など、市民全体の生命、財産を守る極めて重要な役割を担っております。その

活動は、特定の地区や自治会のためではなく、市民全体の安全・安心のために行われている

公共性の高いものであります。 
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  しかしながら、現状では消防団活動を支える財源の一部として、いわゆる地域協力金が存

在し、多くの場合区や自治会に加入している世帯からのみ負担を求めているケースが見受け

られます。ここに幾つかの課題があると考えております。 

  第１に、消防団の活動は全市民を対象としているにもかかわらず、実質的な財政負担が自

治会加入者に偏っている点です。自治会未加入世帯が増加する中で、負担の公平性という観

点から課題が生じております。 

  第２に、消防団員は法律上、非常勤の特別職、地方公務員であります。公務員として活動

しています。そのような立場にある団員が、公務の遂行を前提として地域から協力金を受け

取る現在の構造については、制度上、法的解釈上、グレーな側面を指摘する声もあります。

本来、公務に対する対価は自治体が責任を持って報酬として支払うべきものであり、地域の

善意や慣習に依存する仕組みは長期的には持続可能とは言えません。実際、消防団員の報酬

や出動手当が十分とは言えない現状があり、その不足分を地域協力金に依存して補っている

実態があるのではないかと考えております。 

  私は、将来的には地域からの協力金という仕組みを見直し、消防団員の活動に必要な経費

は自治体の責任として団員報酬や公費によって一元的に賄う形が望ましいと考えております。

しかしながら、財源確保が大きな課題であることも理解しております。 

  そこで、一つの考え方として、消防団活動が市民全体の利益に資するものであるならば、

自治会ではなく市民全体で広く支える仕組み、例えば法定外税として徴収できないか、その

辺のご見解をお伺いしたいと思います。 

  ちょっと長くなりましたけれども、公益性があるものですので、その協力金、地域からも

らうのではなくて、例えば住民税に500円足して広く賄えないかなと。今、多いところだと

3,000円とか１軒からもらっているところもあるんですよね。それを薄く広く集められない

かな。税金という形でなくてもいいし、今の一般財源から出してもらっても全然構わないん

ですけれども、その財源がない財源がないといつも言われているのであれば、広く浅く取れ

ないかなと。その辺の法的にできるかできないかとか、その辺だけでも教えていただけると。

よろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 消防団員報酬の財源としまして、法定外税、これによる徴収につき

ましては、全国的に見ましても例がないことでありますので、これによる徴収は非常に難し
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いと考えます。また、団活動費におきましても、各部で使用目的や使用方法が異なっている

から、これも併せますと法定外税等による徴収は非常に難しいのではないかと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 先ほどから改定していくと前向きな回答をいただいていますので、徐々

にでも上げていただければ、そのうち地域からお金をもらわなくても活動できるのかなと思

っていますので、徐々にでも構いませんので、一歩一歩前に進めていただきたいと思います。 

  では、次の質問としましては、消防団員の大きな負担となっているのが操法大会がありま

す。操法大会というのは、消防に必要な技能を反復することによって体にしみ込ませて、現

場で安全にポンプ操作とか、あとは筒先を扱えるようにするという目的もあります。 

  私も２回参加していますので、この意義は十分に理解しておりますけれども、これはコロ

ナ前ですけれども、５月ゴールデンウイークぐらいから６月の頭ぐらいまで週に四、五回、

夜間に７時から９時ぐらいまで毎日のように練習するんですよね。それがやっぱり選手にも

負担だし、選手のご家族ですね。やっぱり選手となる人は若い人が多いので、子育て中の旦

那さんだったりします。その方が、毎日週に４日も５日も夜帰ってこないとなると奥さんも

大変ですので、その辺を忌避されて消防団に入らないという意見もございます。 

  でも、訓練は必要ですので、競技としてではなくて操作の習得の機会を設けるべきだと私

は考えているんですけれども、ご見解をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 今般、ポンプ操法の必要性及び訓練による負担について、全国市町

村で議論されておりまして、令和６年度より千葉県大会が隔年開催となったことから、市内

大会も隔年開催といたしました。また、ポンプ操法は、議員おっしゃるとおり、消防団への

入団を拒む理由の一つに挙げられていることから、県や県内市町村の動向に注視しまして、

今後の開催の有無を決定する必要があるかというふうに考えております。 

  当市では、令和７年度にポンプ操法に代わる訓練としまして、実火災を想定した消火訓練

を実施したところでございます。今後、操法大会が開催されなくなったとしても、消防団活

動能力の維持と団員の負担軽減を考慮した訓練を企画してまいりたいというふうに考えてお

ります。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 私も、今、消防団、消防組織がどんどんよくなっているのは感じており

ますので、今後もまた前向きにいろいろ進めていっていただきたいと思います。 

  もう一つの消防団に入りたくないというのに、消防出初め式があるんですね。これは市で

やっている行事だと思うんですけれども、消防団員の栄誉をたたえていただける、とてもす

ばらしい行事であると思うんですけれども、結構外でやっているところって少なくて、中で

やっているところも増えてきましたので、旭市でもそのように屋内で役員と関係者と受賞者

などが出席して実施できないか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 当市の消防出初め式は、式進行の工夫や省略によって実施時間を短

縮しながら屋外で実施をしております。しかしながら、県内市町村の出初め式は屋内実施が

大半となってきている動向から、今後は消防団と協議しまして屋内実施の検討も考えてまい

りたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 外でやるほうがいいという意見ももちろんあると思いますので、皆さん

の声を聞きながら適切にご判断をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、今までは消防団員減らせ、お金増やせと言ってきたんですけれども、消防団

が減ると大規模災害のときに人数が減って困るということもあると思います。例えば山奥で

起こった火事とか中継をいっぱいしなくてはいけなくて、消防車の数も人員も必要になって

きます。あとは大地震とか津波とかの後というのは、やっぱり統率の取れた大人数がいると、

市としては防災力が上がると思いますので、その辺は確保しなくてはいけないのかなと思っ

ております。 

  そこで、消防団員のＯＢを組織化することによって、それを担えないかなと考えておりま

す。これは、別に報酬とかはなくてもいいと思うんですけれども、連絡網だけ用意していた

だいて、それでいざというときに活動を、危険ではない活動をお願いすると。そういう組織

をちょっと考えているんですけれども、消防長のお考えを教えてください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 
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  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 今後、消防団員の減少によって、大規模災害時には、議員おっしゃ

るとおり、消防団員ＯＢの力添えが必要になる可能性は、自助・共助の観点から十分にある

と考えております。また、消防団員ＯＢの組織体制を構築する手段としまして連絡網を活用

した運用は、管理やコスト的にも理にかなう提案だと思います。これらを参考に、情報管理

のＤＸ化と併せて研究をさせていただきたいと思います。 

  また、災害現場で消防団員ＯＢの方々に従事していただくために必要なこととしましては、

保険の加入と訓練の実施があると思います。災害現場では、危険な場面に遭遇する場合もあ

るために保険の加入は必須であります。また、団経験者ではございますが、安全に活動する

ためには定期的な訓練が必要になるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） もし本当に必要であれば、いろいろ調査研究していただき、今後もご検

討いただきたいと思います。すごく長くなりました。すみません。 

  消防に対しては最後ですね。今、女性消防団員が何人かいらっしゃると思いますけれども、

その活動状況を最後にお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  消防長。 

○消防長（常世田昌也） 本市の女性消防団員は現在６名でありまして、主な活動は各種イベ

ントでありますＹＯＵ・遊フェスティバルやオータムジャンボリーでの消防団ＰＲ活動や消

防出初め式、また消防操法大会の運営補助を行っていただいております。 

  今後も、国や県が主催します女性消防団員研修会等に参加しまして、他県や他市町の活動

を参考にしながら、女性消防団員の活動の幅を広げていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） ６名いるということで、広報とかＰＲとかそちらを担っていただいてい

るということです。適材適所ということだと思いますけれども、中には男性消防隊員と交ざ

って同じようにやりたいという方もあるかもしれませんので、その辺は柔軟に対応していた

だければなと思います。 

  では、消防団の在り方については以上です。 
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  時間も17分ということで、環境課長、ちょっと急ぎでいかせていただきます。ちょっと余

計なことをしゃべらないようにしますね。 

  不法投棄の看板を設置していただいているということで、不法投棄禁止の看板、市内でも

よく目にします。この間、散歩をしていると言いましたけれども、その不法投棄の看板の周

りに、白い真新しいレジの袋に包まれたごみ袋が５個、10個とあったんですね。もう明らか

にそれは、ここの不法投棄の看板に向かって投げている感じなんですね。もう本当、それ頭

にきちゃって─すみません。ちょっと、今あれですよね。 

  それで、ちょっと今回質問させていただいているんですけれども、このような心ない行為

を少しでも減らしていくためには、より実効性のある取組が必要ではないかと考えます。そ

こでお伺いします。旭市環境美化推進に関する条例には罰則規定が設けられておりますが、

これまで実際に適用された事例はあるかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 旭市環境美化推進に関する条例では、条例に定められている事項

に違反していると認められる場合、原因者に必要な措置を取るべきことを勧告し、正当な理

由なく勧告に従わない場合は命令することができます。また、この命令に違反した場合、５

万円以下の過料に処すとされております。 

  なお、今まで過料に処された事案はございません。現状、原因者が判明した場合は、環境

課職員による指導や注意を行っているところでございます。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 多分多くの方が、このごみの不法投棄をした場合に５万円の過料が科さ

れるということは知らないとは思うんです。この罰則の存在を広く周知することで、一定の

抑止効果が期待できるのではないかなと思います。例えばシンガポールとかはポイ捨てする

と罰金を取られるとか知られておりますよね。そうするとやっぱりきれいですし、例えば別

の件になりますけれども、野焼きとかすると罰金が科されるというのが周知されて、徐々に

改善傾向にあります。そのほかにも、例えば九十九里浜でハマグリを取ったら捕まるよみた

いな、そういうのが知られると、今まで何の気なしにやっていた人もちょっと意識するよう

になると思うんですよね。そういうことからもこの周知がとても大事だと思います。 

  このように、罰則を知ってもらうこと自体が抑止力になります。ごみの不法投棄に対する

５万円の過料について、広報や看板、ＳＮＳ等を活用した周知を行うことができないかお伺
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いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 議員おっしゃるとおり、罰則規定の周知は抑止力の一つとして有

効だというふうに思います。今後、ホームページや広報紙による広報活動や立て看板にその

旨を明記するなど、効果的な周知方法、検討、取組をしてまいりたいと考えております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） ルールやマナーを守らない行為に対しては、より強い対策が必要だと考

えます。そのため、監視カメラの設置などにより原因者を特定できる環境を整備することが

重要ではないでしょうか。特に悪質なケースについては過料を科すなど、実効性のある対応

を検討する必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 現在、不法投棄等が多い場所には監視カメラのほうを設置しまし

て、不法投棄の抑止とともに原因者の特定に努めておるところでございます。過去には、原

因者を特定し、地元警察と協力しながら注意勧告を行った事例もございます。また、ペット

のふん尿被害の場合でありますと、保健所といった関係機関と協力しながら飼い主に対して

飼い方指導を行った事例もございます。 

  今後もこういったごみのポイ捨てや不法投棄、ふん尿被害を防止するために、注意深く監

視のほうを続けてまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 今までも、監視をして、注意喚起とか指導をしていただいているという

ことで、ありがとうございます。しかし、指導や注意喚起にとどまることなく、悪質な場合

には５万円の過料を適切に科し、実際の事例を積み重ねていくことでより実効性のある条例

になると考えます。悪質なケースについては、ためらうことなく対応していただきたいと思

います。認識が変われば、常識も変わります。罰則の周知と確実な運用を進めることで、本

市からごみのポイ捨てが減少することを期待しております。 

  さらに、一歩進んだ取組として、ポイ捨てをした場合には一定時間の清掃ボランティア活

動を課すとか、そういった条例をつくってみても面白いのではないかなと思っております。



－262－ 

旭市の環境課長を怒らせたら恐ろしい、そんなうわさが関東一円に広がるくらいがんがん取

り締まっていただければと思います。ふだんにこにこして優しい仏の大八木ですけれども、

このごみ捨てに関して、ポイ捨てに関しては鬼の大八木になっていただくことを期待しまし

て、次の議題です。進みます。 

（「いいねえ」の声あり） 

○９番（永井孝佳） ありがとうございます。 

  では、次、側溝掃除のほうですね。いろいろ柔軟に対応していただけるということで、あ

りがとうございます。住宅の中にある畑などが詰まってしまって、汚水があふれてしまうと

いう相談を受けたことがあります。自宅前だけ清掃を行っても下流側が詰まっていれば、十

分に排水機能を果たすことができません。そういったケースもあるので、個別のケースに相

談に乗っていただき、対応をお願いしたいと思います。 

  次のケースとしましては、住民が町内会に加入していない場合、側溝清掃はどのように行

えばよいのかをお伺いします。汚泥の回収とかは、個人が頼んでも対応していただけるんで

しょうかね。その辺のちょっとご見解をお伺いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 側溝清掃を行う際に使う蓋上げ機の貸出しや汚泥回収につきまし

ては、区や町内会に加入していなくても、近隣住民の方々による申込みで差し支えございま

せん。場合によっては、個人という場合もあろうかと思いますけれども、何軒か集まって要

望という形が多いかと思います。 

  また、市道、私道にかかわらず、住民の方によって集められた側溝汚泥につきましては、

区や町内会に加入していない場合でも環境課で回収を行っております。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） そういった感じで、行政が対応していただけることは分かりました。 

  しかし、町内会に入っていない人というのは結構スタンドプレーの方が多くて、なかなか

一緒になって側溝清掃をやるとか、そういう近所付き合いが苦手な方もいますので、その都

度相談させていただきたいと思います。 

  次のケースですけれども、高齢者だけの地域など、住民による側溝清掃が困難な地域につ

いて、どのような対応をしていただけるかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 
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  環境課長。 

○環境課長（大八木利武） 現在、側溝清掃につきましては、地域住民の皆様を主体として実

施していただいておりまして、市では主に汚泥回収を行っているという役割分担でございま

す。ただし、近年の高齢化の進展等に伴いまして、住民の方だけでは側溝清掃が難しい地域

につきましては、住民の方々と市で共同作業という形で実施している場合もございます。 

  現地確認等を行い、これは状況次第とはなってしまいますが、柔軟に対応していきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員。 

○９番（永井孝佳） 柔軟に対応していただけるということで、大変ありがたく思っておりま

す。ただ、現場のお話を伺うと、先ほども少し言及しましたけれども、なかなか一筋縄では

いかないようなケースが多いのが実情です。町内会に加入している方は、自宅の前の側溝清

掃はしっかり行う。しかし、町内会に加入していない方の家の前までは手を出さない。一方

で、未加入の方は側溝が詰まっていてもあまり気になされない。そういうようなケースもあ

るんですね。結果として、自分の家の前だけ一生懸命どぶさらいをしても、雨が降れば下流

に流れず、あふれてしまうという相談もありました。 

  これから高齢化が進み、地域のつながりを持たない方も増えていくと思われますので、こ

の問題は今後さらに増えていくのではないかなと感じております。また、個別のケースにつ

いてはその都度ご相談させていただきますので、引き続きいろいろ教えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

  あと、ちょっと今回通告していないので答弁は結構なんですけれども、もし地域主体から

行政主体へ移行した場合、どの程度コストが増えるかについて。今は区が中心となって側溝

清掃をしていますけれども、それを行政側が積極的に地域住民の力を借りずにやった場合ど

のぐらいコストがかかるのかなというのもちょっと気になりましたので、ぜひ後ほどこっそ

りと教えていただければありがたいと思います。私、こっそり教えてもらって、戸村議員に

お伝えします。 

  ちょうどですね。議長の…… 

○議長（宮内 保） 永井議員、答弁はいいですか。 

○９番（永井孝佳） 答弁はいただけますか。ないですよね。あればいただきますけれども、

なければこれで結構です。 
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  以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 永井孝佳議員の一般質問を終わります。 

  永井孝佳議員は自席へお戻りください。 

  一般質問は途中ですが、11時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

◇ 金 澤 雅 哉 

○議長（宮内 保） 続いて、金澤雅哉議員、ご登壇願います。 

（１番 金澤雅哉 登壇） 

○１番（金澤雅哉） おはようございます。議席番号１番、金澤雅哉です。 

  令和８年第１回定例会におきまして、一般質問の機会をいただきましたので、通告に従い

質問させていただきます。 

  今回、私は１項目２点について質問させていただきます。 

  １番、若者の市政参加についてお伺いします。 

  （１）若者世代から、市政が見えない、情報が届かない、何をしているか分からないとの

声があり、若者の市政への興味関心の低さを感じるが、市では現状をどのように把握して対

応しているのか伺います。 

  私は現在29歳で、同世代の若者と話す機会が多くあります。その中で、やはりこのような

声を聞くと市政との距離感があると感じます。私は、この距離感こそが若者の政治離れの原

因であり、この距離感を縮めることで本市のさらなる発展につながるものと考えます。改め

まして、このような現状をどのように把握し対応しているのかお伺いいたします。 

  （２）です。若者世代が市政に参加できる方法について。 

  市では、パブリックコメントや地域意見交換会などを行っていますが、若い世代に特化し

た仕組みがあるのかお伺いいたします。 
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  以上、１項目２点についてお伺いします。なお、再質問は質問席で行います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  秘書広報課長。 

○秘書広報課長（寺嶋和志） それでは、若者の市政参加についての（１）（２）について、

順次お答えいたします。 

  まず、（１）の市では現状をどのように把握しているのかについてご回答いたします。 

  市では、昨年度、市民2,000人を対象に広報や情報発信に関するアンケートを実施いたし

ました。集計結果から、広報あさひについては、上の年代ほど読んでいる割合は高く、若い

年代では低いという傾向となっております。若者が広報を読まない理由として、旭市が発信

する情報にあまり関心がない、広報を読む時間がない、必要な情報は広報あさひ以外で入手

できているという意見が多く見られました。 

  続きまして、（２）若者からの意見を聞くために、どのような仕組みがあるのかについて

ご回答いたします。 

  本市では、若者も含めた多くの方から広く意見や提案等を聞くため、市長への手紙制度、

市民と市長との対話集会、地域意見交換会、各課へ直接送ることができる問合せフォームな

ど、様々な取組を行っております。このうち、市民と市長との対話集会では、二十歳のつど

い実行委員と市長とで意見交換を行い、地域意見交換会では今年度から小・中学校のＰＴＡ

役員の皆さんにもご参加いただいております。そのほか、旭市総合戦略の策定に当たっては、

若者を含めた幅広い世代を対象としたアンケートや高校生世代を対象とした若者向けアンケ

ートを実施するなど、若い世代からの意見の把握にも努めております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 

○１番（金澤雅哉） （１）のほうから再質問させていただきます。 

  まず、情報発信についてです。近年、私たちを取り巻く情報環境は大きく変化いたしまし

た。かつては新聞や広報紙といった紙媒体が中心でしたが、今ではスマートフォン一つで瞬

時に様々な情報に触れられる時代となっております。特に若い世代にとって、ＳＮＳは日常

生活の一部であり、情報収集の主な手段となっております。 

  これらを踏まえまして、現在どのように情報発信をされているのかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 
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  秘書広報課長。 

○秘書広報課長（寺嶋和志） お答えします。 

  市では、広報紙やホームページ、防災行政無線、ＬＩＮＥ、インスタグラム、ＸなどのＳ

ＮＳも活用して、様々な媒体から情報を取得できるように取り組んでおります。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 

○１番（金澤雅哉） 様々な媒体から情報を取得できるということで、それではその情報の内

容について再質問させていただきます。 

  行政の施策や予算などは、専門用語が多く、市民にとって理解しづらいという課題があり

ます。特に若い世代にとっては、自分の生活との関係が見えにくいと関心につながりにくい

ため、説明の方法を工夫することが重要であると考えます。分かりやすさは単なる表現の問

題ではなく、市政への信頼形成にもつながる要素と言えます。そこで、市の予算や施策など

の情報を誰にでも分かりやすい形で伝える工夫はしているのかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  秘書広報課長。 

○秘書広報課長（寺嶋和志） まず、広報あさひを例に挙げますと、毎年４月に当初予算特集

を組んでおりますが、市の予算を一般家庭の家計に置き換えて表現したり、旭市総合戦略の

四つの基本方針に沿って主な事業を分類して掲載するなど、内容が分かりやすく伝わるよう

に工夫をしております。 

  また、今年の１月からは、子育て情報コーナーの新設や様々な分野で活躍する若者を紹介

するなど、広報紙をリニューアルし、若い世代にも興味を持ってもらえる紙面づくりに取り

組んでいるところであります。 

  あわせて、昨年12月には、市ホームページ内にあさひ子育て応援サイトを新たに開設する

など、情報を入手しやすい環境づくりに取り組んでおります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 

○１番（金澤雅哉） 情報の内容についても分かりやすく、様々な方法で発信しているとのこ

とで、ありがとうございます。 

  若い世代にとって、動画や短時間で理解できるコンテンツは、情報接触の入り口となるケ

ースが多く、特に自治体に対して堅い、難しいというイメージが先行しやすいため、親しみ

やすい発言で心理的ハードルを下げる効果があると考えられます。また、視覚的な情報は、
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地域の魅力発信という観点でも有効であります。若者に伝わりやすいＳＮＳや動画を活用し

た情報発信を積極的に行ってはどうでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  秘書広報課長。 

○秘書広報課長（寺嶋和志） まずは、ご提言ありがとうございます。 

  お答えします。若者に伝わりやすいＳＮＳや動画などを活用することは、市政への関心を

高めるためにも有効な手段であると考えております。今年１月に市長とあさピーによるダン

ス動画をインスタグラムで投稿したところ、多くのよい評価をいただき、旭市に関心を持っ

てもらうよいきっかけとなりました。今後も、まずは市政への入り口として、このようなＳ

ＮＳや動画による発信を増やせるよう努めてまいります。 

  また、若者自らが発信者となり、旭市を発信してもらうことも同世代の方々に興味を持っ

ていただくのに有効な方法の一つだと思いますので、今後、公民連携の視点も取り入れなが

ら研究してまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 

○１番（金澤雅哉） 私も、市長のあさピーとのダンス動画を拝見させていただきました。非

常に、再生回数も12万回を超えていたりと、とても評価を皆さんされていると思います。あ

のような動画ですと、やはり拡散する若者も多く、やはりその入り口として非常に重要な役

割を持っていると思いますので、市長はお忙しいかと思いますけれども、引き続きあのよう

な分かりやすいポップな動画を、引き続き撮って投稿していただけるとうれしいです。よろ

しくお願いします。 

  （２）に移らせていただきます。市政に参加できる方法として地域意見交換会があります

が、現在は区長ですとかＰＴＡ役員が参加しているとのことですが、若者を含めてもっと年

代層の幅を広げることができないかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 地域意見交換会は、よりよいまちづくりに向け、各区の代表の

方々と直接意見交換を行う場として開催をしております。この地域意見交換会の前身である

地区懇談会、こちらは合併直後から地区懇談会という形で開催しておりまして、この各地区

での開催や日曜日開催、自由参加など、様々な形式で実施をしてまいりましたが、その中で
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も若い世代の参加者が少ないという傾向がございまして、難しい課題であると感じておりま

す。そういったこともありまして、現在のような形で地域意見交換会を開催しているところ

でございます。 

  しかしながら、子育て世代や若者からの意見はまちづくりにとって欠かせないものでござ

いますので、先ほど秘書広報課からもございましたけれども、市民と市長との対話集会や幅

広い世代を対象とした市民アンケートなど、様々な機会を通じまして若い世代からの意見集

約を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 

○１番（金澤雅哉） 若者世代の参加者が少ないということで、実際問題そうだと思います。

少ないとはいえ、やはり参加したいというような声も私のほうに、１人、２人ではあります

けれども、実際連絡いただいております。そういうのもありますので、区の代表であったり、

ＰＴＡ役員という縛りを設けるのではなく一般的に参加を募っていただければ、そういう

方々の声も拾い上げられるのかなと思います。 

  地域意見交換会は、実際に生の声を聞ける貴重な交流の場だと思います。ですので、参加

したくてもできないという方が一人でもなくなり、一人でも多くの方が参加できるような体

制をつくっていただければと思います。 

  続きまして、市政参加を推進する上で、自らの意見がどのように政策につながっているの

かが見えることはとても大切であると考えます。特に若い世代にとって、自分たちの声が実

際の事業や制度として形になる経験は、地域の関心や愛着を深めるきっかけになると考えま

す。そこで、若者の声が実際に政策に反映された事例はあるかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  企画政策課長。 

○企画政策課長（榎澤 茂） 若者からの意見を反映して実施した施策としまして代表的なも

のといたしましては、おひさまテラスがございます。こちらは、天候に左右されずに子ども

たちを遊ばせることができるスペースがあるとうれしいという子育て世帯からの意見から実

現した施設でございます。そのほか、令和７年度から新たに実施した小・中学校の給食費無

償化や小児科・産婦人科のオンライン医療相談なども、若い世代からの要望が多い子育て支

援に関する事業となります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 
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○１番（金澤雅哉） おひさまテラスなど、実際に様々若者の意見が反映されているというこ

となんですけれども、この事実が若者世代に十分に知られているとは言えない状況にあると

思っています。なので、多くの若者は、意見を言っても変わらないと、反映されないという

思いを抱いているのが現実であります。なので、この意識を変えていくために、若者の声が

どのように政策に生かされたかを見える化していくことが大事だと思います。実際に、数々

のそういう反映された事例があるということですので、ぜひそちらの周知のほうをよろしく

お願いいたします。 

  それでは、最後になりますが、他市では、船橋市、高山市などでは、こども若者オンライ

ン意見箱というものがありますが、旭市としてそのようなものを推進していく考えはおあり

でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  秘書広報課長。 

○秘書広報課長（寺嶋和志） 次世代を担う若者が市政に参加することは、まちづくりをする

上で非常に重要だと考えております。現在では、市長への手紙制度についてもオンラインで

意見を提出することができますが、より若者が意見を出しやすい環境をつくることができる

よう検討してまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員。 

○１番（金澤雅哉） ありがとうございます。オンライン、若者が意見を出しやすい環境とい

うのは、やはりオンラインであったり、ＳＮＳであったり、そのような媒体であると思いま

すので、検討していただけるということで、ぜひよろしくお願いします。 

  市政は決して遠い存在ではありません。市民の皆様の暮らし、子育て、教育、まちの安全、

将来の環境づくり、その全てに関わっています。遠い存在ではなく、自分事として関われる

存在になるよう、私自身も発信していくとともに、市政の興味関心向上につながる仕組み、

環境づくりを引き続きよろしくお願いいたします。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 金澤雅哉議員の一般質問を終わります。 

  金澤雅哉議員は自席へお戻りください。 

 

◇ 伊 藤 春 美 
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○議長（宮内 保） 続いて、伊藤春美議員、ご登壇願います。 

（５番 伊藤春美 登壇） 

○５番（伊藤春美） 議席番号５番、公明党、伊藤春美でございます。 

  議長より発言の許可をいただきましたので、令和８年第１回定例会において、通告に従い

一般質問をさせていただきます。 

  最初に、市議会議員２期目に当たり、市民の皆様から再びご信託をいただきましたことに

心より感謝申し上げます。 

  １期目の４年間は、できる限り多くの現場に足を運び、市民の皆様の声に触れ、本市が抱

える課題と同時に、このまちが持つ大きな可能性を強く感じてまいりました。何よりも、豊

かな自然、温かい地域のつながり、そして市民お一人おひとりの力が旭市の未来を、本市の

未来を支える確かな土台であると実感しております。引き続き、市民の皆様の暮らしに寄り

添いながら、誰もが安心して暮らせる旭市を実現するため努めてまいります。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  今回は、１、障害者福祉の充実について、２、道の駅季楽里あさひの施設利用の充実につ

いて、３、交通安全活動の充実について、この大きく三つをテーマに質問をさせていただき

ます。 

  １項目め、障害者福祉の充実について。 

  日常生活用具は、障害によって生じる生活上の困難を補い、自立・安全・社会参加を支え

るための用具です。制度としても、障害者総合支援法に基づき自治体が給付する制度があり

ます。この日常生活用具給付は、生活の質と尊厳を守るために欠かせない制度であり、本市

が掲げる誰もが安心して暮らせるまちづくりに直結する重要な支援です。 

  近年、物価高騰により日常生活用具などの価格も上昇しております。自己負担の増加して

いる現状から、障害のある方の日常生活用具や補装具などの負担割合の見直しはできないの

か。 

  そこで、（１）本市において直近での障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の改正内容

を伺います。 

  続いて２項目め、道の駅季楽里あさひの施設利用の充実について。 

  道の駅季楽里あさひは、市民の皆様だけではなく、市外からの来訪者も多く、本市の顔に

なる場所です。市外から訪れる方にとっても、本市の魅力に触れてもらう大切な場所です。

道の駅巡りで、遠方からペットと一緒に来られるご家族も多く見られます。ペット、主に愛
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犬ですが、連れて入場することができない施設では、愛犬を車内で留守番させないと十分に

時間を過ごすことができていない状況であります。特に夏は車内で待たせることは非常に危

険です。 

  そこで、愛犬のリードを壁や柱に一時的につないでおくための専用フックというものがあ

ります。ドッグカフェや、最近ではコンビニでも見かけるようになりました。十分にお買物

や食事を楽しんでいただけるよう、ペットの安全と十分な施設利用のために、このリードフ

ックの設置はできないか伺います。 

  ３項目め、交通安全活動の充実について。 

  自転車は、子どもから高齢者まで多くの市民が利用する身近な交通手段であります。現在、

第12次旭市交通安全計画が作成されて進められていることから、令和３年度から令和７年度

の第11次旭市交通安全計画を参考にさせていただきますと、交通安全計画における目標の重

点事項に自転車の安全利用対策の強化があります。小中高生の安全な育成環境を確保すると

ともに、高齢者に対する交通安全教育の推進、運転免許自主返納等に関する高齢者への周知

と、高齢者を含めた幅広い世帯に対する自転車の安全利用対策を強化する必要があるとあり

ます。 

  自転車の乗車ルールが、令和８年４月１日から交通違反に対する罰則が強化されるとのこ

と。小・中学生には、学校を通じて交通ルールの周知が図られているが、高齢者を対象とし

た講習がないなどから周知が進んでいないと考えます。高齢者がルールを守り、安全に運転

できるよう、市としてどのような取組を進めていくのか。 

  そこで、（１）４月からどのように変わるのか、この制度改正の概要についてお伺いいた

します。 

  以上、１回目の質問になります。再質問から質問席にて行いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、私からは、大きな１、障害者福祉の充実についての

（１）直近での要綱の改正内容ということでお答えさせていただきます。 

  障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱につきましては、直近で令和５年４月１日に一

部改正をいたしました。内容は、在宅療養等支援用具にポータブル電源─蓄電池ですが、

それを追加した種目追加などの変更でございます。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 私からは、２の道の駅季楽里あさひの施設利用の充実についての

（１）ペットの安全と十分な施設利用のために、リードフック等の設置はできないかについ

てご回答いたします。 

  道の駅季楽里あさひは、創業から10年が経過し、年間130万人を超える方に来場していた

だいております。施設の性質上、不特定多数の利用者が往来することから、リードフックの

設置に当たっては歩行者の動線の確保、ペット同士の接触や事故防止、安全面やペットが苦

手な利用者への配慮などが必要となります。 

  市といたしましては、まずは利用実態やニーズを把握するとともに、安全性、管理体制、

設置場所等について指定管理者と協議してまいりたいと考えております。 

○議長（宮内 保） 市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） それでは、質問項目３番の交通安全活動の充実について、令和

８年４月からの改正内容について概要を回答いたします。 

  令和８年４月１日の改正道路交通法の施行により、16歳以上の自転車の運転者が起こした

交通違反に対して交通反則通告制度が適用されることとなります。これまで自転車の交通違

反の検挙では、いわゆる赤切符を用いた刑事手続による処理が必要で、警察の捜査や起訴の

判断などが行われるため、違反者側に様々な制約が課される可能性がありました。交通反則

通告制度は、自転車の交通違反のときに使われる青切符による処理のことで、この通知を受

けた人は反則金を納めることにより手続が完了することになります。 

  反則金の額は、例を挙げますと、スマートフォンを持ったまま運転した場合１万2,000円、

右側通行6,000円、傘差し運転5,000円となっています。この改正道路交通法の施行とは別に、

近年は自転車の法令違反が多い状態になっていることから、警察では、自転車に対する取締

りを強化しており、自転車の交通違反の検挙数は増加しているとのことです。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） それでは、１項目めの障害者福祉の充実についての再質問に移らせてい

ただきます。 

  物価高騰は、ストーマ装具や─このストーマというのは人工肛門や人工膀胱などに利

用される装具なんですけれども、これなどの消耗品の購入にも経済的負担がかかり、時にス

トーマ装具の交換頻度を我慢せざるを得なく、生きる尊厳が失われそうになるなど、オスト
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メイトの切実な声があります。 

  そこでお聞きいたします。本市は、改正でストーマ装具の基準額の見直しは行ったのか伺

います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 令和５年４月１日の改正では、ストーマ装具につきましては基

準額の見直しは行ってございません。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） それでは、日常生活用具のうち、ストーマ用装具の申請者はどのくらい

いらっしゃるのか、年代別で伺います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、実人数で申し上げます。 

  令和６年度は、118人の方が日常生活用具のストーマ装具を申請されております。各年代

別では、18歳未満は１人、18歳から64歳は17人、それから65歳以上は100人となります。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） それでは、身体障害者手帳を申請される方のうち、この膀胱・直腸機能

障害の方はどのくらいいらっしゃるのか、年代別でお願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、同じく実人数で申し上げます。 

  令和６年度は、16人の方が身体障害者手帳、膀胱・直腸機能障害の申請をされております。

各年代別では、18歳未満は２人、18歳から64歳は３人、65歳以上は11人となります。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） ありがとうございます。65歳以上の方が多いことが分かりました。年金

での生活の方も多くいらっしゃるかと思われます。他自治体でも基準額見直しに向けた動き

を始めているところがあります。オストメイトの経済的負担の軽減、ＱＯＬ向上のため、本
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市も早期にストーマ装具の基準額の見直しをできないか、見解を伺います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 昨今の急激な物価高騰の影響は、ストーマ装具についても例外

ではなく、障害のある方の生活の負担は増加しているものと認識してございます。ストーマ

装具の基準額見直しについては、近隣市の状況を参考にしながら、より適正な水準に設定し

ていくよう検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） ありがとうございます。今後、製品のさらなる改良も進み、皮膚への密

着性を高めつつも皮膚に優しい装具や附属製品などが開発されていきます。高機能化するほ

ど価格も高くなりがちです。障害者向け給付金の範囲では、一部製品が購入しやすいといっ

た課題が出てくる可能性もあります。常に当事者の状況に寄り添った支援をお願いしたいと

思います。 

  最後に、ストーマには筋肉がないので排せつをコントロールできないため、ストーマから

出る排せつ物を受け止める袋状の装具をお腹に貼り付ける必要があります。装具の性能は向

上して、旅行も海水浴も共同浴場も制約はほとんどなく、もちろん社会復帰も問題ありませ

ん。とはいえトラブルが全くないわけではないので、緊急時駆け込める、対応できるトイレ

の一層の普及や職場、社会での理解なども大変重要です。 

  本市の庁舎内トイレを見ましたが、設備対応されていました。とてもうれしかったです。

ほかの公共施設で設置できていない箇所がありましたら、順次改修を要望したいと思います。 

  それでは、２項目め、道の駅季楽里あさひの施設充実について、再質問に移らせていただ

きます。 

  市として利用実態やニーズを把握するとお答えいただきましたが、具体的にどのような方

法で、いつ頃までに把握されるお考えでしょうか、伺います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 具体的には、現地での利用実態の確認と指定管理者である株式会

社道の駅季楽里あさひからの聞き取りを速やかに実施したいと考えております。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 
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○５番（伊藤春美） 道の駅季楽里来訪者のご利用時間はおおむねどのくらいなのか、分かり

ましたらお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 滞在時間の統計は取っておりませんが、目的の品物を買ったらす

ぐに出ていく方が多く見られ、比較的滞在時間が短い施設であると感じております。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） 滞在時間は短く、利用者の回転も早い施設であるということだと思いま

す。つまり、多くが短時間での固定で済むため、リードフックの利用目的が明確で、管理し

やすいと思われます。管理面でも大きな負担にはならず、安全確保のための設備としても合

理性があると思います。 

  この点を踏まえ、市として設置の実現可能性をどのように考えるか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 基本的には、リードフックを利用してペットから目を離されるの

ではなく、飼い主の管理下の下で来場していただきたいと考えておりますので、今のところ

設置の可能性は低いものと考えております。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） 利用者の安心につながる取組として、リードフックの設置は一定の効果

があると思います。来訪者にも愛犬に優しい道の駅と喜ばれるのではないでしょうか。実際

に、リードフックを設置している先進的な取組を行う同じ千葉県内の南房総市の道の駅とみ

うらや鋸南町の道の駅、屋外テラス席の柱にリードフックを設置し、人の流れを妨げない位

置に配置されています。保田小学校では、ペット連れの短時間でも利用できる安全対策をし

ております。 

  ペット待機場所として専用の区画を設け、そこにフックを設置することで、エリアを明確

に分けるなど、またペットが苦手な人や子どもが近づきにくい環境をつくるため、ここでお

待ちくださいといった明確な利用ルールを記載したプレートが設置される工夫もされていま

す。また、ほか全国の道の駅においても、このようなリードフックを導入している道の駅が

あり、自治体や指定管理者の工夫で安全に運用されていることがよく分かります。 

  道の駅、屋外には利用されていない老朽化した箇所があります。今後、改修工事を行う予
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定はありますか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 令和８年度に、レストラン西側のフェンスについて撤去及び改修

工事を予定しております。この工事箇所であるレストラン西側のテラス席は、ペット同伴で

の利用も想定しておりますので、今以上に利用環境が向上するものと考えております。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） レストランができるというところでも、道の駅に来られたご家族で全員

が一緒に食事をしてもらう機会でもありますし、ゆっくりしていただきたいなという思いも

あります。改修工事が予定されているというところで、この動線の見直しを絶好の機会であ

ると思います。利用者の滞在時間が短く、回転も早い施設特性を踏まえると、リードフック

の設置はとても有効だと思います。改修工事と同時に整備すれば、追加の工事負担も最小限

で済みますし、レイアウトの設置も可能となります。こうした、今だからこそできる整備を

見送ることは、後の安全対策の遅れにつながると考えます。 

  市として、今回の改修工事の中でリードフックの設置を前向きに検討していただくという

ことで、ありがとうございます。ぜひ来ていただいた方が短時間で帰られるということもあ

りますけれども、食事などをしながらゆっくりしていただき、旭市を知っていただくという

ことも非常に大事だと思いますので、ぜひ前向きなリードフックの設置をよろしくお願いし

ます。 

  続いて、３項目め…… 

○議長（宮内 保） 伊藤議員、答弁もらいましょうか。 

○５番（伊藤春美） いいです。先ほど、改修が行われて、考えるとおっしゃってくださって

いたので。 

○議長（宮内 保） 農水産課長、答弁できますか。 

（発言する人あり） 

○５番（伊藤春美） では、重なってしまうかと思いますけれども、お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） １回目のご答弁で申し上げましたが、利用実態やニーズを把握す

るとともに、他の道の駅の事例なども参考にしつつ、安全性、管理体制、設置場所等につい
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て、指定管理者と慎重に協議してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） ぜひ前向きな設置をお願いしたいと思いまして、次の質問に入らせてい

ただきます。 

  ３項目め、交通安全活動の充実についてです。 

  この市民への周知はどのように行うのか伺います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 市民への周知につきましては、令和８年４月号の広報あさひや

ホームページなどへ記事を掲載するほか、ＬＩＮＥでの周知を行う予定です。また、公共施

設等へのチラシの配架などを行います。 

  なお、県内の中学生、高校生に対しては、県より啓発チラシや周知ポスターが配付される

予定です。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） 小・中学生への取組状況についてお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 小・中学生への取組につきましては、市では、市内全ての保育

所、幼稚園、小・中学校において交通安全教室を実施しております。このうち小学３年生と

中学１年生を対象とした教室では、自転車の乗り方に重点を置いた講習を行っており、小学

３年生には自転車利用者として必要な知識や技能を、中学１年生には安全に道路を通行する

ために必要な知識と技能を習得させることを目的としております。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） 高齢者への取組についてはいかがでしょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 高齢者への取組につきましては、高齢者に対しては、小・中学

生のように定期的な交通安全教室は実施しておりませんが、市の職員が講師となって行うま

ちづくり出前講座のメニューに「交通安全」がありますので、市民生活課にご相談いただけ
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れば対応いたします。また、警察のほうでも講習などの依頼があれば対応していただけると

聞いております。 

  なお、４月からのルール変更について書かれた千葉県警察・千葉県発出の啓発チラシを高

齢者団体を通じて配布する予定でおります。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） 分かりました。これまで何気なく乗っていた自転車もルールが変わると

いうことで、きちんとどういう部分が変わるか周知がされていなかったりすると、戸惑った

り、ちょっと乗ることをやめてしまったりすることによって、外出機会や特に高齢者などは

出かけることも減ってしまうことを非常に心配して、質問をさせていただきました。 

  最後に、自転車の安全利用には、交通ルール遵守と正しい交通マナーの向上はもちろんで

すが、自身を守るための自転車用ヘルメット着用の推奨もされております。本市では、ヘル

メット購入に当たり、１個上限2,000円の助成がありました。この助成制度は継続されるの

かお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金ですけれども、１個当た

り上限2,000円まで補助し、2,000円に満たない製品につきましてはその額まで補助させてい

ただきます。この額の半分は、千葉県の自転車乗車用ヘルメット着用促進事業の補助金を利

用しております。千葉県のほうが８年度も行う予定でいるというふうに言っておりますので、

旭市も８年度行う予定でおります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員。 

○５番（伊藤春美） 安心して皆さんが自転車を利用して、これも一つの健康につながります

ので、ルールを守れるように皆さんに周知していただいて、安心して乗っていただけるよう

にしていただきたいなと思います。 

  私の一般質問はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 伊藤春美議員の一般質問を終わります。 

  伊藤春美議員は自席へお戻りください。 

  一般質問は途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 
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休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時 ０分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き一般質問を行います。 

  ただいま執行部より発言を訂正したい旨の申出がありました。発言を許可いたします。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 先ほどの伊藤春美議員のご質問、交通安全活動の充実に関する

１回目の私の答弁の中で誤って申し上げた箇所がありましたので、訂正させていただきます。 

  先ほど、交通反則通告制度は「自転車」の交通違反のときに使われる青切符と申し上げて

しまいましたが、正しくは交通反則通告制度は「自動車」の交通違反のときに使われる青切

符による処理のことでが正しいものでございました。おわびして訂正させていただきます。 

 

◇ 髙  美千子 

○議長（宮内 保） 続いて、髙 美千子議員、ご登壇願います。 

（２番 髙 美千子 登壇） 

○２番（髙 美千子） 議席番号２番、参政党、髙 美千子です。令和８年第１回定例会にお

きまして、議長から一般質問の機会をいただきましたので、通告に従って質問をさせていた

だきます。初めての一般質問となるため、とても緊張しております。温かい目で見ていただ

けたらと思います。よろしくお願いいたします。 

  さて、政府は2026年１月23日の閣議にて、深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者

の特定技能と、新設される育成就労の２制度を合わせて、2028年末までの５年間で合計123

万1,900人を上限として受け入れる方針を決定いたしました。 

  そこで、私からは大きな１番として、地域社会での外国人住民との共生について伺います。 

  （１）旭市においても外国人住民が増加傾向にあるが、単に労働力として受け入れるので

はなく、よき隣人として共に歩む視点が必要不可欠です。そうした中で、外国人住民への公

的手続や日本語学習など生活支援体制が整っているのか伺います。 

  まず最初に、外国人の実態、状況はどうなっているのかお伺いしたいと思います。 

  以上、１項目１点についてお伺いいたします。なお、再質問は質問席で行いますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） それでは、外国人の住民の実態について、人口を回答させてい

ただきます。令和８年２月１日現在の外国人の住民人口は2,133人です。 

  国籍別人口は、多い国から順にタイ525人、インドネシア483人、ベトナム364人で、その

ほか中国、フィリピン、カンボジアなど合計31の国と地域となっております。 

  また、地域別人口としましては、旭地域が1,297人、海上地域が284人、飯岡地域が280人、

干潟地域が272人となっております。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。 

  続きまして、就労状況についてはどうなっていますでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 就労状況については把握ができませんので、在留資格の割合で

お答えします。主なものは、特定技能が37.2％、技能実習が22.1％、技術・人文知識・国際

業務が6.2％で、そのほか教育や医療、看護等となっております。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） 次に、再質問といたしまして、本市における外国人の生活保護受給者

の数をお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 少し制度について触れさせていただきます。 

  生活保護制度は基本的に日本国民を対象としたものですが、適法に日本に滞在し活動に制

限を受けない永住者や定住者などの在留資格を有する外国人については、何らかの理由で生

活に困窮した場合、日本国民に対する取扱いに準じ生活保護を受給できる場合がございます。 

  そして、本市におきまして令和８年１月末現在で生活保護を受給している外国人は５人で

す。市全体の生活保護受給者数は552人のため、外国人の割合は0.9％です。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 
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○２番（髙 美千子） ご回答ありがとうございます。 

  先ほどの制度にも基づいておりましたが、生活保護制度は憲法第25条を根拠とし、「すべ

ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めており、生活保

護法第１条において、保護の対象は日本国民とされており、本来、外国人に受給権はありま

せん。ですが、永住者や日本人配偶者など一定の在留資格を持つ困窮外国人に対して、予算

の範囲内で日本人と同様の保護を準用していると、調べたところ出てきました。先ほども福

祉課長もおっしゃってくださいましたその５名の方は、一定の在留資格を持つ困窮外国人で

あると思います。 

  次に、その５名の方の国籍を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） それでは、本市で生活保護を受給している外国人の国籍、また

は地域別の内訳について回答します。タイが３人、ブラジルが１人、それから台湾が１人と

なります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） 回答ありがとうございます。 

  では、そこで再質問いたします。その５名の生活保護受給者に対して、日本語教育や職業

訓練など支援は十分に行き届いていますでしょうか。ご回答をお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） お答えいたします。 

  現在、旭市で生活保護を受給している外国人は、永住者または定住者の在留資格を有して

ございます。日常生活を送るために必要な日本語能力は一定程度習得している状況にござい

ますので、支援を必要としている方はいないものと考えます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ご回答ありがとうございます。共生する中で、外国人にも適切な支援

を受けられる体制を整えることも重要であり、言語教育や職業訓練の充実など、自立して生

活できるためのサポートが求められます。生活保護に依存しない形で経済的に自立できる環
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境を整えることも、今後の課題となってくると思います。 

  また、近年、日本における中国人の生活保護受給者が急増していることが問題視されてお

ります。先日のヤフーニュースでは、23年度で約４万7,000世帯の外国人生活保護受給者が

いるという記事もありました。日本人の税金が外国人の生活支援に使われることに対して不

満を持つ人々も増えており、外国人受給者に対する審査の厳格化を求める声も高まっており

ます。 

  旭市では５名と片手で数えられる数ですが、今後、外国人受給者の増加を懸念して、生活

保護制度の適切な運用と受給資格の厳格な確認を求められる局面にあります。特に、受給者

の増加が日本の社会保障制度に与える影響は大きく、今後の政策決定においても重要な議題

となることが予想されます。納税者の負担を考慮し、生活保護が適切に運用されるような対

策が必要とされます。 

  そこで、生活保護が外国人に対して適切に運用されるような対策、考えはありますでしょ

うか、お答えください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（向後利胤） 市は、日本人、外国人にかかわらず、対応が難しいケースがあ

った場合には、相談などの早い段階から千葉県の所管部署へ適宜相談いたしまして、広く専

門的な助言やご指導をいただきまして、制度の適切な運用に努めておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ご回答ありがとうございます。今後に期待しております。 

  続きまして、外国人の国民保険税の滞納状況について伺います。 

  日本の国民健康保険は、住民票があることを加入条件としています。2012年７月の住民基

本台帳の改正により、３か月を超える在留資格を持つ外国人は住民票が作成されるようにな

りました。そのため、住民票が作成される３か月超えの滞在者が自動的に加入対象となって

おります。 

  そこで、本市での外国人の滞納状況はどうなっているのかお答えください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（多田 仁） それでは、お答えいたします。 
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  令和６年度末現在における外国人の国民健康保険税の滞納状況といたしまして、滞納金額、

滞納者数、全体に占める割合及び令和６年度末現年分収納率についてお答えいたします。 

  まず、滞納金額につきましては、全体では１億8,490万3,254円、そのうち外国人の滞納金

額は2,667万4,395円で、全体に占める割合は14.4％となっております。 

  次に、滞納者数につきましては、全体では1,633世帯、うち外国人の滞納世帯は505世帯で、

全体に占める割合は30.9％となっております。 

  また、令和６年度現年分の収納率につきましては、全体では95.82％、うち外国人の収納

率は86.46％となっております。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） 回答ありがとうございます。 

  2023年度では、全国で見ても日本人を含む全体の納付率が93％に対して、外国人の納付率

が63％であることからして、旭市ではまだ納付率はほかのところからしては高いほうである

ということが分かりました。ありがとうございます。 

  近年では、この３か月という期間の短さを利用した不適切な受診、海外からの治療目的の

来日などが問題視されることもあり、厚労省などによって審査の厳格化や制度の見直しが検

討、実施されています。そこで、旭市での対策はどのように進んでいるのか伺います。 

  政府の方針により、国民健康保険料や国民年金を滞納し、督促に応じない外国人に対して

は、在留資格、ビザの変更や更新を認めない仕組みが2027年６月に導入される予定です。ま

た、改正入管法により、永住者であっても故意に税金や社会保険料を支払わない場合には永

住許可を取り消すことが2027年４月からできるようになります。この２点、来年からの運用

予定となっております。 

  先日のニュースによると、栃木県宇都宮市では2026年より、国保税を滞納している外国人

の情報を出入国在留管理庁へ提供する制度の運用を開始しております。旭市ではどのように

対応しておりますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（多田 仁） それでは、お答えいたします。 

  まず初めに、一つ目の国保税を滞納する外国人の方に対し、在留資格の更新を原則認めな

いこととする取組についてですが、議員ご質問にございましたとおり、令和９年６月から導
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入される予定となっております。具体的には、デジタル庁が運用する情報提供ネットワーク

を用いたマイナンバー情報連携によりまして、市町村が国保税の収納情報を月次登録し、そ

の情報を入管庁において外国人の在留審査時に活用するもので、全国一律で運用されるもの

となります。 

  なお、導入に当たりましては、国の負担によりまして自治体のシステムの改修を行うとさ

れておりますので、令和９年６月からの取組開始に遺漏のないよう適切に対応してまいりた

いと考えております。 

  続きまして、二つ目の令和９年４月施行予定の改正入管法による故意に公租公課の支払い

をしない場合の永住者の在留資格の取消しに関しましては、ただいま具体的なガイドライン

の案が令和８年夏頃に示される予定と聞いております。それを踏まえまして適切に対応して

まいりたいと考えております。 

  なお、これらの制度に先立ちまして、先ほど申し上げました国保税の滞納に関しまして入

管へ通報するという制度なんですが、令和７年度から、本市のほうでもいち早くこの取組を

開始しておりまして、高い効果が見られ始めているところとなっております。 

  令和９年度から導入される取組につきましても、国保税の外国人滞納者対策として高い効

果が期待できるものと考えておりますので、取組が開始されましたら積極的に活用してまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） 令和７年度から開始してくださっているということで、どうもありが

とうございます。 

  続きまして、保険料の前納一括払い制度についてお伺いいたします。 

  保険料を支払わずに帰国してしまうケースへの対策として、来日直後の外国人を対象に、

一定期間分の保険料を事前に一括納付させることができる保険料の前納一括払い制度が、自

治体の判断により、早ければ2026年４月、来月から導入開始の見込みとなっておりますが、

旭市ではどうなっておりますでしょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（多田 仁） お答えいたします。 

  国保税の前納制度は、入国初年度の国保税につきまして、通常の納期限を前倒ししまして
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納付していただく仕組みとなっております。議員の質問にございましたように、令和８年４

月以降、希望する自治体が国保税の条例、こちらを改正した上で導入することができる制度

となっております。具体的に本市の例で申し上げますと、入国初年度の国保税が年額で１万

7,700円、これを通常ですと最大８期の納期に分けて納付していただくことになっているん

ですが、こちらを最初の納期１回に集約して納付していただくものとなるものであります。 

  この制度のメリットといたしましては、入国初年度の国保税の納め忘れの防止ができるな

どの点がございます。その一方で、１年未満の短期間での出国や転出、あるいは社会保険加

入などによりまして国保の資格を喪失された場合には、税の還付が必要となってきます。そ

のような方が多いと、還付事務が増大したり、あるいは窓口での制度説明にちょっと時間を

要したりする関係もございますので、ほかの来庁者の方の窓口での待ち時間が長くなる等の

デメリットも懸念されているところです。 

  このようなことから、昨年11月に千葉県で県内自治体に対して行った導入意向のアンケー

ト調査によりますと、令和８年４月、この４月から導入予定とした自治体は今のところゼロ

ということだそうです。令和９年度以降に導入予定とした自治体も数団体にとどまっている

という状況でした。 

  以上のことを踏まえまして、現時点では本市といたしましては、先行して導入する自治体

の運用状況を見ながら、導入の是非につきまして慎重に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。今のところゼロ件ということで、周りの状況

を見てということですが、できれば旭市が先陣を切ってやっていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  次に、不正利用のチェック強化について伺います。 

  在留資格などの資格を持ちながら、実際には活動していない偽装滞在の疑いがある場合、

市町村から入管へ通知し、調査、資格の取消しを行う連携体制が構築されているとのことで

すが、旭市はどのような対応をしておりますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 住民登録の対象となる外国人は、在留カードで在留資格、在留
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期間等を確認して手続を行います。対象者の情報については出入国在留管理庁と共有してお

りまして、オーバーステイなど在留資格がない場合は住民登録を消除しています。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。在留資格を消除しているということで、しっ

かりと不正利用を見てくださっているということが分かりました。ありがとうございました。 

  続きまして、限度額認定の厳格化について伺います。 

  加入から１年以内の外国人が高度医療の自己負担を抑える限度額適用認定証を申請した場

合、実態調査を行うこととなっております。旭市には、旭中央病院という高度な医療を受け

られる機関がありますので、厳格なチェックが必要になってくると思いますが、市の対応を

お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 国保の資格取得から１年以内の外国人が限度額適用認定証の申

請を行った場合は、窓口におきまして、在留資格の本来の活動を行っているかどうかを確認

した上で交付しており、厳格に審査を行っているところです。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） 厳格に審査してくださっているということで、どうもありがとうござ

います。引き続きよろしくお願いいたします。 

  続きまして、保険証を他人に貸し借りしたりすることは法律で禁止されており、不正に使

用した場合は刑事罰の対象となります。旭市ではどのように取締りを行っているのかお伺い

いたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 従来の健康保険証の発行を廃止した令和６年12月２日以降は、

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。顔認証や暗証番号認証を行うことで、

なりすましが極めて困難になっているところであります。医療機関等においては、受付時に

本人確認の必要性が高いと考える場合は本人確認書類の提示を求めることができるため、不

正利用の防止効果がより高まっているものと考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 
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○２番（髙 美千子） しっかりと受付で対応してくださっているということで、ありがとう

ございます。このように、制度のいいとこ取りを防ぐために、保険料を支払わないならば日

本にい続けられないという強力な仕組みへの転換が進んでいます。今まだ進んでいないもの

に対しても、旭市で早急に対応していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  ほかにも、共生していく上で、生活環境や文化の違い、言葉の壁や社会的な孤立など、そ

の他様々な問題があると思います。県でも、2024年３月に外国人活躍・多文化共生推進プラ

ンが策定されました。これは、外国人住民を共に地域をつくる仲間として位置づける重要な

指針です。外国人と日本人が互いに理解し合い、尊重し合いながら、共に輝ける千葉の実現

が基本理念となっております。 

  そこで、再質問といたしまして、先ほどの生活保護や国保税の未納問題、ほかにも様々な

問題があると思いますが、こういった問題を未然に防ぐためにも、市役所内に外国人専用の

相談窓口はあるでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 市内在住の外国人のみを対象とした相談窓口は、現在市役所には設

置しておりませんが、それぞれの部署の窓口では、翻訳機やスマートフォンの翻訳機能を活

用しながら外国人からの相談に対応しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。ＡＩ化が進んでコミュニケーションが取りや

すくなったことで、共に生きる共生社会が出来上がってきていることと思います。引き続き

対応をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、市が行っている外国人が利用できる日本語教室はありますでしょうか、お伺

いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（江波戸政和） 生涯学習課では、市民のニーズや社会の現代的課題などを考

慮しながら、公民館や市民会館などを中心に、毎年100を超える講座・教室を計画し、開催

しております。 

  外国人が利用できる日本語教室とのことですが、令和７年度は開催してはおりませんが、



－288－ 

令和８年度、来年度には主催講座として計画をしております。内容については現在調整中で

はありますが、対象者を市内在住の外国人とし、定員は10名程度、１年間を前期と後期に分

け、それぞれ５回の開催を予定しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。内容について調整中とのことですが、外国人

のニーズに沿った日本語教室を開催していただけたらと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  次に、再質問といたしまして、外国人の小・中学生に対して、学校ではどのように日本語

を教育していますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（飯島正寛） 市内小・中学校におきましては、児童・生徒の実態に応じて、

特別な教育課程を編成して日本語指導を行うことや、教諭補助員等により漢字のルビ振りや

個別の説明等の学習支援を行っています。 

  また、学校生活の中で特にコミュニケーションに不安のある児童・生徒に対しましては、

翻訳機の貸与や、児童・生徒全員に配付してございますタブレットの翻訳機能などを使って、

学校での日常のやり取りにおける不安の軽減を図っております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ご回答ありがとうございます。大変かと思いますが、引き続き対応の

ほうよろしくお願いいたします。 

  次に、未就学児の外国人に対して、保育所ではどのように日本語を教育していますでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（八馬祥子） 公立保育所では、外国人児童に対する特別な日本語教育等の

プログラムは設けておりませんが、日常の保育活動の中で自然に日本語を学べるような環境

を提供しております。具体的には、日本人の児童と同様に、遊びや歌、絵本の読み聞かせを

通じて語彙や表現等を学んだり、子ども同士の会話やコミュニケーションから言葉の使い方
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やニュアンスを自然に身につけられるようにしております。年長児では、小学校入学に向け

て、平仮名や数字を学ぶ時間を設けておりますが、外国人児童には個別に時間をかけて指導

を行うなど、日本語に対する理解を促しております。 

  保育士が言葉の意味を丁寧に説明するよう心がけ、外国人児童がスムーズに日本語を習得

し、日常生活に適用できるよう支援しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。個別に時間をかけて指導していただくなどい

ろいろ大変かと思いますが、引き続き対応のほうよろしくお願いいたします。 

  続きまして、災害時における外国人に対する支援や、外国人が参加できる防災訓練の実施

はありますでしょうか、質問いたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 災害時における外国人に対する支援といたしましては、災害への備

えや避難に関することなどを記したハザードマップがございます。紙ベースの各種ハザード

マップは、英語、中国語のみの対応となっておりますが、ウェブ版のハザードマップでは、

ブラウザの翻訳機能を使用することでそれぞれの国の言語で表示することができます。 

  また、エリアメールなどの緊急速報メールにつきましても、スマートフォンなどの端末の

言語設定に基づいて言語が切り替わるため、内容を理解して対応していただけるものと考え

ております。 

  避難訓練につきましては、外国人に特化した避難訓練は実施しておりませんが、日本人、

外国人かかわらず全ての市民を対象としております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。日本は地震大国であるため、地震や津波など

災害が起こった際に慌てないためにも、列に並ぶ、順番を守るなど、日本の基本的なルール

を理解していただくことが必要不可欠だと思います。暴動が起こらないことを切に願ってお

ります。 

  次に、外国人に対して、ごみの出し方はどのように周知してもらっていますか。これにつ

いては以前にも質問があったかと思いますが、ご回答をよろしくお願いいたします。 
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○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  環境課長。 

○環境課長（大八木利武） ごみの分け方・出し方につきましては、従前より英語、中国語、

タイ語のチラシを作成しておりましたが、令和６年度からは、インドネシア語、ベトナム語

のチラシも追加しまして周知の充実を図っておるところでございます。 

  なお、指定ごみ袋への外国語の記載につきましては、現在、表示スペースの関係から日本

語、英語、中国語の３か国語表記となっております。 

  今後も、ごみの分別方法や出し方などのルールにつきましてチラシの配布など、外国人を

多く雇用している事業者や外国人へ住居を提供する不動産会社等と連携しまして周知に努め

てまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。多言語での対応、どうもありがとうございま

す。 

  また、先ほども言いましたように、日本人と外国人双方の理解が必要不可欠です。 

  「旭市 モスク」で検索すると、マスジドインドネシアという足川にある建物がヒットし

ます。ビーチクリーンをしてくださっている風景も見られますが、地元住民の中には不安に

思っている声も多数見受けられます。 

  そこで、こういった方々にこそ地域イベントに参加していただきコミュニケーションを図

ることで、互いの理解を深めていくことが大切だと思いますが、市では何かアクションを起

こしているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 足川地先でモスクが存在していることは承知しておりまして、関係

機関とも情報は共有しております。同じ地域で共に暮らしていく上では、社会におけるルー

ルを守り、周りに住む住民と相互に理解・協力していくことが重要と考えておりますが、現

在、市として具体的なアクションというものは起こしておりません。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。特にアクションを起こしていないということ

ですが、不安に思っている方がいることも理解していただきたく思います。 
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  双方の理解という点で、今後、こういったことに対応していただけるような対策チームの

検討などはしていただけますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（向後 稔） 先ほども申し上げましたが、同じ地域で共に暮らしていく上では、

そういった地域のルールを守る、周りに住む住民と相互に理解・協力していくことが大切だ

と考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 

○２番（髙 美千子） ありがとうございます。今後も共生していく上で日本のルールは守っ

ていただいて、お互いに不安を取り除いて、共によき隣人として生活していけたらと思いま

す。 

  農業の盛んな旭市におきましても、人手不足、担い手不足が深刻化していく中でとても大

切な役割を担ってくださっています。ですが、先日の国会では、特定技能２号には上限がな

いことが高市総理の答弁で明らかとなりました。在留期間の更新制限がなく、家族の帯同が

可能な上に、その家族に養子も含まれていたりと、特定技能１号のように人数に上限がなく、

外国人が増加することを不安に思っている国民、市民はたくさんいらっしゃいます。 

  そこで市長に問います。上限のない特定技能２号についてや、昨今騒がれています移民問

題、この移民の定義について、どのような人を移民とするのか。以上の質問を踏まえた上で、

今後、旭市での外国人との共生についてどうお考えでしょうか。市長のお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  米本市長。 

○市長（米本弥一郎） 日本では、移民について法的に明確な定義がなく、また外国人に係る

出入国管理や在留資格制度等は国の専管事項でございますので、基本的な制度設計や運営は

国の責任において行われるものと思っております。 

  一方で、地域住民と外国人の方々が共に社会の一員として安心して生活できるよう環境を

整えることは、地方自治体の役割であると認識しておりますので、今後も必要に応じて適切

に対応してまいります。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員。 
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○２番（髙 美千子） 市長、ご回答どうもありがとうございました。国がやってくださらな

いのであれば現場で、旭市での対応をしていかねばなりません。 

  先ほど、国保税滞納の件で、栃木県宇都宮市もそうでしたが、旭市も早急な対応をしてく

ださいました。これからも旭市で進んで対応していただきたく思います。 

  参政党は、過度な移民の受入れには反対しております。受入れ体制が整っていなければ混

乱を招きます。郷に入っては郷に従えという言葉がありますが、トラブルを避け、スムーズ

に環境になじんでいただくためにも、しっかりとしたルールをつくり、日本の伝統・文化を

教育によって理解していただきたいと思います。これからもよき隣人として生活していくた

めにも、日本人と外国人が互いに理解し合い、尊重し合いながら、共に輝ける旭市をみんな

でつくっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮内 保） 髙 美千子議員の一般質問を終わります。 

  髙 美千子議員は自席へお戻りください。 

 

◇ 松 木 源太郎 

○議長（宮内 保） 続いて、松木源太郎議員、ご登壇願います。 

（１９番 松木源太郎 登壇） 

○１９番（松木源太郎） 日本共産党旭市議会議員、松木源太郎です。2026年（令和８年）３

月４日、令和８年旭市議会第１回定例会に当たり、市政一般に関する質問をいたします。 

  １、国民健康保険税の負担軽減対策について質問いたします。 

  国保加入者は、令和６年11月末で9,673世帯で全世帯の35.8％です。令和８年２月現在で

何世帯ですか。まず、旭市の国保世帯数などの基本的な事項についてお聞きいたします。 

  ①旭市の国民健康保険税の世帯数は何世帯ですか。 

  ②国保滞納世帯は、令和７年７月の国保運営協議会の報告では、令和５年度の滞納世帯は

455世帯で、金額は約2,700万円です。滞納世帯は、全国で180万世帯、令和８年１月17日付

で、世帯割合は11.04％、約９世帯に１世帯の割合であります。 

  ③資格証明書、短期６か月証、短期３か月証などの保険証以外の書類を使っている世帯数

はどのぐらいですか。 

  ④均等割額の未収額、半額減額の人員数とその金額はどのぐらいですか。 

  ⑤ゼロ歳児から18歳までの被保険者数は何人ですか。 
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  ⑥、⑤の人員、いわゆる被保険者数ですが、の人員の保険税をゼロにするとどのぐらいの

金額になりますか。 

  ⑦18歳までの均等割額をゼロとして国保税の減額ができないですか、お答えいただきたい

と思います。 

  ２、園芸用廃プラスチック対策の農家の負担軽減についてであります。 

  ①園芸用廃プラスチックは、本市の施設園芸の農業経営上、必然的に排出されるものであ

ります。これらの廃棄物は、ビニール、ポリエチレン等は十分に管理されないで放置される

と、公害物質として地球全体を汚染します。地上でもそうですが、海中に拡散されたものは

海洋汚染の原因です。そのためにも、利用者である施設園芸の農家から100％回収し、海洋

汚染のもととしないための対策が必要であります。 

  ②旭市は現在、他の自治体より市の負担はキログラム当たり10円多く補助していますが、

これを充実し、年間1,000万円弱の補助をしていただけないでしょうか。 

  ③今後ポリエチレン等の焼却できる資材については市の費用での焼却の計画はございませ

んか。 

  よろしくお願いいたします。 

  ３番目、飯岡駅南地域から国道126号バイパスまでの雨水排水対策についてであります。 

  ①現在どのような計画でこの地域の雨水対策をしようとしていますか。 

  ②その計画の基となる計画はどのように調査して計画しているのか、具体的な経緯を明ら

かにしていただきたいと思います。 

  再質問については質問席で行います。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 保険年金課から、１項目めの（１）（３）（５）についてお答

えします。 

  まず、（１）の旭市の国民健康保険世帯数ですが、本市の令和８年１月末時点の国民健康

保険の世帯数は9,433世帯です。市全体の世帯数に占める割合は34.2％となります。 

  次に、（３）資格証明書等の保険証以外の書類を使っている世帯数ですが、令和６年12月

２日から被保険者証の発行が廃止されたことに伴い、長期間の滞納世帯に対しましては、短

期被保険者証や資格証明書に代わり、医療機関で一旦10割の医療費をお支払いいただく特別

療養費の仕組みが適用されます。適用となった際は、特別療養費の支給対象である旨を記載
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した資格を証する書類を交付することになり、マイナ保険証の利用登録がある場合は資格情

報のお知らせを、マイナ保険証の利用登録がない場合は資格確認書を交付しております。 

  なお、18歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある者、これは高校生世代までです

が、の被保険者は特別療養費の対象外となります。 

  本市の令和８年１月末時点の特別療養費の支給対象世帯数は117世帯です。国保加入世帯

に占める割合は1.2％となります。 

  次に、（５）ゼロ歳児から18歳までの被保険者数ですが、本市の令和８年１月末時点の18

歳以下の国民健康保険被保険者数は1,304人です。被保険者全体に占める割合は8.7％となり

ます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 税務課長。 

○税務課長（多田 仁） それでは、税務課からは、大きい１番の（２）（４）（６）（７）

について、順次お答えいたします。 

  初めに、（２）滞納世帯数とその金額はということですが、国民健康保険税の滞納世帯数

及び金額につきまして令和６年度決算の数値で申し上げますと、滞納世帯数は1,633世帯、

滞納金額は１億8,490万3,254円となっております。 

  続きまして、（４）均等割額の未就学児半額減額の人数とその金額はということです。こ

ちらにつきましては、令和８年１月末現在の状況でお答えいたします。対象者数は367人で、

軽減額は451万1,000円となっております。 

  続きまして、（６）ただいま申し上げた人数の保険税をゼロにするとどのぐらいの金額か

というお尋ねです。ゼロ歳児から高校生年代までの18歳までの均等割額につきましては

3,177万3,000円となっております。 

  最後に、（７）18歳までの均等割額をゼロにして国保税の軽減をというご質問です。国民

健康保険税は、相互扶助の理念に基づきまして、被保険者間の負担能力、受益の程度に応じ

て賦課することとなっておりますので、現行の法令に基づきまして、未就学児均等割につき

ましては５割の軽減とする対応をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（宮内 保） 農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 私からは、２の園芸用廃プラスチック対策の農家費用の軽減につ

いての１から３までについてご回答いたします。 
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  市内の園芸用廃プラスチックにつきましては、現在、旭市農業用廃プラスチック対策協議

会が主体となって回収を実施し、適正にリサイクル処理が行われております。市といたしま

しても、その取組を支援しているところでございます。 

  続いて、（２）の市の支援の拡充につきましては、市では園芸用廃プラスチックの円滑な

回収と適正な処理を推進するため、処理料金について１キログラム当たり21円の補助金を交

付しております。この補助金額につきましては、令和４年度に増額したところでありまして、

近隣市と比べても手厚い支援となっております。今後も、園芸用廃プラスチック処理に係る

情勢や近隣の市の動向に注視しつつ、引き続き適正な支援となるよう検討を進めてまいりた

いと思います。 

  次に、（３）のポリエチレン等の焼却できるポリは市の費用で焼却処分してはどうかとい

うご質問でございますが、現在、旭市農業用廃プラスチック対策協議会で回収した農業用ポ

リエチレン等につきましては、東金市にある処理工場、千葉園芸プラスチック加工株式会社

で固形燃料に再生処理し、工場や発電所の燃料として使われております。焼却せずに再生利

用することで廃棄物の減量とし、資源循環の促進に寄与し、持続可能な農業と脱炭素社会の

実現に資するものと考えておりますので、引き続き協議会の支援を継続してまいりたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 私からは、３項目め、飯岡駅南地域から国道126号線バイパスまで

の雨水排水対策についての（１）（２）について回答いたします。 

  初めに、（１）現在どのような計画でこの地域の雨水対策をしているのか。 

  飯岡駅南地域の排水先は、主に四つのルートがあります。一つ目は、県道銚子旭線と県道

飯岡停車場線の交差点付近から、海上中央公園の北側を経由し、県営高見台団地の東側を北

上し、高生川へ至るルートです。二つ目は、県道銚子旭線と県道飯岡停車場線の交差点付近

から、旧海上中学校の南側を経由し、地元では蛇園幹線排水路と呼ばれる水路を経由し、大

間手川へ至るルートです。三つ目は、当該地域の西側へ向かい、地元では天和川と呼ばれる

水路を経由し、仁玉川へ至るルートです。四つ目は、飯岡バイパスを横断して海岸方面へ南

下する三川派川と呼ばれる用水路を排水先とするルートです。 

  既存排水路の機能を最大限発揮できるよう、改修と機能維持管理を進めております。 

  次に、（２）その計画の基となる設計はどのように調査して計画しているのか。 
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  現在市が行っている当該地域の雨水対策は、当該地域の四つある流末のうち、高生川と大

間手川に係るものです。計画の策定に当たっては、県道の排水計画策定のために県が実施し

た測量結果のほか、市が行った高生川及び大間手川の測量結果を踏まえ、整備計画を策定し

ております。 

  以上になります。 

○議長（宮内 保） 一般質問は途中ですが、午後２時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時 ５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き松木源太郎議員の一般質問を行います。 

  松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） それでは、１番の国民健康保険税の問題から聞いていきたいと思い

ます。 

  私は知らなかったんですけれども、こういうパンフレットが出ているらしいんですよね。

「くらしのみかた（令和７年度版）国保ハンドブック」、というのは、これはホームページ

でもって出てきたんだけれども、どこにあるか分からないんです。プリントアウトするため

には大変苦労いたしまして、この中身を見て大変詳しく書いてあるんです。これはどんな方

法でもって配ったんですか。まず、それをお聞かせください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時 ６分 

 

再開 午後 ２時 ８分 

 

○議長（宮内 保） それでは、再開いたします。 

  答弁を求めます。 
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  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 失礼しました。 

  紙の保険証を発行している際にはそこに同封していたものと思われ…… 

（「何に」の声あり） 

○保険年金課長（大網久子） 紙の保険証が発行されていた場合、以前発行していましたが、

そのときに保険証のほうに同封したものと思います。国保の被…… 

（「現物はそんなに小さいの」の声あり） 

○保険年金課長（大網久子） はい。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） そうですか。ホームページにあるけれども、苦労してこれプリント

アウトしたんですよ。私のうちも、妻がまだ75歳になりませんので国保世帯なんですけれど

も、来ませんでしたよ。まあ、いいや。 

  そういうようなことで、ちょっとびっくりしたんですけれども、国民健康保険というのは、

ご存じだと思うんですけれども、今回の法改正、条例改正もありましたけれども、国の基準

に対して旭市は少し上限を下げながらやってきているんです。ですから、今年の分をいただ

きましたけれども、去年は正式にちゃんと３月議会のときに、国保の一部改正の詳しい中身

をくれましたね。それでもって私は調べてきたんですが、要するに、国は国保の医療給付分

だけ取ればいいものを、後期高齢者、つまり国保世帯の方の75歳以上の方は別の保険に持っ

ていった。それから、介護給付金、これも同じですよね。介護のほうの分について、介護保

険については国保の被保険者からも取ろう。今度、子ども・子育てをつけてきたわけです。 

  ですから、ご存じのように、１世帯の、これはいろんな減額がありますけれども、最高の

保険料は、去年の場合は109万円まで取れる、そういう制度なんですね。去年、旭市はそれ

を106万円にした。 

  今年はどうなるかというと、新しいの１枚だけもらいましたけれども、今年は国の基準が

最高110万円までで、旭市は109万円までの国保料。その中でもって、医療分というのは、結

局最高でも今年場合には66万円だけれども、それに後期高齢者支援分が26万円、これはご存

じのように40歳から74歳までの方ですね。それから介護納付金が17万円、ですから109万円

まで取れる。それでいろんな減額の制度を、この中に書いてありますけれどもやって、それ

でもって国保税を取っていたわけです。 

  それは、国の制度でもって、国が県単位の国保にしようと思っているからそういうことを
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やっているんですけれども、その中でもすごくいい制度が一つあって、それは私が議員にな

った令和４年のときから、ご存じのように、均等割額ですね。これが、未就学児については

半額国が持ったわけです、そのとき。それからずっと続いてきているわけですね。 

  ですから、それを原因として県内の自治体でも、例えば富津市では18歳以下の方について

は３割減免、それから南房総市は18歳以下は５割減免、それから一宮町は18歳以下について

は、５割減免、こういう制度で少しでも国保税を下げようという流れが全国に今広がってい

るわけです。 

  そういうことからいいますと、恐らく、まだ４年しかたっておりませんけれども、これだ

け、例えば子ども・子育てでもって、ある程度の一定のやつを取りなさいよと、金額まで決

まっていませんけれども、来年からになるか今年になるか。そうした場合には、全国的な流

れとしては、結局少しでも住民のために税を下げようという流れが出てくると思うんです。 

  ですから、その点を踏まえて、この質問をしたのはそういう流れの中にやっぱり旭市も乗

ってもらいたいと、こういう趣旨でもって質問いたしました。 

  この問題は、令和４年３月、令和４年12月、令和５年３月と、これまで私３回質問してい

るんですね。ですから、こういうことで、これからそのことが千葉県内の多くの自治体でも

ってなってくるので、ぜひ旭市も、この点についてひとつ考えていただきたいということで

もってご提案しましたけれども、担当者ないしは市長のご答弁をいただきたいんです。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員、今の再質問なんですけれども、（１）に対しての、

（４）まで行っていますか。 

○１９番（松木源太郎） 全部です。全部に対して。 

○議長（宮内 保） 全部ですか。 

○１９番（松木源太郎） この問いは全部に対しての質問としては簡単です。 

○議長（宮内 保） 松木議員、この項目順に一つずつやってもらいたいんですが、一問一答

ということで、ぜひよろしくお願いします。 

○１９番（松木源太郎） 一問一答といったって、この問題というのは、要するにゼロ歳から

18歳までのお子さんの国保税をこういう形でもって下げられますよということを提案して、

市がそれについて今後考えてくれるかという答弁だけでいいんですよ。七つのこと全部に答

えたって、もうこれはさっき答えてくれたから。数字について答えてくれてありますから、

その結論としてどうかということだけ、私は聞けばいいんです。 

○議長（宮内 保） 松木議員、そうすると、今もう（４）でもいいですか。 
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○１９番（松木源太郎） 何でもいいですよ。７でしょう、７。 

○議長（宮内 保） では、（７）でもいいですか。 

○１９番（松木源太郎） そうです。それが結論だから。 

○議長（宮内 保） では、答弁を求めます。 

  米本市長。 

○市長（米本弥一郎） 均等割額に係る軽減措置につきましては未就学児を対象として行って

おりますが、これは議員おっしゃるとおり、法により全国一律の制度として公費を投入し、

被保険者間の公平性を確保した上で保険税の負担軽減を図る趣旨で実施しているものでござ

います。 

  市といたしましては、被保険者間の負担のバランスもございますので、法律で定められた

とおり、未就学児に対する均等割の５割を軽減する措置により対応してまいりたいと考えて

おります。 

  なお、国の諮問機関である社会保障審議会において、子育て世帯のさらなる負担軽減を図

るため、均等割額軽減の対象拡充などについて法改正を含めた議論が進められているところ

でございます。 

  今後も引き続き国の動向を注視し、法にのっとった対応により負担軽減を進めてまいりま

す。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 市長の今のご答弁、そのとおりです。ですから、あと自治体として

どういうふうにするかという問題が残っておりまして、恐らく旭市は、ほかの自治体が動き

出したらそれに見習って動くと思っていますので、期待しております。 

  次に、２の問題です。 

  ２の問題については、私は農家の方から相談をかけられて、こんなに変わるんだよと言わ

れました。それというのは、要するに旭市の場合には温室、これがこの資料の中にもござい

ますけれども、トマト・キュウリ用とメロン用では、農水産課長からご説明いただきました

けれども、違うんだそうですね。それについて、いわゆる農業用ビニール、トマト・キュウ

リ用は、これは処理しても燃やせないと、きれいにして再利用するまでしかできない。農業

用のポリについては、何とか洗ってきれいにすれば燃やせると、そういうものだということ

で、大変詳しいご説明をいただきました。 

  そこで、どういうことを聞きたいかというと、これも順番でもってなんか聞かなければ悪
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いようなことになっているようですけれども、結局、市が農家用の全額を持っていただけれ

ば農家が本当に助かる。 

  旭市の場合、イチゴから始まって、トマト、キュウリ、それからミニトマト、その他の温

室を使う農業がすごく多くて、それでもって全国５番目の野菜を出荷する自治体になってい

るわけですね。 

  そういうことから考えますと、ぜひこの点について、最終的な結論の中で言っているよう

に、その部分で市が補助していただけないか、このことについての考え方をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（宮内 保） 松木議員にちょっとお伺いします。 

  もう２番のところでもいいんですか。 

○１９番（松木源太郎） 結構です。 

○議長（宮内 保） （２）でもいいんですか。 

○１９番（松木源太郎） 大丈夫です。 

○議長（宮内 保） いいですか。 

○１９番（松木源太郎） 何でもいいです。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 焼却処理できるポリエチレンの関係でよろしいでしょうか。 

  ポリエチレンなど、いわゆる焼却可能な農業用プラスチック類につきましては焼却処理が

可能でありますが、本市におきましては、これらを可能な限り資源として循環させる観点か

ら、リサイクルを基本とした処理を推進しております。 

  特に園芸用廃プラスチックにつきましては、円滑な回収と適切な処理を推進するため、処

理料金に対する補助を行っており、生産者の負担軽減を図りながら回収の徹底と資源循環の

促進に努めているところでございます。 

  仮に市の費用により焼却処理を可能とした場合ですけれども、分別や回収の手間が少ない

焼却処理へ流れるおそれがありまして、本来リサイクル可能な資源まで焼却に回ることが懸

念されると考えております。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） ですから、順番があるけれども、議長、最後のところは、実際に

997万1,748円をプラスして市が持てば、農家はその分の負担が減って大変助かると、こうい
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うことなんですよ。それが全部ではなくても、順番を超えて、20円にしてくれたのが30円な

り40円になっていく、そういう形でもってぜひ施設農家については助けていただけないか、

そういうような私の提案なんです。それについて、担当課やその他も含めて、これから検討

できるかどうかお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  農水産課長。 

○農水産課長（伊藤弘行） 農家の皆さんの経営を取り巻く環境が厳しい状況にあることは、

十分認識しております。園芸用廃プラスチックの処理につきましても、農家の皆様に一定の

負担をお願いしているところであり、その軽減を図ることは重要な課題であると考えており

ます。 

  現時点で補助率等の引上げ等は考えておりませんが、今後の回収実績や農業者の皆様のご

意見、処理経費の動向等を踏まえ、引き続き適切な支援の在り方について考えてまいりたい

と思います。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） ありがとうございます。 

  そうなんですよ、市も、市長を含めて市全体がそう考えているというのがなぜ分かるかと

いうと、旭市過疎地域持続的発展計画というのを出しました、今度。この43ページの上から

２行目に何て書いてあるか、読んでみましょうか。「園芸用廃プラスチック適正化処理対策

事業 生産者が排出する園芸用廃プラスチックに対して、資源の有効活用や農村環境の保全、

生産者の負担軽減を目的に処理手数料を助成します。」ですから、本当に農業をやっている

自治体ってこういうことを考えてくれているなというのがつくづく分かったわけです。です

から、この問題について、これをもう少し前進させていただきたい。 

  また農家の方と相談して、そういうような申請もしたいと思っていますけれども、ぜひそ

の点について検討をいただきたいということだけを申し上げたいと思います。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 次に３番、今回の私の一般質問のメインはこちらなんです。 

  この図を見ていただきたい。ちょっと私ががっと書いたんですが、これは2,500分の１の

地図です。飯岡駅から南、国道までの間の地域なんです。これは、先ほど建設課長がお答え

いただいたんです。こっち側に、今、三川のあれが通っているわけです。 

  これをどう見るかというと、今まで市は、この地域の説明会、いわゆる飯岡駅前の雨水が
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たまってしまう説明会を昨年10月16日にやりまして、それでもってこれからの広原地区の冠

水対策に関する説明会報告書というのも去年２月７日に回覧しました。これは回覧したとき

の、回覧というのは区の担当者が書いたやつ、これを回しました。そうなのかということで、

地元では大変人気があるというか、これから大丈夫だろうなという気が、皆さん方思ってい

るわけです。 

  ところが、いいですか、最近、私びっくりしたんですけれども、こういうものが出てきた

んですよ。海上中学校の跡地をこれからどうするかを今年３月中に検討するんでしょう。そ

うすると、ど真ん中にある海上中学校の跡地、これは海上の学校の統合の中でもって候補地

だったけれども外れました。それを外れた機会に、ここを民間がどう活用するか募集してい

るんです。 

  それでもって、建設課では、皆さん方にいろんなことをお話ししてきた。この海上中学校

の空き地が何らかに利用されて、地面に染みなかったらどうなるか。このことを考えてそう

いうことをやっているのかということを聞きたいんです。 

  私が調べました。これは2,500分の１ですから標高が出ています。それで、蛇園の地域の

南側にずっと、先ほど建設課長からお話があった、これは、２番目のところですよね。東の

ほうに水を流して、飯岡の海に流す、こういう工事をやっています。 

  そして、ちょうど赤く抜いてあるところ、この部分が一番高いところなんです、蛇園で。

つまり、蛇園というのは、ちょうどここら辺を中心にして、例えば昔の第二給食センターが

あったところとか、それから蛇園区の区民館があるところとか、こういうところが一番高く

なっているんです。両岸南北に下がっているんです。このところには昔からの用水路はある

けれども行き止まりとか、それから、私も海上中学校のところから北のほうに向かうところ

を歩きましたけれども、途切れていて水がちゃんと流れない。今トンネルが先でもって工事

が終わりますね。あそこのところをどうくぐっていくかという問題もあるんですけれども、

つまり、この時期に合わせてこれからいろんな工事をやろうとしていますけれども、あわせ

て海上中学校のこの問題がどうして起こってきたのか、簡単にご説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 海上中学校の跡地ですが、冠水が発生する場所と旧海上中学校跡地

が近接していることは市としても認識しております。 
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  旧海上中学校跡地の活用については、旭市旧中学校跡地利用検討委員会において協議が重

ねられ、平成30年８月に１回、報告書が取りまとめられました。その検討結果において、旧

海上中学校跡地の利活用方法として、「民間活用による住居系を中心とした複合的施設」が

方向性として示されております。 

  その一方で、同報告書の課題として、「開発の用途により付近の道路、排水等のインフラ

整備が必要である。」と明記されており、跡地の開発、利活用を進めるに当たっては、道路、

排水等のインフラ整備が不可欠な課題であることが検討委員会の段階から既に明示されてい

ることから、市としては、跡地利用の具体化を進める際には、冠水対策を含む道路や排水等

のインフラ整備を一体的に検討、対応していく必要があると認識しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） では、ここを今の時期に何で中学校のところの利用についての提案

を民間にさせるんですか。もう少し待ったっていいでしょう。 

  それともう一つ私は聞きたいんですけれども、どうも不思議でしようがないのは、旭市の

やる事業の中で、建物の建設とかそういうのは当然建設会社にお願いしますよね。それで建

設代を払って、それで今度、建設はまた業者に頼みます。道路や排水なんかはどういうふう

にして建設するための設計をするんですか。旭市の中の担当課に設計の専門家が何人かいて、

図面を書くんですか。それとも、そういうところを設計してくれるところに頼んでいるんで

すか。ちょっとそこら辺について、私はこの事業を見て本当に聞きたいと思ったんです。ど

うなっているんでしょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 大型の排水路等は業者に設計を委託しまして、職員のほうで最新の

積算、金額のほうを入れて設計しております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） そうしますと、旭市はそういう道路とか排水路とか、そういうもの

を設計する技術者はいないんですね。それでもって道路なんかはどうなんですか。本当に市

がやれる道路というのはどのぐらいのところまでなんですか。 

  つまり、この事業を見ていて私が思ったのは、建設業者がいいように作った図面でもって
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仕事をやっているのではないかという気がしてしまったんです。それは、恐らく同じ設計し

たところが、業者同士ですから、今度やるときも落とすということになっているのかなと思

って、大変不思議に思っているんです。それを解明したくてこの問題を出してきました。ど

うですか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） すみませんけれども、そういうことは一切ございません。設計のほ

うは設計の業者に頼んでおりまして、設計金額は職員のほうで最新の積算の単価を入れてい

きますので、そういったことは全くございません。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） そうしますと、今年の予算で、ちょうど同じ、イ、ハ、後草の冠水

対策排水整備事業、事業費１億6,938万5,000円、一般財源１億4,500万円、その他2,400万円

とありますね。これは、恐らく高生川の工事が主だと思うんですけれども、これをやる場合

に工事費がこうだとして、実際に設計にはどのぐらいかかって、割合としてね、それでもっ

て工事費はどのぐらいかかっているのか、そういうのははっきりしているんですか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 今もう工事に入っているところは、以前にもう設計が終わっていま

して、その設計を基に、年度で工事ができる範囲を区切って工事をしております。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 私は、それを大変不思議に思っているんですよ。旭市というところ

は、合併前のときは、かなりのところの道路とか排水について自分でもって設計していまし

たので、そのつもりで見ていたんだけれども、どうも違うんだと。なんか業者がやって、同

じところやるかどうかは別にして、業者に頼んで、それでその金額だけ設定して、それでも

って今度工事を落とすんだ。こういうやり方で本当にいいのかなと思ったんです。 

  今は地方自治体に技術者が来ないというのは分かります。しかし、そういう方を育てなけ

れば本当に中身のある設計ができないと思うんです。なぜかというと、今、私、今回、中学

校跡地から大間手川に行くところの東側、あそこを全部ずっと水がどのように通っていくか

見て歩きました。ちょうどあそこ、中学校の東側を通ると、北側がずっと盛り上がっている
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のが分かりますよね。行けば分かります。ですから、ここは通れないから結局、今度新しく

できた道路のほうに行くけれども、じゃ、向こうでもってできるか、向こうで越せるかとい

ったら、今工事をやっているところは使えない。その途中でもって、どこかくぐらなければ

大間手川に行かないということですね。それでもってこの間、シェルガソリンスタンドの東

側をやったんでしょう。かなり大きな工事で１億5,000万円か２億円近くかけて。 

  そういうようなことについて、なぜそういうことになるのかということを、市の本当に全

体で皆さんで考えてこれがいいんだとなったのかどうかというのは大変不思議なんです、私

は。それがあったので、この地域の排水問題について聞きますよと通告したんです。 

  四つのところがありますけれども、一番南の飯岡の海に流すのと、この問題を何回も聞い

て工事をやっているときの写真も撮ったり担当課にも聞きました。本当にそう流れるのかな。 

  もう一つは、今回、ご存じのように、道路を造ってくれる団地、あれはちょうど途中から

県道のほうに流すように、飯岡の駅から来る県道ではなくて、反対に流すように銚子土木が

言って、銚子土木の課長もこういうふうにお願いしましたと言って、地元の方もそういうこ

とを聞いていました。 

  それで今度は、バイパスのところも、今民間に頼んで調査していて、そこが下を何とか掃

除と、掃除もこの間、年内にやってくれました。こういうようないろんな流れがあるんだけ

れども、どうもあそこの地域全体についてちゃんとできるかどうかというのを私は疑問に思

っているんです。それについて解明できるような答弁をしてくれませんか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） まず、設計のほうなんですけれども、職員は設計はできます。排水

路とか大きい工事については設計が難しいものですから業者へ委託するということで、道路

の例えば打ち替えとか改良とかということは、ちゃんと職員のほうで設計をしております。 

  今言いました大間手川の水路の改修なんですけれども、それも調査をしまして、一部区間

がボトルネックになっているということなので排水路を一つ新設したということで、それに

よって排水がかなり流速が速くなる、流れるようになるということで、蛇園幹線を使いなが

ら解消できるのではないかというように考えております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） それで、そこに大間手川に流すところに行くための海上中学校跡地
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からのところをずっと、この間見て歩きました、私。そうしたらば、ちゃんと水が通るとこ

ろと途中で切れているところといろいろあって、ここに書いてあるような形では駄目なんで

すよ。一番大きいやつがここにありますよね。この部分ですよね。本当に鉄道の下を通れる

のかという問題があります。通っているんですか、今。そういうようなことも、ちゃんと私

ら議員が分かるようにご説明いただきたいと思います。時間があまりないものですから、ひ

とつよろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 蛇園幹線については、昨年にしゅんせつも終了しました。それで、

既存の排水路を使っていますので、大間手川までは必ず流れている、つながっているという

ことで、そうしなければ旧中学校の東側の住宅地が全て冠水してしまうような状況になって

しまうので、ちゃんと流れているということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） それから続いて、私が南のほうに行って、南のほうというのは国道

のほう、蛇園の道路に行っていたらば、大変そこのところは水が高い。確かに高いところを

通らなければ流れないから、向こうのほうでもって大きい排水路を造ったんだと思うんです

よ。 

  それはよく分かるんですけれども、じゃ、今道路が貫通する三川線というのがあるでしょ

う、ＪＲの下を掘った。あそこは一番低い、上と下、東西南北に水がしみていくわけですか

ら、その半分部分をどこに流すんですか。これは結局、大間手川の去年造ったところに流す

んですか。 

  そういう形の全体的なことを、議会とか議員が分かるようにしてくれなければ、本当にこ

の工事がいいのかなということについては疑問を持ちます。予算のときにもやりますけれど

も、そういうことでもって今回一般質問させていただきました。いかがでしょうか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（齊藤孝一） 蛇園の排水に関しましては、やはり蛇園の稲荷神社、郷土館、そこ

が分水嶺というかなっていまして、それより北は大間手川に流れます。南は新しく造った排

水路のほうに流しております。 

  以上です。 
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○議長（宮内 保） 松木源太郎議員。 

○１９番（松木源太郎） 分かりました。それについては、また私も調査して、これから検討

したいと思います。そういう疑念がありましたので、このことは一般質問いたしました。 

  私の一般質問を終わります。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の一般質問を終わります。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 先ほど、こちらのハンドブックのほうを、紙の保険証の送付時

と申しましたが、発言の訂正をお願いします。 

  ６年度までは紙の保険証のほうに同封しておりました。現在も、資格確認書ですとか資格

情報のお知らせに同封しております。よろしくお願いします。 

（「ちょっと聞かせていただけますか」の声あり） 

○議長（宮内 保） はい。 

○１９番（松木源太郎） 何でそれがホームページで見られないのか。これはすごくいいパン

フレットです。だから、見られるけれどもプリントアウトできないようになっているんです

よね。それだけちょっと改善してください。よろしくお願いします。本当にいい内容でした。

よろしくお願いします。 

○議長（宮内 保） 松木源太郎議員の一般質問を終わります。 

  松木源太郎議員は自席へお戻りください。 

 

◇ 伊 場 哲 也 

○議長（宮内 保） 続いて、伊場哲也議員、ご登壇願います。 

（６番 伊場哲也 登壇） 

○６番（伊場哲也） こんにちは。お疲れではありませんね。 

  最終登壇、議席番号６番、伊場哲也でございます。１期目に引き続き、２期目も一層頑張

る所存でございます。よろしくお願い申し上げます。 

  令和８年第１回定例会におきまして一般質問いたします。質問事項は三つございます。 

  質問事項１、旭市ＤＸ基本方針と推進計画についてお尋ねいたします。 

  （１）旭市ＤＸ基本方針では、ＤＸ推進の背景を踏まえた計画の位置づけ、方針の内容、

目指す理想像について、３点伺います。 

  この場では、最初の質問ということで、基本方針、昨年の、ちょうど１年前くらいになり
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ますけれども発行されております５ページに記載されておりますけれども、計画の位置づけ

について確認をさせてください。 

  旭市ＤＸ推進計画は、昨今の社会的背景を踏まえて、どのように市政運営に位置づけられ

ているのかお尋ねいたします。 

  （２）ＤＸ推進計画の目的、内容、事業、総合戦略との整合性についてお伺いいたします。 

  初めの質問として、今回楽しみにしている旭市ＤＸ推進計画が間もなく私ども市民に公表

されることと思いますけれども、その旭市ＤＸ推進計画の目的をお伺いいたします。端的に

お示しください。 

  質問事項２でございます。まちづくり出前講座について質問いたします。 

  本講座の開催状況、開催の成果、課題、次年度以降の方針と計画について、計５点をお伺

いいたします。 

  初めに、この場では、昨年度の講座開催がどのようなものであったか、開催状況について

お尋ねいたします。 

  質問事項３でございます。後期高齢者医療保険、保険料の改定について質問いたします。 

  後期高齢者医療制度とは一体どんな制度なのか。本議場にはほとんど直接関係されていな

い方が大勢いらっしゃると思いますので、直接、後期高齢者医療制度とはどんな制度なのか、

課長自らの言葉でご教示いただければありがたいと、このように考えて質問をいたします。 

  あわせて、令和８年度、９年度の改定内容、そして保険料率改定の主な要因について、計

３点をお尋ねいたします。 

  以上で１回目の質問を終わります。再質問は、回数制限なしの一問一答で質問席にて行わ

せていただきます。60分という時間制限がございますので、関係課長には、大変申し訳ない

ですけれども、簡潔明瞭で、なおかつコンパクトなご答弁にご努力、ご尽力いただければと、

このように思いますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の一般質問に対し答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、私のほうからは１の（１）と（２）についてご

回答申し上げます。 

  まず、（１）ＤＸ推進計画はどのように位置づけられているのかというご質問です。 

  これは、第３期旭市総合戦略及び行政改革アクションプランを下支えする分野横断的な取

組方針として、国の自治体ＤＸ推進計画や県のＤＸ推進計画等を反映し、各種分野を横断的
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に支える位置づけとしております。 

  次に、（２）です。ＤＸ推進計画の目的はというご質問です。 

  深刻な少子化と止まらない高齢化という厳しい社会情勢の中、地方自治体が持続可能な形

で住民サービスを提供し続けるため、人口減少時代に合った新しい社会経済モデルの構築を

目指し、デジタル技術を活用して人々の生活をよりよいものへと変革させることを目的とし

ております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） それでは、質問項目２番、まちづくり出前講座について、令和

６年度の状況を申し上げます。 

  開催回数は42回で、参加者の人数は合計880人でした。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 保険年金課からは、大きな項目の３、後期高齢者医療保険料の

改定についての、まずは医療制度についてと、８年度、９年度の改定内容と、あと改定の主

な要因について回答いたします。 

  後期高齢者…… 

（発言する人あり） 

○保険年金課長（大網久子） １でいいですか。 

○議長（宮内 保） 保険年金課長、ちょっと待ってください。 

（発言する人あり） 

○議長（宮内 保） 制度の概要ということで、お願いします。 

○保険年金課長（大網久子） 失礼いたしました。後期高齢者医療制度について回答いたしま

す。 

  現役世代と高齢者世代の負担を明確化することを目的とし、75歳以上の全ての方と、一定

の障害がある方は65歳以上で希望する方を対象とする平成20年度に開始した医療制度であり

ます。千葉県後期高齢者医療広域連合が運営主体となりまして、自治体では各種申請の受付

や保険料の徴収などの窓口業務を行っております。 

○議長（宮内 保） 一般質問は途中ですが、午後３時５分まで休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時５２分 

 

再開 午後 ３時 ５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き伊場哲也議員の一般質問を行います。 

  伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 再質問に入る前に、保険年金課長、先ほどは最初の質問、誤解を招くよ

うな、あるいは十分理解いただけないような最初の質問で失礼申し上げました。時間まだ52

分20秒ありますので、ゆっくりと深掘りさせていただきますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  それでは議長、先ほどのＤＸ、上から再質問をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

  課長の最初の質問、その後の答弁で、ＤＸ基本方針についての計画の位置づけ、ご説明い

ただきました。その答弁の中で、分かるようで分からない文言、分野横断的、取組方針が述

べられていたんですけれども、具体的に分野横断的な取組方針、具体的にどのようなことか

ご説明いただけますか、お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 分野横断的な取組方針とは具体的にどのようなことか、お

答え申し上げます。 

  デジタル技術は、それぞれの分野を横断した複合的な取組にも有効的な部分もあり、今ま

でのように子育てや福祉などの分野単体で考えるのではなく、各課で取り組むそれぞれの事

業に関連性がないかを考えていくことを念頭に掲げております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、ありがとうございます。 

  分野横断的な、これも説明いただきましたし、令和７年３月、旭市でこれもしっかりホー

ムページに載せられております。基本方針、これにつきましても熟読させていただき、さあ、

いよいよ楽しみにしているこの計画がいつ私ども議員、併せて市民にアナウンスされるのか、
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これ非常に楽しみにしているところでございます。ですので、今回、方針ですとか計画につ

いて一問一答で深掘りさせていただく中で、市民の皆様方にご理解いただけるような、そう

いうスタイルでの一般質問ということで設定させていただいております。よろしくどうぞお

願い申し上げます。 

  目指す理想像をここではビジョンということで設定されておりますけれども、このＤＸ推

進計画が具体的にスタートするわけですけれども、方針の中でビジョンを示されております

けれども、もう一度課長のほうからビジョンについてご説明いただけますか。お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） ＤＸ基本方針の主な内容ということでよろしいですか。 

  旭市ＤＸ推進計画の策定に当たり、本市におけるＤＸ推進の基本的な考え方を定めたもの

で、目指す理想像、ビジョンや道のり、取り組む内容などの基本的な事項を定めた内容とな

っております。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、ですので、その定められた内容の中のビジョン、これを今お尋ね

させていただいた。米本市長もしっかりとうなずいてくださっていますね。間違いのない答

弁、課長、お願いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） ビジョンということでお答えいたします。 

  「みんなに優しいデジタルで みんながつながる あったかいまち旭」でございます。デ

ジタル技術を最大限活用したウェルビーイングとＳＤＧｓの実現を目指していくものであり

ます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、もっと分からなくなってしまいました。申し訳ございません。デ

ジタル技術を最大限活用して、ウェルビーイングとＳＤＧｓの実現、ちょっと欲張りではあ

りませんかという感じがしないでもないですけれども、でも大事なことですよね。ぜひ自信

を持って推進していっていただきたいというふうに強く強く思いますのでね。 
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  さあ、それでは課長、何でデジタル改革を、革新を、ＤＸを推進するかということですね。

これはもう以前の11月議会でもいわゆる横断的なということで取組をそれぞれ確認させてい

ただいておりますし、前副市長の旭市の課題でもあります、そういう中での一般質問の設定

ですよ。ですので、このゴールといいますかね、方針の中ででもいいんですよ、目指してい

るゴール、市民の利便性向上、便利にならなければＤＸ推進した意味がないですからね。あ

わせて、働き方改革ではないですけれども、市職員の皆様方の業務時間の縮減等々ですね。

これが便利になるためのあえての推進ですから、これについて方針の中ではゴール、目安的

なもの、どのように考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） それでは、ゴールはいつ頃と考えているのかということで

お答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、ＤＸの本質は単なるデジタル化ではなく、市民サービスと業務の変

革にあると認識しております。ゴールがいつ頃かということでご質問ですが、デジタル技術

は日進月歩であり、社会情勢も刻々と変化をいたします。そのため、固定的な完了時期を定

めるのではなく、毎年度、その時点での最新技術や社会ニーズを踏まえた計画の見直しを行

いながら、常に最適な手法を取り入れ、柔軟かつ継続的に進めていくべきものと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） いつ頃、今、課長が言われた、いつ頃到達させる予定ですか。第３期総

合戦略はもう既に今年度から始まっておりますね。７年度、８年度、９年度、10年度、11年

度、５年間の計画です。ＤＸ推進計画、その方針の中での計画ですけれども、11年度ぐらい

はある程度目安にされているんですか。それともなお先、５年先の10年くらいですか。そこ

の辺の見通しをお伺いしたいんですよ、すみません。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 目指すべき到達点の目安としては、総務省の自治体戦略

2040構想研究会の報告にあるスマート自治体への転換を念頭に置いております。労働力不足

が深刻化する2040年時点においてＡＩ等の技術を活用し、限られた人材でも持続可能なサー
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ビスを提供できる体制を構築することが長期的なゴールと見据え、一歩一歩着実に取り組ん

でまいる所存であります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 2040総務省の報告書を熟読はしていないんです。斜めぐらいしか見てい

ないので何とも言えませんけれども、どうなんですかね、これは国の全体の構造問題に関す

る長期ビジョンなのではないでしょうかね、課長。私が問うているのは、旭市として推進計

画のゴール、だってこれ2040年の総務省の構想、これもう９年前でしたか、十年一昔と言い

ますけれどもね。申し訳ないですけれども、課長からは日進月歩、ＤＸの進み具合が、そう

いうふうにご認識されているにもかかわらず、あえて国の施策、否定はしませんよ。しかし

ながら、私個人的にこれから進めようとしている旭市のＤＸ推進、とっても大事じゃないで

すか。市民、利便性が高まるし、皆様方の、若手の職員の皆様方の仕事時間も縮減されて、

とてもいいことなんですよね。ですから、ここであえて2040の総務省のこれをゴールという

のはいかがなものかな。 

  さあ、そこで課長、市としてやっぱり第３期総合戦略にフォーカスして、やっぱり令和11

年度ぐらいの中期目標、これを出すべきではないですかと私は思うんです。課長、どうです

か、お伺いします、見解を。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） すみません、先ほどもちょっとお話をしたんですが、特に

その時期というものは定めるというような形は取らないで、常にいろいろ最適な手法、常に

そういったものを探りながら行うというように、この後の質問にもありますが、計画のほう

ではそういうような形としております。 

  ちなみに、2040のお話はしましたけれども、これは実際にはその頃には半分の職員数でや

らなくてはいけないと、そういったような状況の中で、どういう体制が適切なのかというこ

とで、その辺が目安だというような話をいたしました。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長の説明の趣旨は理解しているつもりですし、ですので否定はしない。

2040はちょっと古いのではないかという自分なりの意見といいますか、考えを述べたんであ
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ってね、質疑では言えないじゃないですか、一般質問ですから、自分の思いを執行部にお伝

えして答弁を求めているものなんですね。 

  では、課長、変えますよ。これについてはいかようにお考えですか。先ほどの課長の答弁

にもあったんですけれども、デジタル技術を活用してウェルビーイングを実現していくんだ。

この間の予算委員会でも話題になりました、これなんですよ。市長の肝煎りのウェルビーイ

ングの向上ですから、これが第３期総合戦略でしょう。これは私ね、熟読していますから。

全てにわたってデジタルを導入して地域課題を解決しましょうと。先ほど課長が言われた分

野横断的な取組です、これですよ。全部デジタル、デジタル、デジタルですよ。ですから、

あえて11月議会、そして年を越えて、この３月議会でも扱っているんですね。なぜか。いよ

いよ本格的に４月からスタートするんですね。そして市民にアナウンスするんですね。市が

一体どういうことをやろうとしているのか、市民が分からなければ、一生懸命やっている市

役所の皆さんの努力が報われないじゃないですか。分かりやすく明らかにする、これが大事

だということで、再質問等々させていただいています。 

  ウェルビーイングの実現、いかようにお考えかお答えください。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） デジタル技術を活用したウェルビーイングの実現とはどう

いうことか、あとはデジタル技術を活用したＳＤＧｓの実現とは具体的に…… 

（「ＳＤＧｓは後でいいですよ」の声あり） 

○行政改革推進課長（椎名 実） よろしいですか。了解しました。 

  まず、ウェルビーイングの実現、デジタル活用により市民一人ひとりの暮らしの質や幸福

度を高めること。例えば、スマホ申請で市役所へ行く手間を省き、生まれた時間を家族や趣

味に充てるゆとりの創出、見守りセンサー等で高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

環境づくりなどがこれに当たります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） ぜひウェルビーイングの向上、そしてＤＸを活用することによってウェ

ルビーイングの実現、総合戦略の実現、これに向けて頑張っていきましょうね。市民もその

利便性を享受できるわけですから、あわせて、市職員の皆様方も仕事を進めていく上で、あ

りがとうＤＸ、享受できるわけですから、だからこそ推進の意味が出てくると。 
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  ＳＤＧｓについては、課長、どのような接点といいますか、ＳＤＧｓの実現、これ2030年、

17の目標、169のターゲットありますよね、目標、ターゲット、これＳＤＧｓの観点からご

説明願います。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） ＳＤＧｓの実現とは、デジタル技術で誰一人取り残されな

い持続可能な社会をつくることであります。例えば、ペーパーレス化による環境負荷の低減

や、音声変換アプリ等を活用して障害や言葉の壁を超えた平等なサービス提供を行うことな

どが挙げられます。 

  このように、単なる効率化にとどまらず、市民の皆様のウェルビーイングの幸福とＳＤＧ

ｓ、これを果たすためにＤＸを推進してまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、ちょっと答弁にどつぼにはまってしまったというか、苦しいかと

思いますよね。これそこを真剣にやっぱり考えていただかないと、一番大事なもう本当にベ

ースのベースのベースですので、しつこいようですけれども、お尋ねしているんですね。 

  （２）の計画に移らせていただきたいと思いますけれども、課長、計画です。大変申し訳

ないのですけれども、ちょっと横文字が入りますけれども、これは簡潔明瞭なる質問ですよ。

お聞きください。ＡＩ-ＯＣＲを導入する前に当該業務のＢＰＲは完了しているのか、課長、

お尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） ＢＰＲは完了しているのかということですか。業務プロセ

ス全体を抜本的に見直しし、再構築をするというようなＢＰＲの推進ということですが、こ

れは今回のこの計画の中に行政ＤＸという分野を設けて業務を進めていくんですが、その際

にそういったことを推進していきたいというようなことで考えております。ですから、今、

全てできているということではなくて、今、進めているというような状況にあります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） ＢＰＲは完了しているのか、していないのか、そこをお尋ねしておりま
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す。お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 今時点において、完璧に完了しているということではなく

て、今、最中というところでございます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 分かりました。いつ頃完了しますか、お尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） すみません、今この時点でいつ頃という、明確にいつとい

うお話はちょっとできませんので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 了承できかねますので、再質問いたします。４月、目の前です。ＢＰＲ

の完了の目安が立っていないということで大丈夫でしょうか。計画はできているんですけれ

ども、皆様方の共通理解ですとか、あるいは、さあこれから進めるよというところの気持ち

的なものがいまいち入っていないのかなというふうな答弁を聞いて推測いたしました。行政

改革推進課、デジタル推進室アドバイザー、アドバイザーにもっともっと積極的に意見を求

めたらいいのではないかと思いますけれども、その点、課長、いかがでしょうか、お尋ねし

ます。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） おっしゃるとおり、民間のほうよりこちらにお越しいただ

いておりますので、その全てノウハウは吸収をしようと思っておりますので、都度、何かあ

ればご指導いただいているような状況です。今後もそういうふうに考えております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） そのためのやはり専門家の招聘ですし、年間予算計上800万円ちょいだ

ったのかな、お支払いされていると思いますけれども、先ほどのウェルビーイングの実現で

すとかね、ＳＤＧｓの実現というのは非常に抽象的で言葉としては格好いいのですよ。それ

は皆さんご存じだと思いますね。なぜ私、その推進アドバイザーのことを出したのかといい

ますと、やはりスペシャリスト、専門家ですから、いろいろ情報も持っているわけです、そ
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の道に関しては。ですから、せっかくお金をかけているわけですから、そういった人にアド

バイスをいただく、これとても大事なことだということでね、だってＫＰＩも設定していな

いです、話変わりますけれども、どうですか。まだ計画を見ていないので何とも言えません

けれども、この総合戦略についてはＫＰＩ、諸所に設定されつつありますよね。ＤＸ計画は

どうなんですか。ＫＰＩ設定していないということは、ＫＧＩも設定していないと思います

よ。キー・パフォーマンス・インジケーター、キー・ゴール・インジケーター、これは副市

長が十分ご存じのはずですから、ＫＰＩの設定についてはいかがでしょうか、質問いたしま

す。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） ＫＰＩの設定ですが、本市のＤＸ推進におきましては、現

時点ではあえて数値目標は設定しないという方針としております。その理由は、デジタル技

術の進展は極めて速く、固定的な数値目標を掲げることで柔軟な技術導入が妨げられたり、

システムを何件導入するといった手段そのものが目的化してしまうということを避けるため

であります。数値の達成を追うのではなく、市民の皆様が、手続が楽になった、便利になっ

たと実感できるのかどうか、質や体験価値を重視して取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） ですから、課長、ＫＰＩを設定していないでどうやって評価をするんで

すか、ここまで達成できたなと。そこが見えないので、市民は分からないので、公表してい

ただけないと、だから、それが、市が何をやっているか分からないというふうにつながって

しまうんですよ。ですから、少なくても、例えばオンラインによる申請書の普及率といいま

すか、市で考えているそのオンラインの申請書の普及率50％だったら、50％を目指している

んであるならば、やっぱりきちっと数値を設定しと、これが大事だということで、今お話し

しているんです。 

  深掘りして調べていったら、最近の自治体ＤＸを推進している自治体の大きいＫＰＩです

とかＫＧＩの流れについては、これ大きく変わっていますよ。どういうふうに変わっている

かと、また変な分かりにくい横文字が出てきますけれども、ＯＫＲ、副市長、聞いたことあ

りますか。これはＤＸ、変革の管理手法の一つということです。例えば戸田市ですとか、横

須賀市とか、他の自治体ＤＸの推進地域、戸田市もいよいよ令和８年度４月から推進計画推

進しますよ。本当に申し訳ないですけれども、ＯＫＲなんて訳分からないこと言うなと叱ら
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れるかもしれませんけれども、オブジェクティブズ・アンド・キー・リザルト、つまり目標

をしっかり決めて、その達成具合がどうだったのかという結果を見る結果指標。このＯＫＲ

の設定がとても大事だと。課長自ら日進月歩、評価の仕方もＫＰＩからＯＫＲにどんどん移

行しているんだといったことも押さえてほしいということで、今お伝えしたんです。ＯＫＲ

について、課長、どうですか、どのように認識されておりますか、お尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） すみません、今、ＯＫＲについてということでちょっと今

認識というか、ちょっと考えがまとまっておりません。 

  それで、ＫＰＩのお話でしたので、他市やら、伊場議員のお考えでＫＰＩというのはすご

く大事だというようなお話だったんですが、うちのほうであえてそれを設定していないとい

う理由については、まずこのＤＸ推進計画自体が総合戦略と行革アクションプラン、これを

下支えするような取組であるというような話をさせてもらいました。その前段の総合戦略等

にはＫＰＩはございます。これは最終的な目的ですので…… 

（「いやいや、ＫＰＩは中期目標。ＫＧＩじゃないよ」の声あり） 

○行政改革推進課長（椎名 実） じゃなくて、ＫＰＩの設定というのは、総合戦略の中には

ありますが、ですから、このＤＸというのは、そこまでにたどり着く手法、手段としてこう

いった立てつけにしているということで、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） ＤＸ導入の目的、大きい目的、二つありますね、課長。一つ、市民はい

かように利便性を享受できるんですか、具体的に何が楽になるんですか。窓口申請とかある

じゃないですか、そちらの話をお願いしますよ、課長、どうぞ。お願いします。お尋ねしま

す。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 何がどのように便利になるのかということで、一例を申し

上げますと、行かない窓口、市役所に来庁いただかなくても申請ができるだけではなく、開

庁時間も気にせず申請ができるため、仕事を休むことなく手続が可能になることが事例とし

て挙げられます。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 行かない窓口は分かりました。課長、書かない窓口についてはいかがで

しょうか、お尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 書かない窓口です。市民の皆様に窓口で申請書を記載して

いただいておりますが、マイナンバーカードを読み取り、氏名や住所などを申請書に自動で

転記したり、市民の皆様から聞き取りながら職員がパソコンに入力、申請書を完成させる等

の取組で、既にマイナンバーカードの更新等の申請において導入をしております。標準化シ

ステムへの移行も見据え、システム改修等の手戻りがないよう調整しながら、その他の申請

についても導入を検討してまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） これから進めていく、もう計画ができていてこれから進めていくと。そ

ういう上での話です。それが、ゴールがちょっと示されていない。そして行かない窓口、書

かない窓口、市民が享受できる利便性というのが、これからいろいろ分野横断的に出てくる

んでしょう。そういう中で、どうなんですか、例えば年度年度に市役所の皆さんおっしゃい

ますよね。ＰＤＣＡ、どんなふうに回すような計画、ＰＤＣＡの位置づけ、計画の中に位置

づけられるか。これ年度年度でやりますか、それとも何でしょう。お尋ねします。ＰＤＣＡ

はどのようにやるのかということについてお尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 計画の終了等は先ほど見込んでいないと言いましたけれど

も、１年１年ＰＤＣＡというのは確認していきます。例えばこれで今計画ができてスタート

しますと、９月頃の予算前とかには、ある程度の検証等も必要ですし、年に１回２月ぐらい

にＤＸの本部会議というものを予定して、その辺である程度、その１年の状況等をそこで確

認していくと、そういうような予定をしております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） ありがとうございます。きっちりと、やはりＰＤＣＡ、いよいよ４月か
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らアクションですよね、Ａですよね。それに対して市としてどのように取りあえず１年目、

１年度、成果があったのか、課題があったのか、そういったものをまとめて反省は反省で踏

まえて、翌年度、令和９年度に生かしていく、これがとても大事だと思います。なぜかとい

ったら、それだけお金もかけているわけですし、スマート自治体の実現、ウェルビーイング

の実現、ＳＤＧｓ、今、時代の流れで要求されているものを全てそこに凝縮させた形での実

践ですから、アクション、スタートですから。ぜひそのＰＤＣＡのＣのところ、そしてＡの

ところ、しっかりお願いしたいなというふうに思います。 

  最後にします、課長。いつこの計画、旭市のＤＸ推進計画、もうこんな分厚い冊子になっ

ているんですか。これは私どもに説明会ですとか、講習ですとか、こんなふうに市はやろう

としているんだよというアナウンスは、市民に対してもね、いつされる予定ですか。それを

最後にお尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） 各種計画を下支えする計画として作成をしております。こ

れは、一般市民につきましては、年度内にはホームページや公式ＬＩＮＥ等で公表できるよ

うに進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 私以外はほかの議員の皆様、忙しいかと思いますので強制はできません

けれども、年度内にホームページにということであれば、大変申し訳ないのですけれども、

政策決定室でも、あるいは全員協議会をやる委員会室でも結構ですので、こんなふうなこと

を進めようとしているんだよ、１年目はこれ、２年目はこれ、３年目はこれ的な、そんなふ

うな推進計画の説明会、議員にもしていただけませんかね。そうしますと、市がこれからや

ろうとしていること、やりたいことというのをほかの人に聞かれても説明できるじゃないで

すかという意味から、これは質問というよりもお願いですけれども、その点、課長、どのよ

うにお考えですか。市長に聞かなければまずいですか。課長でよろしいですか。議員に対し

て推進計画についての説明会をやっていただきたいと、いかがですか。課長。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） すみません、基本構想とか、そういったようなお話とはま
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た違って、私たちの姿勢を示す計画ですので、ご意見をいただいて反映するというのは当然

あるんですが、現時点でちょっと場を設けてのご説明という形では、ちょっと考えておりま

せんでした。すみません。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、理由をお尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  行政改革推進課長。 

○行政改革推進課長（椎名 実） すみません、同じような回答になってしまいますが、本来

の総合戦略、そういったものについては議員の皆様からたくさんご意見を伺って、それで進

めて説明もしてつくっていく、その下支えをする計画ということで、私たちのどういうスタ

ンスでというような話がメインの計画ですので、このような進め方で進めてまいりました。

ご理解をいただきたいと思います。失礼します。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、消極的な理解にさせていただきます。申し訳ありません。 

  まちづくり出前講座、こちらのほうに移りますけれども、議長、よろしゅうございますか。 

○議長（宮内 保） はい。 

○６番（伊場哲也） 皆様方ご存じのとおり、旭市には出前講座、これ二つあるのご存じです

よね。えっ、おっしゃらないでください。一つはまちづくり出前講座、もう一つは健康づく

り出前講座、中央病院がやっていらっしゃる出前講座ね。言葉のとおり出前講座、出前一丁、

出前、要は市から自ら勉強している団体に赴いて、市政についてご理解をいただく、そうい

った講座だというふうに認識しているんですけれども、これ非常にすばらしい、すばらしい

講座なんです。ですので、この出前講座というものを特に老若男女問わず、旭市の市政につ

いて、こういうことをやっているんだよということをもっともっとＰＲして利用していただ

けるように、担当課の市民生活課長にお願いできないものかなと。 

  １市３町合併して20周年記念、この出前講座はたしか19年目になるんでしょうか、スター

トしてね。これ非常にすばらしい講座なので、もっとＰＲして、皆様方、活用くださいよと。

これを私は進めていきたいんです。いや、コロナだからできなかったよではなくてね。コロ

ナで勉強したことあるじゃないですか。先ほども、若手にもっともっと積極的に情報発信し

てほしいと、他議員から出ていますよ。ＳＮＳを活用してと。あるいは市長、ポップな動画、

私も見させていただきました。あまりやると、ちょっと軽いな、この市長なというふうに思
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われるかもしれませんけれども、いずれにしましても、いかように旭市をＰＲするかという

ことで、やれることまだまだあると思うんです。出前講座、市民生活課長、先ほど回数と実

施人数ありました。登録講座数は、その他特別も入れてリクエストも入れて61講座でしたか。

令和７年度ね。実施率については、このくらい実施できたなというパーセンテージが挙げら

れますか。いかがですか、齋藤課長。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 令和６年度の実施率ということですと…… 

（「６年度で結構ですよ」の声あり） 

○市民生活課長（齋藤邦博） 六十……、すみません、ちょっと…… 

○議長（宮内 保） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４５分 

 

再開 午後 ３時４５分 

 

○議長（宮内 保） 再開します。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） ６年度の実施率は……すみません、勘違いしておりました。実

施率は、62講座中21講座で約34％です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 最も利用された講座の上位３講座、この辺をご提示できますか、お願い

します。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 開催回数が多い講座としましては、健康・保健・福祉メニュー

から、「高齢者の介護予防及び認知症予防」が６回、「あさピー☆きらり体操で健康づく

り」が５回、そのほか、都市・建設メニューから「空き家のはなし」を３回、教育・学校メ

ニューから「旭市の文化財」３回、同率で両方とも３回です。これを開催しております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 
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○６番（伊場哲也） 最後の３回ちょっと聞こえなかったです。齋藤課長、もうちょっとマイ

ク近づけてください。お願いします。 

  逆に、一度も実施されていない講座というのは、ですから単純計算すると40くらいあるん

でしょうか、お尋ねします。一度も実施されていない講座。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 最近３年間でお答えさせていただきます。５年度、６年度、７

年度、７年度、ここまでの実績です。直近３年間で一度も実施されていない講座は24講座あ

ります。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） さっきから言っています。これすごい講座なんですよ、皆さん、もう一

度、再認識し直していただきたいということで質問に入れておるわけですけれども、27部局

22課４局61講座、全ての課と言っていいほど出前講座を開設しているんですよね。他の自治

体と比較しても、もう全く引けを取らない旭市の出前講座なんです。 

  ですので、繰り返しになりますけれども、やり方をもっと市民の皆さんに、若手も含めて、

仕事が忙しくてそんな勉強なんかしている時間ないよというのが実態かもしれませんけれど

も、いわゆるやりよう、やり方をひと工夫できませんかと。出前講座だってＤＸと融合でき

るじゃないですか。先ほど消防長も言っていましたよ。情報管理について今度は消防署のほ

うでもＤＸの活用と言っていましたよ。これ活用しない手はないんですよ。 

  ということで、元締めは市民生活課でいいんでしょう。高齢者福祉課、先ほど介護だの、

教育だのも含めて、健康とか、高齢者福祉課が５講座開設しているんですかね。商工観光課

は９講座、出前講座開設しているんですか。たしか自分のチェックですけれども、間違って

いたら指摘ください。 

  過去ずっと広報あさひを振り返ってみますと、2008年、平成20年４月１日からこれスター

トしているんですよね。まちづくり出前講座も課長、毎年これ広報でこういう講座がありま

すよって市民にアナウンスするのはいつでしたっけ、すみません、お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 毎年５月の広報であったと記憶しております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 
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○６番（伊場哲也） ごめんなさい、課長、辱めを与えるわけではないですよ。これは何年度

だ、広報あさひ６月１日、これは出前講座については、これ2007年は４月１日、2025年は７

月１日、ちがうちがうこれは後期高齢者か。だから、振り返るとですよ、スタートした時点

と、あれから20年弱たつ、その講座の内容、中身が、要は言いたいことは都市建設とか、そ

ういった講座がちょっと縮小されて、健康とか保健とか福祉、いわゆる高齢者向けの番組に

ややなっていやしないかなというようなことを見て思ったもので、元締役として、この関係

課の皆様それぞれが、これお金がほとんどかからないんですよね。しかも１時間半という中

身の濃い勉強ができるんですよね。だからこそもうちょっと充実させたらということですよ、

私の話はね。決して否定しているものではないですからね。 

  ですので、それをもっとよくよくするための方法を、元締めである市民生活課長に一肌脱

いでいただきたい、頑張っていただきたいということなんですね。だってもったいないじゃ

ないですか。年度年度の今年の出前講座の反省はこうだったね、関係課長、ご集合願います。

つきましては、本日は今年度実施した出前講座について反省会やります。いかがでしたか的

な反省なんていうのは、課長、どのようにやられているんでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 今のところ全体を集めて会議というのは行っておりません。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、それ何でやらないんですか。というのは、出前講座今年やってど

うだったのよ、商工観光課長、農水産課長よと。よかったよ、よかったよと、実施者、感想

どうですかと、市のことが分かってよかったですと、それで終わりでは前に進んでいきませ

ん。ですので、言いたいことはこれですよね。ＰＤＣＡを回すというのはそういうことでし

ょう。それ何でやらないんですか、課長、お願いします。駄目でしょう、それでは。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 講座に関するＰＤＣＡという位置づけでは、各講座を受講され

た団体の方から受講結果報告書というのをご提出いただいております。そこにご意見が書か

れておりますので、その講座を実施した担当課がその講座の中で指摘されている事項を知り

まして、次回同じ講座があったときには、その点を改良していこう、そういうことだと思っ

ております。 
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○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、改善の視点から質問させていただきますね。アンケートを取られ

ていますか、お尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 今、実施結果報告書をお出しいただいているんですけれども、

アンケートというものは取っておりませんで、その結果報告書の中に１項目だけ、「今回の

講座について」というところで、「よく理解できた」「多少理解できた」「理解できなかっ

た」という、この３選択肢、この項目だけは丸をつけていただくアンケート形式になってお

ります。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、そうであるならば、どういった団体がこの講座を利用してくれた

んだろうかと、言葉に語弊があったらごめんなさいよ。若手なのか、あるいは高齢者なのか

とか、女性中心だったなとか、その辺はどうやって把握するんですか。実施報告書にはそれ

を記載すべきところないですよ。だからこそアンケートを取ったほうがいいんじゃないかと、

なぜ、よりよい出前講座にしていくための提言を含めた質問なんです。どうやって年代別、

年層別とか、男女別とか、あるいは事業者別とか、それは分かるんでしょうか。課長、アン

ケートを取らなくていいですか、お尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） おっしゃるとおり、講座の質を高めるためにアンケートでご意

見をいただくことというのは非常に重要なことだと考えます。 

  それで、実施結果報告書の中に質問項目を加えて、アンケートの機能を持たせることは可

能だと考えております。その点で年齢層についてもご回答いただけると思っておりますので、

受講者が答えやすいような、負担にならないような設問を考えて掲載したいと、改良に努め

ます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、ここで初めて言いますね。ありがとうございます。改良に努めて

いただける、それが大事ですし、その言葉を私は待っていたんですね。具体的な改良は、課

長は私が言ったことを酌んでいただき、少しでもすばらしい出前講座にしていただけるよう
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な、そういうフォームになるというふうに信じておりますので、よろしくお願いします。 

  さらに、課長、講座を例えばオンラインで受講できるような、そういう試みもなくはない

ですよね。例えば消防長にお願いして、胸部圧迫どうのこうのというのは、これはオンライ

ンでは駄目だと思います。やっぱり実際に演習をしないとね。しかしながら、市政の例えば

税の仕組みですとか、学校再編についてと、今ユーチューブありますよね、公式ユーチュー

ブ。出前講座の１講座でも２講座でもユーチューブでもって発信できるような、そういう試

みをされたらいかがですか。余分な仕事を与えるつもりは毛頭ないですけれども、よりよく

効果的に活用していただける、そういう視点からの質問です。課長、オンライン講座、ある

いはユーチューブでもってアーカイブにしていって、その辺どうですか、課長、お願いしま

す。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  市民生活課長。 

○市民生活課長（齋藤邦博） 講座の内容によりましては、動画ファイルに変えまして、動画

ファイルとしての視聴に向く講座というのはあるとは思います。出前講座の事務とは別に行

っているものですけれども、例えば、「あさピー☆きらり体操」などは動画ファイル化して

配信したことが過去にあります。できる講座がありましたら、その担当課に勧めてみたいと

思います。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） できる講座から、課長、申し訳ないですけれども、つくる講座ね。より

よい講座、あれ、ところで今年度の出前講座のキャッチコピー、ありましたね、課長。これ

何でしたか、お尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時 ０分 

 

再開 午後 ４時 ０分 

 

○議長（宮内 保） 再開します。 

  市民生活課長。 
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○市民生活課長（齋藤邦博） もっと知りたい、もっと学びたいをサポートでございましょう

か。そのようなコピーだと思っております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 出前講座の趣旨を見直す意味で、20周年を記念してよりよいものをつく

り上げていく。旭市の貴重な財産である出前講座、原点に返るという意味から、旭市が進め

ている出前講座のキャッチフレーズ、これを確認させていただいたんですね。 

  すごいと思いませんか。「もっと知りたい！もっと学びたい！を解決サポート」ですから、

ですから、市の皆様方の取組いかんによっては、なかなか市民も学習意欲湧いてこないかな、

仕事も忙しいし、家族サービスもあるしと、しかしながら、その仕掛け方によっては、利用

してみようよと、そこに切り込んでほしいのです。ひとつよりよい、さらにすばらしい出前

講座となりますように、関係課長も大変だとは思いますけれども、私の一般質問で本当に設

定したその趣旨、意を酌んでいただき、おい来年からの俺らのほうの出前講座、ちょっとこ

んなふうにやってみるかと、課長がポップ体操をやって、動画でって、市長に負けていられ

ないぞ、それだっていいじゃないですか。駄目ですか。だってよりよい出前講座にしましょ

うということですから、提言をさせていただき、ちょっと強い言い方で課長には申し訳なか

ったかなと。行政改革の椎名課長、また市民生活課の齋藤課長、多分家へ帰って、あなた強

過ぎるよと、妻にお叱りを受けるかもしれませんけれども、何言っているんだと。私はそう

やって市長と同じように否定をしたいというふうに思いますけれどもね。 

  さあ、大変お待たせしました。保険年金課長の３番目の質問に入らせていただきます。 

  課長、後期高齢者医療制度、本当に無知で申し訳なかったですけれども、いよいよ私も目

の前に来ましたもので、ここ一遍、全然知らない課長もいるというふうに聞きましたもので、

これは駄目だろうと設定したまでですね。 

  時間がまだ５分ぐらいありますので、可能な範囲内で、課長、迷惑と思わないでください

ね。ちょっと明らかにしていきたいと思います。何せ後期高齢者医療制度って、そのものを

75歳になってからって、みんな金払うんだよということをね、ええって、健康保険がそのシ

ステムに変わるの、それすら分からないわけですから。ですので、一等最初の質問というこ

とで、制度についてお尋ねしました。 

  後期高齢者医療制度の被保険者数、ざっくり４年度、５年度、６年度あたりの推移、分か

ればお答えいただけますか、お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 
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  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 各年度の平均被保険者数でお答えいたします。 

  令和４年度が9,948人、令和５年度が１万334人、令和６年度が１万735人です。 

  以上です。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 今後３年間、先を見通しての推移というのは把握されていますか、課長、

お尋ねします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 現在、74歳、73歳、72歳の人口を基に独自で出している数字と

なりますが、令和８年度では増える人数が966人、令和９年度では941人、令和10年度では

923人と見込んでおります。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 増えるばっかりじゃないですか。大変です、市の負担もかかるというこ

とを確認したいんですね。ではどうですか、課長、１人当たりの保険料負担、この辺の直近

３年間の推移、お答えいただけますか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 毎年７月に保険料の決定をしておりますが、その時点での被保

険者数で割った数字でお答えいたします。 

  令和５年度が５万3,600円、令和６年度が５万9,600円、令和７年度が６万5,100円となり

ます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、今お答えくださった形で直近３年間、保険料が推移しているとい

う理解でいいんですよね。医療費はどうですか、課長、１人当たりの医療費の推移なんてい

うのは、令和４、５、６、直近３年間、お答えいただけますか、お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） では、令和４年度から順に申し上げます。 

  令和４年度は１人当たり72万8,958円、令和５年度が72万5,421円、令和６年度が76万
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9,248円となっております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 本市、旭市の医療費水準というのは、県と比較してどうなんですか、課

長、お願いします。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 令和６年度の比較で申し上げますと、千葉県の平均は85万

7,385円ですので、旭市と比べますと８万8,137円ほど高くなっております。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 予算の審査でもあれなんですけれども、一般会計繰入金、令和７年度に

おきましては２億2,750万5,000円、令和８年度は２億3,536万5,000円と、一般会計が繰り入

れられておりますね。推移は確実に増加している。これ課長、簡単な理由だと思うんですが、

増加する推移、この増加理由を端的にお示しいただけますか。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） 一般会計繰入金につきましては２種類ございます。まず事務費

繰入金、こちらは後期の会計で事務を行うための事務費ということで、一般会計から頂いて

おります。 

  もう一つが、保険基盤安定繰入金がございます。こちらが少し高額になりますけれども、

こちらは所得の低い方や社会保険の被扶養者であった人に対して保険料を軽減しております

が、その軽減分を一般会計から特別会計へ繰り入れることになっておりまして、その金額が、

その低所得者の方が増えているということです。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 課長、時間がありません、ざっくり改定内容は何なんだ、要因は結構で

すから、改定内容三つたしかあったと思います。それをお答えください。お願いします。何

が変わるの、令和８年度、９年度は。 

○議長（宮内 保） 答弁を求めます。 

  保険年金課長。 

○保険年金課長（大網久子） まず保険料率が変わります。こちらについては原則２年ごとに

千葉県後期高齢者医療広域連合において見直し、改定が図られ、令和８年度は改定の年とな
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ります。保険料は均等割額と所得割率で決定されております。 

  今回の保険料率の改定内容は、医療分均等割額が５万1,000円、所得割率が9.40％、賦課

限度額が85万円となり、７年度と比較しますと均等割が7,200円の増、所得割率が0.29ポイ

ントの増、賦課限度額が５万円引き上げられました。 

  また、８年度から新たに保険料とあわせて徴収されます子ども・子育て支援金分は均等割

額が1,310円、所得割率が0.25％、賦課限度額が２万1,000円と決定されました。 

  もう一つ、国の制度改正により均等割額の軽減対象も今より拡充されます。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の一般質問を終わります。 

  伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 時間を過ぎております。課長の答弁が１分近く延びましたので、私の最

後の、これは質問ではありません。最後言って終わりにしていただけませんか。局長が駄目

だ、駄目だと言っていますけれども、最後、質問ではありません、これお伝えして終わりに

したいんです。これ議長、駄目ですか。仕切るのは議長ですよ、議長、お願いします。 

○議長（宮内 保） 端的にお願いします。 

○６番（伊場哲也） ありがとうございます、議長。 

  この制度は、国や運営は広域連合、しかしながら、窓口で対応するのは旭市です。困って

いる高齢者に対しては、本当に親身になって相談をしてあげたい、してあげてくださる旭市

役所だということを期待して、伊場の一般質問を終わります。議長、ありがとうございまし

た。 

○議長（宮内 保） 伊場哲也議員の一般質問を終わります。 

  伊場哲也議員は自席へお戻りください。 

  以上で一般質問は全部終了いたしました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） なお、次回は19日、定刻より会議を開きます。 

  これにて本日の会議を散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時１３分 
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開議 午前１０時 ０分 

 

○議長（宮内 保） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、議会は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

○議長（宮内 保） 予算審査特別委員会及び各常任委員会に付託いたしました議案等の審査

結果は、配付のとおりであります。 

  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） 配付漏れないものと認めます。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第１ 予算審査特別委員長報告 

○議長（宮内 保）  日程第１、これより予算審査特別委員会に付託いたしました議案第１

号から第８号までの審査経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

  予算審査特別委員長、永井孝佳議員、ご登壇願います。 

（予算審査特別委員長 永井孝佳 登壇） 

○予算審査特別委員長（永井孝佳） おはようございます。 

  予算審査特別委員会委員長の報告を申し上げます。 

  去る２月27日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案第１号、令和８年度

旭市一般会計予算の議決について、議案第２号、令和８年度旭市病院事業債管理特別会計予

算の議決について、議案第３号、令和８年度旭市国民健康保険事業特別会計予算の議決につ

いて、議案第４号、令和８年度旭市後期高齢者医療特別会計予算の議決について、議案第５

号、令和８年度旭市介護保険事業特別会計予算の議決について、議案第６号、令和８年度旭

市水道事業会計予算の議決について、議案第７号、令和８年度旭市公共下水道事業会計予算
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の議決について、議案第８号、令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算の議決についての

８議案について、審査経過及び結果を申し上げます。 

  去る３月６日、９日及び10日のそれぞれ午前10時より、議会委員会室におきまして本委員

会を開催いたしました。 

  それでは、審査内容について主な質疑とその答弁の内容を申し上げます。 

  議案第１号について申し上げます。 

  １点目として、地域おこし協力隊業務委託料、550万円の内訳と活動費用は足りているの

かとの質疑では、報酬が350万円で活動費が200万円である。地域おこし協力隊の活動費が足

りないとの話は聞いていないとの答弁がありました。 

  ２点目として、社会福祉総務費について、令和７年度までは合同金婚式の委託料があった

と思うが事業廃止となったのか、または別の形での実施となったのかとの質疑では、庁内で

検討した結果、廃止とした。理由としては、近年参加者が減少していることと、単身者や参

加したくてもできなかった方に配慮したものであるとの答弁がありました。 

  ３点目として、児童家庭相談事業の子育て短期支援事業委託料について、新規事業と思わ

れるがその内容はとの質疑では、保護者の疾病、出産、育児疲れ、養育不安などによって家

庭での養育が一時的に困難な場合に、子どもを短期的に施設が受け入れ、安全に養育保護す

ることを目的とした事業である。保護者も休息や生活の立て直しの時間を確保することで、

虐待の未然防止や家庭機能の回復につながる目的もある。対象年齢は、５歳以上18歳未満の

子どもであるとの答弁がありました。 

  ４点目として、民間教育・保育施設改築等事業の内容はとの質疑では、干潟町中央保育園

の園舎の改修として、屋根・外壁改修、エアコンの更新等を行う。全体工事費は約4,000万

円で２分の１を国が、４分の１を市と事業者がそれぞれ負担するとの答弁がありました。 

  ５点目として、生活排水処理施設管理費について、飯岡の排水処理施設は今後どのように

事業をやっていくのかとの質疑では、水質検査によると改善傾向にあり、合併浄化槽の普及

も進んでいることから、将来的には役割を終える方向で検討しているとの答弁がありました。 

  ６点目として、観光施設管理費の指定管理料について、刑部岬展望館のエレベーターが壊

れているがどうするのかとの質疑では、エレベーターは設置から25年が経過し、改修のため

の交換部品が製造中止となっている。製造中止となっている部品を含め、完成には約２年か

かる。さらに、工事設計価格は約5,000万円となることから、現時点では改修は行わないと

の答弁がありました。 
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  ７点目として、観光イベント事業の七夕市民まつり補助金について、令和７年度と比較し

て300万円の減額となっている。実行委員会から予算の増額を求める要望書が提出されたそ

うだが、要望書はどのように処理されたのかとの質疑では、令和７年度は、市制20周年との

こともあり増額されていた。物価高騰などの中、運営は大変であるが持続可能な事業として

見直しも含め工夫しながら進めていただきたい。要望書については、担当課で受領し財政課

との協議を経て、市長了解の下、予算計上したとの答弁がありました。 

  ８点目として、冠水対策排水整備事業の事業内容はとの質疑では、道路冠水が多発する地

域において、集中豪雨や台風等による浸水の解消や緩和を図る事業でイ地区及び後草地区を

予定している。調査・設計委託料として、イ地区は、工事完了区間に隣接する家屋に対して、

工事による家屋損傷がないかを14棟予定。後草地区は、工事予定区間に隣接する家屋に対し

て、工事前の家屋損傷の状況を11棟確認するもの。工事請負費については、イ地区では297

メートルの舗装の本復旧工事を予定し、後草地区では110メートルの排水整備工事を予定し

ているとの答弁がありました。 

  ９点目として、非常備消防事務費のアプリ使用料の内容はとの質疑では、消防団の活動支

援を目的としたもので、火災の位置情報や水利情報、また消防団員が現場活動を行った際の

活動報告等の管理をアプリによって行うものであるとの答弁がありました。 

  10点目として、育英資金給付事業の育英資金給付金について、希望している人数と採用人

数が令和７年度と比較して増減はどうなっているかとの質疑では、令和７年度の実績は、高

校生の申込者は48名で、うち採用者は41名、大学生等の申込者は53名で、うち採用者は40名

であった。 

  年々、育英生は増加し、給付額も急激に増加している中で、令和８年度は国や県が実施す

る就学支援制度が大幅に拡充されたことから、本制度の見直しを行った。高校生については、

令和８年度から保護者の収入要件が撤廃されて授業料の負担がなくなることから、本事業の

募集を中止し、大学生等については、保護者の収入状況に応じて手厚い支援が展開されてい

ることから、本事業では、国の支援の対象とならない大学等の学生を支援対象とし、誰もが

いずれかの公的支援を受けられるようにした。 

  その結果、令和８年度は高校生は新規採用者はなし、継続者43名、大学生等は新規採用者

７名、継続者74名への給付を見込んでいるとの答弁がありました。 

  次に、議案第２号について申し上げます。 

  １点目として、病院債について令和８年度末現在高見込額が約200億円である中で、旭中
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央病院の健康状態はどうなるのかとの質疑では、ここ数年、赤字が続いているが、経営改善

に向けて中期計画の変更や医療機器などの整備に際し、有利な起債を借入れするなどの見直

しを行っている。物価高騰に伴う国の補助金交付や病院収入の一番大きな部分を占める診療

報酬の改定も行われることから、中期計画の最終年度あたりで黒字化も見込めるのではない

かと考えている。また赤字決算でも、現在は病院の内部留保資金もあることから、経営は安

定していると考えているとの答弁がありました。 

  次に、議案第３号について申し上げます。 

  給料及び職員手当等の状況について、医師の給与の内訳はとの質疑では、給与には、給料

と通勤手当、扶養手当、管理職手当、特殊勤務手当、地域手当が入る金額となる。 

  次に、議案第５号について申し上げます。 

  配食サービス事業について、令和８年度１食分の金額や自己負担額に変更はあるのかとの

質疑では、物価高騰等の影響から、配食に係る１食分の単価を調理費550円と、安否確認を

含めた配送代400円による合計950円としている。来年度から150円の増額とし、自己負担額

も100円の増額を予定しているとの答弁がありました。 

  以上、主な質疑及び答弁内容について申し上げましたが、審査の結果、別紙報告書のとお

り、議案第１号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決し、議案第２号から議案第８

号までの７議案は全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上のとおり、報告いたします。 

  令和８年３月19日、予算審査特別委員会委員長、永井孝佳。 

○議長（宮内 保） 予算審査特別委員長の報告は終わりました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第２ 質疑、討論、採決 

○議長（宮内 保） 日程第２、これより議案第１号から議案第８号までについて、質疑、討

論、採決を行います。 

  初めに、委員長の報告に対し、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（宮内 保） 質疑なしと認めます。 

  これより一括して討論に入ります。 
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  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 

  松木源太郎議員のご登壇を願います。 

（１９番 松木源太郎 登壇） 

○１９番（松木源太郎） 議席番号19番、日本共産党、松木源太郎です。2026年、令和８年第

１回定例会に当たり、議案第１号、2026年、令和８年度旭市一般会計予算の採択に反対の討

論をいたします。 

  市長は、新年度の市政運営を「まち・ひと・しごと創生法に基づき、急激な人口減少に歯

止めをかけ、地域の活性化を図り、持続可能な社会の実現を目指すものであります。」と言

っておりました。さらに「第３期総合戦略」の２年目に入り、ＳＤＧｓの推進やデジタル技

術を効果的に活用しながら、将来都市像である「みんなで創る未来 ず～っと大好きなまち

旭～健康で心豊かな暮らし“ウェルビーイング”の向上～」が実現し、市民一人ひとりが健

やかで幸せで満足した暮らしを送ることができるよう、全力で取り組んでまいりますと重点

プロジェクトを並び上げました。 

  しかし、将来の特殊出生率を令和４年の1.18から令和５年に1.38に上昇して、令和12年の

1.80、国民希望出生率でありますが、令和42年まで維持するとの望みは、令和６年に1.21と

なり、夢の仮定の値となりました。 

  令和８年度の旭市一般会計予算ですが、各種の新しい事業も始まりますが、市民に身近な

事業がどのように取り扱われているかじっくりと検討してみますと、十分に検討されて事業

が行われているのか、疑問の事業八つを選び、その中身について吟味いたしました。 

  初めに、１、放課後児童クラブ運営の業務委託事業についてでありますが、令和７年、債

務負担行為の議決は３億2,257万2,000円でした。初年度の委託料、主に保育園を中心として

いる株式会社アンフィニというところが運営委託を任されて３年間運営しますが、特に職員

の手当の問題や指定管理の議案も出さないでどのように運営していくのでしょうか。大変疑

問を持ちました。 

  ２番目が、旧飯岡町の生活排水処理施設管理費964万円であります。現在でも年間1,000万

円近く費用がかかっていますが、水質は良いというのですが、一時的に濁った水が流れる場

合があること、上流部はどのようになっているかを調査しているのか、水質の汚染具合を示

すＢＯＤが17だそうでありますから、このまま海に流しても海水浴をしないなら問題はない

と思いますが、このままいつまでこの処理場を働き続けさせるのでしょうか。 

  ３つ目、廃棄物収集運搬処理委託料、１億8,302万9,000円であります。２者に委託して収
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集しているが、収集の方法に大変疑問があります。 

  ごみのステーションを回るとき、マグネットでつける収集車と分かるプレートをつけるそ

うですが、有料でごみを集めている車と間違われないのでしょうか。大変疑問な点を私は見

ております。 

  ４番目、有害鳥獣駆除事業、758万8,000円でありますが、今まで猟友会にお願いをしてい

ましたが、今年から鳥獣被害対策実施隊員を新設して、わなの見張りなどをしていただくそ

うですが、費用が２倍になります。この方法は、今日持ってきましたが、山武市の２月の広

報に載っておりますが、これと同じ方式をしようとするものです。 

  わなの見張りなどをしていただくそうですが、費用が２倍になったこの方法をこれからも

続けていくのでしょうか。今までの実は事業につきましては、この半額程度でしたが、ほと

んど同じような写真が載っていたりして、私はある方に頼まれて情報公開でこんなに資料を

取りまして見ました。そういうことを考えると、この事業は何だったのかということを指摘

したいと思います。 

  その一方、同じようなものでも大変実質的なものがあります。これは商工振興費の旭市の

工業団地周辺の有害鳥獣の駆除で、年間52万9,000円ですが、この鳥獣駆除委託料は大変す

っきりしていて中身がよく分かります。つまり、このように市の行政できちっと調べなけれ

ばいけないことがあるのに、十分やられていないんですよ。 

  ６番目、商工振興費の観光費、長熊釣堀センターであります。ここは、実は平成24年に指

定管理にしようとして、議員の中で大激論がありまして、反対と賛成の討論がされておりま

す。そして一時、指定管理になりましたが、その後また元の直営に戻っておりました。 

  1,590万円、今回はまた指定管理料が計上されております。干潟地域の有名な釣堀です。

令和６年度に市外から年間１万907人もの方々が釣りに来ます。１回当たり1,000円でしたが、

市外の方は1,300円になりました。ですから、１年間にこれだけで1,300万円の収入がある。

恐らく人件費などととんとんぐらいになるでしょう。 

  答弁では、ヘラブナが少ないので2.5トン程度を３トンに増やすというお答えがありまし

たけれども、もっと有用に活用し、干潟地域の発展の柱になるということを思います。 

  ７番目、冠水対策排水整備費、１億4,993万円であります。これは実は、旧海上中学校跡

地、民間で何が活用できるかということで、今、調査が始まっております。しかし、ここ旧

海上中学校跡地に建物ができてしまうと、また飯岡からの県道が雨の際、雨水がたまってし

まうおそれがあります。こういうことを考えないで、この調査を始めるのでしょうか。 
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  ８、図書館費、図書購入費が715万5,000円です。県立図書館から建物を引き受けるまでに、

一定の図書を増やさなければならないと思いますけれども、そういう準備はされているよう

には見えません。 

  私は、今回の一般会計で、８点ほど公に疑問を呈しましたけれども、個々の事業について

も大変疑問があります。そういうことを含めまして、いい事業はいっぱいやっていることは

認めますけれども、今回の議案第１号、令和８年度旭市一般会計予算の採択に反対の立場で

もって、討論させていただきました。ありがとうございます。 

○議長（宮内 保） 続いて、﨑山華英議員、ご登壇願います。 

（８番 﨑山華英 登壇） 

○８番（﨑山華英） 議席番号８番、﨑山華英です。議案第１号、令和８年度旭市一般会計予

算に対し、私からは賛成の立場から討論を行います。 

  本予算案は、総額328億2,000万円で、前年度比13億8,000万円、率にして4.0％の減少とな

りました。物価高騰の継続や社会保障関係費の増加など、本市を取り巻く財政環境は決して

楽観できるものではありません。 

  その中で、本予算案は限られた財源をいかに効率的に市民生活へ還元するかを追求した、

極めて現実的かつ堅実な編成であると評価いたします。 

  賛成とする第１の理由は、忖度のない見直しと真に必要な施策への重点化です。具体例を

挙げると、本予算案では、長寿祝金支給事業の支給対象年齢や支給額を見直したことで、前

年度の約894万円から624万円へと減額を図るとした一方で、高齢者等の移動を支える外出支

援サービス事業の需要増加やデマンド交通事業では、物価高騰に起因する委託料の増を見据

えた必要な予算措置がなされています。 

  慣例的な支出を抑え、市民が日々直面する課題解決に資する実益重視の予算配分へとかじ

を切った点は、持続可能な行政運営の観点から非常に合理的であると考えます。 

  第２に、将来世代の環境整備に対する着実な投資です。ひかた椿小学校の開校準備や海上

地域小学校の整備が着実に進められるほか、近隣自治体に先駆けて導入される５歳児健診や

放課後児童クラブの民間委託による充実など、質を重視した子育て支援が随所に盛り込まれ

ている点が挙げられます。 

  学校給食費については、国・県の補助金を最大限活用できることで、市の負担が大幅に軽

減され、これまで定評のあった旭市の給食の質が今後も堅持され、さらなる食育の向上に期

待が持てます。 
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  第３に、住民生活に直結する自治体ＤＸの推進です。全公立保育所へ向けたＩＣＴの導入、

災害時の罹災証明発行を迅速化する被災者支援システム、消防団の運営を支援する情報共有

アプリなど、本市ＤＸ推進計画の策定が控える中、デジタルの力を事務の効率化だけではな

く直接的に市民の安心・安全を高める手段として、全庁横断的に取り組まれることが予算書

からも読み取れます。これらは、限られた人的資源の中で行政サービスを維持するために不

可欠な取組です。 

  最後に、将来の負担を見据えた健全な財政規律についてです。新庁舎や広域ごみ処理施設

の建設に伴う借入れの償還が開始され、来年度に償還のピークを迎えるという厳しい現実に

対し、本市はこれまで積み立ててきた減債基金から初めて５億円を繰り入れることで、財源

の平準化を図ります。 

  さらに、新たな市債の発行額を前年度比で約10億8,600万円、率にして40％の大幅な抑制

とする点も含めて、将来世代に過度な負担を残さないための計画的な財政運営の姿勢が現れ

ていると言えます。 

  本予算案は、単に真新しい新規事業を並べるだけではなく、既存事業の精査と将来のリス

ク管理を徹底しつつ、米本市長が目指す市民のウェルビーイング向上に向けた土台を固める

ものと考えます。 

  これからの10年、20年先を見据えた持続可能な市政運営に向けた最善の編成であると確信

し、賛成の討論といたします。 

○議長（宮内 保） 以上で、討論を終わります。 

  これより採決をいたします。採決は電子表決システムで行います。 

  議案第１号、令和８年度旭市一般会計予算の議決について、原案のとおり決することに賛

成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  賛成多数。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  議案第２号、令和８年度旭市病院事業債管理特別会計予算の議決について、原案のとおり

決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 
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  全員賛成。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  議案第３号、令和８年度旭市国民健康保険事業特別会計予算の議決について、原案のとお

り決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  議案第４号、令和８年度旭市後期高齢者医療特別会計予算の議決について、原案のとおり

決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  議案第５号、令和８年度旭市介護保険事業特別会計予算の議決ついて、原案のとおり決す

ることに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  議案第６号、令和８年度旭市水道事業会計予算の議決について、原案のとおり決すること

に賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

  議案第７号、令和８年度旭市公共下水道事業会計予算の議決について、原案のとおり決す

ることに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 
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  全員賛成。 

  よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

  議案第８号、令和８年度旭市農業集落排水事業会計予算の議決について、原案のとおり決

することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第３ 常任委員長報告 

○議長（宮内 保） 日程第３、これより各常任委員会に付託いたしました議案第９号から議

案第23号までと議案第27号の審査経過と結果について、各委員長の報告を求めます。 

  初めに、建設経済常任委員長、常世田正樹議員、ご登壇願います。 

（建設経済常任委員長 常世田正樹 登壇） 

○建設経済常任委員長（常世田正樹） 建設経済常任委員会委員長の報告を申し上げます。 

  去る３月12日、午前10時より議会委員会室において議案説明のため、執行部の出席を求め、

本委員会を開催いたしましたので、審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 

  去る２月27日の本会議において、本委員会に付託されました議案は、議案第９号、令和７

年度旭市一般会計補正予算の議決についてのうち所管事項、議案第11号、旭市非常勤の職員

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、旭市

営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、市

道路線の認定についての４議案であります。 

  まず、議案の審査結果から申し上げます。当委員会に付託されました４議案については、

別紙報告書のとおり全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第11号の主な質疑について要約して申し上げます。 

  初めに、鳥獣被害対策実施隊員の報酬は年額2,000円とのことだが安いのではないかとの

質疑では、非常勤職員としての身分に基づく報酬であり、近隣自治体における報酬を勘案す

るとともに、実際の活動に対する日当は旭市鳥獣被害防止対策協議会から別途支払われるこ
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とを踏まえての設定であるとの答弁がありました。 

  次に、議案第18号の主な質疑について申し上げます。 

  住宅が解体されて更地となると、砂ぼこりなどが飛散するが、団地内の住宅が全てなくな

るまでそのままにしておくのかとの質疑では、解体撤去後、更地にして砕石等で飛散防止を

する。全体が撤去された場合は利用計画を検討するが、現状では撤去したところだけ飛散防

止を行うとの答弁がありました。 

  また、双葉団地の世帯数は32世帯とのことだが、改正後の36戸との差、４戸は空き家のま

ま取っておくのかとの質疑では、戸建てだけでなく長屋式の住宅もあり、長屋での空き室も

あることから、戸数と世帯数に差が生じている。長屋の一部だけを解体することはできない

ため、空き室としているとの答弁がありました。 

  以上のとおりでありましたので、報告いたします。 

  令和８年３月19日、建設経済常任委員長、常世田正樹。 

○議長（宮内 保） 建設経済常任委員長の報告は終わりました。 

  続いて、文教福祉常任委員長、伊場哲也議員、ご登壇願います。 

（文教福祉常任委員長 伊場哲也 登壇） 

○文教福祉常任委員長（伊場哲也） 文教福祉常任委員会委員長の報告を申し上げます。 

  去る２月27日の本会議において、本委員会に付託されました議案第９号、令和７年度旭市

一般会計補正予算の議決についてのうち所管事項、議案第10号、令和７年度旭市介護保険事

業特別会計補正予算の議決について、議案第15号、旭市立保育所条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第16号、旭市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第17号、旭市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、旭

市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例の制定について、議案第22号、指定管理者の指

定についての７議案について、審査経過並びに結果を申し上げます。 

  去る３月13日午前10時より、議会委員会室において、議案説明のため執行部の出席を求め、

本委員会を開催いたしました。 

  それでは、審査内容について質疑とその答弁の内容を申し上げます。 

  初めに、議案第９号の１点目として、主な質疑について申し上げます。 

  中学校施設改修事業について、設計・監理委託料と校舎等改修工事の内容はとの質疑では、

中学校５校、体育館への空調設備設置工事に関するもので、設計・監理委託料と工事の内容

は足場の設置、室内外機の設置、ボールガードの設置、受変電設備の改修を行うものとの答
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弁がありました。 

  続いて２点目として、空調設備設置工事の中に、断熱工事も含まれているのかとの質疑で

は、断熱工事は含まれていない。今後、状況に応じて行うとの答弁がありました。 

  続いて３点目として、空調設備設置工事の設計年度と工事年度はいつかとの質疑では、令

和７年度補正予算で計上し、繰越し事業として令和８年度に工事を行うとの答弁がありまし

た。 

  続いて４点目として、第一学校給食センターと第二学校給食センターの賄材料費について、

どういった食材の値上がりによるものか、また何か月分が不足となったのかとの質疑では、

食材については、米や野菜の値上がりの影響が大きい。予算としては、３月分の一部が不足

となったとの答弁がありました。 

  次に、議案第10号の質疑について申し上げます。 

  諸収入の第三者納付金は何件分か、また回収率はどの程度かとの質疑では、３件分で全て

回収済みであるとの答弁がありました。 

  次に、議案第15号の質疑について申し上げます。 

  まんざい保育所は、統合後どうなるのか、解体して跡地利用する考えはあるのかとの質疑

では、旭市学校施設利活用基本方針に準じて、庁内で協議をして決定するとの答弁がありま

した。 

  次に、議案第20号の質疑について申し上げます。 

  青少年問題協議会は、どのような役割を担っていたものなのか、また廃止することで、市

民への影響はないのかとの質疑では、青少年問題協議会は、青少年に関する施策について、

必要な事項の調査審議や関係機関との連絡調整、意見の具申などを行っていた。ほかの協議

会等に役割が引き継がれていることから市民への影響はないとの答弁がありました。 

  以上、主な質疑及び答弁内容について申し上げましたが、審査の結果、別紙報告書のとお

り、付託されました７議案について全員賛成でそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  以上のとおり、報告いたします。 

  令和８年３月19日、文教福祉常任委員長、伊場哲也。 

○議長（宮内 保） 文教福祉常任委員長の報告は終わりました。 

  続いて、総務常任委員長、﨑山華英議員、ご登壇願います。 

（総務常任委員長 﨑山華英 登壇） 
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○総務常任委員長（﨑山華英） 総務常任委員会委員長の報告を申し上げます。 

  去る２月27日の本会議において本委員会に付託されました議案第９号、令和７年度旭市一

般会計補正予算の議決についてのうち所管事項、議案第12号、旭市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第13号、旭市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、旭市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号、旭市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第21号、旭市過疎地域持続的発展計画の策定について、

議案第27号、専決処分の承認についての７議案について、審査経過並びに結果を申し上げま

す。 

  去る３月16日午前10時より、議会委員会室において、議案説明のため執行部の出席を求め、

本委員会を開催いたしました。 

  それでは、審査内容について主な質疑とその答弁の内容を申し上げます。 

  初めに、議案第９号の主な質疑について申し上げます。 

  １点目として、基金繰入金が減額されているが年度末の財政調整基金はどのようになるの

かとの質疑では、今回の補正が可決されると令和７年度末で74億4,145万1,000円程度となる

との答弁がありました。 

  ２点目として、市債について、この時期に約５億円という大きい額の発行に至った経緯は

との質疑では、理由は二つあり、一つ目は国の補正予算による交付金を活用する事業におい

て有利な起債が活用できるためであり、主な対象事業は中学校の屋内運動場空調設備工事で

ある。 

  二つ目は、令和７年度で終了する合併特例債の発行可能額が残っていることから、令和８

年度実施予定事業を前倒しして計上したもので、主な対象事業は消防本部の空調設備の更新

であるとの答弁がありました。 

  次に、議案第12号の主な質疑について申し上げます。 

  通勤手当の改正について、市職員の通勤方法の割合はどうなっているか、また改正される

ことでの財政的な影響はどの程度かとの質疑では、通勤方法の割合は自動車が91％、徒歩が

5.7％、自転車が2.1％、公共交通機関が1.1％である。自転車や原動機付自転車も普通自動

車と同じ区分となるが、割合が少ないため通勤手当に影響はないとの答弁がありました。 

  次に、議案第13号の主な質疑について申し上げます。 

  条例改正の内容はとの質疑では、パートタイム会計年度任用職員の報酬に地域手当分を加
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算して支給することから、加算する率を改正するものとの答弁がありました。 

  次に、議案第14号の主な質疑について申し上げます。 

  国保税の課税限度額について、子ども・子育て支援金はいつ決定するのかとの質疑では、

子ども・子育て支援金の限度額は、国民健康保険料では昨年11月に３万円とすることで決定

している。国保税は、例年３月31日に国の施行令により決定されるため、保険料と同額であ

れば３万円となり、専決処分により条例改正を予定しているとの答弁がありました。 

  次に、議案第19号の主な質疑について申し上げます。 

  改正後に、サウナの種類が二つとなるがその違いはとの質疑では、一般的にある屋内のサ

ウナのほかバレル型やテント型のサウナが増えてきたことから、国において設置基準を設け

た。バレル型などは、熱源機器が６キロワット以下の小さいもので、離隔距離を一般的なサ

ウナの距離に合わせると不都合があるため、緩和処置として一般サウナと簡易サウナを分け

たとの答弁がありました。 

  次に、議案第21号の主な質疑について申し上げます。 

  過疎地域持続的発展計画はどのようにしてつくったのかとの質疑では、計画は、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定されている市町村計画として策定した。具体

的には、これまでの実績や次期５か年で行うべき事業の洗い出しなどを、庁内の関係課と調

整し計画に盛り込んだとの答弁がありました。 

  以上、主な質疑及び答弁内容について申し上げましたが、審査の結果、別紙報告書のとお

り７議案のうち議案第14号と議案第21号は賛成多数で、それぞれ原案のとおり可決すべきも

のと決し、その他の議案については全員賛成で、それぞれ原案のとおり可決、承認すべきも

のと決しました。 

  以上のとおり、報告いたします。 

  令和８年３月19日、総務常任委員会委員長、﨑山華英。 

○議長（宮内 保） 総務常任委員長の報告は終わりました。 

  以上で、付託議案に対する各委員長の報告は終わりました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第４ 質疑、討論、採決 

○議長（宮内 保） 日程第４、これより議案第９号から議案第23号までと議案第27号につい
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て、質疑、討論、採決を行います。 

  初めに、各委員長の報告に対し、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） 質疑なしと認めます。 

  これより一括して討論に入ります。 

  ここで、松木源太郎議員の討論でありますが、松木源太郎議員から議案第14号について、

討論の通告を取り消したいとの申出があり、これを受理いたしましたので報告いたします。 

  それでは、討論の通告がありますので発言を許可いたします。 

  松木源太郎議員はご登壇願います。 

（１９番 松木源太郎 登壇） 

○１９番（松木源太郎） 私は、議案第21号、旭市過疎地域持続的発展計画の策定について反

対の討論をいたします。 

  ５年ごとに策定する過疎地域持続的発展計画の見直しに当たっては、令和７年12月１日か

ら12月15日まで素案に対する意見を市は募集いたしました。意見は５人いらっしゃって

─ここにありますけれども─意見は10件提出されましたが、いずれも今後の参考にす

るご意見にお答えするので、意見で修正されたところはありませんでした。 

  次に、15の項目を市として入れ替えました。令和８年度から令和12年度の計画を策定して

おります。ところが、私が調べてみますと、令和３年から令和７年までの計画がここにあり

ます。全部読みますと、全く同じところがずっと続いているんです。なぜでしょうか。結局、

意見は15日間伺ったけれども、５人で10件、それは全部これには反映しないと言っている。 

  15の項目を終わったものは終わったと消していく、新しいものを連れていく。これを見て

みますと全く同じ内容がずらっと書いてあるわけです。こういう５年ごとの決め方でもって、

最初につくった計画をそれだけをチェンジしていくのでは何にも計画で新しく考えることな

いわけですね。 

  私は最初の質疑のときにまだこのことを知りませんでしたから、一生懸命読んでこうすれ

ばいい過疎地域計画になるだろうということを提案をいたしましたけれども、残念ながら市

にはそういう考えがなくて、何か同じことの繰り返しをすれば、つまり過疎債を取るために

これを出せばいいんじゃないかと考えているとしか考えられません。 

  こういう行政の進め方が、市のいろんな計画を駄目にしていくわけですから、ぜひこの点

については意見を述べたいということで発言を求めました。 
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  以上です。 

○議長（宮内 保） 以上で討論を終わります。 

  これより採決をいたします。 

  採決は電子表決システムで行います。 

  議案第９号、令和７年度旭市一般会計補正予算の議決について原案のとおり決することに

賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 全員賛成。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

  議案第10号、令和７年度旭市介護保険事業特別会計補正予算の議決について、原案のとお

り決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

  議案第11号、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

  議案第12号、旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

  議案第13号、旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 
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○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  議案第14号、旭市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとお

り決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

  議案第15号、旭市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決す

ることに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

  議案第16号、旭市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり

決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

  議案第17号、旭市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり

決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

  議案第18号、旭市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 
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○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

  議案第19号、旭市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決す

ることに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

  議案第20号、旭市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例の制定について、原案のとお

り決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

  議案第21号、旭市過疎地域持続的発展計画の策定について、原案のとおり決することに賛

成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  賛成多数。 

  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

  議案第22号、指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成または反対のボ

タンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

  議案第23号、市道路線の認定について、原案のとおり決することに賛成または反対のボタ

ンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 
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○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

  議案第27号、専決処分の承認について、原案のとおり決することに賛成または反対のボタ

ンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  全員賛成。 

  よって、議案第27号は原案のとおり承認されました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第５ 常任委員長陳情報告 

○議長（宮内 保） 日程第５、これより文教福祉常任委員会に付託いたしました陳情第１号

の審査経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

  文教福祉常任委員長、伊場哲也議員はご登壇願います。 

（文教福祉常任委員長 伊場哲也 登壇） 

○文教福祉常任委員長（伊場哲也） 文教福祉常任委員会委員長の陳情報告を申し上げます。 

  去る２月27日の本会議において、本委員会に付託されました陳情第１号、保育士配置基準

の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書提出を求める陳情について、審査経

過並びに結果を申し上げます。 

  去る３月13日、付託議案の審査終了後、陳情の審査を行いました。審査の中で、法令どお

りに保育士の配置が進んでいない状況を踏まえると、施設を運営する側の考えも理解できる

といった意見のほか、配置基準について、法令で決まっているものに対して経過措置が設け

られているが、それを撤廃することによって保育の改善などが前向きに進むと考え、賛成す

る等の意見がありました。 

  審査では、別紙報告書のとおり賛成多数で採択と決しました。 

  以上のとおり報告いたします。 

  令和８年３月19日、文教福祉常任委員長、伊場哲也。 

○議長（宮内 保） 文教福祉常任委員長の報告は終わりました。 
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 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第６ 質疑、討論、採決 

○議長（宮内 保） 日程第６、これより陳情第１号について、質疑、討論、採決を行います。 

  初めに、委員長の報告に対し質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（宮内 保） 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  採決は、電子表決システムで行います。 

  陳情第１号、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書提出

を求める陳情について、採択と決するに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 押し忘れなしと認め、確定します。 

  賛成多数。 

  よって、陳情第１号は採択と決しました。 

  会議は途中ですが、ここで11時25分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時 ７分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○議長（宮内 保） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  本日、発議案が提出されました。 

  提出されました発議案は、発議第１号、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらな
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る改善を求める意見書の提出についての１発議案であります。 

  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） 配付漏れないものと認めます。 

  ただいま、発議案に伴う追加日程について議会運営委員会を開催していただきました。そ

の結果につきまして、議会運営委員長の報告を求めます。 

  委員長、島田恒議員、ご登壇願います。 

（議会運営委員長 島田 恒 登壇） 

○議会運営委員長（島田 恒） ただいま、議会運営委員会を開きまして発議案の提出に伴う

追加日程について協議をいたしましたので、その内容についてご報告申し上げます。 

  本日提出されました発議案は、発議第１号、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさ

らなる改善を求める意見書の提出についての１発議案であります。 

  それでは、議事日程の協議結果について申し上げます。 

  配付してあります令和８年旭市議会第１回定例会議事日程その２、本日３月19日木曜日、

この後、追加日程第１、発議案上程、追加日程第２、提案理由の説明、追加日程第３、質疑、

討論、採決。 

  以上で追加日程の協議についての報告を終わります。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 議会運営委員長の報告は終わりました。 

  おはかりいたします。 

  発議第１号の１発議案を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） ご異議なしと認めます。 

  よって、本発議案を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎追加日程第１ 発議案上程 

○議長（宮内 保） 追加日程第１、発議第１号の１発議案を上程いたします。 
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 ──────────────────────────────────────────  

 

◎追加日程第２ 提案理由の説明 

○議長（宮内 保） 追加日程第２、提案理由の説明を求めます。 

  発議第１号について、伊場哲也議員のご登壇を願います。 

（文教福祉常任委員長 伊場哲也 登壇） 

○文教福祉常任委員長（伊場哲也） それでは、発議第１号、保育士配置基準の引上げの早期

完全実施とさらなる改善を求める意見書の提出についての提案理由を申し上げます。 

  本発議案につきましては、意見書を朗読して提案理由の説明に代えさせていただきます。 

  保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書。 

  保育所は、子育てを支える施設であり、幼い子どもの発達を保障し、命を守るために不可

欠な社会的資源になっている。 

  保育所の機能拡充が進む一方で、職員配置や施設基準の改善は進まず、職員の負担増が深

刻になっており、保育所での事故が増大している状況などを踏まえれば、現在の配置基準は

不十分であり、子どもの命と安全を守るためにも保育士増員が急務となっている。 

  2024年４月から改正された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が施行され、４・５

歳児25人に対し保育士１人、３歳児15人に対し保育士１人としたが、経過措置が設けられて

いる。また、１歳児の配置基準引上げの５対１については、法令改定はされず、2025年度予

算に加算措置が盛り込まれたが、要件が厳しく対象となる施設が限定されている。 

  全ての施設において、基準以上の条件での保育を実現するために、１歳児の加算要件をな

くした上で、法令改定により基準を引上げること、３歳児、４・５歳児は経過措置を撤廃す

ることで、保育士等職員の負担を軽減し、子ども一人一人に対して丁寧な関わりを保障する

とともに、全ての年齢で基準をさらに改善することが、保育現場と保護者の切なる願いであ

る。 

  よって、国においては、保育士配置の基準引上げの早期完全実施とさらなる改善を実施す

ることを強く求める。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  意見書の提出先でございますが、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策）、こ

ども家庭庁長官、文部科学大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長宛てでございます。 
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  以上、提案理由といたします。 

○議長（宮内 保） 提案理由の説明は終わりました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎追加日程第３ 質疑、討論、採決 

○議長（宮内 保） 追加日程第３、これより発議第１号について、質疑、討論、採決を行い

ます。 

  それでは質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３３分 

 

再開 午前１１時３５分 

 

○議長（宮内 保） 再開します。 

  質疑はありませんか。 

  戸村議員。 

○３番（戸村ひとみ） それではお願いいたします。 

  この発議案の提案理由を陳情の文面からそのままを提案理由とされました。 

  そこで、その文面の中から３点ほどお伺いしたいと思います。 

  保育園での事故が増大しているという文言がございましたが、これは増大というのを漠と

して分かりません。いつからいつまでの期間でどれくらい事故が増大しているのか、それが

陳情のほうにもし、もしというか添えられていたらお願いいたします。 

  あと、この陳情を審査するに当たっては、恐らくこの事故のこととかも皆さん、委員会で

もお考えになっていると思いますので、そのあたりのところをお願いいたします。 

  それから、配置基準が不十分ということとのこの事故の増大との関連性、つまり配置基準

が満たされていれば事故は減るものなのかどうか、事故は限りなく減るものなのかどうか、

そこのところのお考えをお願いいたします。 
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  それから、全ての施設の保育状況、保育環境、これが向上するということは配置基準の引

上げによってなされるというような意味合いのことを書かれておりましたが、この配置基準

の引上げというのが最重要事項なのか。ほかに保育状況、保育環境の引上げというものが最

重要と考えられるようなことがあるのではないかと、そこのところのお考えをお願いいたし

ます。 

  公立では、全てがこういう配置基準とかも満たされる、即座に満たされると思いますが、

私立等ではなかなかこういう環境整備というか条件の整備みたいなものは厳しい状況にある

と、旭市の中でもそういう状況にあると思われます。 

  そんな中で、この配置基準の引上げというのが保育園の保育環境の向上に向けての最重要

事項なのかどうか、そこのところをお願いいたします。 

○議長（宮内 保） 戸村議員の質疑に対し、答弁を求めます。 

  伊場哲也議員。 

○６番（伊場哲也） 戸村議員に対しての、質疑に対しての答弁をさせていただきます。 

  ３点、ございました。まず１点目でございますけれども、事故、増大しているという提案

理由の説明中で、いつからいつまでどれくらい増大かという質疑でございましたけれども、

これ、陳情でございます。これが１点。 

  そして、２点目といたしまして戸村議員も文教福祉常任委員会に所属されており、審査に

加わっていただきました。その中での意見交換また質疑では出されなかった件ではないかと

いうふうに思います。 

  これ、皆様ご存じのとおり陳情でございますので、私が戸村議員の質疑の件、いつからい

つまでどれくらい事故が増大しているかということについては、個人的な精査もしておりま

せんし、ですので、個人的な質疑に対しての答弁をすることはできません。ということで、

答弁をいたします。 

  ２点目の配置基準が不十分がために事故が減るかどうかということにつきましては、これ

も私、個人的な見解で答弁をするということになれば、今現在、法令で示されている基準で

もって保育所の運営をすれば少なくとも１人の保育士が見る園児の数が減るわけですから、

だからといって根拠にはならない点もありますけれども、１人の保育士が25人見るよりは、

１人の保育士が、例としてですけれども15人見たほうが、目が行き届くという視点、観点か

ら事故を未然に防ぐことが可能であると、そういう率が高まるというふうに個人的には考え

ます。 
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  戸村議員の質疑に対しての答弁になっているかどうかは定かではありませんけれども、提

案の理由を説明させていただいた責任上、今のように回答をさせていただきました。 

  ３点目のこれが最重要事項であるかどうかということについては、質疑ですから答弁しま

すけれども、逆に戸村議員はそういう経験をかつてされていたわけですので、個人的に後ほ

ど見解をお尋ねするにしても、最重要と言われますと、私自身は、いやそれ以外にも重要な

事項はたくさんあるのではないかというふうに捉えます。 

  ただ、提案理由でも申し述べたとおり、極力、保育所の質、保育士の負担軽減、こういっ

た点から陳情を皆さんに採択いただきましたので、その方向で進めていただきたいというふ

うに考えて、戸村議員の三つの質疑に対して答弁をさせていただきました。 

  以上でございます、議長。 

○議長（宮内 保） 戸村議員。 

○３番（戸村ひとみ） ご答弁ありがとうございました。 

  委員長のほうから、委員会でのこうしたその事故の増大の件数とかそういうもの、いつか

らいつまでのその件数、増大、果たして増大しているのかどうかというようなところも質疑

がなかったというご答弁がございましたが、私は今回の陳情に関しましては、そういったと

ころも全て、数字から根拠づけをして反対なら反対、賛成なら賛成にしたかったものですか

ら、継続審査を望みました。 

  ただ、意見として継続審査というのはどうかというのを言いましたら、継続はないという

ふうにお答えがありましたので、そうしましたら反対、賛成か反対かといったら反対するし

かないんです。こういった数字の根拠というものが提示されない限り、軽々にちょっと賛成

はできません。 

  しかも、先ほど委員長のほうもありました、私も保育のほうをやっておりましたので、私

立…… 

○議長（宮内 保） 戸村議員、質疑ですからね。討論ではないですから、その辺ご理解して

いただきたいと思います。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりました。 

  ですから、継続審査になった後で、こういった細かいところを全てその次までの間に詰め

る、詰めていくのが適当ではないかなと私は思いましたものですから、そこのところの質疑

はいたしませんでした、細かいところは。ただ意見としては述べさせていただきました、委

員会の中でも。 



－359－ 

  今回の委員長のほうで、これはあくまでも陳情ですからということでしたが、陳情が出さ

れて審査をするのは私たち一人ひとり、議員の仕事でございます。 

○議長（宮内 保） 戸村議員、質疑ですからね。質疑をしてください。 

○３番（戸村ひとみ） 分かりました。 

  ですから、そこのところの…… 

○議長（宮内 保） 簡潔、明瞭にお願いします。 

○３番（戸村ひとみ） 陳情というものに対して、これからまた文教に上がってくる陳情とか

もあるでしょうから、そこのところの委員長のお考えをお伺いしたいです。 

○議長（宮内 保） ただいまの、討論ですから、質疑ではありませんから、答弁する必要は

ないと思いますので。 

  質疑ですから。 

○３番（戸村ひとみ） 継続にできなかった理由をお伺いしたいです。 

○議長（宮内 保） それはできないですから。 

  これで戸村議員の質疑を終わります。 

  そのほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（宮内 保） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（宮内 保） 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  採決は、電子表決システムにより行います。 

  発議第１号、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書の提

出について、原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（表決ボタンにより表決） 

○議長（宮内 保） 松木議員、押してください。 

（「白票だな」の声あり） 

○議長（宮内 保） どっちかに。白票はないですから。 

  押し忘れなしと認め、確定します。 
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  賛成多数。 

  よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  

 

◎日程第７ 事務報告 

○議長（宮内 保） 日程第７、事務報告を求めます。 

  総務課長、登壇してください。 

（総務課長 向後 稔 登壇） 

○総務課長（向後 稔） それでは、篤志寄附を受納しておりますので、ご報告いたします。 

  報告書の２ページをご覧ください。 

  一つ、金10万5,000円を旭市商工会チャリティーゴルフ大会様より、12月２日受納いたし

ました。 

  一つ、テント２張を共和地区社会福祉協議会様より、12月２日受納いたしました。 

  一つ、紅白まんじゅうを大松治子様より、12月２日受納いたしました。 

  一つ、精白米粒すけ760キログラムを、ちばみどり農業協同組合様より12月３日受納いた

しました。 

  一つ、金10万円を旭タンカー株式会社様より、12月15日受納いたしました。 

  次のページになります。 

  一つ、創立150周年記念ファイルほか記念品一式を共和地区区長会様より、12月19日受納

いたしました。 

  一つ、金10万円を株式会社Ｈａｊｉｍａｒｉ様より、１月30日受納いたしました。 

  一つ、ランドセル８個を株式会社髙野縫製様より、２月５日受納いたしました。 

  一つ、金10万円を株式会社求人ジャーナル様より、２月27日受納いたしました。 

  一つ、豚肉206.9キログラムを有限会社ブライトピック千葉様より、３月13日受納いたし

ました。 

  以上で事務報告を終わります。 

○議長（宮内 保） 事務報告は終わりました。 

 

 ──────────────────────────────────────────  
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◎日程第８ 閉  会 

○議長（宮内 保） 以上をもちまして、本定例会に提出されました議案等の審議は全部終了

いたしました。 

  これにて令和８年旭市議会第１回定例会を閉会いたします。 

  長期間にわたり大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時５０分 
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